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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

第１章 総則 
 

（目的） 

第１条 この規定は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制

法」という。）」第３７条第１項の規定に基づき，柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設（以下「原子炉

施設」という。）の保安のために必要な措置（以下「保安活動」という。）を定め，核燃料物質若し

くは核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）又は原子炉による災害の防

止を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 
 

（目的） 

第１条 この規定は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制

法」という。）」第４３条の３の２４第１項の規定に基づき，柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉施

設（以下「原子炉施設」という。）の保安のために必要な措置（以下「保安活動」という。）を定め，

核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）又は発電用

原子炉（以下「原子炉」という。）による災害の防止を図ることを目的とする。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

第２章 品質保証 
 

 

（品質マネジメントシステム計画） 

第３条 

第２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のとおり品質マネジメン

トシステム計画を定める。 
 

【品質マネジメントシステム計画】 

 

1. 目的 

本品質マネジメントシステム計画は，柏崎刈羽原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全を

達成・維持・向上させるため，「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則及び同規則の解釈」（以下「品質管理基準規則」という。）に従って，発電所にお

ける保安活動に係る品質マネジメントシステム（以下「品質マネジメントシステム」という。）を確

立し，実施し，評価確認し，継続的に改善するとともに，安全文化及び安全のためのリーダーシッ

プによって原子力の安全を確保することを目的とする。 

 

2. 適用範囲 

 本品質マネジメントシステム計画は，発電所の保安活動に適用する。 

 

3. 用語の定義 

  以下を除き品質管理基準規則の定義に従う。 

(1) 原子炉施設：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43条の 3の 5第 2項第

5号に規定する発電用原子炉施設をいう。 

(2) ニューシア：原子力施設の事故又は故障等の情報並びに信頼性に関する情報を共有し活用する

ことにより，事故及び故障等の未然防止を図ることを目的として，一般社団法人 原子力安全推進

協会が運営するデータベース（原子力施設情報公開ライブラリー）のことをいう。 

(3) BWR 事業者協議会：国内 BWR プラントの安全性及び信頼性を向上させるために，電力会社とプ

ラントメーカーとの間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。（以下，本

条及び第１０７条において同じ。） 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 第４条（保安に関する組織）に定める組織（以下「組織」という。）は，本品質マネジメントシ

ステム計画に従って，品質マネジメントシステムを確立し，文書化し，実施し，かつ，維持する。

また，その品質マネジメントシステムの実効性を維持するため，継続的に改善する。 

(2) 組織は，保安活動の重要度に応じて，品質マネジメントシステムを確立し，運用する。この場

合，以下の事項を適切に考慮し，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針（以下「重要度分類指針」という。）を参考として，品質マネジメントシステム要求事項の適

用の程度についてグレード分けを行う。 

 

a) 業務・原子炉施設又は組織の重要度及びこれらの複雑さの程度 

b) 原子炉施設の品質又は業務に関連する原子力安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれ

らに関連する潜在的影響の大きさ 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は業務が不適切に計画され，若しくは実

行されたことにより起こり得る影響 

(3) 組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適切な配分を行う。 

(4) 組織は，原子炉施設に適用される法令・規制要求事項を明確に認識し，「文書及び記録管理基本

マニュアル」に基づき各基本マニュアル等に明記する（7.2.1 参照）。 

 

 

第２章 品質保証 
 

 

（品質マネジメントシステム計画） 

第３条 

第２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のとおり品質マネジメン

トシステム計画を定める。 
 

【品質マネジメントシステム計画】 

 

1. 目的 

本品質マネジメントシステム計画は，柏崎刈羽原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全を

達成・維持・向上させるため，「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則及び同規則の解釈」（以下「品質管理基準規則」という。）に従って，発電所にお

ける保安活動に係る品質マネジメントシステム（以下「品質マネジメントシステム」という。）を確

立し，実施し，評価確認し，継続的に改善するとともに，安全文化及び安全のためのリーダーシッ

プによって原子力の安全を確保することを目的とする。 

 

2. 適用範囲 

 本品質マネジメントシステム計画は，発電所の保安活動に適用する。 

 

3. 用語の定義 

  以下を除き品質管理基準規則の定義に従う。 

(1) 原子炉施設：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43条の 3の 5第 2項第

5号に規定する発電用原子炉施設をいう。 

(2) ニューシア：原子力施設の事故又は故障等の情報並びに信頼性に関する情報を共有し活用する

ことにより，事故及び故障等の未然防止を図ることを目的として，一般社団法人 原子力安全推進

協会が運営するデータベース（原子力施設情報公開ライブラリー）のことをいう。 

(3) BWR 事業者協議会：国内 BWR プラントの安全性及び信頼性を向上させるために，電力会社とプ

ラントメーカーとの間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。（以下，本

条及び第１０７条において同じ。） 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 第４条（保安に関する組織）に定める組織（以下「組織」という。）は，本品質マネジメントシ

ステム計画に従って，品質マネジメントシステムを確立し，文書化し，実施し，かつ，維持する。

また，その品質マネジメントシステムの実効性を維持するため，継続的に改善する。 

(2) 組織は，保安活動の重要度に応じて，品質マネジメントシステムを確立し，運用する。この場

合，以下の事項を適切に考慮し，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針（以下「重要度分類指針」という。）を参考として，品質マネジメントシステム要求事項の適

用の程度についてグレード分けを行う。 

 

a) 業務・原子炉施設又は組織の重要度及びこれらの複雑さの程度 

b) 原子炉施設の品質又は業務に関連する原子力安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれ

らに関連する潜在的影響の大きさ 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は業務が不適切に計画され，若しくは実

行されたことにより起こり得る影響 

(3) 組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適切な配分を行う。 

(4) 組織は，原子炉施設に適用される法令・規制要求事項を明確に認識し，「文書及び記録管理基本

マニュアル」に基づき各基本マニュアル等に明記する（7.2.1 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７つの約束については 
今後反映する 

2



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

(5) 組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに，そのプロセスを

組織に適用することを「原子力品質保証規程」に定め，次の事項を実施する。 

a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確にする。 

b) これらのプロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を図１のと

おりとする。 

c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもの実効性の確保に必要なパフォーマンスを示す

指標（以下「PI(Performance Indicator)」という。），並びに判断基準及び方法を明確にする。

この PI には，原子力規制検査等に関する規則第 5条に規定する安全実績指標（特定核燃料物質

の防護に関する領域に係るものを除く。）を含める。 

d) これらのプロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報を利用できる体制を確保

する。これには，責任及び権限の明確化を含める。 

e) これらのプロセスの運用状況を監視し，適用可能な場合には測定し，分析する。 

f) これらのプロセスについて，計画の目的を達成するため，かつ，実効性を維持するために必要

な処置（プロセスの変更を含む。）をとる。 

g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合がとれたものにする。 

h）原子力安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には，原子力安全が確

保されるようにする。これには，セキュリティ対策が原子力安全に与える潜在的な影響と，原

子力安全に係る対策がセキュリティに与える潜在的な影響を特定し，解決することを含む。 

 

(6) 組織は，安全文化として目指している状態を含め「健全な安全文化の育成及び維持に係る基本

マニュアル」を定めるとともに，技術的，人的，組織的な要因の相互作用を適切に考慮して，効

果的な取り組みを通じて，健全な安全文化を育成し，及び維持する。 

(7) 組織は，業務・原子炉施設に係る要求事項（法令・規制要求事項を含む。）への適合に影響を及

ぼすプロセスを外部委託することを決めた場合には，当該プロセスの管理を確実にする。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

品質マネジメントシステムの文書として以下の事項を含める。これらの文書は，保安活動の重要

度に応じて作成し，当該文書に規定する事項を実施する。また，これらの文書体系を図２に，各マ

ニュアルと各条文の関連を c)及び d)の表に示す。なお，記録は適正に作成する。 

 

a) 品質方針及び品質目標 

b) 原子力品質保証規程 

c) 品質管理基準規則が要求する“手順書等” である以下の文書及び記録 

 

第3条の 

関連条項 

原子力品

質保証規

程の関連

条項 

名  称 管理箇所 

4.2，7.2.2 4.2，7.2.2 文書及び記録管理基本マニュアル 原子力安全・統括部 

8.2.2，

8.5.1 

8.2.2，

8.5.1 
原子力品質監査基本マニュアル 内部監査室 

8.3，

8.5.1, 

8.5.2，

8.5.3 

8.3，

8.5.1, 

8.5.2，

8.5.3 

不適合管理及び是正処置・未然防止処置

基本マニュアル 
原子力安全・統括部 
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図１．品質マネジメントシステムにおけるプロセス間の相互関係 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

d) 組織内のプロセスの実効的な計画，運用及び管理を確実に実施するために，必要と決定した文書

及び記録 

①以下の文書 

第3条の 

関連条項 

原子力品質 

保証規程の 

関連条項 

名  称 管理箇所 
第 3条以外の 

関連条文 

5.4.1, 

8.2.1, 

8.2.3, 

8.4, 

8.5.1 

5.4.1, 

8.2.1, 

 8.2.3, 

8.4,  

8.5.1 

セルフアセスメント実

施基本マニュアル 
原子力安全・統括部 第 10条 

5.4.2 5.4.2 
原子力リスク管理基本

マニュアル 
原子力安全・統括部 － 

5.4.2, 

7.1 

5.4.2, 

7.1 

変更管理基本マニュア

ル 
原子力安全・統括部 － 

5.5.4 5.5.4 
保安管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 第 6条～第 9条の 3 

5.6，8.5.1 
5.6， 

8.5.1 

マネジメントレビュー

実施基本マニュアル 
原子力安全・統括部 － 

6.2 6.2 
教育及び訓練基本マニ

ュアル 

原子力人財育成セ

ンター 
第 118 条～第 120 条 

6.3，6.4, 

7.1，
7.2.1, 

7.5，7.6 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

運転管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 

第7条，第11条の2， 

第12条～第78条，第84条，

第88条，第95条，第96条， 

第108条～第117条，第120

条，第121条 

燃料管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 

第19条～第23条， 

第25条～第27条，第55条，

第56条，第69条，第72条， 

第79条～第86条，第104

条，第105条，第120条 

放射性廃棄物管理基本

マニュアル 
原子力運営管理部 

第88条，第88条の2，第89

条，第90条，第120条，第

121条 

放射線管理基本マニュ

アル 
原子力運営管理部 

第79条，第86条，第88条，

第88条の3，第90条， 

第93条～第106条， 

第118条～第121条 

施設管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 

第91条，第103条，第107

条～第107条の6，第120

条 

 
 
 
 
 
 
 

 

d) 組織内のプロセスの実効的な計画，運用及び管理を確実に実施するために，必要と決定した文書

及び記録 

①以下の文書 

第3条の 

関連条項 

原子力品質 

保証規程の 

関連条項 

名  称 管理箇所 
第 3条以外の 

関連条文 

5.4.1, 

8.2.1, 

8.2.3, 

8.4, 

8.5.1 

5.4.1, 

8.2.1, 

 8.2.3, 

8.4,  

8.5.1 

セルフアセスメント実

施基本マニュアル 
原子力安全・統括部 第 10条 

5.4.2 5.4.2 
原子力リスク管理基本

マニュアル 
原子力安全・統括部 － 

5.4.2, 

7.1 

5.4.2, 

7.1 

変更管理基本マニュア

ル 
原子力安全・統括部 － 

5.5.4 5.5.4 
保安管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 第 6条～第 9条の 3 

5.6，8.5.1 
5.6， 

8.5.1 

マネジメントレビュー

実施基本マニュアル 
原子力安全・統括部 － 

6.2 6.2 
教育及び訓練基本マニ

ュアル 

原子力人財育成セ

ンター 
第 118 条～第 120 条 

6.3，6.4, 

7.1，
7.2.1, 

7.5，7.6 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

運転管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 

第7条，第11条の2， 

第12条～第17条， 

第18条～第78条，第84条，

第88条，第95条，第96条， 

第110条，第120条，第121

条 

燃料管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 

第19条～第23条， 

第25条～第27条，第55条，

第56条，第69条，第72条， 

第79条～第86条，第104

条，第105条，第120条 

放射性廃棄物管理基本

マニュアル 
原子力運営管理部 

第88条，第88条の2，第89

条，第90条，第120条，第

121条 

放射線管理基本マニュ

アル 
原子力運営管理部 

第79条，第86条，第88条，

第88条の3，第90条， 

第93条～第106条， 

第118条～第121条 

施設管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 

第91条，第103条，第107

条～第107条の6，第120

条 

原子力災害対策基本マ

ニュアル 
原子力運営管理部 

第17条の2～第17条の9， 

第108条～第117条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マニュアル体系

の変更に伴う変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マニュアル体系

の変更に伴う変

更 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 
7.1， 

7.2.1, 

7.5 

7.1， 

7.2.1, 

7.5 

法令等の遵守に係る活

動基本マニュアル 

原子力安全・統括

部 
第2条の2 

7.1，

7.2.1, 

7.5 

7.1， 

7.2.1, 

7.5 

健全な安全文化の育成

及び維持に係る基本マ

ニュアル 

原子力安全・統括

部 
－ 

7.2.3, 

8.2.1 

7.2.3, 

8.2.1 

外部コミュニケーショ

ン基本マニュアル 
原子力運営管理部 － 

7.3 7.3 
設計管理基本マニュア

ル 
原子力設備管理部 第 107 条の 2 

7.4 7.4 

調達管理基本マニュア

ル 
原子力設備管理部 － 

原子燃料調達基本マニ

ュアル 

原子燃料サイクル

部 
－ 

8.2.4 8.2.4 

使用前事業者検査等及

び自主検査等基本マニ

ュアル 

原子力運営管理部 

第 19条，第 21条，第 22

条，第 24 条，第 27 条，

第 30条，第 32条，第 39

条，第 41 条～第 44 条，

第 47条，第 49 条～第 54

条，第 57 条，第 60 条，

第 63条，第 79条，第 81

条，第 84 条，第 86 条，

第 88 条，第 104 条，第

105 条，第 107 条, 第 107

条の 4，第 107 条の 5，第

120 条 

運転管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 

第 21条，第 24条，第 27

条，第 39 条，第 41 条，

第 51条～第 54条，第 58

条，第 60 条，第 61 条，

第 67条，第 84条，第 120

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.1， 

7.2.1, 

7.5 

7.1， 

7.2.1, 

7.5 

法令等の遵守に係る活

動基本マニュアル 

原子力安全・統括

部 
第2条の2 

7.1，

7.2.1, 

7.5 

7.1， 

7.2.1, 

7.5 

健全な安全文化の育成

及び維持に係る基本マ

ニュアル 

原子力安全・統括

部 
－ 

7.2.3, 

8.2.1 

7.2.3, 

8.2.1 

外部コミュニケーショ

ン基本マニュアル 
原子力運営管理部 － 

7.3 7.3 
設計管理基本マニュア

ル 
原子力設備管理部 第 107 条の 2 

7.4 7.4 

調達管理基本マニュア

ル 
原子力設備管理部 － 

原子燃料調達基本マニ

ュアル 

原子燃料サイクル

部 
－ 

8.2.4 8.2.4 

使用前事業者検査等及

び自主検査等基本マニ

ュアル 

原子力運営管理部 

第 19条，第 21条，第 22

条，第 24 条，第 27 条，

第 30条，第 32条，第 39

条，第 41 条～第 44 条，

第 47条，第 49 条～第 54

条，第 57 条，第 59 条，

第 62条，第 66条，第 79

条，第 81 条，第 84 条，

第 86条，第 88条，第 104

条，第 105 条，第 107 条, 

第 107 条の 4，第 107 条

の 5，第 120 条 

運転管理基本マニュア

ル 
原子力運営管理部 

第 21条，第 24条，第 27

条，第 39 条，第 41 条，

第 51条～第 54条，第 58

条～第 60 条，第 66 条，

第 67条，第 84条，第 120

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

②発電所品質保証計画書 

③要領，要項，手引等の手順書 

④部門作成文書 

⑤外部文書 

⑥上記①②③④⑤で規定する記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 品質マニュアル 

(1)組織は，品質マニュアルとして本品質マネジメントシステム計画に定める要求事項を含む「原子

力品質保証規程」を作成し，維持する。制定・改訂権限者は社長とする。 

(2) 「原子力品質保証規程」には，次の事項を含める。 

a) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

b) 保安活動の計画，実施，評価及び改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

d) 品質マネジメントシステムについて確立された“手順書等”又はそれらを参照できる情報 

e) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②発電所品質保証計画書 

③要領，要項，手引等の手順書 

④部門作成文書 

⑤外部文書 

⑥上記①②③④⑤で規定する記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 品質マニュアル 

(1)組織は，品質マニュアルとして本品質マネジメントシステム計画に定める要求事項を含む「原子

力品質保証規程」を作成し，維持する。制定・改訂権限者は社長とする。 

(2) 「原子力品質保証規程」には，次の事項を含める。 

a) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

b) 保安活動の計画，実施，評価及び改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

d) 品質マネジメントシステムについて確立された“手順書等”又はそれらを参照できる情報 

e) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 録 

管 理 

業務実施 

→ 上記ａ），ｂ）及びｄ）②の文書 

→ 上記ｃ）及びｄ）①の文書 

→ 上記ｄ）③④⑤の文書 

→ 上記ｃ）及びｄ）⑥の記録 

図２．品質マネジメントシステム文書体系図 

方針 

及び目標 

記 録 

管 理 

業務実施 

→ 上記ａ），ｂ）及びｄ）②の文書 

→ 上記ｃ）及びｄ）①の文書 

→ 上記ｄ）③④⑤の文書 

→ 上記ｃ）及びｄ）⑥の記録 

図２．品質マネジメントシステム文書体系図 

方針 

及び目標 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムに必要な文書を，「文書及び記録管理基本マニュアル」に

基づき，保安規定上の位置付けを明確にするとともに，保安活動の重要度に応じて管理する。こ

れには次の事項を含める。 

a) 組織として承認されていない文書の使用又は適切でない変更の防止 

   b) 文書の組織外への流出等の防止 

 c) 4.2.1c)及び d)①の文書の制定及び改訂に係るレビューの結果，当該レビューの結果に基づ

き講じた処置並びに当該制定及び改訂を承認した者に関する情報の維持 

また，記録は，4.2.4 に規定する要求事項に従って管理する。 

(2) 組織の要員が判断及び決定に当たり適切な文書を利用できるよう，次の活動に必要な管理を「文

書及び記録管理基本マニュアル」に規定する。これには，文書改訂時等の必要な時に当該文書作

成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含める。 

a) 発行前に，文書の妥当性をレビューし，承認する。 

b) 文書の改訂の必要性についてレビューする。また，改訂に当たっては，a)と同様にその妥当性

をレビューし，承認する。 

c) a)及び b)のレビューを行う際には，その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の

要員を参画させる。 

d) 文書の変更の識別及び最新の改訂状況の識別を確実にする。 

e) 該当する文書の適切な版が，必要なときに，必要なところで使用しやすい状態にあることを確

実にする。 

f) 文書は，読みやすくかつ容易に内容を把握することができるようにする。 

g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を

明確にし，その配付が管理されていることを確実にする。 

h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また，これらを保持する場合には，その目的にか

かわらず，これを識別し管理する。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 組織は，要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にし，

保安活動の重要度に応じて管理する。 

(2) 記録は，読みやすく，容易に内容を把握することができるとともに，識別可能かつ検索可能な

ように作成する。 

(3) 記録の識別，保管，保護，検索，保管期間及び廃棄に関して必要な管理を「文書及び記録管理

基本マニュアル」に規定する。 

 

5. 経営責任者等の責任 

5.1 経営責任者の原子力安全のためのリーダーシップ 

社長は，原子力安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持って品質マネジメントシステム

を確立及び実施させるとともに，その実効性の維持及び継続的な改善を，次の業務を行うことによ

って実証する。 

a) 品質方針を設定する。 

b) 品質目標が設定されることを確実にする。 

c) 要員が，健全な安全文化を育成し，及び維持することに貢献できるようにすることを確実にす

る。 

d) マネジメントレビューを実施する。 

e) 資源が使用できることを確実にする。 

f) 法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして，原子力安全を確保することの重要性を

組織内に周知する。 

g) 担当する業務について理解し，遂行する責任を有することを要員に認識させる。 

h)すべての階層で行われる決定が，原子力安全の確保について，その優先順位及び説明する責任

を考慮して確実に行われるようにする。 

 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムに必要な文書を，「文書及び記録管理基本マニュアル」に

基づき，保安規定上の位置付けを明確にするとともに，保安活動の重要度に応じて管理する。こ

れには次の事項を含める。 

a) 組織として承認されていない文書の使用又は適切でない変更の防止 

   b) 文書の組織外への流出等の防止 

 c) 4.2.1c)及び d)①の文書の制定及び改訂に係るレビューの結果，当該レビューの結果に基づ

き講じた処置並びに当該制定及び改訂を承認した者に関する情報の維持 

また，記録は，4.2.4 に規定する要求事項に従って管理する。 

(2) 組織の要員が判断及び決定に当たり適切な文書を利用できるよう，次の活動に必要な管理を「文

書及び記録管理基本マニュアル」に規定する。これには，文書改訂時等の必要な時に当該文書作

成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含める。 

a) 発行前に，文書の妥当性をレビューし，承認する。 

b) 文書の改訂の必要性についてレビューする。また，改訂に当たっては，a)と同様にその妥当性

をレビューし，承認する。 

c) a)及び b)のレビューを行う際には，その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の

要員を参画させる。 

d) 文書の変更の識別及び最新の改訂状況の識別を確実にする。 

e) 該当する文書の適切な版が，必要なときに，必要なところで使用しやすい状態にあることを確

実にする。 

f) 文書は，読みやすくかつ容易に内容を把握することができるようにする。 

g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を

明確にし，その配付が管理されていることを確実にする。 

h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また，これらを保持する場合には，その目的にか

かわらず，これを識別し管理する。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 組織は，要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にし，

保安活動の重要度に応じて管理する。 

(2) 記録は，読みやすく，容易に内容を把握することができるとともに，識別可能かつ検索可能な

ように作成する。 

(3) 記録の識別，保管，保護，検索，保管期間及び廃棄に関して必要な管理を「文書及び記録管理

基本マニュアル」に規定する。 

 

5. 経営責任者等の責任 

5.1 経営責任者の原子力安全のためのリーダーシップ 

社長は，原子力安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持って品質マネジメントシステム

を確立及び実施させるとともに，その実効性の維持及び継続的な改善を，次の業務を行うことによ

って実証する。 

a) 基本姿勢及び品質方針を設定する。 

b) 品質目標が設定されることを確実にする。 

c) 要員が，健全な安全文化を育成し，及び維持することに貢献できるようにすることを確実にす

る。 

d) マネジメントレビューを実施する。 

e) 資源が使用できることを確実にする。 

f) 法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして，原子力安全を確保することの重要性を

組織内に周知する。 

g) 担当する業務について理解し，遂行する責任を有することを要員に認識させる。 

h)すべての階層で行われる決定が，原子力安全の確保について，その優先順位及び説明する責任

を考慮して確実に行われるようにする。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

5.2 原子力安全の確保の重視 

社長は，組織の意思決定の際には，業務・原子炉施設に対する要求事項に適合し（7.2.1 及び 8.2.1

参照），かつ，原子力安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 

 

5.3 品質方針 

社長は，品質方針（健全な安全文化の育成及び維持に関するものを含む。）について，次の事項を

確実にする。 

なお，健全な安全文化の育成及び維持に関するものは，技術的，人的及び組織的な要因並びにそ

れらの相互作用が原子力安全に対して影響を及ぼすことを考慮し，組織全体の安全文化のあるべき

姿を目指して設定する。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善に対する

コミットメントを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され，理解される。 

e) 適切性の持続のためにレビューされる。 

f) 組織運営に関する方針と整合がとれている。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 社長は，「セルフアセスメント実施基本マニュアル」に基づき，組織内のしかるべき部門及び

階層で，業務・原子炉施設に対する要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標（7.1 (3) 

b）参照）が設定されることを確実にする。 

また，品質目標には，達成するための計画として次の事項を含める。 

a) 実施事項 

b) 必要な資源 

c) 責任者 

d) 実施事項の完了時期 

e) 結果の評価方法 

(2) 品質目標は，その達成度が判定可能で，品質方針との整合がとれていること。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

（1) 社長は，品質マネジメントシステムの実施に当たっての計画が，4.1 に規定する要求事項を満

たすように策定されていることを確実にする。 

(2) 社長は，品質マネジメントシステムの変更が計画され，実施される場合には，その変更が品質

マネジメントシステムの全体の体系に対して矛盾なく，整合が取れているようにするために，「変

更管理基本マニュアル」に基づき管理することを確実にする。この変更には，プロセス及び組織

の変更（累積的な影響が生じうる軽微な変更を含む。）を含める。 

品質マネジメントシステムの変更の計画，実施に当たっては，保安活動の重要度に応じて，次

の事項を適切に考慮する。 

a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果（組織の活動とし

て実施する，当該変更による原子力安全への影響の程度の分析及び評価，当該分析及び評価の

結果に基づき講じた措置を含む。） 

b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任及び権限の割り当て 

(3) 社長は，「原子力リスク管理基本マニュアル」に基づき，リスク情報が活用され，品質マネジメ

ントシステムの実効性が継続的に改善されていることを確実にする。 

 

 

 

 

5.2 原子力安全の確保の重視 

社長は，組織の意思決定の際には，業務・原子炉施設に対する要求事項に適合し（7.2.1 及び 8.2.1

参照），かつ，原子力安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 

 

5.3 品質方針 

社長は，品質方針（健全な安全文化の育成及び維持に関するものを含む。）について，次の事項を

確実にする。 

なお，健全な安全文化の育成及び維持に関するものは，技術的，人的及び組織的な要因並びにそ

れらの相互作用が原子力安全に対して影響を及ぼすことを考慮し，組織全体の安全文化のあるべき

姿を目指して設定する。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善に対する

コミットメントを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され，理解される。 

e) 適切性の持続のためにレビューされる。 

f) 組織運営に関する方針と整合がとれている。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 社長は，「セルフアセスメント実施基本マニュアル」に基づき，組織内のしかるべき部門及び

階層で，業務・原子炉施設に対する要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標（7.1 (3) 

b）参照）が設定されることを確実にする。 

また，品質目標には，達成するための計画として次の事項を含める。 

a) 実施事項 

b) 必要な資源 

c) 責任者 

d) 実施事項の完了時期 

e) 結果の評価方法 

(2) 品質目標は，その達成度が判定可能で，品質方針との整合がとれていること。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

（1) 社長は，品質マネジメントシステムの実施に当たっての計画が，4.1 に規定する要求事項を満

たすように策定されていることを確実にする。 

(2) 社長は，品質マネジメントシステムの変更が計画され，実施される場合には，その変更が品質

マネジメントシステムの全体の体系に対して矛盾なく，整合が取れているようにするために，「変

更管理基本マニュアル」に基づき管理することを確実にする。この変更には，プロセス及び組織

の変更（累積的な影響が生じうる軽微な変更を含む。）を含める。 

品質マネジメントシステムの変更の計画，実施に当たっては，保安活動の重要度に応じて，次

の事項を適切に考慮する。 

a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果（組織の活動とし

て実施する，当該変更による原子力安全への影響の程度の分析及び評価，当該分析及び評価の

結果に基づき講じた措置を含む。） 

b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任及び権限の割り当て 

(3) 社長は，「原子力リスク管理基本マニュアル」に基づき，リスク情報が活用され，品質マネジメ

ントシステムの実効性が継続的に改善されていることを確実にする。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

  社長は，全社規程である「職制および職務権限規程」を踏まえ，責任（担当業務に応じて組織の

内外に対し業務の内容について説明する責任を含む。）及び権限が第５条（保安に関する職務），第

９条（原子炉主任技術者の職務等）及び第９条の２（電気主任技術者及びボイラー・タービン主任

技術者の職務等）に定められ，また，部門相互間の業務の手順が文書化され，組織全体に周知され

るとともに，関係する要員が責任を持って業務を遂行できることを確実にする。また，社長は第４

条（保安に関する組織）に定める組織以外の全社組織による，「職制および職務権限規程」に基づく

保安活動への支援を確実にする。 

 

5.5.2 管理責任者 

(1) 社長は，内部監査室長及び原子力・立地本部長を管理責任者に任命し，与えられている他の責

任とかかわりなく，次に示す責任及び権限を与える。 

(2) 内部監査室長の管理責任者としての責任及び権限 

a) 内部監査プロセスを通じて，品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立，実施及び，

その実効性を維持することを確実にする。 

b) 内部監査プロセスを通じて，品質マネジメントシステムの運用状況及び改善の必要性の有無に

ついて，社長に報告する。 

c) 内部監査プロセスを通じて，健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，組織全体に

わたって，原子力安全の確保についての認識を高めることを確実にする。 

d) 内部監査プロセスを通じて，組織全体にわたって，法令・規制要求事項を遵守することを確実

にする。 

(3) 原子力・立地本部長の管理責任者としての責任及び権限 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセス（内部監査プロセスを除く。）の確立，実施及び，

その実効性を維持することを確実にする。 

b) 品質マネジメントシステム（内部監査プロセスを除く。）の運用状況及び改善の必要性の有無

について，社長に報告する。 

c) 健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，組織全体（内部監査室を除く。）にわた

って，原子力安全の確保についての認識を高めることを確実にする。 

d) 組織全体（内部監査室を除く。）にわたって，法令・規制要求事項を遵守することを確実にす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

  社長は，全社規程である「職制および職務権限規程」を踏まえ，責任（担当業務に応じて組織の

内外に対し業務の内容について説明する責任を含む。）及び権限が第５条（保安に関する職務），第

９条（原子炉主任技術者の職務等）及び第９条の２（電気主任技術者及びボイラー・タービン主任

技術者の職務等）に定められ，また，部門相互間の業務の手順が文書化され，組織全体に周知され

るとともに，関係する要員が責任を持って業務を遂行できることを確実にする。また，社長は第４

条（保安に関する組織）に定める組織以外の全社組織による，「職制および職務権限規程」に基づく

保安活動への支援を確実にする。 

 

5.5.2 管理責任者 

(1) 社長は，内部監査室長及び原子力・立地本部長を管理責任者に任命し，与えられている他の責

任とかかわりなく，次に示す責任及び権限を与える。 

(2) 内部監査室長の管理責任者としての責任及び権限 

a) 内部監査プロセスを通じて，品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立，実施及び，

その実効性を維持することを確実にする。 

b) 内部監査プロセスを通じて，品質マネジメントシステムの運用状況及び改善の必要性の有無に

ついて，社長に報告する。 

c) 内部監査プロセスを通じて，健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，組織全体に

わたって，原子力安全の確保についての認識を高めることを確実にする。 

d) 内部監査プロセスを通じて，組織全体にわたって，法令・規制要求事項を遵守することを確実

にする。 

(3) 原子力・立地本部長の管理責任者としての責任及び権限 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセス（内部監査プロセスを除く。）の確立，実施及び，

その実効性を維持することを確実にする。 

b) 品質マネジメントシステム（内部監査プロセスを除く。）の運用状況及び改善の必要性の有無

について，社長に報告する。 

c) 健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，組織全体（内部監査室を除く。）にわた

って，原子力安全の確保についての認識を高めることを確実にする。 

d) 組織全体（内部監査室を除く。）にわたって，法令・規制要求事項を遵守することを確実にす

る。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

5.5.3 管理者 

(1) 社長は，第５条に示す管理者（社長及び管理責任者を除く。）に対し，所掌する業務に関して，

次に示す責任及び権限を与えることを確実にする。 

a) プロセスが確立され，実施されるとともに，実効性を維持する。 

b) 業務に従事する要員の，業務・原子炉施設に対する要求事項についての認識を高める。 

c) 業務の実施状況について評価する（5.4.1 及び 8.2.3 参照）。 

d) 健全な安全文化を育成し，及び維持する。 

e) 法令・規制要求事項を遵守することを確実にする。 

(2) 管理者は，与えられた責任及び権限の範囲において，原子力安全のためのリーダーシップを発

揮し，以下の事項を確実に実施する。 

a) 品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業務の実施状況を監視及び測定す

る。 

b) 要員が原子力安全に対する意識を向上し，かつ，原子力安全への取り組みを積極的に行える

ようにする。 

c) 原子力安全に係る意思決定の理由及びその内容を，関係する要員に確実に伝達する。 

d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに，積極的に原子炉施設の

保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

e) 要員が，積極的に業務の改善に対して貢献できるようにする。 

(3) 管理者は，所掌する業務に関する自己評価をあらかじめ定められた間隔で実施する。この自己

評価には，安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係るものを含める。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

 社長は，組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にする。

また，品質マネジメントシステムの実効性に関しての情報交換が行われることを確実にする。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 社長は，組織の品質マネジメントシステムが，引き続き，適切かつ妥当であること及び実効性

が維持されていることを評価するために，「マネジメントレビュー実施基本マニュアル」に基づ

き，年 1 回以上品質マネジメントシステムをレビューする。なお，必要に応じて随時実施する。 

(2) このレビューでは，品質マネジメントシステムの改善の機会の評価，並びに品質方針及び品質

目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

(3) マネジメントレビューの結果の記録を維持する（4.2.4 参照）。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューへのインプットには，次の情報を含める。 

a) 内部監査の結果 

  b) 原子力安全の達成に関する外部の者の意見（外部監査（安全文化の外部評価を含む。）を受け

た場合の結果，地域住民の意見，原子力規制委員会の意見等を含む。） 

  c) プロセスの運用状況 

  d) 使用前事業者検査等及び自主検査等の結果 

  e) 品質目標の達成状況 

  f) 健全な安全文化の育成及び維持の状況（内部監査による安全文化の育成及び維持の取り組みの

状況に係る評価の結果並びに管理者による安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき

分野に係る自己評価の結果を含む。） 

  g) 法令・規制要求事項の遵守状況 

  h) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩に

より得られたものを含む。）並びに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。） 

  i) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ 

  j) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

  k) 改善のための提案 

  l) 資源の妥当性 

m) 保安活動の改善のためにとった措置（品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内部及び外

部の課題を明確にし，当該課題に取り組むことを含む。）の実効性 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) マネジメントレビューからのアウトプットには，次の事項に関する決定及び処置すべてを含め

る。 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの実効性の維持に必要な改善 

 

b) 業務の計画及び実施に係る改善 

c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のための資源の必要性 

d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善（安全文化についての弱点のある分野及び強化す

べき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。） 

e) 法令・規制要求事項の遵守に関する改善 

 

6. 資源の運用管理 

6.1 資源の提供 

 組織は，原子力安全を確実なものにするために必要な人的資源，インフラストラクチャ，作業環

境及びその他必要な資源を明確にし，確保し，提供する。 

 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

組織は，業務の実施に必要な技能及び経験を有し，力量のある者を要員に充てる。この力量には，

組織が必要とする技術的，人的及び組織的側面に関する知識を含める。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

6.2.2 力量，教育・訓練及び認識 

 組織は，要員の力量を確保するために，保安活動の重要度に応じて，次の事項を「教育及び訓練

基本マニュアル」に従って実施する。 

a) 要員に必要な力量を明確にする。 

b) 要員の力量を確保するために，教育・訓練を行うか，又は他の処置（必要な力量を有する要員

を新たに配属又は採用することを含む。）をとる。 

c) 教育・訓練又は他の処置の実効性を評価する。 

d) 要員が，原子力安全に対する自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し，品質目標の達成及び

品質マネジメントシステムの実効性の維持に向けて自らがどのように貢献できるかを認識する

ことを確実にする。 

e) 力量，教育・訓練及び他の措置について該当する記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

6.3 インフラストラクチャ 

 組織は，原子力安全の達成のために必要なインフラストラクチャを関連するマニュアル等にて明

確にし，提供し，維持する。 

 

6.4 作業環境 

 組織は，原子力安全の達成のために必要な作業環境を関連するマニュアル等にて明確にし，運営

管理する。この作業環境は，作業場所の放射線量を基本とし，異物管理や火気管理等の作業安全に

関する事項及び温度，照度，狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性のある事項を含める。 

 

7. 業務に関する計画の策定及び業務の実施 

7.1 業務の計画 

(1) 組織は，保安活動に必要な業務のプロセスの計画を策定し，運転管理（緊急時の措置含む），

燃料管理，放射性廃棄物管理，放射線管理，施設管理，法令等の遵守，健全な安全文化の育成及

び維持の各基本マニュアルに定める。また，各基本マニュアルに基づき，業務に必要なプロセス

を計画し，構築する。この計画の策定においては，機器等の故障若しくは通常想定されない事象

の発生又は業務が不適切に計画され，若しくは実行されたことにより起こり得る影響（4.1(2) c）

参照）を考慮する。 

(2) 業務の計画（計画を変更する場合を含む。）は，品質マネジメントシステムのその他のプロセス

の要求事項と整合をとる（4.1(5)g）参照）。 

(3) 組織は，プロセス及び組織の変更（累積的な影響が生じうるプロセス及び組織の軽微な変更を

含む 。）を含む業務の計画の策定及び変更に当たって，次の各事項について適切に明確化する。 

a) 業務の計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果

（5.4.2(2)a）と同じ。） 

b) 業務・原子炉施設に対する品質目標及び要求事項 

c) 業務・原子炉施設に特有な，プロセス及び文書の確立の必要性，並びに資源の提供の必要性 

d) その業務・原子炉施設のための検証，妥当性確認，監視，測定，使用前事業者検査等及び自主

検査等，並びにこれらの合否判定基準 

e) 業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が，要求事項を満たしていることを実証するために

必要な記録（4.2.4 参照）  

(4) この業務の計画のアウトプットは，組織の運営方法に適したものとする。 

 

7.2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化 

 組織は，次の事項を「業務の計画」（7.1参照）において明確にする。 

a) 明示されてはいないが，業務・原子炉施設に不可欠な要求事項 

b) 業務・原子炉施設に適用される法令・規制要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項すべて 
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必要な記録（4.2.4 参照）  

(4) この業務の計画のアウトプットは，組織の運営方法に適したものとする。 

 

7.2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化 

 組織は，次の事項を「業務の計画」（7.1参照）において明確にする。 

a) 明示されてはいないが，業務・原子炉施設に不可欠な要求事項 

b) 業務・原子炉施設に適用される法令・規制要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項すべて 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

7.2.2 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 組織は，「文書及び記録管理基本マニュアル」に基づき，業務・原子炉施設に対する要求事項

をレビューする。このレビューは，その要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは，次の事項を確実にする。 

a) 業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には，それについて

解決されている。 

c) 組織が，定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) このレビューの結果の記録，及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持する（4.2.4

参照）。 

(4) 業務・原子炉施設に対する要求事項が書面で示されない場合には，組織はその要求事項を適用

する前に確認する。 

(5) 業務・原子炉施設に対する要求事項が変更された場合には，組織は，関連する文書を改訂する。

また，変更後の要求事項が，関連する要員に理解されていることを確実にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

 組織は，原子力安全に関して組織の外部の者とのコミュニケーションを図るため，以下の事項を

含む実効性のある方法を「外部コミュニケーション基本マニュアル」にて明確にし，実施する。 

a) 組織の外部の者と効果的に連絡をとり，適切に情報を通知する方法 

b) 予期せぬ事態において組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 

c) 原子力安全に関連する必要な情報を組織の外部の者へ確実に提供する方法 

d) 原子力安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し，意思決定において適切に考慮す

る方法 

 

7.3 設計・開発 

 組織は，原子炉施設を対象として，「設計管理基本マニュアル」に基づき設計・開発の管理を実

施する。 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 組織は，原子炉施設の設計・開発の計画を策定し，管理する。この設計・開発は，設備，施設，

ソフトウェアの設計・開発並びに原子力安全のために重要な手順書等の新規制定及び重要な変更を

対象とする。また，計画には，不適合及び予期せぬ事象の発生を未然に防止するための活動

（4.1(2)c）の事項を考慮して行うものを含む。）を含める。 

(2) 設計・開発の計画において，組織は次の事項を明確にする。 

a) 設計・開発の性質，期間及び複雑さの程度 

b) 設計・開発の段階 

 

c) 設計・開発の各段階に適したレビュー，検証及び妥当性確認並びに管理体制 

d) 設計・開発に関する責任（説明責任を含む。）及び権限 

e) 設計・開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

(3) 組織は，実効的なコミュニケーション並びに責任及び権限の明確な割当てを確実にするために，

設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理する。 

(4) 設計・開発の進行に応じて，策定した計画を適切に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 組織は，「文書及び記録管理基本マニュアル」に基づき，業務・原子炉施設に対する要求事項

をレビューする。このレビューは，その要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは，次の事項を確実にする。 

a) 業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には，それについて

解決されている。 

c) 組織が，定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) このレビューの結果の記録，及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持する（4.2.4

参照）。 

(4) 業務・原子炉施設に対する要求事項が書面で示されない場合には，組織はその要求事項を適用

する前に確認する。 

(5) 業務・原子炉施設に対する要求事項が変更された場合には，組織は，関連する文書を改訂する。

また，変更後の要求事項が，関連する要員に理解されていることを確実にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

 組織は，原子力安全に関して組織の外部の者とのコミュニケーションを図るため，以下の事項を

含む実効性のある方法を「外部コミュニケーション基本マニュアル」にて明確にし，実施する。 

a) 組織の外部の者と効果的に連絡をとり，適切に情報を通知する方法 

b) 予期せぬ事態において組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 

c) 原子力安全に関連する必要な情報を組織の外部の者へ確実に提供する方法 

d) 原子力安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し，意思決定において適切に考慮す

る方法 

 

7.3 設計・開発 

 組織は，原子炉施設を対象として，「設計管理基本マニュアル」に基づき設計・開発の管理を実

施する。 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 組織は，原子炉施設の設計・開発の計画を策定し，管理する。この設計・開発は，設備，施設，

ソフトウェアの設計・開発並びに原子力安全のために重要な手順書等の新規制定及び重要な変更を

対象とする。また，計画には，不適合及び予期せぬ事象の発生を未然に防止するための活動

（4.1(2)c）の事項を考慮して行うものを含む。）を含める。 

(2) 設計・開発の計画において，組織は次の事項を明確にする。 

a) 設計・開発の性質，期間及び複雑さの程度 

b) 設計・開発の段階 

 

c) 設計・開発の各段階に適したレビュー，検証及び妥当性確認並びに管理体制 

d) 設計・開発に関する責任（説明責任を含む。）及び権限 

e) 設計・開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

(3) 組織は，実効的なコミュニケーション並びに責任及び権限の明確な割当てを確実にするために，

設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理する。 

(4) 設計・開発の進行に応じて，策定した計画を適切に変更する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 業務・原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし，記録を維持する（4.2.4参照）。

インプットには次の事項を含める。 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

c) 適用される法令・規制要求事項 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 業務・原子炉施設の要求事項に関連するインプットについては，その適切性をレビューし承認

する。要求事項は，漏れがなく，あいまい（曖昧）でなく，相反することがないようにする。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 設計・開発からのアウトプットは，設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適し

た形式とする。また，次の段階のプロセスに進むにあたり，あらかじめ，承認する。 

(2) 設計・開発からのアウトプットは次の状態とする。 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

b) 調達，業務の実施及び原子炉施設の使用に対して適切な情報を提供する。 

c) 関係する使用前事業者検査等及び自主検査等の合否判定基準を含むか，又はそれを参照してい

る。 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 設計・開発の適切な段階において，次の事項を目的として，計画されたとおりに（7.3.1参照）体

系的なレビューを行う。 

a) 設計・開発の結果が，要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし，必要な処置を提案する。 

 

(2) レビューへの参加者には，レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表

する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。このレビューの結果の記録，及び必要な処置

があればその記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 設計・開発からのアウトプットが，設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満

たしていることを確実にするために，計画されたとおりに（7.3.1参照），プロセスの次の段階に

移行する前に検証を実施する。この検証の結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持

する（4.2.4参照）。 

(2) 設計・開発の検証は，原設計者以外の者又はグループが実施する。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 結果として得られる業務・原子炉施設が，指定された用途又は意図された用途に応じた要求事

項を満たし得ることを確実にするために，計画した方法（7.3.1 参照）に従って，設計・開発の妥

当性確認を実施する。この妥当性確認は，原子炉施設の設置後でなければ実施することができない

場合は，当該原子炉施設の使用を開始する前に実施する。 

(2) 実行可能な場合にはいつでも，業務の実施及び原子炉施設の使用の前に，妥当性確認を完了する。 

(3) 妥当性確認の結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持する（4.2.4参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 業務・原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし，記録を維持する（4.2.4参照）。

インプットには次の事項を含める。 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

c) 適用される法令・規制要求事項 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 業務・原子炉施設の要求事項に関連するインプットについては，その適切性をレビューし承認

する。要求事項は，漏れがなく，あいまい（曖昧）でなく，相反することがないようにする。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 設計・開発からのアウトプットは，設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適し

た形式とする。また，次の段階のプロセスに進むにあたり，あらかじめ，承認する。 

(2) 設計・開発からのアウトプットは次の状態とする。 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

b) 調達，業務の実施及び原子炉施設の使用に対して適切な情報を提供する。 

c) 関係する使用前事業者検査等及び自主検査等の合否判定基準を含むか，又はそれを参照してい

る。 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 設計・開発の適切な段階において，次の事項を目的として，計画されたとおりに（7.3.1参照）体

系的なレビューを行う。 

a) 設計・開発の結果が，要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし，必要な処置を提案する。 

 

(2) レビューへの参加者には，レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表

する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。このレビューの結果の記録，及び必要な処置

があればその記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 設計・開発からのアウトプットが，設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満

たしていることを確実にするために，計画されたとおりに（7.3.1参照），プロセスの次の段階に

移行する前に検証を実施する。この検証の結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持

する（4.2.4参照）。 

(2) 設計・開発の検証は，原設計者以外の者又はグループが実施する。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 結果として得られる業務・原子炉施設が，指定された用途又は意図された用途に応じた要求事

項を満たし得ることを確実にするために，計画した方法（7.3.1 参照）に従って，設計・開発の妥

当性確認を実施する。この妥当性確認は，原子炉施設の設置後でなければ実施することができない

場合は，当該原子炉施設の使用を開始する前に実施する。 

(2) 実行可能な場合にはいつでも，業務の実施及び原子炉施設の使用の前に，妥当性確認を完了する。 

(3) 妥当性確認の結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持する（4.2.4参照）。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 設計・開発の変更を明確にし，記録を維持する（4.2.4参照）。 

(2) 変更に対して，レビュー，検証及び妥当性確認を適切に行い，その変更を実施する前に承認す

る。 

(3) 設計・開発の変更のレビューには，その変更が，当該の原子炉施設を構成する要素（材料又は

部品）及び関連する原子炉施設に及ぼす影響の評価を含める。 

(4) 変更のレビュー，検証及び妥当性確認の結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持

する（4.2.4参照）。 

 

7.4 調達 

組織は，「調達管理基本マニュアル」及び「原子燃料調達基本マニュアル」に基づき調達を実施

する。 

 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 組織は，規定された調達要求事項に，調達製品が適合することを確実にする。 

 

(2) 保安活動の重要度に応じて，供給者及び調達製品に対する管理の方法及び程度（力量を有する

者を組織の外部から確保する際に，業務委託の範囲を明確に定めることを含む。）を定める。この

場合，一般産業用工業品については，評価に必要な情報を供給者等から入手し，当該一般産業用

工業品が原子炉施設として使用できることを確認できるように，管理の方法及び程度を定める。 

 

 (3) 組織は，供給者が組織の要求事項に従って調達製品を供給する能力を判断の根拠として，供給

者を評価し，選定する。選定，評価及び再評価の基準を定める。 

(4) 評価の結果の記録，及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持する（4.2.4

参照）。 

(5) 組織は，適切な調達の実施に必要な事項（調達製品の調達後における，維持又は運用に必要な

保安に係る技術情報を取得するための方法及びそれらを他の原子炉設置者等と共有する場合に必

要な措置に関する方法を含む。）を定める。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 組織は，調達製品に関する要求事項を明確にし，次の事項のうち該当する事項を含める。 

a) 製品，業務の手順及びプロセス並びに設備の承認に関する要求事項 

b) 要員の力量に関する要求事項 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d) 不適合の報告（偽造品，不正品等の報告を含む。）及び処理に関する要求事項 

e) 健全な安全文化を育成し，及び維持するために必要な要求事項 

f) 一般産業用工業品を原子炉施設に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

g) その他調達製品に必要な要求事項 

(2) 組織は，供給者の工場等で使用前事業者検査等及び自主検査等又はその他の業務を行う際の原

子力規制委員会の職員による当該工場等への立ち入りに関することを調達要求事項に含める。 

(3) 組織は，供給者に伝達する前に，規定した調達要求事項が妥当であることを確実にする。 

(4) 組織は，調達製品を受領する場合には，調達製品の供給者に対し，調達要求事項への適合状況

を記録した文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達製品の検証 

(1) 組織は，調達製品が，規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするために，必要な

検証方法を定めて，実施する。 

(2) 組織は，供給者先で検証を実施することにした場合には，その検証の要領及び調達製品の供給

者からの出荷の可否の決定の方法を調達要求事項の中で明確にする。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

7.5 業務の実施 

7.5.1 業務の管理 

組織は，「業務の計画」（7.1参照）に基づき，管理された状態で業務を実施する。管理された状

態には，次の事項のうち該当するものを含める。 

a) 以下の事項を含む原子炉施設の保安のために必要な情報が利用できる。 

ⅰ．保安のために使用する機器等又は実施する業務の特性 

ⅱ．当該機器等の使用又は業務の実施により達成すべき結果 

b) 必要に応じて，作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき，使用している。 

e) 監視及び測定が実施されている。 

f) プロセスの次の段階に進むことの承認が実施されている。 

 

7.5.2 業務の実施に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 業務の実施の過程で結果として生じるアウトプットが，それ以降の監視又は測定で検証するこ

とが不可能で，その結果，業務が実施された後でしか不適合その他の事象が顕在化しない場合に

は，組織は，その業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。 

(2) 妥当性確認によって，これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証する。 

(3) 妥当性確認の結果の記録を維持する（4.2.4 参照）。 

(4) 組織は，これらのプロセスについて，次の事項のうち該当するものを含んだ手続きを確立する。 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

b) 設備の承認及び要員の力量の確認 

c) 所定の方法及び手順の適用 

d) 妥当性の再確認（対象となるプロセスを変更した場合の再確認及び一定時間経過した後に行う

定期的な再確認を含む。） 

 

7.5.3 識別及びトレーサビリティ 

(1) 組織は，業務の計画及び実施の全過程において適切な手段で業務・原子炉施設を識別し管理す

る。 

(2) 組織は，業務の計画及び実施の全過程において，監視及び測定の要求事項に関連して，業務・

原子炉施設の状態を識別し管理する。 

(3) トレーサビリティが要求事項となっている場合には，組織は，業務・原子炉施設について一意

の識別を管理し，記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

7.5.4 組織の外部の者の所有物 

組織は，組織の外部の者の所有物について，それが組織の管理下にある間，注意を払い，必要に

応じて記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

7.5.5 調達製品の管理 

組織は，関連するマニュアル等に基づき，調達製品の検証後，受入から据付（使用）までの間，

要求事項への適合を維持するように調達製品を管理する。この管理には，識別，取扱い，包装，保

管及び保護を含める。また，取替品，予備品にも適用する。 
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変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

(1) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証するために，組織は，実施すべき監視及

び測定並びに，そのために必要な監視機器及び測定機器を関連するマニュアル等に定める。 

(2) 組織は，監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できるこ

とを確実にするプロセスを確立し，関連するマニュアル等に定める。 

(3) 測定値の正当性が保証されなければならない場合には，測定機器に関し，「施設管理基本マニ

ュアル」に基づき，次の事項を満たす。 

a) 定められた間隔又は使用前に，国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校 

正若しくは検証，又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には，校正又は検証

に用いた基準を記録する（4.2.4 参照）。 

b) 校正の状態を明確にするために識別を行う。 

c) 機器の調整をする，又は必要に応じて再調整する。 

d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

e) 取扱い，保守及び保管において，損傷及び劣化しないように保護する。 

さらに，測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には，組織は，その測定機

器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し，記録する（4.2.4 参照）。組織は，その機器，

及び影響を受けた業務すべてに対して，適切な処置をとる。校正及び検証の結果の記録を維持

する（4.2.4 参照）。 

(4)測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には，組織は，その測定機器でそれま

でに測定した結果の妥当性を評価し，記録する（4.2.4 参照）。組織は，その機器，及び影響を

受けた業務・原子炉施設すべてに対して，適切な処置をとる。校正及び検証の結果の記録を維持

する（4.2.4 参照）。 

(5) 規定要求事項にかかわる監視及び測定にソフトウェアを使う場合には，そのソフトウェアによ

って意図した監視及び測定ができることを確認する。この確認は，最初に使用するのに先立って実

施する。また，必要に応じて再確認する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 監視及び測定，分析，評価及び改善 

(1) 組織は，次の事項のために必要となる監視，測定，分析，評価及び改善のプロセスを計画し，

実施する。 

a) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合を実証する。 

  b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び実効性を継続的に改善する。 

このプロセスには，取り組むべき改善に関係する部門の管理者等の要員を含め，組織が当該改善

の必要性，方針，方法等について検討するプロセスを含める。 

(2) これには，統計的手法を含め，適用可能な方法，及びその使用の程度を決定することを含める。 

(3) 監視及び測定の結果は，要員が容易に取得し，利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

組織は，品質マネジメントシステムの監視及び測定の一環として，原子力安全を達成しているか

どうかに関して外部がどのように受けとめているかについての情報を把握する。この情報の入手及

び使用の方法を「外部コミュニケーション基本マニュアル」及び「セルフアセスメント実施基本マ

ニュアル」に定める。 
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(2) これには，統計的手法を含め，適用可能な方法，及びその使用の程度を決定することを含める。 

(3) 監視及び測定の結果は，要員が容易に取得し，利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

組織は，品質マネジメントシステムの監視及び測定の一環として，原子力安全を達成しているか

どうかに関して外部がどのように受けとめているかについての情報を把握する。この情報の入手及

び使用の方法を「外部コミュニケーション基本マニュアル」及び「セルフアセスメント実施基本マ

ニュアル」に定める。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 組織のうち客観的な評価を行う部門は，品質マネジメントシステムの次の事項が満たされてい

るか否かを明確にするために，保安活動の重要度に応じて，あらかじめ定められた間隔で「原子力

品質監査基本マニュアル」に基づき内部監査を実施する。 

a) 品質マネジメントシステムが，本品質マネジメントシステム計画の要求事項に適合している

か，及び組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合しているか。 

b) 品質マネジメントシステムが実効的に実施され，維持されているか。 

(2) 組織は，監査の対象となる部門，業務，プロセス及び領域の状態及び重要性，並びにこれまで

の監査結果を考慮して監査プログラムを策定し，実施するとともに，監査の実効性を維持する。 

(3)監査の基準，範囲，頻度，方法及び責任を規定する。 

(4)監査員の選定及び監査の実施においては，監査プロセスの客観性及び公平性を確保する。 

(5)監査員又は監査に関わる管理者（社長を除く。）は，自らの業務又は自らの管理下にある業務を

監査しない。 

(6) 監査の計画及び実施，結果の報告並びに記録の作成及び管理について，責任及び権限並びに要 

求事項を「原子力品質監査基本マニュアル」に定める。この責任及び権限には，必要に応じて監

査員又は監査を実施した部門が社長に直接報告する権限を含める。 

(7) 監査及びその結果の記録を維持する（4.2.4 参照）。 

(8) 監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に監査結果を通知する。 

(9)監査された領域に責任をもつ管理者は，検出された不適合及びその原因を除去するために遅滞な

く，必要な修正及び是正処置すべてがとられることを確実にする。組織は，フォローアップとし

て，とられた処置の検証及び検証結果を報告させる（8.5.2 参照）。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び適用可能な場合に行う測定には，「セ

ルフアセスメント実施基本マニュアル」に基づき，適切な方法を適用する。 

監視及び測定の対象には，業務・原子炉施設に係る不適合についての弱点のある分野及び強化

すべき分野等に関する情報を含める。また，監視及び測定の方法には，次の事項を含める。 

a) 監視及び測定の実施時期 

b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法並びにその時期 

(2) 監視及び測定の実施に際しては，保安活動の重要度に応じて，PI を用いる（4.1(5)c）参照）。 

(3) これらの方法は，プロセスが品質マネジメントシステムの計画（5.4.2(1)参照）及び業務の計

画（7.1(1)参照）で定めた結果を得ることができることを実証するものとする。 

(4) 組織は，監視及び測定の結果に基づき，業務の改善のために，必要な措置をとる。 

(5) 計画どおりの結果が達成できない又はできないおそれがある場合には，当該プロセスの問題を

特定し，当該問題に対して適切に修正及び是正処置をとる。 

 

8.2.4 機器等の検査等 

(1) 組織は，原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証するために，「使用前事業者検査等

及び自主検査等基本マニュアル」及び「運転管理基本マニュアル」に基づき，業務の計画（7.1

参照）に従って，適切な段階で使用前事業者検査等及び自主検査等を実施する。 

(2) 使用前事業者検査等及び自主検査等の合否判定基準への適合の証拠（必要に応じ，使用した試

験体，測定機器等に関する記録を含める。）を維持する（4.2.4 参照）。 

(3) プロセスの次の段階に進むことを承認した人を記録する（4.2.4参照）。 

(4) 業務の計画（7.1 参照）で決めた使用前事業者検査等及び自主検査等を支障なく完了するまで

は，プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし，当該の権限をもつ者が計画に定め

る手順により承認したときは，この限りではない。 

(5) 保安活動の重要度に応じて，使用前事業者検査等及び自主検査等の独立性を確保する。この場

合，対象となる原子炉施設を所管する部門とは異なる部門に属する要員とすることその他の方法

により，中立性及び信頼性が損なわれないようにする（自主検査等においては必要に応じるもの

とする。）。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は，業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために，

それらを識別し，管理することを確実にする。 

(2) 不適合の処理に関する管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）並びにそれに関

連する責任及び権限を「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に規定する。 

(3) 該当する場合には，組織は，次の一つ又はそれ以上の方法で，不適合を処理する。 

a) 検出された不適合を除去するための処置をとる。 

b) 当該の権限をもつ者が，原子力安全に及ぼす影響を評価した上で，特別採用によって，機器等

の使用又は個別業務の実施についての承認を行う。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置（廃棄を含む。）をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には，その不適合による影響又

は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 不適合に修正を施した場合には，要求事項への適合を実証するための検証を行う。 

(5) 不適合の性質の記録，及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する

（4.2.4 参照）。 

(6) 組織は，原子炉施設の保安の向上を図る観点から，｢トラブル等の報告マニュアル｣に定める公

開基準に従い，不適合の内容をニューシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムの適切性及び実効性を実証するため，また，品質マネジメ

ントシステムの実効性の継続的な改善（品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ分析

の結果，課題や問題が確認されたプロセスを抽出し，当該プロセスの改良，変更等を行い，実効

性を改善することを含む。）の必要性を評価するために，「セルフアセスメント実施基本マニュア

ル」に基づき，適切なデータを明確にし，それらのデータを収集し，分析する。この中には，監

視及び測定の結果から得られたデータ並びにそれ以外の該当する情報源からのデータを含める。 

(2) データの分析及びこれに基づく評価によって，次の事項に関連する情報を提供する。 

a) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめの傾向及び特徴その他分析により得られる知見

（8.2.1 参照） 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性（8.2.3 及び 8.2.4 参照） 

c) 是正処置を行う端緒となるものを含む，プロセス及び原子炉施設の特性及び傾向（8.2.3 及び

8.2.4 参照） 

d) 供給者の能力（7.4 参照） 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

組織は，品質方針，品質目標，監査結果，データの分析，是正処置，未然防止処置及びマネジメ

ントレビューを通じて，品質マネジメントシステムの実効性を向上させるために必要な変更を行い，

継続的に改善する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は，業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために，

それらを識別し，管理することを確実にする。 

(2) 不適合の処理に関する管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）並びにそれに関

連する責任及び権限を「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に規定する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

8.5.2 是正処置等 

(1) 組織は，不適合その他の事象の再発防止のため，「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基

本マニュアル」に基づき，速やかに原因を除去する処置をとる。 

(2) 是正処置は，検出された不適合その他の事象の原子力安全に及ぼす影響に応じたものとし，

次に定めるところにより速やかに実施する。 

a) 是正処置の必要性を，次に定めるところにより評価する。 

ⅰ.不適合その他の事象のレビュー及び分析。これには以下の事項を含める。 

①情報の収集，整理 

②技術的，人的及び組織的側面等の考慮 

ⅱ.当該不適合の原因の特定。これには，必要に応じて以下の事項を含める。 

①日常業務のマネジメント 

②安全文化の弱点のある分野及び強化すべき分野との関係の整理 

ⅲ.類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明

確化。 

b) 必要な処置を決定し実施する。 

c) とったすべての是正処置の実効性をレビューする。 

d) 必要な場合には，計画策定段階で決定した業務・原子炉施設に係る改善のためにとった措置

（5.6.2 m）と同じ。）を変更する。 

e) 必要な場合には，品質マネジメントシステムを変更する。 

f) 原子力安全に対する影響が大きい不適合（単独の事象では影響が小さくても，繰り返し同様の

事象が発生することにより原子力安全に及ぼす影響が増大するおそれのあるものを含む。）につ

いては，根本的な原因の分析に関する事項を「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マ

ニュアル」に規定し，実施する。 

g) とったすべての処置の結果を記録し，これを維持する（4.2.4 参照）。 

(3) (1)及び(2)に示す事項を「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に規定す

る。 

(4) 組織は，「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に基づき，複数の不適合そ

の他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し，その分析を行い，当該類似の事象

に共通する原因を明確にした上で，適切な是正処置をとる。 

 

8.5.3 未然防止処置 

(1) 組織は，起こり得る不適合（他の原子炉施設及びその他の施設における不適合その他の事象が，

自らの施設で起こる可能性について分析し特定した問題を含む。）が発生することを防止するため

に，他の原子炉施設及びその他の施設から得られた運転経験等の知見（BWR 事業者協議会で取り

扱う技術情報及びニューシア登録情報を含む。）の活用を含め，「不適合管理及び是正処置・未然

防止処置基本マニュアル」に基づき，適切な未然防止処置を講じる。この活用には，保安活動の

実施によって得られた知見を他の原子炉設置者等と共有することを含む。 

(2) 未然防止処置は，起こり得る不適合の重要性に応じたものとし，次に定めるところにより実施

する。 

 

a) 起こり得る不適合及びその原因を調査する。 

b) 未然防止処置の必要性を評価する。 

c) 必要な未然防止処置を決定及び実施する。 

d) とったすべての未然防止処置の実効性をレビューする。 

e) とったすべての処置の結果を記録し，これを維持する（4.2.4 参照）。 

(3) (1)及び(2)に示す事項を「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に規定す

る。 
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(2) 是正処置は，検出された不適合その他の事象の原子力安全に及ぼす影響に応じたものとし，

次に定めるところにより速やかに実施する。 

a) 是正処置の必要性を，次に定めるところにより評価する。 

ⅰ.不適合その他の事象のレビュー及び分析。これには以下の事項を含める。 

①情報の収集，整理 

②技術的，人的及び組織的側面等の考慮 

ⅱ.当該不適合の原因の特定。これには，必要に応じて以下の事項を含める。 

①日常業務のマネジメント 

②安全文化の弱点のある分野及び強化すべき分野との関係の整理 

ⅲ.類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明

確化。 

b) 必要な処置を決定し実施する。 

c) とったすべての是正処置の実効性をレビューする。 

d) 必要な場合には，計画策定段階で決定した業務・原子炉施設に係る改善のためにとった措置

（5.6.2 m）と同じ。）を変更する。 

e) 必要な場合には，品質マネジメントシステムを変更する。 

f) 原子力安全に対する影響が大きい不適合（単独の事象では影響が小さくても，繰り返し同様の

事象が発生することにより原子力安全に及ぼす影響が増大するおそれのあるものを含む。）につ

いては，根本的な原因の分析に関する事項を「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マ

ニュアル」に規定し，実施する。 

g) とったすべての処置の結果を記録し，これを維持する（4.2.4 参照）。 

(3) (1)及び(2)に示す事項を「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に規定す

る。 

(4) 組織は，「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に基づき，複数の不適合そ

の他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し，その分析を行い，当該類似の事象

に共通する原因を明確にした上で，適切な是正処置をとる。 

 

8.5.3 未然防止処置 

(1) 組織は，起こり得る不適合（他の原子炉施設及びその他の施設における不適合その他の事象が，

自らの施設で起こる可能性について分析し特定した問題を含む。）が発生することを防止するため

に，他の原子炉施設及びその他の施設から得られた運転経験等の知見（BWR 事業者協議会で取り

扱う技術情報及びニューシア登録情報を含む。）の活用を含め，「不適合管理及び是正処置・未然

防止処置基本マニュアル」に基づき，適切な未然防止処置を講じる。この活用には，保安活動の

実施によって得られた知見を他の原子炉設置者等と共有することを含む。 

(2) 未然防止処置は，起こり得る不適合の重要性に応じたものとし，次に定めるところにより実施

する。 

 

a) 起こり得る不適合及びその原因を調査する。 

b) 未然防止処置の必要性を評価する。 

c) 必要な未然防止処置を決定及び実施する。 

d) とったすべての未然防止処置の実効性をレビューする。 

e) とったすべての処置の結果を記録し，これを維持する（4.2.4 参照）。 

(3) (1)及び(2)に示す事項を「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に規定す

る。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

第３章 体制及び評価 
第１節 保安管理体制 

 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 
第３章 体制及び評価 

 
第１節 保安管理体制 
 
（保安に関する組織） 
第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

図４ 

 
【本　社】

社　長
 管理責任者

（内部監査室長）

管理責任者
（原子力・立地本部長）

原子力発電
保安委員会

柏崎刈羽原子力監査グループ

原子力・立地本部

＊

原 子 力 安 全 ・ 統 括 部

原 子 力 運 営 管 理 部

【柏崎刈羽原子力発電所】

原 子 炉 主 任 技 術 者

所長＊

原 子 力 発 電
保 安 運 営
委 員 会

ユ ニ ッ ト 所 長
（ １ ～ ４ 号 ）

第 一 運 転
管 理 部

第 一 保 全 部

第 二 保 全 部

第 二 運 転
管 理 部

ユ ニ ッ ト 所 長
（ ５ ～ ７ 号 ）

労 務 人 事 グ ル ー プ

資 　 材 　 グ 　 ル 　 ー 　 プ

発 電 グ ル ー プ

運 転 評 価 グ ル ー プ

当 直

燃 料 グ ル ー プ

保 全 総 括 グ ル ー プ

原 子 炉 グ ル ー プ

タ ー ビ ン グ ル ー プ

計 測 制 御 グ ル ー プ

高 経 年 化 評 価 グ ル ー プ

電 気 機 器 グ ル ー プ

環 境 施 設 グ ル ー プ

※１：発電所に常駐。

※３：それぞれ１グループで１～７号炉を所管する。(所管する号炉が第一及び第二保全部に係ることから，便宜上両部に記載している。)

※１

原 子 力 設 備 管 理 部

原 子 燃 料 サ イ ク ル 部

＊＊

環境施設プロジェクトグループ

作 業 管 理 グ ル ー プ

原 子 力 安 全
セ ン タ ー

安 全 総 括 部

安 全 総 括 グ ル ー プ

原 子 炉 安 全 グ ル ー プ

技 術 計 画 グ ル ー プ

改 善 推 進 グ ル ー プ

品 質 保 証 グ ル ー プ

防 災 安 全 部
防 災 安 全 グ ル ー プ

防 護 管 理 グ ル ー プ

放 射 線 安 全 部
放 射 線 管 理 グ ル ー プ

化 学 管 理 グ ル ー プ

放 射 線 安 全 グ ル ー プ

環 境 グ ル ー プ

システムエンジニアリンググループ

土 木 グ ル ー プ

建 築 グ ル ー プ

総 務 部

業 務 シ ス テ ム グ ル ー プ

電 子 通 信 グ ル ー プ

直 営 作 業 グ ル ー プ

発 電 グ ル ー プ

運 転 評 価 グ ル ー プ

当 直

燃 料 グ ル ー プ

作 業 管 理 グ ル ー プ

内部監査室

＊ ＊

保 全 総 括 グ ル ー プ

原 子 炉 グ ル ー プ

タ ー ビ ン グ ル ー プ

計 測 制 御 グ ル ー プ

高 経 年 化 評 価 グ ル ー プ

電 気 機 器 グ ル ー プ

環 境 施 設 グ ル ー プ

環境施設プロジェクトグループ

システムエンジニアリンググループ

土 木 グ ル ー プ

建 築 グ ル ー プ

電 子 通 信 グ ル ー プ

直 営 作 業 グ ル ー プ

原子力資材調達センター

原子力人財育成センター

※２：福島第二原子力発電所に常駐。

※２

※３

※３

※３

※３

※３

※３

※３

※３

※３

※３

※３

※３

※３

※３

 

 

図４ 

 

    

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子

炉主任技術者（以下「主任技術者」という。）を含む。）から適宜報告を求め，｢NM-51-11 トラブ

ル等の報告マニュアル｣に基づき，原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

（２）内部監査室長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。また，関係

法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する

（内部監査室に限る。）。 

（３）柏崎刈羽原子力監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，原子力安全・統括部，原子力運営管理部，原子力

設備管理部，原子燃料サイクル部，原子力人財育成センター，原子力資材調達センターの長及び

所長を指導監督し，原子力業務を統括する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着さ

せるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する（内部監査室を除く。）。 

（５）原子力安全・統括部は，管理責任者を補佐し，原子力・立地本部における安全・品質の管理及

び要員の計画，管理に関する業務を行う。 

 

（６）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び保守に関する業務（原子力設備管理部所管業務

を除く。）を行う。 

 

（７）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業務を行う。 

 

 

（８）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（９）原子力人財育成センターは，保安教育及びその他必要な教育の総括に関する業務を行う。 

（１０）原子力資材調達センターは，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）所長は，原子力・立地本部長を補佐し，発電所における保安に関する業務を統括し，その際に

は主任技術者の意見を尊重する。 

（２）労務人事グループは，要員の計画に関する業務を行う。 

（３）資材グループは，調達に関する業務を行う。 

（４）業務システムグループは，原子力業務システムの運用管理に関する業務を行う。 

（５）安全総括グループは，定期検査，定期安全管理審査の総括に関する業務を行う。 

 

（６）品質保証グループは，品質保証体系の総括に関する業務を行う。 

（７）改善推進グループは，不適合情報，運転経験情報等の分析・評価・活用に関する業務を行う。 

（８）原子炉安全グループは，原子力安全の総括に関する業務を行う。 

（９）技術計画グループは，原子力技術の総括に関する業務を行う。 

（１０）防災安全グループは，緊急時の措置の総括及び初期消火活動のための体制の整備に関する業

務を行う。 

（１１）防護管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の管理に関する業務を行う。 

（１２）放射線安全グループは，放射線管理（放射線管理グループ，化学管理グループ所管業務を除

く。）及び環境放射能測定に関する業務を行う。 

（１３）放射線管理グループは，発電所各グループマネージャー（以下「各ＧＭ」といい，当直長を 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子

炉主任技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，

原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

（２）内部監査室長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。また，関係

法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する

（内部監査室に限る。）。 

（３）柏崎刈羽原子力監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，原子力安全・統括部，原子力運営管理部，原子力

設備管理部，原子燃料サイクル部，原子力人財育成センター，原子力資材調達センターの長及び

所長を指導監督し，原子力業務を統括する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着さ

せるための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する（内部監査室を除く。）。 

（５）原子力安全・統括部は，管理責任者を補佐し，原子力・立地本部における安全・品質の管理及

び要員の計画，管理に関する業務を行う（自然災害発生時等，有毒ガス発生時，重大事故等発生

時及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する業務を含む。）。 

（６）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び保守に関する業務（原子力設備管理部所管業務

を除く。）を行う（自然災害発生時等，有毒ガス発生時，重大事故等発生時及び大規模損壊発生

時の体制の整備に関する業務を含む。）。 

（７）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業務を行う（自然災害発生

時等，有毒ガス発生時，重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する業務を含

む。）。 

（８）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（９）原子力人財育成センターは，保安教育及びその他必要な教育の総括に関する業務を行う。 

（１０）原子力資材調達センターは，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）所長は，原子力・立地本部長を補佐し，発電所における保安に関する業務を統括し，その際に

は原子炉主任技術者の意見を尊重する。 

（２）労務人事グループは，要員の計画に関する業務を行う。 

（３）資材グループは，調達に関する業務を行う。 

（４）業務システムグループは，原子力業務システムの運用管理に関する業務を行う。 

（５）安全総括グループは，施設定期検査（以下「定期検査」という。），定期安全管理審査の総括に

関する業務を行う。 

（６）品質保証グループは，品質保証体系の総括に関する業務を行う。 

（７）改善推進グループは，不適合情報，運転経験情報等の分析・評価・活用に関する業務を行う。 

（８）原子炉安全グループは，原子力安全の総括に関する業務を行う。 

（９）技術計画グループは，原子力技術の総括に関する業務を行う。 

（１０）防災安全グループは，緊急時の措置の総括及び初期消火活動のための体制の整備に関する業

務を行う。 

（１１）防護管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の管理に関する業務を行う。 

（１２）放射線安全グループは，放射線管理（放射線管理グループ，化学管理グループ所管業務を除

く。）及び環境放射能測定に関する業務を行う。 

（１３）放射線管理グループは，発電所各グループマネージャー（以下「各ＧＭ」といい，当直長を 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

含む。）が行う放射線管理の支援・指導・助言及び管理区域の維持・管理に関する業務を行う。 

（１４）化学管理グループは，化学管理及び放射性気体・液体廃棄物の管理に関する業務を行う。 

 

（１５）環境グループは，放射性固体廃棄物の管理に関する業務を行う。 

（１６）発電グループは，原子炉施設の運用管理に関する業務を行う。 

（１７）当直は，原子炉施設の運転に関する業務（作業管理グループ所管業務を除く。）及び燃料

取扱いに関する業務を行う。 

（１８）作業管理グループは，原子炉施設の運転に関する業務のうち保守作業の管理に関する業務

を行う。 

（１９）運転評価グループは，原子炉施設の運転に係る業務の支援・評価に関する業務（発電グル

ープ所管業務を除く。）を行う。 

（２０）燃料グループは，燃料の管理に関する業務（当直所管業務を除く。）を行う。 

（２１）保全総括グループは，原子炉施設の保守の総括に関する業務を行う。 

（２２）タービングループは，原子炉施設のうちタービン設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（２３）原子炉グループは，原子炉施設のうち原子炉設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（２４）高経年化評価グループは，原子炉内部構造物及び原子炉再循環系に係る保守管理並びに原

子炉施設の高経年化に関する技術評価の総括に関する業務を行う。 

（２５）電気機器グループは，原子炉施設のうち電気設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（２６）計測制御グループは，原子炉施設のうち計測制御設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（２７）環境施設グループは，廃棄物処理設備の保守の総括，保守管理に関する業務を行う。 

（２８）環境施設プロジェクトグループは，廃棄物処理設備の改良工事に関する業務を行う。 

（２９）システムエンジニアリンググループは，保全革新業務の推進及び各設備点検結果の評価並

びに系統信頼性に関する技術検討に関する業務を行う。 

（３０）電子通信グループは，電子通信設備の運用・保守管理に関する業務を行う。 

（３１）直営作業グループは，原子炉施設の直営作業の総括に関する業務を行う。 

（３２）土木グループは，原子炉施設のうち土木設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（３３）建築グループは，原子炉施設のうち建築設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）本社各部長（原子力人財育成センター所長及び原子力資材調達センター所長を含む。）は，

原子力・立地本部長を補佐し，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統

括管理する。 

（２）原子力安全センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，安全総括部，防災安全

部及び放射線安全部の業務を統括管理する。 

（３）ユニット所長（１～４号）は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，第一運転管理部及び

第一保全部の業務を統括管理する。 

（４）ユニット所長（５～７号）は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，第二運転管理部及び

第二保全部の業務を統括管理する。 

（５）発電所各部長は，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統括管理する。 

（６）各ＧＭは，グループ員（当直員を含む。）を指示・指導し，所管する業務を遂行するととも

に，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育ならびに記録及び報告を行う。 

 

 

（７）グループ員（当直員を含む。）は，ＧＭの指示・指導に従い，業務を遂行する。 

含む。）が行う放射線管理の支援・指導・助言及び管理区域の維持・管理に関する業務を行う。 

（１４）化学管理グループは，化学管理及び放射性気体・液体廃棄物の管理並びに有毒ガス防護の発

電所敷地内確認の手順整備に関する業務を行う。 

（１５）環境グループは，放射性固体廃棄物の管理に関する業務を行う。 

（１６）発電グループは，原子炉施設の運用管理に関する業務を行う。 

（１７）当直は，原子炉施設の運転に関する業務（作業管理グループ所管業務を除く。）及び燃料取

扱いに関する業務を行う。 

（１８）作業管理グループは，原子炉施設の運転に関する業務のうち保守作業の管理に関する業務を

行う。 

（１９）運転評価グループは，原子炉施設の運転に係る業務の支援・評価に関する業務（発電グルー

プ所管業務を除く。）を行う。 

（２０）燃料グループは，燃料の管理に関する業務（当直所管業務を除く。）を行う。 

（２１）保全総括グループは，原子炉施設の保守の総括に関する業務を行う。 

（２２）タービングループは，原子炉施設のうちタービン設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（２３）原子炉グループは，原子炉施設のうち原子炉設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（２４）高経年化評価グループは，原子炉内部構造物及び原子炉再循環系に係る保守管理並びに原子

炉施設の高経年化に関する技術評価の総括に関する業務を行う。 

（２５）電気機器グループは，原子炉施設のうち電気設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（２６）計測制御グループは，原子炉施設のうち計測制御設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（２７）環境施設グループは，廃棄物処理設備の保守の総括，保守管理に関する業務を行う。 

（２８）環境施設プロジェクトグループは，廃棄物処理設備の改良工事に関する業務を行う。 

（２９）システムエンジニアリンググループは，保全革新業務の推進及び各設備点検結果の評価並び

に系統信頼性に関する技術検討に関する業務を行う。 

（３０）電子通信グループは，電子通信設備の運用・保守管理に関する業務を行う。 

（３１）直営作業グループは，原子炉施設の直営作業の総括に関する業務を行う。 

（３２）土木グループは，原子炉施設のうち土木設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（３３）建築グループは，原子炉施設のうち建築設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（３４）モバイル設備管理グループは，可搬型重大事故等対処設備等の総括に関する業務を行う。 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）本社各部長（原子力人財育成センター所長及び原子力資材調達センター所長を含む。）は，原

子力・立地本部長を補佐し，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統括管

理する。 

（２）原子力安全センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，安全総括部，防災安全部

及び放射線安全部の業務を統括管理する。 

（３）ユニット所長（１～４号）は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，第一運転管理部及び第

一保全部の業務を統括管理する。 

（４）ユニット所長（５～７号）は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，第二運転管理部及び第

二保全部の業務を統括管理する。 

（５）発電所各部長は，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統括管理する。 

（６）各ＧＭは，グループ員（当直員を含む。）を指示・指導し，所管する業務を遂行するとともに，

所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育並びに記録及び報告を行う（火災発生時，内部溢水発

生時，火山影響等発生時，その他自然災害発生時等，有毒ガス発生時，重大事故等発生時及び大

規模損壊発生時の体制の整備に関する業務を含む。）。 

（７）グループ員（当直員を含む。）は，ＧＭの指示・指導に従い，業務を遂行する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（原子力発電保安委員会） 

第６条 本社に原子力発電保安委員会（以下「保安委員会」という。）を設置する。 

２．保安委員会は，原子炉施設の保安に関する次の事項を審議し，確認する。ただし，あらかじめ保

安委員会にて定めた事項は，原子力発電保安運営委員会にて審議し，確認する。 

 （１）原子炉設置許可申請書本文に記載の構築物，系統及び機器の変更 

 （２）保安規定の変更 

 （３）保安教育に関する事項 

（４）その他保安委員会で定めた審議事項 

３．原子力・立地本部長を委員長とする。 

４．保安委員会は，委員長，原子力安全・統括部長，原子力運営管理部長，原子力設備管理部長，

主任技術者に加え，ＧＭ以上の職位の者から委員長が指名した者で構成する。 

５．委員長は，保安上重要な審議結果について，定期的に社長に報告する。 

 

 

 

 

（原子力発電保安委員会） 

第６条 本社に原子力発電保安委員会（以下「保安委員会」という。）を設置する。 

２．保安委員会は，原子炉施設の保安に関する次の事項を審議し，確認する。ただし，あらかじめ保

安委員会にて定めた事項は，原子力発電保安運営委員会にて審議し，確認する。 

（１）原子炉設置許可申請書本文に記載の構築物，系統及び機器の変更 

（２）保安規定の変更 

（３）保安教育に関する事項 

（４）その他保安委員会で定めた審議事項 

３．原子力・立地本部長を委員長とする。 

４．保安委員会は，委員長，原子力安全・統括部長，原子力運営管理部長，原子力設備管理部長，原

子炉主任技術者に加え，ＧＭ以上の職位の者から委員長が指名した者で構成する。 

５．委員長は，保安上重要な審議結果について，定期的に社長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（原子力発電保安運営委員会） 

第７条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し，確認する。た

だし，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項は，審議事項に該当しない。 

  (１) 保安管理体制に関する事項 

  (２) 原子炉施設の定期的な評価に関する事項 

  (３) 運転管理に関する事項 

  (４) 燃料管理に関する事項 

  (５) 放射性廃棄物管理に関する事項 

  (６) 放射線管理に関する事項 

  (７) 保守管理に関する事項 

  (８) 原子炉施設の改造に関する事項 

  (９) 緊急時における運転操作に関する事項 

  (１０) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

３．所長を委員長とする。 

４．運営委員会は，委員長，原子力安全センター所長，安全総括部長，主任技術者に加え，ＧＭ以

上の職位の者から委員長が指名した者で構成する。 

 

 

 

 

 

（原子力発電保安運営委員会） 

第７条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し，確認する。た

だし，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項は，審議事項に該当しない。 

（１）保安管理体制に関する事項 

（２）原子炉施設の定期的な評価に関する事項 

（３）運転管理に関する事項※１ 

（４）燃料管理に関する事項 

（５）放射性廃棄物管理に関する事項 

（６）放射線管理に関する事項 

（７）保守管理に関する事項 

（８）原子炉施設の改造に関する事項 

（９）緊急時における運転操作に関する事項 

（１０）事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

３．所長を委員長とする。 

４．運営委員会は，委員長，原子力安全センター所長，安全総括部長，原子炉主任技術者に加え，Ｇ

Ｍ以上の職位の者から委員長が指名した者で構成する。 

 

※１：以下の事項を含む。 

・誤操作の防止に関する事項（７号炉） 

・火災，内部溢水（７号炉），火山影響等（７号炉），その他自然災害及び有毒ガス発生時（７号

炉）の体制の整備に関する事項 

・重大事故等及び大規模損壊時の体制の整備に関する事項（７号炉） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 原子力・立地本部長は，主任技術者及び代行者を，主任技術者免状を有する者から選任す

る。 

 

 

 

 

 

２．主任技術者は原子炉毎に選任する。 

３．主任技術者及び代行者は特別管理職とする。 

４．主任技術者のうち少なくとも１名は部長以上に相当する者とし，第９条に定める職務を専任する。 

 

５．第４項以外の主任技術者については，原子力安全センターの職務を兼務できる。 

６．第５項の主任技術者については，自らの担当している号炉について主任技術者の職務と原子力

安全センターの職務が重複する場合には，主任技術者としての職務を優先し，原子力安全セン 

ターの職務については，上位職の者が実施する。 

７．主任技術者が職務を遂行できない場合は，代行者と交代する。ただし，職務を遂行できない期間

が長期にわたる場合は，第１項から第５項に基づき，改めて主任技術者を選任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 原子力・立地本部長は，原子炉主任技術者及び代行者を，原子炉主任技術者免状を有する者

であって，次の業務に通算して３年以上従事した経験を有する者の中から選任する。 

（１）原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務 

（２）原子炉の運転に関する業務 

（３）原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務 

（４）原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務 

 

２．原子炉主任技術者は原子炉毎に選任する。 

３．原子炉主任技術者及び代行者は特別管理職とする。 

４．原子炉主任技術者のうち少なくとも１名は部長以上に相当する者とし，第９条に定める職務を

専任する。 

５．第４項以外の原子炉主任技術者については，原子力安全センターの職務を兼務できる。 

６．第５項の原子炉主任技術者については，自らの担当している号炉について原子炉主任技術者の

職務と原子力安全センターの職務が重複する場合には，原子炉主任技術者としての職務を優先し，

原子力安全センターの職務については，上位職の者が実施する。 

７．原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合（７号炉の原子炉主任技術者については，早期に

非常召集が可能なエリア外に離れる場合を含む）は，代行者と交代する。ただし，職務を遂行で

きない期間が長期にわたる場合は，第１項から第５項に基づき，改めて原子炉主任技術者を選任

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 
原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 
 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（主任技術者の職務等） 

第９条 主任技術者は，原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，

「NM-24-1 原子炉主任技術者職務運用マニュアル」に基づき，次の職務を遂行する。 

（１）原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は，運転に従事する者へ指示する。 

（２）表９－１に定める事項のうち，第１１８条及び第１１９条については，原子力・立地本部長

の承認に先立ち確認し，その他の事項については，所長の承認に先立ち確認する。 

（３）表９－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表９－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１２１条第１項の報告を受けた場合は，自らの責任で確認した正確な情報に基づき，社長

に直接報告する。 

（６）保安の監督状況について，定期的に及び必要に応じて社長に直接報告する。 

（７）保安委員会及び運営委員会に少なくとも１名が必ず出席する。 

（８）その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な職務を行う。 

 

 

２．原子炉施設の運転に従事する者は，主任技術者がその保安のためにする指示に従う。 

 

表９－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

条  文 内  容 

第３７条（原子炉冷却材温度及び原子炉  

冷却材温度変化率） 
原子炉冷却材温度制限値 

第７８条（異常収束後の措置） 原子炉の再起動 

第８２条（燃料取替実施計画） 燃料取替実施計画 

第９２条（管理区域の設定及び解除） 

第５項に定める一時的な管理区域の設定 

及び解除 

第７項に定める管理区域の設定及び解除 

第１１８条（所員への保安教育） 所員の保安教育実施計画 

第１１９条（協力企業従業員への保安教育） 協力企業従業員の保安教育実施計画 
 

 

 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第９条 原子炉主任技術者は，原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，

「NM-24-1 原子炉主任技術者職務運用マニュアル」に基づき，次の職務を遂行する。 

（１）原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は，運転に従事する者へ指示する。 

（２）表９－１に定める事項のうち，第１１８条及び第１１９条については，原子力・立地本部長

の承認に先立ち確認し，その他の事項については，所長の承認に先立ち確認する。 

（３）表９－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表９－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１２１条第１項の報告を受けた場合は，自らの責任で確認した正確な情報に基づき，社長

に直接報告する。 

（６）保安の監督状況について，定期的に及び必要に応じて社長に直接報告する。 

（７）保安委員会及び運営委員会に少なくとも１名が必ず出席する。 

（８）その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な職務を行う。 

２．重大事故等時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な職務を誠実かつ，最優

先に行うことを任務とする。 

３．原子炉施設の運転に従事する者は，原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従う。 

 

表９－１ 

条  文 内  容 

第１２条（運転員等の確保） 
第５項，第６項，第８項及び第９項の定め

る体制の構築 

第１７条の７（重大事故等発生時の体制の整備） 
第３項に定める成立性の確認訓練の実施

計画（７号炉） 

第１７条の８（大規模損壊発生時の体制の整備） 
第１項に定める技術的能力の確認訓練の

実施計画（７号炉） 

第３７条（原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温

度変化率） 
原子炉冷却材温度制限値 

第７８条（異常収束後の措置） 原子炉の再起動 

第８２条（燃料取替実施計画） 燃料取替実施計画 

第９２条（管理区域の設定及び解除） 

第５項に定める一時的な管理区域の設定 

及び解除 

第７項に定める管理区域の設定及び解除 

第１１８条（所員への保安教育） 所員の保安教育実施計画 

第１１９条（協力企業従業員への保安教育） 協力企業従業員の保安教育実施計画 
 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

表９－２ 

条  文 内  容 

第１７条（地震・火災等発生時の対応） 地震・火災が発生した場合に講じた措置の結果 

第２３条（制御棒の操作） 制御棒操作手順 

第３５条（原子炉停止時冷却系その２） 
原子炉停止時冷却系以外の手段で崩壊熱除去できる 

期間 

第６９条（複数の制御棒引き抜きを伴う検査） 制御棒操作手順 

第７３条（運転上の制限を満足しない場合） 

運転上の制限を満足していないと判断した場合 

運転上の制限を満足していると判断した場合 

運転上の制限を満足していないと判断した時点の前 

の原子炉の状態への移行又は原子炉熱出力の復帰 

第７４条（予防保全を目的とした保全作業を実

施する場合） 

必要な安全措置 

運転上の制限外から復帰していると判断した場合 

第７６条（異常発生時の基本的な対応） 異常が発生した場合の原因調査及び対応措置 

第７７条（異常時の措置） 異常の収束 

第８２条（燃料取替実施計画） 第３項に定める取替炉心の安全性の評価結果 

第１２１条（報告） 

運転上の制限を満足していないと判断した場合 

放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物について放 

出管理目標値を超えて放出した場合 

外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた 

場合 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（以 

下「実用炉規則」という。）第１９条の１７第２号か

ら第１４号に定める報告事象が生じた場合 
 

 

表９－２ 

条  文 内  容 

第１７条（火災発生時の体制の整備） 火災が発生した場合に講じた措置の結果 

第１７条の２（内部溢水発生時の体制の整備） 
内部溢水が発生した場合に講じた措置の結果 

（７号炉） 

第１７条の３（火山影響等発生時の体制の整備） 火山影響等発生時に講じた措置の結果 

第１７条の４（その他自然災害発生時等の体制

の整備） 

地震，津波及び竜巻等が発生した場合に講じた

措置の結果 

第１７条の５（有毒ガス発生時の体制の整備） 有毒ガス発生時に講じた措置の結果（７号炉） 

第１７条の７（重大事故等発生時の体制の整備） 成立性の確認訓練の結果（７号炉） 

第１７条の８（大規模損壊発生時の体制の整備） 技術的能力の確認訓練の結果（７号炉） 

第２３条（制御棒の操作） 制御棒操作手順 

第３５条（原子炉停止時冷却系その２） 
原子炉停止時冷却系以外の手段で崩壊熱除去で

きる期間 

第６６条（重大事故等対処設備） 要求される代替措置の確認（７号炉） 

第６９条（複数の制御棒引き抜きを伴う検査） 制御棒操作手順 

第７３条（運転上の制限を満足しない場合） 

運転上の制限を満足していないと判断した場合 

運転上の制限を満足していると判断した場合 

運転上の制限を満足していないと判断した時点

の前の原子炉の状態への移行又は原子炉熱出力

の復帰 

第７４条（予防保全を目的とした保全作業を実

施する場合） 

必要な安全措置 

運転上の制限外から復帰していると判断した場

合 

第７６条（異常発生時の基本的な対応） 異常が発生した場合の原因調査及び対応措置 

第７７条（異常時の措置） 異常の収束 

第８２条（燃料取替実施計画） 第３項に定める取替炉心の安全性の評価結果 

第１２１条（報告） 

運転上の制限を満足していないと判断した場合 

放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物につい

て放出管理目標値を超えて放出した場合 

外部放射線に係る線量当量率等に異常が認めら

れた場合 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則

（以下「実用炉規則」という。）第１３４条第２

号から第１４号に定める報告事象が生じた場合 
 

 

 

 
原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

実用発電用原子炉

の設置，運転等に

関する規則の改正

に伴う変更 

 

実用発電用原子炉

及びその附属施設

の位置，構造及び

設備の基準に関す

る規則等の改正に

伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

第４章 運転管理 
 

第１節 通 則 

 

（構成及び定義） 

第１１条 本章における原子炉の状態の定義は，表１１のとおりとする。 

２．第３節（第７２条から第７５条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。 

（１）第１項：運転上の制限 

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置 

 

表１１※２ 

原子炉の状態 運 転 起 動 高温停止 冷温停止 燃料交換 

原子炉モード 

スイッチの位置 
運 転 起 動 

燃料取替 

又は 

停止 

燃料取替 

又は 

停止 

燃料取替 

又は 

停止 

原子炉圧力容器 

締付ボルトの状態 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

１本以上 

ボルトが緩め

られている 

原子炉冷却材温度  

 

 

 

１００℃ 

以上 

１００℃ 

未満 
 

 

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。 

（１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと各ＧＭが判断した場合 

（２）第２項の確認を行うことができなかった場合 

（３）第２項に係らず運転上の制限を満足していないと各ＧＭが判断した場合 

※２：第６９条，第７０条及び第７１条の適用時は当該条文による。 

 

３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。 

管理的手段による

確認 

系統・設備に対する確認事項を実際に直接的に確認するのではなく，次の事項か

ら１つないし複数を適切に組み合わせて間接的に確認することをいう。ただし，

実際に直接的に確認することを妨げるものではない。 

（１）当該系統・設備において，その機能に影響を及ぼす警報が発生してい

ないこと。 

（２）当該系統・設備の必要な機器に電源が供給されていること。 

（３）当該系統・設備が機能することを示す至近の記録を確認すること。 

（４）当該系統・設備に対して施錠又は区域管理等が実施されていること。 

原子炉圧力 原子炉圧力容器ドーム部の圧力をいう。 

原子炉建屋原子炉

棟※３内で照射され

た燃料に係る作業 

原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料の移動作業及び新燃料又は制御棒の

移動の際に照射された燃料上を通過する作業をいう。なお，照射された燃料

に係る作業の中止の措置が要求された場合であって，進行中の作業を安全な

状態で終了させる場合を除く。 

 

第４章 運転管理 
 

第１節 通 則 

 

（構成及び定義） 

第１１条 本章における原子炉の状態の定義は，表１１のとおりとする。 

２．第３節（第７２条から第７５条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。 

（１）第１項：運転上の制限 

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置 

 

表１１※２ 

原子炉の状態 運 転 起 動 高温停止 冷温停止 燃料交換 

原子炉モード 

スイッチの位置 
運 転 起 動 

燃料取替 

又は 

停止 

燃料取替 

又は 

停止 

燃料取替 

又は 

停止 

原子炉圧力容器 

締付ボルトの状態 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

１本以上 

ボルトが緩め

られている 

原子炉冷却材温度  

 

 

 

１００℃ 

以上 

１００℃ 

未満 
 

 

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。 

（１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと各ＧＭが判断した場合 

（２）第２項の確認を行うことができなかった場合 

（３）第２項に係らず運転上の制限を満足していないと各ＧＭが判断した場合 

※２：第６９条，第７０条及び第７１条の適用時は当該条文による。 

 

３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。 

管理的手段による

確認 

系統・設備に対する確認事項を実際に直接的に確認するのではなく，次の事項か

ら１つないし複数を適切に組み合わせて間接的に確認することをいう。ただし，

実際に直接的に確認することを妨げるものではない。 

（１）当該系統・設備において，その機能に影響を及ぼす警報が発生してい

ないこと。 

（２）当該系統・設備の必要な機器に電源が供給されていること。 

（３）当該系統・設備が機能することを示す至近の記録を確認すること。 

（４）当該系統・設備に対して施錠又は区域管理等が実施されていること。 

原子炉圧力 原子炉圧力容器ドーム部の圧力をいう。 

原子炉建屋原子炉

棟※３内で照射され

た燃料に係る作業 

原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料の移動作業及び新燃料又は制御棒の

移動の際に照射された燃料上を通過する作業をいう。なお，照射された燃料

に係る作業の中止の措置が要求された場合であって，進行中の作業を安全な

状態で終了させる場合を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

スタック 通常の制御棒挿入・引抜操作を行った際に，制御棒が挿入又は引き抜きがで

きない状況が発生し，動作不能と判断できない状態をいう。なお，所定の位

置で制御棒の位置を固定できない場合を含む。 

速やかに 第３節運転管理において「速やかに」とは，可能な限り短時間で実施するも

のであるが，一義的に時間を決められないものであり，意図的に遅延させる

ことなく行うことを意味する。なお，要求される措置を実施する場合には，

上記の主旨を踏まえた上で，組織的に実施する※４準備が整い次第行う活動を

意味する。また，複数の「速やかに」実施することが要求される措置に規定

されている場合は，いずれか一つの要求される措置を「速やかに」実施し，

引き続き遅滞なく，残りの要求される措置を実施する。 

制御棒が全挿入か

つ除外 

制御棒が全挿入された状態で，制御棒駆動機構を除外した状態をいう。 

制御棒駆動機構を

除外 

[１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉] 

制御棒駆動水圧系の駆動水及び排出水の元弁を閉鎖することをいう。 

[６号炉及び７号炉] 

制御棒駆動機構の駆動電源が切操作されていることをいう。 

挿入可能な制御棒 制御棒駆動機構を除外していない制御棒をいう。 

定検停止後の原子

炉起動 

定期検査のために原子炉を停止した後の原子炉起動をいう。 

定検停止時 定期検査のために原子炉が停止している期間をいう。 

炉心変更 原子炉の状態が燃料交換において，原子炉圧力容器内における燃料の移動，

制御棒の挿入・引抜及び中性子源の移動をいう。ただし，炉心変更には，中

性子検出器の移動，空セル（制御棒周辺の燃料４体がすべて取り出されてい

る状態）における制御棒の挿入・引抜及び取付け・取外しは含まない。なお，

炉心変更の中止の措置が要求された場合でも，進行中の移動操作を安全な状

態で終了させること及び制御棒の挿入は除外される。 

※３：６号炉及び７号炉においては，原子炉建屋原子炉区域をいう。 

※４：関係者への連絡，各運転員への指示，手順の準備・確認等を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタック 通常の制御棒挿入・引抜操作を行った際に，制御棒が挿入又は引き抜きがで

きない状況が発生し，動作不能と判断できない状態をいう。なお，所定の位

置で制御棒の位置を固定できない場合を含む。 

速やかに 第３節運転管理において「速やかに」とは，可能な限り短時間で実施するも

のであるが，一義的に時間を決められないものであり，意図的に遅延させる

ことなく行うことを意味する。なお，要求される措置を実施する場合には，

上記の主旨を踏まえた上で，組織的に実施する※４準備が整い次第行う活動を

意味する。また，複数の「速やかに」実施することが要求される措置に規定

されている場合は，いずれか一つの要求される措置を「速やかに」実施し，

引き続き遅滞なく，残りの要求される措置を実施する。 

制御棒が全挿入か

つ除外 

制御棒が全挿入された状態で，制御棒駆動機構を除外した状態をいう。 

制御棒駆動機構を

除外 

[１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉] 

制御棒駆動水圧系の駆動水及び排出水の元弁を閉鎖することをいう。 

[６号炉及び７号炉] 

制御棒駆動機構の駆動電源が切操作されていることをいう。 

挿入可能な制御棒 制御棒駆動機構を除外していない制御棒をいう。 

定検停止後の原子

炉起動 

定期検査のために原子炉を停止した後の原子炉起動をいう。 

定検停止時 定期検査のために原子炉が停止している期間をいう。 

炉心変更 原子炉の状態が燃料交換において，原子炉圧力容器内における燃料の移動，

制御棒の挿入・引抜及び中性子源の移動をいう。ただし，炉心変更には，中

性子検出器の移動，空セル（制御棒周辺の燃料４体がすべて取り出されてい

る状態）における制御棒の挿入・引抜及び取付け・取外しは含まない。なお，

炉心変更の中止の措置が要求された場合でも，進行中の移動操作を安全な状

態で終了させること及び制御棒の挿入は除外される。 

重大事故 実用炉規則第４条にて掲げる「炉心の著しい損傷及び核燃料物質貯蔵設備

に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷」をいう。 

使用済燃料プー

ルに照射された

燃料を貯蔵して

いる期間 

使用済燃料プールに照射された燃料を１体以上貯蔵している期間をいう。 

※３：６号炉及び７号炉においては，原子炉建屋原子炉区域をいう。 

※４：関係者への連絡，各運転員への指示，手順の準備・確認等を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（原子炉の運転期間） 

第１１条の２ 

所長は，表１１の２に定める原子炉の運転期間※１の範囲内で運転を行う。なお，原子力発電工作

物の保安に関する省令第５４条第１項に基づき，経済産業大臣及び原子力規制委員会が定期検査を

受けるべき時期を定めて承認している場合は，その承認を受けた時期の範囲内で運転を行う。 

 

 

表１１の２ 

 １号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 ５号炉 ６号炉 ７号炉 

原子炉の運転期間 13ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 

※１：原子炉の運転期間とは，定期検査が終了した日から，次回定期検査を開始するために原子炉

を停止するまでの期間をいう。なお，「原子炉を停止する」とは，当該原子炉の主発電機の解

列をいう。以下，本条において同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉の運転期間） 

第１１条の２ 

所長は，表１１の２に定める原子炉の運転期間※１の範囲内で運転を行う。なお，実用炉規則 

第４９条第１項第２号に基づき，原子力規制委員会が定期検査を受けるべき時期を定めて承認して

いる場合は，その承認を受けた時期の範囲内で運転を行う。 

 

 

表１１の２ 

 １号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 ５号炉 ６号炉 ７号炉 

原子炉の運転期間 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 13 ヶ月 

※１：原子炉の運転期間とは，定期検査が終了した日から，次回定期検査を開始するために原子炉を

停止するまでの期間をいう。なお，「原子炉を停止する」とは，当該原子炉の主発電機の解列

をいう。以下，本条において同じ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（巡視点検） 

第１３条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）内部

及び第９４条第１項で定める区域を除く。）を巡視し，次の施設及び設備について点検を行う。 

 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，格納容器内部のパラメータの監視及び 

 第９４条第１項で定める区域の巡視をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（巡視点検） 

第１３条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）内部

及び第９４条第１項で定める区域及び系統より切離されている施設※１を除く。）を巡視し，次の施

設及び設備について点検を行う。 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，格納容器内部の関連パラメータの監視及び

第９４条第１項で定める区域の巡視を行う。 

３．当直長及びモバイル設備管理ＧＭは，「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，系統より切離

されている施設について一定期間※２ごとに巡視し，点検を行う。 

 

※１：系統より切離されている施設とは，７号炉の可搬設備，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所設備

及び通信連絡を行うために必要な設備等をいう。 

※２：一定期間とは，１ヶ月を超えない期間をいい，その確認の間隔は７日間を上限として延長する

ことができる。ただし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，

定める頻度以上で実施することを妨げるものではない。また，点検可能な時期が定期検査時と

なる施設については，定期検査毎とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（マニュアルの作成） 

第１４条 発電ＧＭは，次の各号に掲げる当直長が実施する原子炉施設の運転管理に関する事項の 

マニュアルを作成し，制定・改定にあたっては，第７条第２項に基づき運営委員会の確認を得る。 

（１）原子炉の起動及び停止操作に関する事項 

（２）巡視点検に関する事項 

（３）異常時の操作に関する事項 

（４）警報発生時の措置に関する事項 

（５）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

 （６）定例試験に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（マニュアルの作成） 

第１４条 各ＧＭ（当直長を除く。）は，次の各号に掲げる原子炉施設の運転管理に関する事項のマニ

ュアルを作成し，制定・改定にあたっては，第７条第２項に基づき運営委員会の確認を得る。 

（１）原子炉の起動及び停止操作に関する事項 

（２）巡視点検に関する事項 

（３）異常時の操作に関する事項 

（４）警報発生時の措置に関する事項 

（５）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（６）定例試験に関する事項 

（７）誤操作の防止に関する事項（７号炉） 

（８）火災，内部溢水（７号炉），火山影響等（７号炉），その他自然災害及び有毒ガス発生時（７

号炉）の体制の整備に関する事項 

（９）重大事故等及び大規模損壊時の体制の整備に関する事項（７号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

実用発電用原子炉

の設置，運転等に

関する規則の改正

に伴う変更 

 

実用発電用原子炉

及びその附属施設

の位置，構造及び

設備の基準に関す

る規則等の改正に

伴う変更 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（引継） 

第１５条 当直長は，その業務を次の当直長に引き継ぐにあたり，運転日誌及び引継日誌を引き渡し，

運転状況を申し送る。 

 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 当直長は，原子炉起動前に，次の施設及び設備を点検し，異常の有無を確認する。 

   

（１）原子炉冷却系統施設 

  （２）制御材駆動設備 

  （３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，第３節で定める定検停止時に実施する検査の結果を確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引継） 

第１５条 当直長は，その業務を次の当直長に引き継ぐにあたり，運転日誌及び引継日誌を引き渡し，

運転状況を申し送る。 

 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 当直長及びモバイル設備管理ＧＭは，原子炉起動前に，次の施設及び設備を点検し，異常

の有無を確認する。なお，モバイル設備管理ＧＭが点検を実施した結果は，当直長に通知する。  
（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，第３節の各条文で定検停止時に各ＧＭから当直長に通

知されることになっている確認項目※１※２について，通知が完了していることを確認する。 

 

※１：原子炉起動のための制御棒引抜き以降に実施される確認項目を除く。 

※２：定期検査における最終の確認結果を確認する。なお，動作確認を伴う確認項目及び系統構成に

係る確認項目については，原子炉起動のための制御棒引抜き開始前の１年以内の確認結果を確

認することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：重大事故等対処設備を設置若しくは改造する場合，重大事故等対処設備に係る運転上の制限が 

適用開始されるまでに実施し，大規模損壊対応で用いる大型化学高所放水車，化学消防自動車

及び水槽付消防ポンプ自動車を設置若しくは改造する場合，当該設備の使用を開始するまでに

実施する。なお，運転員，緊急時対策要員又は自衛消防隊を新たに認定する場合は，第１２条

第２項及び第４項の体制に入るまでに実施する。 

 

 

（電源機能等喪失時の体制の整備）  

第１７条の９  

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

組織は，津波によって交流電源を供給する全ての設備，海水を使用して原子炉施設を冷却する全

ての設備及び使用済燃料プールを冷却する全ての設備の機能が喪失した場合，あるいは使用済燃料

プールの冷却水の維持が困難な場合（以下「電源機能等喪失時」という。）における原子炉施設の保

全のための活動を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定する。 

（１）電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 

（２）電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する訓練 

（３）電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な可搬式発電機，

可搬式動力ポンプ，ホース及びその他資機材の配備 

２．組織は，前項の計画に基づき，電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を実施

する。 

３．組織は，第１項及び第２項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基

づき必要な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

（なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁管理） 

第１８条の２  

〔７号炉〕 

当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，通常時閉，事故時閉となる手動弁のうち，開となるお

それがないように施錠管理を行う原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁（原子炉側からみた第１弁）

について，閉止施錠状態であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（制御棒のスクラム機能） 

第２２条 原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒のスクラム機能は，表２２－１で定める事

項を運転上の制限とする。ただし，制御棒駆動機構を除外した制御棒を除く。 

２．制御棒のスクラム機能が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各

号を実施する。 

（１）燃料ＧＭは，定検停止時に制御棒駆動水圧系の検査で，スクラム時間が表２２－２に定める

値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒駆動機構を除外した制御棒を除き，

制御棒スクラムアキュムレータの圧力が表２２－２に定める値であることを１週間に１回確認す

る。また，当直長は，必要に応じて制御棒スクラムアキュムレータの充填を行う。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒駆動機構を除外した制御棒が発生

した場合は，他の制御棒のスクラム時間の平均値が表２２－２に定める値であることを管理的手

段により確認する。 

３．当直長は，制御棒のスクラム機能が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表２２－３の措置を講じる。 

 

表２２－１ 

項 目 運転上の制限 

制御棒のスクラム機能 動作可能であること 

 

 

 

 

表２２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 判定値 

１号炉 

全制御棒のスクラム時間の平均値 

（９０％挿入） 
３．５秒以下 

制御棒スクラムアキュムレータの圧力 ６．５MPa[gage]以上 

２号炉 

３号炉 

４号炉 

５号炉 

全制御棒のスクラム時間の平均値 

（７５％挿入） 
１．６２秒以下 

制御棒スクラムアキュムレータの圧力 １０．５MPa[gage]以上 

６号炉 

７号炉 

全制御棒のスクラム時間の平均値 

（６０％挿入） 

（１００％挿入） 

１．４４秒以下 

２．８０秒以下 

制御棒スクラムアキュムレータの圧力 １２．８MPa[gage]以上 

 

（制御棒のスクラム機能） 

第２２条 原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒のスクラム機能※１は，表２２－１で定める

事項を運転上の制限とする。ただし，制御棒駆動機構を除外した制御棒を除く。 

２．制御棒のスクラム機能が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各

号を実施する。 

（１）燃料ＧＭは，定検停止時に制御棒駆動水圧系の検査で，スクラム時間が表２２－２に定める

値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒駆動機構を除外した制御棒を除き，

制御棒スクラムアキュムレータの圧力が表２２－２に定める値であることを１週間に１回確認す

る。また，当直長は，必要に応じて制御棒スクラムアキュムレータの充填を行う。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒駆動機構を除外した制御棒が発生

した場合は，他の制御棒のスクラム時間の平均値が表２２－２に定める値であることを管理的手

段により確認する。 

３．当直長は，制御棒のスクラム機能が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表２２－３の措置を講じる。 

 

表２２－１ 

項 目 運転上の制限 

制御棒のスクラム機能 動作可能であること 

 

※１：制御棒のスクラム機能のうち，７号炉の制御棒及び制御棒駆動機構（水圧駆動），制御棒駆動系

水圧制御ユニットは重大事故等対処設備を兼ねる。 

 
表２２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 判定値 

１号炉 

全制御棒のスクラム時間の平均値 

（９０％挿入） 
３．５秒以下 

制御棒スクラムアキュムレータの圧力 ６．５MPa[gage]以上 

２号炉 

３号炉 

４号炉 

５号炉 

全制御棒のスクラム時間の平均値 

（７５％挿入） 
１．６２秒以下 

制御棒スクラムアキュムレータの圧力 １０．５MPa[gage]以上 

６号炉 

７号炉 

全制御棒のスクラム時間の平均値 

（６０％挿入） 

（１００％挿入） 

１．４４秒以下 

２．８０秒以下 

制御棒スクラムアキュムレータの圧力 １２．８MPa[gage]以上 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表２２－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．制御棒スクラムアキュ

ムレータ１基の圧力が

表 ２２－２を満足し

ない場合 

Ａ１．当該制御棒スクラムアキュムレータの圧力を

表２２－２に定める値に復旧する。 

又は 

Ａ２．当該制御棒を全挿入する。 

８時間 

 

 

８時間 

Ｂ．制御棒スクラムアキュ

ムレータ２基以上の圧

力が表２２－２を満足

しない場合 

Ｂ１．当該制御棒スクラムアキュムレータの圧力を

表２２－２に定める値に復旧する。 

又は 

Ｂ２．当該制御棒を全挿入する。 

１時間 

 

 

１時間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求さ

れる措置を完了時間内

に達成できない場合 

Ｃ１．当該制御棒がスタックしたとみなす。 １時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２２－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．制御棒スクラムアキュム

レータ１基の圧力が表

２２－２を満足しない

場合 

Ａ１．当該制御棒スクラムアキュムレータの圧力を

表２２－２に定める値に復旧する。 

又は 

Ａ２．当該制御棒を全挿入する。 

８時間 

 

 

８時間 

Ｂ．制御棒スクラムアキュム

レータ２基以上の圧力

が表２２－２を満足し

ない場合 

Ｂ１．当該制御棒スクラムアキュムレータの圧力を

表２２－２に定める値に復旧する。 

又は 

Ｂ２．当該制御棒を全挿入する。 

１時間 

 

 

１時間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求され

る措置を完了時間内に

達成できない場合 

Ｃ１．当該制御棒がスタックしたとみなす。 １時間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（制御棒の操作） 

第２３条 原子炉の状態が運転及び起動において，かつ原子炉熱出力１０％相当以下の場合，制御棒

の操作は，表２３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．制御棒の操作が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施

する。 

（１）燃料ＧＭは，原子炉の状態が運転及び起動で，かつ原子炉熱出力１０％相当以下の場合にお

ける制御棒操作に先立ち，制御棒操作手順を作成し，主任技術者の確認を得て当直長に通知する。 

 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，かつ原子炉熱出力１０％相当以下の場合

は，制御棒価値ミニマイザを使用して，制御棒の操作を行う。なお，制御棒価値ミニマイザが使

用不可能な場合は，制御棒操作手順に従って操作されていることを確認するため，制御棒の操作

を行う運転員の他に少なくとも１名の運転員を配置して，制御棒の操作を行う。さらに，制御棒

の操作の都度，制御棒操作手順に定める位置に適合させるように制御棒の操作を行うが，制御棒

操作手順に定める位置にないことを確認した場合は，速やかに当該制御棒を制御棒操作手順に定

める位置に適合させる。 

３．当直長は，制御棒の操作が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表２

３－２の措置を講じる。 

 

表２３－１ 

項 目 運転上の制限 

制御棒の操作 あらかじめ定められた制御棒操作手順に従って実施すること 

 

表２３－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．１本以上８本以下の制御棒を制御

棒操作手順で定めた位置に適合さ

せることができない場合 

Ａ１．制御棒を制御棒操作手順で定めた位置

に適合させる。※１ 

８時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．当該制御棒を全挿入する。 

及び 

Ｂ２．当該制御棒駆動機構を除外する。 

３時間 

 

４時間 

Ｃ．条件Ｂで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

Ｄ．９本以上の制御棒を制御棒操作手

順で定めた位置に適合させること

ができない場合 

Ｄ１．制御棒を制御棒操作手順で定めた位置

に適合させる。※２ 

１時間 

Ｅ．条件Ｄで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｅ１．原子炉をスクラムさせる。 速やかに 

 

※１：制御棒操作手順で定めた位置に適合させる操作にあたっては，制御棒操作手順で定めた位置に

適合させるための操作を除いて，制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

※２：制御棒操作手順で定めた位置に適合させる操作にあたっては，制御棒操作手順で定めた位置に

適合させるための操作を含めて，制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

 

 

（制御棒の操作） 

第２３条 原子炉の状態が運転及び起動において，かつ原子炉熱出力１０％相当以下の場合，制御棒

の操作は，表２３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．制御棒の操作が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施

する。 

（１）燃料ＧＭは，原子炉の状態が運転及び起動で，かつ原子炉熱出力１０％相当以下の場合にお

ける制御棒操作に先立ち，制御棒操作手順を作成し，原子炉主任技術者の確認を得て当直長に通

知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，かつ原子炉熱出力１０％相当以下の場合

は，制御棒価値ミニマイザを使用して，制御棒の操作を行う。なお，制御棒価値ミニマイザが使

用不可能な場合は，制御棒操作手順に従って操作されていることを確認するため，制御棒の操作

を行う運転員の他に少なくとも１名の運転員を配置して，制御棒の操作を行う。さらに，制御棒

の操作の都度，制御棒操作手順に定める位置に適合させるように制御棒の操作を行うが，制御棒

操作手順に定める位置にないことを確認した場合は，速やかに当該制御棒を制御棒操作手順に定

める位置に適合させる。 

３．当直長は，制御棒の操作が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合， 

表２３－２の措置を講じる。 

 

表２３－１ 

項 目 運転上の制限 

制御棒の操作 あらかじめ定められた制御棒操作手順に従って実施すること 

 
表２３－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．１本以上８本以下の制御棒を制御

棒操作手順で定めた位置に適合さ

せることができない場合 

Ａ１．制御棒を制御棒操作手順で定めた位置

に適合させる。※１ 

８時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．当該制御棒を全挿入する。 

及び 

Ｂ２．当該制御棒駆動機構を除外する。 

３時間 

 

４時間 

Ｃ．条件Ｂで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

Ｄ．９本以上の制御棒を制御棒操作手

順で定めた位置に適合させること

ができない場合 

Ｄ１．制御棒を制御棒操作手順で定めた位置

に適合させる。※２ 

１時間 

Ｅ．条件Ｄで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｅ１．原子炉をスクラムさせる。 速やかに 

 
※１：制御棒操作手順で定めた位置に適合させる操作にあたっては，制御棒操作手順で定めた位置に

適合させるための操作を除いて，制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

※２：制御棒操作手順で定めた位置に適合させる操作にあたっては，制御棒操作手順で定めた位置に

適合させるための操作を含めて，制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（ほう酸水注入系） 

第２４条 原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水注入系は，表２４－１で定める事項を運

転上の制限とする。 

２．ほう酸水注入系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実

施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，ほう酸水注入系の機能を確認し，その結果を当直長に通知

する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前にほう酸水注入系の主要な手動弁と電動弁※１が原子炉

の状態に応じた開閉状態であることを確認する。 

（３）化学管理ＧＭは，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水濃度を１ヶ月に１回測定

し，その結果を当直長に通知する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水貯蔵タンクの液位及び温度が図２４－

１，２の範囲内にあることを毎日１回確認する。 

（５）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水注入ポンプの吐出圧力が表２４

－２に定める値であることを１ヶ月に１回確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転

確認に際し使用した弁が待機状態にあることを確認する。 

３．当直長は，ほう酸水注入系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表２

４－３の措置を講じる。 

 

表２４－１ 

項 目 運転上の制限 

ほう酸水注入系 
（１）１系列※２が動作可能であること 

（２）原子炉を冷温停止にするのに必要なほう酸水の量が確保されていること 

 

※１：主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管に接続する配管上

の手動弁のうち一次弁をいう。ここでいう主要配管とは，ほう酸水注入系に期待されている機

能を達成するためのほう酸水貯蔵タンクからほう酸水注入ポンプまでの吸込配管及びほう酸水

注入ポンプから原子炉圧力容器までの注入配管をいう。 

※２：１系列とは，ポンプ１台及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

表２４－２ 

項 目 

（ほう酸水注入ポンプ吐出圧力） 
判 定 値 

１号炉 ８．４MPa[gage]以上 

２号炉，３号炉，６号炉及び７号炉 ８．４３MPa[gage]以上 

４号炉 ８．３８MPa[gage]以上 

５号炉 ９．５８MPa[gage]以上 

 

 

 

 

 

（ほう酸水注入系） 

第２４条 原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水注入系※１は，表２４－１で定める事項を

運転上の制限とする。 

２．ほう酸水注入系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実

施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，ほう酸水注入系の機能を確認し，その結果を当直長に通知

する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前にほう酸水注入系の主要な手動弁と電動弁※２が原子炉

の状態に応じた開閉状態であることを確認する。 

（３）化学管理ＧＭは，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水濃度を１ヶ月に１回測定

し，その結果を当直長に通知する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水貯蔵タンクの液位及び温度が図２４－

１，２の範囲内にあることを毎日１回確認する。 

（５）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水注入ポンプの吐出圧力が表２４

－２に定める値であることを１ヶ月に１回確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転

確認に際し使用した弁が待機状態にあることを確認する。 

３．当直長は，ほう酸水注入系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合， 

表２４－３の措置を講じる。 

 

表２４－１ 

項 目 運転上の制限 

ほう酸水注入系 
（１）１系列※３が動作可能であること 

（２）原子炉を冷温停止にするのに必要なほう酸水の量が確保されていること 

 

※１：７号炉のほう酸水注入系は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（表６６－

２－３）の運転上の制限も確認する。 

※２：主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管に接続する配管上

の手動弁のうち一次弁をいう。ここでいう主要配管とは，ほう酸水注入系に期待されている機

能を達成するためのほう酸水貯蔵タンクからほう酸水注入ポンプまでの吸込配管及びほう酸水

注入ポンプから原子炉圧力容器までの注入配管をいう。 

※３：１系列とは，ポンプ１台及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

表２４－２ 

項 目 

（ほう酸水注入ポンプ吐出圧力） 
判 定 値 

１号炉 ８．４MPa[gage]以上 

２号炉，３号炉，６号炉及び７号炉 ８．４３MPa[gage]以上 

４号炉 ８．３８MPa[gage]以上 

５号炉 ９．５８MPa[gage]以上 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表２４－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．ほう酸水貯蔵タンクの液位及び温度が

図２４－１，２の範囲内にない場合 

Ａ１．ほう酸水貯蔵タンクの液位及び温度

を図２４－１，２の範囲内に復旧す

る。 

３日間 

Ｂ．ほう酸水注入系が動作不能な場合 Ｂ１．ほう酸水注入系を復旧する。 ８時間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２４－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．ほう酸水貯蔵タンクの液位及び温度が

図２４－１，２の範囲内にない場合 

Ａ１．ほう酸水貯蔵タンクの液位及び温度

を図２４－１，２の範囲内に復旧す

る。 

３日間 

Ｂ．ほう酸水注入系が動作不能な場合 Ｂ１．ほう酸水注入系を復旧する。 ８時間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

図２４－１ 
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図２４－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２４－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２４－２ 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（計測及び制御設備） 

第２７条 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態に応じて，次の計測及び制御設備※１は，表２７－１で定める事項を運転上の制限と 

する。 

（１）原子炉保護系計装 

（２）起動領域モニタ計装〔１号炉〕及び中性子源領域モニタ計装〔２号炉，３号炉，４号炉及び 

５号炉〕 

（３）非常用炉心冷却系計装 

（低圧炉心スプレイ系計装，低圧注水系計装，高圧炉心スプレイ系計装，自動減圧系計装） 

（４）格納容器隔離系計装 

（主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉建屋隔離系計装） 

（５）その他の計装 

（非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系計装，原子炉再循環ポンプトリップ計装，

制御棒引抜監視装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装，中央制御

室外原子炉停止装置計装，中央制御室非常用換気空調系計装，事故時計装） 

２．計測及び制御設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施 

する。 

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表２７－２の各項目を実施し，その結果を当直長に通知す

る。なお，各ＧＭは前項で定める計測及び制御設備に関係する事象を発見した場合には，誤動   

作※２又は誤不動作※３等の観点から，運転上の制限を満足するかどうかを判断する。 

３．当直長は，計測及び制御設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表２７－３の措置を講じる。なお，同時に複数の要素の動作不能が発生した場合には，個々の要素

に対して表２７－３の措置を講じる。 

 

表２７－１ 

項 目 運転上の制限 

計測及び制御設備 

動作可能※４であること 

なお，適用される原子炉の状態及び動作可能であるべきチャンネル数に

ついては，表２７－３にて定める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計測及び制御設備） 

第２７条 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態に応じて，次の計測及び制御設備※１は，表２７－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

（１）原子炉保護系計装 

（２）起動領域モニタ計装〔１号炉〕及び中性子源領域モニタ計装〔２号炉，３号炉，４号炉及び

５号炉〕 

（３）非常用炉心冷却系計装 

（低圧炉心スプレイ系計装，低圧注水系計装，高圧炉心スプレイ系計装，自動減圧系計装） 

（４）格納容器隔離系計装 

（主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉建屋隔離系計装） 

（５）その他の計装 

（非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系計装，原子炉再循環ポンプトリップ計装，

制御棒引抜監視装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装，中央制

御室外原子炉停止装置計装，中央制御室非常用換気空調系計装，事故時計装） 

２．計測及び制御設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施

する。 

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表２７－２の各項目を実施し，その結果を当直長に通知す

る。なお，各ＧＭは前項で定める計測及び制御設備に関係する事象を発見した場合には，誤動

作※２又は誤不動作※３等の観点から，運転上の制限を満足するかどうかを判断する。 

３．当直長は，計測及び制御設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表２７－３の措置を講じる。なお，同時に複数の要素の動作不能が発生した場合には，個々の要素

に対して表２７－３の措置を講じる。 

 

表２７－１ 

項 目 運転上の制限 

計測及び制御設備 

動作可能※４であること 

なお，適用される原子炉の状態及び動作可能であるべきチャンネル数に

ついては，表２７－３にて定める 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

表２７－２－５－６ 

要 素 項  目 頻 度 

１．原子炉圧力 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

２．原子炉隔離時冷却系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

３．原子炉隔離時冷却系制御 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

当直長は，原子炉隔離時冷却系の流量制御について

は，中央制御室外原子炉停止装置からの原子炉隔離

時冷却系ポンプ手動起動により確認を行う。 

定検停止後の

原子炉 

起動時 

４．残留熱除去系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装  

表２７－２－５－６－Ａ 

要 素 項 目 頻 度 

１．原子炉圧力  計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイ

ッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

２．高圧炉心注水系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイ

ッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

３．残留熱除去系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイ

ッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 
（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 
表２７－２－５－６ 

要 素 項  目 頻 度 

１．原子炉圧力 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

２．原子炉隔離時冷却系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

３．原子炉隔離時冷却系制御 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

当直長は，原子炉隔離時冷却系の流量制御について

は，中央制御室外原子炉停止装置からの原子炉隔離

時冷却系ポンプ手動起動により確認を行う。 

定検停止後の

原子炉起動時 

４．残留熱除去系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

 
〔６号炉〕 
（６）中央制御室外原子炉停止装置計装  
表２７－２－５－６－Ａ 

要 素 項 目 頻 度 

１．原子炉圧力  計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイ

ッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

２．高圧炉心注水系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイ

ッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 

３．残留熱除去系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイ

ッチの機能検査を実施する。 
定検停止時 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔７号炉〕 
（６）中央制御室外原子炉停止装置計装  
表２７－２－５－６－Ｂ 

要 素 項 目 頻 度 

１．原子炉圧力  計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

２．高圧炉心注水系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

３．残留熱除去系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

４．原子炉補機冷却水系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

５．原子炉水位 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

６．サプレッションプール 

水温度 

計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

７．ＲＨＲ熱交換器入口温度 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

８．サプレッションプール水位 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

９．復水貯蔵槽水位 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路切替スイッチ

の機能検査を実施する。 
定検停止時 

10．高圧炉心注水系ポンプ 

（高圧炉心注水系制御） 

 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッチの機能検査を実施す

る。 
定検停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装置からの高圧炉心注水

系ポンプ起動試験により動作可能であることを確認する。 
定検停止時 

11．残留熱除去ポンプ 

（残留熱除去系制御） 

 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッチの機能検査を実施す

る。 
定検停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装置からの残留熱除去系

ポンプ起動試験により動作可能であることを確認する。 
定検停止時 

12．主蒸気逃がし安全弁 

（主蒸気逃がし安全弁制御） 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッチの機能検査を実施す

る。 
定検停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装置からの主蒸気逃がし

安全弁開閉試験により動作可能であることを確認する。 
定検停止時 

13．原子炉補機冷却水ポンプ 

（原子炉補機冷却水制御） 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッチの機能検査を実施す

る。 
定検停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装置からの原子炉補機冷

却水ポンプ起動試験により動作可能であることを確認する。 
定検停止時 

14．原子炉補機冷却海水ポンプ 

（原子炉補機冷却海水制御） 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッチの機能検査を実施す

る。 
定検停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装置からの原子炉補機冷

却海水ポンプ起動試験により動作可能であることを確認す

る。 

定検停止時 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表２７－３－１（２）－Ａ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．起動領域モニタ 

ａ．原子炉周期短 
起 動※１ 

１０※３ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※１※２ 

冷温停止※１※２ 

燃料交換※１※２ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可

能な制御棒の全挿入操

作を開始する。 

速やかに 

 

ｂ．機器動作不能 起 動 

１０※３ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※１※２ 

冷温停止※１※２ 

燃料交換※１※２ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可

能な制御棒の全挿入操

作を開始する。 

速やかに 

２．平均出力領域 

モニタ 

ａ．中性子束高 

（ａ）中性子束 

起 動 

４※４ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

運 転 Ａ１．起動にする。 １２時間 

（ｂ）熱流束相当 運 転 ４※４ Ａ１．起動にする。 １２時間 

ｂ．機器動作不能 運転，起動 ４※４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

３．原子炉圧力高 運転，起動 ４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

４．炉心流量急減 原子炉熱出力

が７５％相当

以上 

４ 

Ａ１．原子炉熱出力を７５％未

満にする。 

４時間 

５．原子炉水位低 

  （レベル３） 
運転，起動 ４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

６．主蒸気隔離弁閉 運 転 ８※５ Ａ１．起動にする。 １２時間 

７．ドライウェル 

圧力高 
運転，起動 ４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

８．制御棒駆動機構充

てん水圧力低 
運転，起動 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※２ 

冷温停止※２ 

燃料交換※２ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可

能な制御棒の全挿入操

作を開始する。 

速やかに 

９．主蒸気止め弁閉 

 

原子炉熱出力

が３５％相当

以上 

４※６ 

Ａ１．原子炉熱出力を３５％相

当未満にする。 

８時間 

10．蒸気加減弁急速閉 

ａ．油圧 

原子炉熱出力

が３５％相当

以上 

４ 

Ａ１．原子炉熱出力を３５％相

当未満にする。 

８時間 

ｂ．電磁弁励磁位置 原子炉熱出力

が３５％相当

以上 

４ 

Ａ１．原子炉熱出力を３５％相

当未満にする。 

８時間 

11．主蒸気管放射能高 運転，起動 ４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

 

表２７－３－１（２）－Ａ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．起動領域モニタ※１ 

ａ．原子炉周期短 
起 動※２ 

  １０※４ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※２※３ 

冷温停止※２※３ 

燃料交換※２※３ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され

ているセルに挿入可能な制

御棒の全挿入操作を開始す

る。 

速やかに 

 

ｂ．機器動作不能 起 動 

  １０※４ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※２※３ 

冷温停止※２※３ 

燃料交換※２※３ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され

ているセルに挿入可能な制

御棒の全挿入操作を開始す

る。 

速やかに 

２．平均出力領域 

モニタ※１ 

ａ．中性子束高 

（ａ）中性子束 

起 動 

  ４※５ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

運 転 Ａ１．起動にする。 １２時間 

（ｂ）熱流束相当 運 転   ４※５ Ａ１．起動にする。 １２時間 

ｂ．機器動作不能 運転，起動   ４※５ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

３．原子炉圧力高 運転，起動 ４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

４．炉心流量急減 原子炉熱出力

が７５％相当

以上 

４ 

Ａ１．原子炉熱出力を７５％未満

にする。 

４時間 

５．原子炉水位低 

（レベル３） 
運転，起動 ４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

６．主蒸気隔離弁閉 
運 転    ８※６ Ａ１．起動にする。 １２時間 

７．ドライウェル 

圧力高 
運転，起動 ４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

８．制御棒駆動機構充

てん水圧力低 
運転，起動 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※３ 

冷温停止※３ 

燃料交換※３ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され

ているセルに挿入可能な制

御棒の全挿入操作を開始す

る。 

速やかに 

９．主蒸気止め弁閉 

 

原子炉熱出力

が３５％相当

以上 

   ４※７ 

Ａ１．原子炉熱出力を３５％相当

未満にする。 

８時間 

10．蒸気加減弁急速閉 

ａ．油圧 

原子炉熱出力

が３５％相当

以上 

４ 

Ａ１．原子炉熱出力を３５％相当

未満にする。 

８時間 

ｂ．電磁弁励磁位置 原子炉熱出力

が３５％相当

以上 

４ 

Ａ１．原子炉熱出力を３５％相当

未満にする。 

８時間 

11．主蒸気管放射能高 運転，起動 ４ Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

12．地震加速度大 
センサ設置箇所 
については付表 
２７－３－１－Ａ 
のとおり 

運転，起動 

１２※７ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※２ 
冷温停止※２ 
燃料交換※２ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷
されているセルに挿
入可能な制御棒の全
挿入操作を開始する。 

速やかに 

13．原子炉モードスイ
ッチ「停止」位置 

運転，起動 

２※８ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※２ 
冷温停止※２ 
燃料交換※２ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷
されているセルに挿
入可能な制御棒の全
挿入操作を開始する。 

速やかに 

14．手 動 運転，起動 

２ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※２ 
冷温停止※２ 
燃料交換※２ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷
されているセルに挿
入可能な制御棒の全
挿入操作を開始する。 

速やかに 

15．原子炉緊急停止 
ａ．論理チャンネル 
ｂ．出力チャンネル 

運転，起動 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※２ 
冷温停止※２ 
燃料交換※２ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷
されているセルに挿
入可能な制御棒の全
挿入操作を開始する。 

速やかに 

 
 
※１：計数領域を除く。 
※２：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は全燃料が

取り出されている場合を除く。 
※３：各バイパスグループにおいて，１チャンネルずつバイパス可能な設備のため，各バイパスグル

ープで１チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は次のとお
り。 
・バイパスグループⅠ：３ 
・バイパスグループⅡ：２ 
・バイパスグループⅢ：２ 

※４：モニタのバイパススイッチにてセンサチャンネルをバイパス可能な設備であり，１区分（セン
サチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は３とする。 

※５：主蒸気ライン閉バイパススイッチ又はセンサチャンネルバイパスにてセンサチャンネルをバイ
パス可能な設備であり，１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能で
あるべきチャンネル数は６とする。 

※６：主蒸気ライン閉バイパススイッチ又はセンサチャンネルバイパスにてセンサチャンネルをバイ
パス可能な設備であり，１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能で
あるべきチャンネル数は３とする。 

※７：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は
９とする。 

※８：原子炉モードスイッチは１つであり，その接点を両トリップ系で１チャンネルずつ使用してい
る。 

 
付表２７－３－１－Ａ 

号 炉 
センサ設置箇所 

最地下階床水平 中間階床水平 最地下階床鉛直 

６号炉及び７号炉 地下３階床水平 ３階床水平 地下３階床鉛直 

 

 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あるべき 

チャンネル数 
要求される措置 完了時間 

12．地震加速度大 
センサ設置箇所 
については付表 
２７－３－１－Ａ
のとおり 

運転，起動 

  １２※８ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※３ 
冷温停止※３ 
燃料交換※３ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され
ているセルに挿入可能な制
御棒の全挿入操作を開始す
る。 

速やかに 

13．原子炉モードスイ
ッチ「停止」位置 

運転，起動 

  ２※９ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※３ 
冷温停止※３ 
燃料交換※３ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され
ているセルに挿入可能な制
御棒の全挿入操作を開始す
る。 

速やかに 

14．手 動 運転，起動 

２ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※３ 
冷温停止※３ 
燃料交換※３ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され
ているセルに挿入可能な制
御棒の全挿入操作を開始す
る。 

速やかに 

15．原子炉緊急停止 
ａ．論理チャンネル 
ｂ．出力チャンネル 

運転，起動 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止※３ 
冷温停止※３ 
燃料交換※３ 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され
ているセルに挿入可能な制
御棒の全挿入操作を開始す
る。 

速やかに 

※１：７号炉の対象の要素は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（表６６－１３
－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：計数領域を除く。 
※３：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は全燃料が

取り出されている場合を除く。 
※４：各バイパスグループにおいて，１チャンネルずつバイパス可能な設備のため，各バイパスグル

ープで１チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は次のとお
り。 
・バイパスグループⅠ：３ 
・バイパスグループⅡ：２ 
・バイパスグループⅢ：２ 

※５：モニタのバイパススイッチにてセンサチャンネルをバイパス可能な設備であり，１区分（セン
サチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は３とする。 

※６：主蒸気ライン閉バイパススイッチ又はセンサチャンネルバイパスにてセンサチャンネルをバイ
パス可能な設備であり，１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能で
あるべきチャンネル数は６とする。 

※７：主蒸気ライン閉バイパススイッチ又はセンサチャンネルバイパスにてセンサチャンネルをバイ
パス可能な設備であり，１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能で
あるべきチャンネル数は３とする。 

※８：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は
９とする。 

※９：原子炉モードスイッチは１つであり，その接点を両トリップ系で１チャンネルずつ使用してい
る。 

 
付表２７－３－１－Ａ 

号 炉 
センサ設置箇所 

最地下階床水平 中間階床水平 最地下階床鉛直 

６号炉及び７号炉 地下３階床水平 ３階床水平 地下３階床鉛直 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

２．起動領域モニタ計装〔１号炉〕及び中性子源領域モニタ計装〔２号炉，３号炉，４号炉及び５

号炉〕 

起動領域モニタ計装及び中性子源領域モニタ計装の要素に動作不能が発生し，動作可能である

べきチャンネル数を満足できない場合は，その状態に応じて表２７－３－２の要求される措置を

完了時間内に講じる。 

 

〔１号〕 
表２７－３－２ 

要 

素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

起 

動 

領 

域 

モ 

ニ 

タ 

起 動※１ ８※２ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．起動領域モニタを動作可能

な状態に復旧させる。 

又は 

Ａ２．制御棒引抜操作を中止する。 

４時間 

 

 

速やかに 

Ｂ．動作不能なチャン

ネルが６つの場合 

Ｂ１．制御棒引抜操作を中止する。 速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止 

冷温停止 
２※３ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．挿入可能な制御棒を全挿入

する。 

及び 

Ａ２．制御棒引抜操作を行なって

はならない。 

１時間 

 

 

１時間 

燃 

料 

交 

換 

炉心変更が

実施されて

いない場合 

２※３，※４ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され

ているセルに制御棒が全挿

入されていることの確認を

開始する。 

速やかに 

 

炉心変更が

実施されて

いる場合 

２※４，※５ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

 

Ａ１．制御棒挿入又は燃料取出  

し以外の炉心変更を中止す

る。 

及び 

Ａ２．１体以上の燃料が装荷され

ているセルに制御棒が全挿

入されていることの確認を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※１：中性子源領域である場合。 

※２：８チャンネルのうち，２チャンネルバイパス（片トリップで１チャンネル）可能な設備のため，

２チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は６とする。 

※３：異なる１／４炉心の２チャンネル。  

※４：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該起動領域モニタが動作可能であることを要

求されない。 

※５：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれかの１／４炉心

の１チャンネル。 

 

 

 

 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

２．起動領域モニタ計装〔１号炉〕及び中性子源領域モニタ計装〔２号炉，３号炉，４号炉及び５号

炉〕 

起動領域モニタ計装及び中性子源領域モニタ計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべ

きチャンネル数を満足できない場合は，その状態に応じて表２７－３－２の要求される措置を完了

時間内に講じる。 

 

〔１号炉〕 

表２７－３－２ 

要 

素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

起 

動 

領 

域 

モ 

ニ 

タ 

起 動※１   ８※２ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．起動領域モニタを動作可能

な状態に復旧させる。 

又は 

Ａ２．制御棒引抜操作を中止する。 

４時間 

 

 

速やかに 

Ｂ．動作不能なチャン

ネルが６つの場合 

Ｂ１．制御棒引抜操作を中止する。 速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止 

冷温停止 
  ２※３ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．挿入可能な制御棒を全挿入

する。 

及び 

Ａ２．制御棒引抜操作を行なって

はならない。 

１時間 

 

 

１時間 

燃 

料 

交 

換 

炉心変更が

実施されて

いない場合 

２※３※４ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷され

ているセルに制御棒が全挿

入されていることの確認を

開始する。 

速やかに 

 

炉心変更が

実施されて

いる場合 

２※４※５ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

 

Ａ１．制御棒挿入又は燃料取出し

以外の炉心変更を中止す

る。 

及び 

Ａ２．１体以上の燃料が装荷され

ているセルに制御棒が全挿

入されていることの確認を

開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：中性子源領域である場合。 

※２：８チャンネルのうち，２チャンネルバイパス（片トリップで１チャンネル）可能な設備のため，

２チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は６とする。 

※３：異なる１／４炉心の２チャンネル。  

※４：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該起動領域モニタが動作可能であることを要

求されない。 

※５：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれかの１／４炉

心の１チャンネル。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 〔２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

表２７－３－２ 

要 

素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

中

性

子

源

領 

域 

モ 

ニ 

タ 

起 動※１ ４※２ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．中性子源領域モニタ 

を動作可能な状態に 

復旧させる。 

又は 

Ａ２．中間領域モニタにて 

監視を行う。 

４時間 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．動作不能なチャン

ネルが３つの場合 

Ｂ１．制御棒引抜操作を中 

止する。 

速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止 

冷温停止 
２ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．挿入可能な制御棒を 

全挿入する。 

及び 

Ａ２．制御棒引抜操作を行

なってはならない。 

１時間 

 

 

１時間 

燃 

料 

交 

換 

炉心変更が

実施されて

いない場合 

２※３ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

及び 

動作不能な中性子

源領域モニタが存

在する１／４炉心

において中間領域

モニタが動作不能

の場合 

Ａ１．１体以上の燃料が装

荷されているセル

に制御棒が全挿入

されていることの

確認を開始する。 

速やかに 

 

炉心変更が

実施されて

いる場合 

２※３，※４ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

及び 

動作不能な中性子

源領域モニタが存

在する１／４炉心

において中間領域

モニタが動作不能

の場合 

Ａ１．制御棒挿入又は燃料

取出し以外の炉心

変更を中止する。 

及び 

Ａ２．１体以上の燃料が装

荷されているセル

に制御棒が全挿入

されていることの

確認を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：中間領域モニタがレンジ２以下である場合。 

※２：１チャンネルバイパス可能な設備のため，１チャンネルバイパスしている状態では動作可能

であるべきチャンネル数は３とする。 

※３：中性子源領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該中性子源領域モニタが動作可能であ

ることを要求されない。 

※４：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれかの１／４

炉心の１チャンネル。 

 

 

〔２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

表２７－３－２ 

要 

素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

中 

性 

子 

源 

領 

域 

モ 

ニ 

タ 

起 動※１    ４※２ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．中性子源領域モニタを動

作可能な状態に復旧させ

る。 

又は 

Ａ２．中間領域モニタにて監視

を行う。 

４時間 

 

 

速やかに 

Ｂ．動作不能なチャン

ネルが３つの場合 

Ｂ１．制御棒引抜操作を中止す

る。 

速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止 

冷温停止 
２ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

Ａ１．挿入可能な制御棒を全挿

入する。 

及び 

Ａ２．制御棒引抜操作を行なっ

てはならない。 

１時間 

 

 

１時間 

燃 

料 

交 

換 

炉心変更が

実施されて

いない場合 

  ２※３ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

及び 

動作不能な中性子

源領域モニタが存

在する１／４炉心

において中間領域

モニタが動作不能

の場合 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに制御棒が

全挿入されていることの

確認を開始する。 

速やかに 

 

炉心変更が

実施されて

いる場合 

２※３※４ 

Ａ．動作不能なチャン

ネルが１つ以上の

場合 

及び 

動作不能な中性子

源領域モニタが存

在する１／４炉心

において中間領域

モニタが動作不能

の場合 

Ａ１．制御棒挿入又は燃料取出

し以外の炉心変更を中止

する。 

及び 

Ａ２．１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに制御棒が

全挿入されていることの

確認を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：中間領域モニタがレンジ２以下である場合。 

※２：１チャンネルバイパス可能な設備のため，１チャンネルバイパスしている状態では動作可能

であるべきチャンネル数は３とする。 

※３：中性子源領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該中性子源領域モニタが動作可能であ

ることを要求されない。 

※４：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれかの１／４

炉心の１チャンネル。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51



     

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

２．起動領域モニタ計装 

起動領域モニタ計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル数を満足できな

い場合は，その状態に応じて表２７－３－２－Ａの要求される措置を完了時間内に講じる。 

 

表２７－３－２－Ａ 

要 

素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

起 

動 

領 

域 

モ 

ニ 

タ 

起 動※１ １０※２ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止 

冷温停止 
２※３ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

Ａ１．挿入可能な制御棒を全

挿入する。 

及び 

Ａ２．制御棒引抜操作を行な

ってはならない。 

１時間 

 

 

１時間 

燃 

料 

交 

換 

炉心変更が

実施されて

いない場合 

２※３，※４ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷

されているセルに制御

棒が全挿入されている

ことの確認を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

炉心変更が

実施されて

いる場合 

２※４，※５ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

 

Ａ１．制御棒挿入又は燃料取

り出し以外の炉心変更

を中止する。 

及び 

Ａ２．１体以上の燃料が装荷

されているセルに制御

棒が全挿入されている

ことの確認を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：計数領域の場合に適用する。 

※２：各バイパスグループにおいて，１チャンネルずつバイパス可能な設備のため，各バイパスグ

ループで１チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は次の

とおり。 

・バイパスグループⅠ：３ 

・バイパスグループⅡ：２ 

・バイパスグループⅢ：２ 

※３：異なる１／４炉心の２チャンネル。 

※４：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該起動領域モニタが動作可能であることを

要求されない。 

※５：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれかの１／４

炉心の１チャンネル。 

 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

２．起動領域モニタ計装 

起動領域モニタ計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル数を満足できな

い場合は，その状態に応じて表２７－３－２－Ａの要求される措置を完了時間内に講じる。 

 

表２７－３－２－Ａ 

要 

素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

起 

動 

領 

域 

モ 

ニ 

タ 

起 動※１  １０※２ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

Ａ１．高温停止にする。 ２４時間 

高温停止 

冷温停止 
  ２※３ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

Ａ１．挿入可能な制御棒を全

挿入する。 

及び 

Ａ２．制御棒引抜操作を行な

ってはならない。 

１時間 

 

 

１時間 

燃 

料 

交 

換 

炉心変更が

実施されて

いない場合 

２※３※４ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

 

Ａ１．１体以上の燃料が装荷

されているセルに制

御棒が全挿入されて

いることの確認を開

始する。 

速やかに 

 

 

 

炉心変更が

実施されて

いる場合 

２※４※５ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

 

Ａ１．制御棒挿入又は燃料取

り出し以外の炉心変

更を中止する。 

及び 

Ａ２．１体以上の燃料が装荷

されているセルに制

御棒が全挿入されて

いることの確認を開

始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：計数領域の場合に適用する。 

※２：各バイパスグループにおいて，１チャンネルずつバイパス可能な設備のため，各バイパスグル

ープで１チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は次のとお

り。 

・バイパスグループⅠ：３ 

・バイパスグループⅡ：２ 

・バイパスグループⅢ：２ 

※３：異なる１／４炉心の２チャンネル。 

※４：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該起動領域モニタが動作可能であることを

要求されない。 

※５：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれかの１／４

炉心の１チャンネル。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表２７－３－３（２）－Ａ 

（ａ）低圧注水系計装 

 要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該低圧注水系を動作不能

とみなす。 

１時間 

２．ドライウェル圧力高 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該低圧注水系を動作不能

とみなす。 

１時間 

３．原子炉圧力低 

（注入可） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該低圧注水系を動作不能

とみなす。 

１時間 

 

 

 

 

 

（ｂ）高圧炉心注水系計装 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１．５） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該高圧炉心注水系を動作

不能とみなす。 

１時間 

２．ドライウェル圧力高 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該高圧炉心注水系を動作

不能とみなす。 

１時間 

 

 

 

（ｃ）原子炉隔離時冷却系計装 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１．５） 

運  転 

起  動※１ 

高温停止※１ 

４ 

Ａ１．原子炉隔離時冷却系を動作

不能とみなす。 

１時間 

２．ドライウェル圧力

高 

運  転 

起  動※１ 

高温停止※１ 

４ 

Ａ１．原子炉隔離時冷却系を動作

不能とみなす。 

１時間 

 

 

※１：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

表２７－３－３（２）－Ａ 

（ａ）低圧注水系計装 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１）※１ 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該低圧注水系を動作不能とみなす。 １時間 

２．ドライウェル圧力高 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該低圧注水系を動作不能とみなす。 １時間 

３．原子炉圧力低 

（注入可）※２ 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該低圧注水系を動作不能とみなす。 １時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡ，Ｃ，Ｆは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能

時は，第６６条（表６６－３－１及び表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡ，Ｂ，Ｃは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能

時は，第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

 

（ｂ）高圧炉心注水系計装 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１．５）※１ 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該高圧炉心注水系を動作不能とみ

なす。 

１時間 

２．ドライウェル圧力高 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

［系列毎］ 

Ａ１．当該高圧炉心注水系を動作不能とみ

なす。 

１時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＦは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，

第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

 

（ｃ）原子炉隔離時冷却系計装 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１．５）※１ 

 運  転 

 起  動※２ 

 高温停止※２ 

４ 

Ａ１．原子炉隔離時冷却系を動作不能とみ

なす。 

１時間 

２．ドライウェル圧力高  運  転 

 起  動※２ 

 高温停止※２ 

４ 

Ａ１．原子炉隔離時冷却系を動作不能とみ

なす。 

１時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡ，Ｃは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，

第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（ｄ）自動減圧系計装 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１） 

運  転 

起  動※１ 

高温停止※１ 

４ 

Ａ１．自動減圧系を動作不能とみなす。 １時間 

２．ドライウェル圧力高 運  転 

起  動※１ 

高温停止※１ 

４ 

Ａ１．自動減圧系を動作不能とみなす。 １時間 

 

 

※１：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｄ）自動減圧系計装 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１）※１ 

 運  転 

 起  動※２ 

 高温停止※２ 

４ 

Ａ１．自動減圧系を動作不能とみなす。 １時間 

２．ドライウェル圧力高  運  転 

 起  動※２ 

 高温停止※２ 

４ 

Ａ１．自動減圧系を動作不能とみなす。 １時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡ，Ｃ，Ｆは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能

時は，第６６条（表６６－３－１及び表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 表２７－３－４－１（２）－Ａ 

 要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１．５） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

２．主蒸気管放射能高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該主蒸気ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

３．主蒸気管流量大 

運  転 

起  動 

高温停止 

１６※１ 

Ａ１．当該主蒸気ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

４．主蒸気管トンネル 

温度高 運  転 

起  動 

高温停止 

２０※２ 

Ａ１．当該主蒸気ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

５．主蒸気管圧力低 運  転 ４ Ａ１．起動にする。 １２時間 

６．復水器真空度低 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

７．主蒸気隔離弁自動 

隔離 

ａ．論理チャンネル 

ｂ．出力チャンネル 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

※１：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数 

は１２とする。 

※２：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数 

は１５とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２７－３－４－１（２）－Ａ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル１．５）※１ 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

２．主蒸気管放射能高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該主蒸気ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

３．主蒸気管流量大 

運  転 

起  動 

高温停止 

  １６※２ 

Ａ１．当該主蒸気ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

４．主蒸気管トンネル 

温度高 運  転 

起  動 

高温停止 

  ２０※３ 

Ａ１．当該主蒸気ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

５．主蒸気管圧力低 運  転 ４ Ａ１．起動にする。 １２時間 

６．復水器真空度低 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

７．主蒸気隔離弁自動

隔離 

ａ．論理チャンネル 

ｂ．出力チャンネル 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＦは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，

第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数

は１２とする。 

※３：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数 

は１５とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 表２７－３－４－２（２）－Ａ 

 要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

１．主蒸気管ドレン系 

ａ．原子炉水位異常低 

（レベル１．５） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｂ．主蒸気管放射能高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｃ．主蒸気管流量大 

運  転 

起  動 

高温停止 

１６※１ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｄ．主蒸気管トンネル 

温度高 運  転 

起  動 

高温停止 

２０※２ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

   及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｅ．主蒸気管圧力低 

運  転 ４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．起動にする。 

１２時間 

 

１２時間 

ｆ．復水器真空度低 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

※１：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネ

ル数は１２とする。 

※２：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネ

ル数は１５とする。 

 

 

 

 

 

 

表２７－３－４－２（２）－Ａ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動 作 可 能 で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

１．主蒸気管ドレン系 

ａ．原子炉水位異常低 

（レベル１．５）※１ 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｂ．主蒸気管放射能高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｃ．主蒸気管流量大 

運  転 

起  動 

高温停止 

  １６※２ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｄ．主蒸気管トンネル 

温度高 運  転 

起  動 

高温停止 

  ２０※３ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｅ．主蒸気管圧力低 

運  転 ４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．起動にする。 

１２時間 

 

１２時間 

ｆ．復水器真空度低 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＦは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，

第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル

数は１２とする。 

※３：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル

数は１５とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

２．炉水サンプリング

系 

ａ．原子炉水位異常低 

（レベル１．５） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｂ．主蒸気管放射能高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｃ．主蒸気管流量大 

運  転 

起  動 

高温停止 

１６※１ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｄ．主蒸気管トンネル 

温度高 運  転 

起  動 

高温停止 

２０※２ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｅ．主蒸気管圧力低 

運  転 ４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．起動にする。 

１２時間 

 

１２時間 

ｆ．復水器真空度低 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

※１：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャン

ネル数は１２とする。 

※２：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャン

ネル数は１５とする。 

 

 

 

 

 

 

 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

２．炉水サンプリング系 

ａ．原子炉水位異常低 

（レベル１．５）※１ 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｂ．主蒸気管放射能高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｃ．主蒸気管流量大 

運  転 

起  動 

高温停止 

  １６※２ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｄ．主蒸気管トンネル 

温度高 運  転 

起  動 

高温停止 

  ２０※３ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｅ．主蒸気管圧力低 

運  転 ４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．起動にする。 

１２時間 

 

１２時間 

ｆ．復水器真空度低 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＦは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，

第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル

数は１２とする。 

※３：１区分（センサチャンネル）をバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル

数は１５とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

３．原子炉冷却材浄化系 

ａ．原子炉水位異常低 

（レベル２） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

４．不活性ガス系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｂ．ドライウェル圧力高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｃ．原子炉区域換気空調系 

排気放射能高※１ 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｄ．燃料取替エリア排気 

放射能高※１ 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

５．残留熱除去系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

６．廃棄物処理系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｂ．ドライウェル圧力高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１ 高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２ 冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

※１：高線量当量率物品の移動時を除く。 

 

 

 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動 作可 能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

３．原子炉冷却材浄化系 

ａ．原子炉水位異常低 

（レベル２）※１ 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

４．不活性ガス系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｂ．ドライウェル圧力高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｃ．原子炉区域換気空調系 

排気放射能高※２ 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｄ．燃料取替エリア排気 

放射能高※２ 運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

５．残留熱除去系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

６．廃棄物処理系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

ｂ．ドライウェル圧力高 

運  転 

起  動 

高温停止 

４ 

Ａ１．当該ラインを隔離する。 

又は 

Ａ２．１．高温停止にする。 

及び 

Ａ２．２．冷温停止にする。 

１２時間 

 

２４時間 

 

３６時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡ，Ｃ，Ｆは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能

時は，第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：高線量当量率物品の移動時を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

５．その他の計装 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

非常用ディーゼル発電機計装及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機計装の要素に動作

不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合は，その状態に応じて表

２７－３－５－１の要求される措置を完了時間内に講じる。なお，動作可能であるべきチャン

ネル数とは，系列毎の非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を作

動させるためのすべてのチャンネル数をいう。 

 

表２７－３－５－１ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（系列毎） 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．非常用ディ

ーゼル発電

機計装 

ａ．非常用交流

高 圧 電 源 

母線電圧低 

運  転 

起  動 

高温停止 

及び 

第６６条で

要求される

非常用交流

高圧電源母

線の要求が

ある期間 

３ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

Ａ２．チャンネルをトリップ

する。 

１時間 

 

 

１時間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

Ｂ１．当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能と

みなす。 

速やかに 

 

ｂ．原子炉水位 

異常低 

（レベル１） 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

２ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つある場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

Ａ２．動作不能なチャンネル

をトリップする。 

又は 

Ａ３．当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能と

みなす。 

２４時間 

 

 

２４時間 

 

 

２４時間 

Ｂ．動作不能なチ

ャンネルが２

つある場合 

Ｂ１．当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能と

みなす。 

１時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他の計装 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

非常用ディーゼル発電機計装及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機計装の要素に動作不能

が発生し，動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合は，その状態に応じて表２７－３

－５－１の要求される措置を完了時間内に講じる。なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，

系列毎の非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を作動させるための

すべてのチャンネル数をいう。 

 

表２７－３－５－１ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

（系列毎） 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．非常用ディー

ゼル発電機計

装 

ａ．非常用交流

高圧電源母

線電圧低 

運  転 

起  動 

高温停止 

及び 

第６５条で

要求される

非常用交流

高圧電源母

線の要求が

ある期間 

３ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つ以上の場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

Ａ２．チャンネルをトリップ

する。 

１時間 

 

 

１時間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

Ｂ１．当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能と

みなす。 

速やかに 

 

ｂ．原子炉水位 

異常低 

（レベル１） 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

２ 

Ａ．動作不能なチ

ャンネルが１

つある場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

Ａ２．動作不能なチャンネル

をトリップする。 

又は 

Ａ３．当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能と

みなす。 

２４時間 

 

 

２４時間 

 

 

２４時間 

Ｂ．動作不能なチ

ャンネルが２

つある場合 

Ｂ１．当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能と

みなす。 

１時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 
（系列毎） 

条 件 要求される措置 完了時間 

ｃ．ドライウェ
ル 

圧力高 

運  転 
起  動 
高温停止 

２ 

Ａ．動作不能な
チャンネル
が１つある
場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能
な状態に復旧する。 

又は 
Ａ２．動作不能なチャンネル

をトリップする。 
又は 
Ａ３．当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能とみ
なす。 

２４時間 
 
 

２４時間 
 
 

２４時間 

Ｂ．動作不能な
チャンネル
が２つある
場合 

Ｂ１．当該非常用ディーゼル
発電機を動作不能とみ
なす。 

１時間 

２．高圧炉心ス
プレイ系デ
ィーゼル発
電機計装 

ａ．非常用交流
高圧電源母
線電圧低 
 

運  転 
起  動 
高温停止 

及び 
第６６条で
要求される
非常用交流
高圧電源母線
の要求がある
期間 

３ 

Ａ．動作不能な
チャンネル
が１つ以上
の場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能
な状態に復旧する。 

又は 
Ａ２．チャンネルをトリップ

する。 

１時間 
 
 
１時間 

Ｂ．条件Ａで要
求される措
置を完了時
間内に達成
できない場
合 

Ｂ１．高圧炉心スプレイ系デ
ィーゼル発電機を動作
不能とみなす。 

速やかに 
 

ｂ．原子炉水位 
異常低 
（レベル２） 

 
 

運    転 

起    動 
高温停止 

４ 

Ａ．片トリップ
系に動作不
能なチャン
ネルが１つ
ある場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能
な状態に復旧する。 

又は 
Ａ２．動作不能なチャンネル

をトリップする。 
又は 
Ａ３．高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を動作
不能とみなす。 

２４時間 
 
 

２４時間 
 
 

２４時間 

Ｂ．両トリップ
系に動作不
能なチャン
ネルがそれ
ぞれ１つあ
る場合 

Ｂ１．少なくとも１つのチャ
ンネルを動作可能な状
態に復旧する。 

又は 
Ｂ２．いずれかの動作不能な

チャンネルをトリップ
する。 

又は 
Ｂ３．高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を動作
不能とみなす。 

１２時間 
 
 
 

１２時間 
 
 
 

１２時間 

Ｃ．片トリップ
系に動作不
能なチャン
ネルが２つ
ある場合 

Ｃ１．高圧炉心スプレイ系デ
ィーゼル発電機を動作
不能とみなす。 

１時間 

 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 
（系列毎） 

条 件 要求される措置 完了時間 

ｃ．ドライウェル 
圧力高 

運  転 
起  動 
高温停止 

２ 

Ａ．動作不能な
チャンネル
が１つある
場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能な
状態に復旧する。 

又は 
Ａ２．動作不能なチャンネルを

トリップする。 
又は 
Ａ３．当該非常用ディーゼル発

電機を動作不能とみな
す。 

２４時間 
 
 

２４時間 
 
 

２４時間 

Ｂ．動作不能な
チャンネル
が２つある
場合 

Ｂ１．当該非常用ディーゼル発
電機を動作不能とみな
す。 

１時間 

２．高圧炉心スプ
レイ系ディー
ゼル発電機計
装 

ａ．非常用交流高
圧電源母線電
圧低 

運  転 
起  動 
高温停止 

及び 
第６５条で
要求される
非常用交流
高圧電源母
線の要求が
ある期間 

３ 

Ａ．動作不能な
チャンネル
が１つ以上
の場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能な
状態に復旧する。 

又は 
Ａ２．チャンネルをトリップす

る。 

１時間 
 
 
１時間 

Ｂ．条件Ａで要
求される措
置を完了時
間内に達成
できない場
合 

Ｂ１．高圧炉心スプレイ系ディ
ーゼル発電機を動作不能
とみなす。 

速やかに 
 

ｂ．原子炉水位 
異常低 
（レベル２） 

 
 

運    転 

起    動 
高温停止 

４ 

Ａ．片トリップ
系に動作不
能なチャン
ネルが１つ
ある場合 

Ａ１．チャンネルを動作可能な
状態に復旧する。 

又は 
Ａ２．動作不能なチャンネルを

トリップする。 
又は 
Ａ３．高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を動作不能
とみなす。 

２４時間 
 
 

２４時間 
 
 

２４時間 

Ｂ．両トリップ
系に動作不
能なチャン
ネルがそれ
ぞれ１つあ
る場合 

Ｂ１．少なくとも１つのチャン
ネルを動作可能な状態に
復旧する。 

又は 
Ｂ２．いずれかの動作不能なチ

ャンネルをトリップす
る。 

又は 
Ｂ３．高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を動作不能
とみなす。 

１２時間 
 
 
 

１２時間 
 
 
 

１２時間 

Ｃ．片トリップ
系に動作不
能なチャン
ネルが２つ
ある場合 

Ｃ１．高圧炉心スプレイ系ディ
ーゼル発電機を動作不能
とみなす。 

１時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 
表２７－３－５－１（２）－Ａ 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 
（系列毎） 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．非常用ディーゼ
ル発電機計装 
(低圧注水系) 

ａ．非常用交流 
高圧電源 
母線電圧低 
（センサ 
チャンネル）  

運  転 
起  動 
高温停止 

及び 
第６６条で
要求される
非常用交流
高圧電源母線
の要求がある
期間 

３ 

Ａ．１つ以上のセン
サチャンネルが
動作不能の場合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

又は 
Ａ２．チャンネルをト

リップする。 

１時間 
 
 
 

１時間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１．当該非常用ディ
ーゼル発電機を
動作不能とみな
す。 

１時間 

２．非常用ディーゼ
ル発電機計装 
(高圧炉心注水系)

ａ．非常用交流 
高圧電源 
母線電圧低 
（センサ 
チャンネル）  

運  転 
起  動 
高温停止 

及び 
第６６条で
要求される
非常用交流
高圧電源母線
の要求がある
期間 

３ 

Ａ．１つ以上のセン
サチャンネルが
動作不能の場合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

又は 
Ａ２．チャンネルをト

リップする。 

１時間 
 
 
 

１時間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１．当該非常用ディ
ーゼル発電機を
動作不能とみな
す。 

１時間 

 
表２７－３－５－１（３）－Ａ 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 
（系列毎） 

要求される措置 完了時間 

１．非常用ディーゼル
発電機計装 

(低圧注水系) 
ａ．原子炉水位 

異常低 
（レベル１） 

運  転 
起  動 
高温停止 

４ 

Ａ１．当該非常用ディーゼル発電
機を動作不能とみなす。 

１時間 

ｂ．ドライウェル 
圧力高 

運  転 
起  動 
高温停止 

４ 
Ａ１．当該非常用ディーゼル発電

機を動作不能とみなす。 
１時間 

２．非常用ディーゼ
ル発電機計装 

(高圧炉心注水系) 
ａ．原子炉水位 

異常低 
（レベル１．５） 

運  転 
起  動 
高温停止 

４ 

Ａ１．当該非常用ディーゼル発電
機を動作不能とみなす。 

１時間 

ｂ．ドライウェル 
圧力高 

運  転 
起  動 
高温停止 

４ 
Ａ１．当該非常用ディーゼル発電

機を動作不能とみなす。 
１時間 

 

 

 

 

 

 

 
表２７－３－５－１（２）－Ａ 

要 素 
適 用 され
る 原 子炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 
（系列毎） 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．非常用ディーゼ
ル発電機計装 
(低圧注水系) 

ａ．非常用交流 
高圧電源 
母線電圧低 
（センサ 
チャンネル） 

運  転 
起  動 
高温停止 

及び 
第６５条で
要求される
非常用交流
高圧電源母
線の要求が
ある期間 

３ 

Ａ．１つ以上のセン
サチャンネルが
動作不能の場合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

又は 
Ａ２．チャンネルをト

リップする。 

１時間 
 
 
 

１時間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１．当該非常用ディ
ーゼル発電機を
動作不能とみな
す。 

１時間 

２．非常用ディーゼ
ル発電機計装 
(高圧炉心注水系)
ａ．非常用交流 

高圧電源 
母線電圧低 
（センサ 
チャンネル） 

運  転 
起  動 
高温停止 

及び 
第６５条で
要求される
非常用交流
高圧電源母
線の要求が
ある期間 

３ 

Ａ．１つ以上のセン
サチャンネルが
動作不能の場合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

又は 
Ａ２．チャンネルをト

リップする。 

１時間 
 
 
 

１時間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１．当該非常用ディ
ーゼル発電機を
動作不能とみな
す。 

１時間 

 
表２７－３－５－１（３）－Ａ 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 
（系列毎） 

要求される措置 完了時間 

１．非常用ディーゼル
発電機計装 

(低圧注水系) 
ａ．原子炉水位 

異常低 
（レベル１）※１ 

運  転 
起  動 
高温停止 

４ 

Ａ１．当該非常用ディーゼル発電機
を動作不能とみなす。 

１時間 

ｂ．ドライウェル 
圧力高 

運  転 
起  動 
高温停止 

４ 
Ａ１．当該非常用ディーゼル発電機

を動作不能とみなす。 
１時間 

２．非常用ディーゼ
ル発電機計装 

(高圧炉心注水系) 
ａ．原子炉水位 

異常低 
（レベル１．５）※２ 

運  転 
起  動 
高温停止 

４ 

Ａ１．当該非常用ディーゼル発電機
を動作不能とみなす。 

１時間 

ｂ．ドライウェル 
圧力高 

運  転 
起  動 
高温停止 

４ 
Ａ１．当該非常用ディーゼル発電機

を動作不能とみなす。 
１時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡ，Ｃは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，

第６６条（表６６－３－１及び表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＦは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第

６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表２７－３－５－２（２）－Ａ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル２） 

運  転 

起  動※１ 

高温停止※１ 

４ 

Ａ１．原子炉隔離時冷却系を

動作不能とみなす。 

１時間 

 

 

※１：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

表２７－３－５－２（３）－Ａ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

原子炉隔離時 

冷却系 

（論理出力 

チャンネル） 

運  転 

起  動※１ 

高温停止※１ 

２ 

Ａ．１つの論理出

力チャンネル

が動作不能の

場合 

Ａ１．当該論理出力チャ

ンネルを動作可能

な状態に復旧する

措置（当該区分の

論理出力チャンネ

ルをバイパスする

操作を含む。）を開

始する。 

速やかに 

Ｂ．２つの論理出

力チャンネル

が動作不能の

場合 

Ｂ１．少なくとも１つの

論理出力チャンネ

ルを動作可能な状

態に復旧する。 

１時間 

Ｃ．条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．原子炉隔離時冷却

系を動作不能とみ

なす。 

１時間 

※１：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２７－３－５－２（２）－Ａ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低 

（レベル２）※１ 

運  転 

 起  動※２ 

 高温停止※２ 

４ 

Ａ１．原子炉隔離時冷却系を動

作不能とみなす。 

１時間 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡ，Ｃは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，

第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

表２７－３－５－２（３）－Ａ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

動作可能で 

あ る べ き 

チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

原子炉隔離時 

冷却系 

（論理出力 

チャンネル） 

運  転 

 起  動※１ 

 高温停止※１ 

２ 

Ａ．１つの論理出

力チャンネ

ルが動作不

能の場合 

Ａ１．当該論理出力チャン

ネルを動作可能な状

態に復旧する措置

（当該区分の論理出

力チャンネルをバイ

パスする操作を含

む。）を開始する。 

速やかに 

Ｂ．２つの論理出

力チャンネ

ルが動作不

能の場合 

Ｂ１．少なくとも１つの論

理出力チャンネルを

動作可能な状態に復

旧する。 

１時間 

Ｃ．条件Ａ又はＢ

で要求され

る措置を完

了時間内に

達成できな

い場合 

Ｃ１．原子炉隔離時冷却系

を動作不能とみな

す。 

１時間 

※１：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 
 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 
（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に動作不能が発生した場合は，その状態に応じて
表２７－３－５－６の要求される措置を完了時間内に講じる。 

 
表２７－３－５－６ 

 要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧力 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状
態に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できない
場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

２．原子炉隔離時
冷却系流量 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状
態に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できない
場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

３．原子炉隔離時
冷却系制御 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状
態に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できない
場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

４．残留熱除去系
流量 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状
態に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できない
場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

 
〔６号炉及び７号炉〕 
（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に動作不能が発生した場合は，その状態に応じて
表２７－３－５－６－Ａの要求される措置を完了時間内に講じる。 
 

表２７－３－５－６－Ａ 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧力 
 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態
に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できな
い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

２．高圧炉心注水系 
流量 

 
 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態
に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できな
い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

３．残留熱除去系 
流量 

 
運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態
に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できな
い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

 
〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 
（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に動作不能が発生した場合は，その状態に応じて
表２７－３－５－６の要求される措置を完了時間内に講じる。 

 
表２７－３－５－６ 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧力 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状
態に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できな
い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

２．原子炉隔離時
冷却系流量 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状
態に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できな
い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

３．原子炉隔離時
冷却系制御 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状
態に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できな
い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

４．残留熱除去系
流量 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状
態に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できな
い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

 
〔６号炉〕 
（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に動作不能が発生した場合は，その状態に応じて
表２７－３－５－６－Ａの要求される措置を完了時間内に講じる。 

 
表２７－３－５－６－Ａ 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧力 
 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態
に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できな
い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

２．高圧炉心注水系 
流量 

運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態
に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できない
場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

３．残留熱除去系 
流量 

 
運  転 
起  動 

Ａ．動作不能の要素が１つある
場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態
に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を
完了時間内に達成できない
場合 

Ｂ１．高温停止にする。 ２４時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔７号炉〕 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に動作不能が発生した場合は，その状態に応じて表２７

－３－５－６－Ｂの要求される措置を完了時間内に講じる。 

 

表２７－３－５－６－Ｂ 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧力 

 運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

２．高圧炉心注水系 

流量 

 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

３．残留熱除去系 

流量 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

４．原子炉補機冷却水 

系流量 運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

５．原子炉水位 

 運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

６．サプレッション 

プール水温度 運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

７．ＲＨＲ熱交換器 

入口温度 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

 

 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 素 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

８．サプレッション 

プール水位 運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

９．復水貯蔵槽水位 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

10．高圧炉心注水系ポ

ンプ（高圧炉心注

水制御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

11．残留熱除去系ポン

プ（残留熱除去系

制御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

12．主蒸気逃がし安全

弁（主蒸気逃がし

安全弁制御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

13．原子炉補機冷却水

ポンプ 

（原子炉補機冷

却水制御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

14．原子炉補機冷却海

水ポンプ 

（原子炉補機冷

却海水制御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能の要素が１つあ

る場合 

Ａ１．要素を動作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉，６号炉及び７号炉〕 
（８）事故時計装 

事故時計装の要素に動作不能が発生した場合は，表２７－３－５－８の要求される措置を完了時
間内に講じる。 

 
表２７－３－５－８ 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧力 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャ
ンネルが１つの
場合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態
に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１．当該計器が動作
不能状態であ
ることを明確
にするような
措置を開始す
る。 

 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャ
ンネルが２つの
場合 

Ｃ１．少なくとも１つ
のチャンネル
を動作可能な
状態に復旧す
る。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｄ１．高温停止にする。 ２４時間 

２．原子炉水位 
（広帯域） 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャ
ンネルが１つの
場合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態
に復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１．当該計器が動作
不能状態であ
ることを明確
にするような
措置を開始す
る。 

 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャ
ンネルが２つの
場合 

Ｃ１．少なくとも１つ
のチャンネル
を動作可能な
状態に復旧す
る。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｄ１．高温停止にする。 ２４時間 

 

 

 

 

 

 

 
〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉，６号炉及び７号炉〕 
（８）事故時計装 

事故時計装の要素に動作不能が発生した場合は，表２７－３－５－８の要求される措置を完了時
間内に講じる。 

 
表２７－３－５－８ 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧力※１ 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャン
ネルが１つの場合 

Ａ１.チャンネルを
動作可能な状
態 に 復 旧 す
る。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され
る措置を完了時間
内に達成できない
場合 

Ｂ１.当該計器が動
作不能状態で
あることを明
確にするよう
な措置を開始
する。 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャン
ネルが２つの場合 

Ｃ１.少なくとも１
つのチャンネ
ルを動作可能
な状態に復旧
する。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求され
る措置を完了時間
内に達成できない
場合 

Ｄ１．高温停止にす
る。 

２４時間 

２．原子炉水位 
（広帯域）※２ 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャン
ネルが１つの場合 

Ａ１.チャンネルを
動作可能な状
態 に 復 旧 す
る。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され
る措置を完了時間
内に達成できない
場合 

Ｂ１.当該計器が動
作不能状態で
あることを明
確にするよう
な措置を開始
する。 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャン
ネルが２つの場合 

Ｃ１．少なくとも１
つのチャン
ネルを動作
可能な状態
に復旧する。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求され
る措置を完了時間
内に達成できない
場合 

Ｄ１．高温停止にす
る。 

２４時間 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動作可能で 
あ る べ き 
チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

３．原子炉水位 
（燃料域） 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャン
ネルが１つの場
合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され
る措置を完了時
間内に達成でき
ない場合 

Ｂ１．当該計器が動作
不能状態である
ことを明確にす
るような措置を
開始する。 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャン
ネルが２つの場
合 

Ｃ１．少なくとも１つ
のチャンネルを
動作可能な状態
に復旧する。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求され
る措置を完了時
間内に達成でき
ない場合 

Ｄ１．高温停止にする。 ２４時間 

４．ドライウェル
圧力 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャン
ネルが１つの場
合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され
る措置を完了時
間内に達成でき
ない場合 

Ｂ１．当該計器が動作
不能状態である
ことを明確にす
るような措置を
開始する。 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャン
ネルが２つの場
合 

Ｃ１．少なくとも１つ
のチャンネルを
動作可能な状態
に復旧する。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求され
る措置を完了時
間内に達成でき
ない場合 

Ｄ１．高温停止にする。 ２４時間 

５．格納容器内 
雰囲気 
線量当量率 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャン
ネルが１つの場
合 

Ａ１．チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され
る措置を完了時
間内に達成でき
ない場合 

Ｂ１．当該計器が動作
不能状態である
ことを明確にす
るような措置を
開始する。 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャン
ネルが２つの場
合 

Ｃ１．少なくとも１つ
のチャンネルを
動作可能な状態
に復旧する。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求され
る措置を完了時
間内に達成でき
ない場合 

Ｄ１．動作不能なチャ
ンネルを動作可
能な状態に復旧
する点検計画を
作成する。 

速やかに 

 

 

 

要 素 
適用される 
原 子 炉 
の 状 態 

動 作 可 能 で 
あ る べ き 
チャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

３．原子炉水位 
（燃料域）※１ 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャ
ンネルが１つ
の場合 

Ａ１.チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１.当該計器が動作
不能状態である
ことを明確にす
るような措置を
開始する。 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャ
ンネルが２つの
場合 

Ｃ１.少なくとも１つ
のチャンネルを
動作可能な状態
に復旧する。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｄ１．高温停止にする。 ２４時間 

４.ドライウェル 
圧力 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャ
ンネルが１つの
場合 

Ａ１.チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１.当該計器が動作
不能状態である
ことを明確にす
るような措置を
開始する。 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャ
ンネルが２つの
場合 

Ｃ１.少なくとも１つ
のチャンネルを
動作可能な状態
に復旧する。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求さ
れる措置を完
了時間内に達
成できない場
合 

Ｄ１．高温停止にする。 ２４時間 

５．格納容器内 
雰囲気 
線量当量率※１ 

運  転 
起  動 

２ 

Ａ．動作不能なチャ
ンネルが１つの
場合 

Ａ１.チャンネルを動
作可能な状態に
復旧する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｂ１.当該計器が動作
不能状態である
ことを明確にす
るような措置を
開始する。 

速やかに 

Ｃ．動作不能なチャ
ンネルが２つの
場合 

Ｃ１.少なくとも１つ
のチャンネルを
動作可能な状態
に復旧する。 

１０日間 

Ｄ．条件Ｃで要求さ
れる措置を完了
時間内に達成で
きない場合 

Ｄ１.動作不能なチャ
ンネルを動作可
能な状態に復旧
する点検計画を
作成する。 

速やかに 

※１：７号炉の対象の要素は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（表６６－１３

－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡは重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は， 

第６６条（表６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う変更（新

規制基準の施行に

伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（主蒸気逃がし安全弁） 

第３０条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，主蒸気逃がし安全弁は，表３０－１で

定める事項を運転上の制限とする。ただし，主蒸気逃がし安全弁排気管の温度上昇は主蒸気逃がし

安全弁の動作不能とはみなさない。 

２．主蒸気逃がし安全弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）原子炉ＧＭは，定検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の安全弁機能の設定値が表３０－２に定

める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。※１ 

（２）計測制御ＧＭは，定検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能の設定値が表３０－２

に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

３．当直長は，主蒸気逃がし安全弁が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表３０－３の措置を講じる。 

 

 

 

※１：主蒸気逃がし安全弁の取替を実施する場合は，定期検査前に本検査を行うことができる。 

 

表３０－１ 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁 動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主蒸気逃がし安全弁） 

第３０条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，主蒸気逃がし安全弁※１は，表３０－１

で定める事項を運転上の制限とする。ただし，主蒸気逃がし安全弁排気管の温度上昇は主蒸気逃が

し安全弁の動作不能とはみなさない。 

２．主蒸気逃がし安全弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）原子炉ＧＭは，定検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の安全弁機能の設定値が表３０－２に定

める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。※２ 

（２）計測制御ＧＭは，定検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能の設定値が表３０－２

に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

３．当直長は，主蒸気逃がし安全弁が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表３０－３の措置を講じる。 

 

※１：７号炉の主蒸気逃がし安全弁は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（表

６６－３－２）の運転上の制限も確認する。 

※２：主蒸気逃がし安全弁の取替を実施する場合は，定期検査前に本検査を行うことができる。 

 

表３０－１ 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁 動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表３０－２ 
１．１号炉 

項  目 設  定  値 

安全弁機能 

８．３０MPa[gage]以下※２ （４個） 

８．２３MPa[gage]以下※２ （４個） 

８．１６MPa[gage]以下※２ （４個） 

８．１０MPa[gage]以下※２ （４個） 

７．７８MPa[gage]以下※２ （２個） 

逃がし弁機能 

７．６４MPa[gage]以下 （４個） 

７．５８MPa[gage]以下 （４個） 

７．５１MPa[gage]以下 （４個） 

７．４４MPa[gage]以下 （４個） 

７．３７MPa[gage]以下 （２個） 

 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項  目 設  定  値 

安全弁機能 

８．３０MPa[gage]以下※２ （３個） 

８．２３MPa[gage]以下※２ （３個） 

８．１６MPa[gage]以下※２ （３個） 

８．１０MPa[gage]以下※２ （４個） 

７．７８MPa[gage]以下※２ （２個） 

逃がし弁機能 

７．６４MPa[gage]以下 （３個） 

７．５８MPa[gage]以下 （３個） 

７．５１MPa[gage]以下 （３個） 

７．４４MPa[gage]以下 （４個） 

７．３７MPa[gage]以下 （２個） 

 

 

３．６号炉及び７号炉 

項  目 設  定  値 

安全弁機能 

８．１９MPa[gage]以下※２ （４個） 

８．１２MPa[gage]以下※２ （４個） 

８．０６MPa[gage]以下※２ （４個） 

７．９９MPa[gage]以下※２ （４個） 

７．９２MPa[gage]以下※２ （２個） 

逃がし弁機能 

７．８５MPa[gage]以下 （４個） 

７．７８MPa[gage]以下 （４個） 

７．７１MPa[gage]以下 （４個） 

７．６４MPa[gage]以下 （４個） 

７．５８MPa[gage]以下 （１個） 

７．５１MPa[gage]以下 （１個） 

 

 

表３０－２ 
１．１号炉 

項  目 設  定  値 

安全弁機能 

８．３０MPa[gage]以下※３ （４個） 

８．２３MPa[gage]以下※３ （４個） 

８．１６MPa[gage]以下※３ （４個） 

８．１０MPa[gage]以下※３ （４個） 

７．７８MPa[gage]以下※３ （２個） 

逃がし弁機能 

７．６４MPa[gage]以下 （４個） 

７．５８MPa[gage]以下 （４個） 

７．５１MPa[gage]以下 （４個） 

７．４４MPa[gage]以下 （４個） 

７．３７MPa[gage]以下 （２個） 

 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項  目 設  定  値 

安全弁機能 

８．３０MPa[gage]以下※３ （３個） 

８．２３MPa[gage]以下※３ （３個） 

８．１６MPa[gage]以下※３ （３個） 

８．１０MPa[gage]以下※３ （４個） 

７．７８MPa[gage]以下※３ （２個） 

逃がし弁機能 

７．６４MPa[gage]以下 （３個） 

７．５８MPa[gage]以下 （３個） 

７．５１MPa[gage]以下 （３個） 

７．４４MPa[gage]以下 （４個） 

７．３７MPa[gage]以下 （２個） 

 

 

３．６号炉及び７号炉 

項  目 設  定  値 

安全弁機能 

８．１９MPa[gage]以下※３ （４個） 

８．１２MPa[gage]以下※３ （４個） 

８．０６MPa[gage]以下※３ （４個） 

７．９９MPa[gage]以下※３ （４個） 

７．９２MPa[gage]以下※３ （２個） 

逃がし弁機能 

７．８５MPa[gage]以下 （４個） 

７．７８MPa[gage]以下 （４個） 

７．７１MPa[gage]以下 （４個） 

７．６４MPa[gage]以下 （４個） 

７．５８MPa[gage]以下 （１個） 

７．５１MPa[gage]以下 （１個） 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表３０－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．１弁以上の逃がし安全弁

が動作不能の場合 

Ａ１．逃がし安全弁を動作可能な状態に復旧する。 １０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※２：公称値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３０－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．１弁以上の逃がし安全弁

が動作不能の場合 

Ａ１．逃がし安全弁を動作可能な状態に復旧する。 １０日間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※３：公称値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力監視） 

第３２条 原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行するまでの期間において，非常用炉心冷

却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力は，表３２－１で定める事項を運転上の制限とする。ただ

し，非常用炉心冷却系又は原子炉隔離時冷却系に関する確認時及び確認後４時間以内を除く。 

 
２．非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力が前項で定める運転上の制限を満足してい

ることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）原子炉ＧＭは，定検停止時に，供用中の漏えい又は水圧検査を実施し，その結果を当直長に

通知する。 

（２）当直長は，原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行するまでの期間において，非常

用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力に有意な変動がないことを１ヶ月に１回確認す

る。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系又は原子炉隔離時冷却系の系統圧力が第１項で定める運転上の制限

を満足していないと判断した場合，表３２－２の措置を講じる。 

 

 

 

表３２－１ 

項 目 運転上の制限 

非常用炉心冷却系及び 

原子炉隔離時冷却系の系統圧力 
原子炉冷却材の漏えいにより過圧されていないこと 

 

表３２－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足していな

いと判断した場合 

Ａ１．当該系統内への原子炉冷却材の漏えいを停

止させる措置を講じる。なお，講じた措置

に応じて当該系統を動作不能とみなす。 

４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の系統圧力監視） 

第３２条 原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行するまでの期間において，非常用炉心冷

却系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系※１の系統圧力は，表３２－１で定める事項を運転上

の制限とする。ただし，非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系に関する確認

時及び確認後４時間以内を除く。 

２．非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の系統圧力が前項で定める運転上の

制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）原子炉ＧＭは，定検停止時に，供用中の漏えい又は水圧検査を実施し，その結果を当直長に

通知する。 

（２）当直長は，原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行するまでの期間において，非常

用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の系統圧力に有意な変動がないことを１

ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系の系統圧力が第１項で定

める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表３２－２の措置を講じる。 

 

※１：高圧代替注水系（重大事故対処設備）は７号炉のみ適用。 

 

表３２－１ 

項 目 運転上の制限 

非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系

及び高圧代替注水系の系統圧力 
原子炉冷却材の漏えいにより過圧されていないこと 

 

表３２－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足していな

いと判断した場合 

Ａ１．当該系統内への原子炉冷却材の漏えいを停

止させる措置を講じる。なお，講じた措置

に応じて当該系統を動作不能とみなす。 

４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（原子炉停止時冷却系その１） 

第３４条 
〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が０．９３MPa[gage]以下において，原子炉停止時

冷却系は，表３４－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備

のための操作期間中は除く。 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が０．９３MPa[gage]以下に適合し

たら，速やかに原子炉停止時冷却系２系列が動作可能であることを管理的手段により確認する。 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表３４－２の措置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が０．９３MPa[gage]以下において，原子炉停止時

冷却系は，表３４－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備

のための操作期間中は除く。 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が０．９３MPa[gage]以下に適合し

たら，速やかに原子炉停止時冷却系３系列が動作可能であることを管理的手段により確認する。 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表３４－２の措置を講じる。 

 

 

 

表３４－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 ２系列※１が動作可能であること 

 

２．６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 ３系列※１が動作可能であること 

 

※１：１系列とは，ポンプ１台，熱交換器１基及び必要な弁並びに配管をいう。以下，第３５条及

び第３６条において同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉停止時冷却系その１） 

第３４条 
〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が０．９３MPa[gage]以下において，原子炉停止時

冷却系は，表３４－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備

のための操作期間中は除く。 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が０．９３MPa[gage]以下に適合し

たら，速やかに原子炉停止時冷却系２系列が動作可能であることを管理的手段により確認する。 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表３４－２の措置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が０．９３MPa[gage]以下において，原子炉停止時

冷却系※１は，表３４－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準

備のための操作期間中は除く。 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が０．９３MPa[gage]以下に適合し

たら，速やかに原子炉停止時冷却系３系列が動作可能であることを管理的手段により確認する。 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表３４－２の措置を講じる。 

 

※１：７号炉の原子炉停止時冷却系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

 

表３４－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 ２系列※２が動作可能であること 

 

２．６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 ３系列※２が動作可能であること 

 

※２：１系列とは，ポンプ１台，熱交換器１基及び必要な弁並びに配管をいう。以下，第３５条及び

第３６条において同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（原子炉停止時冷却系その２） 

第３５条 原子炉の状態が冷温停止において，原子炉停止時冷却系は，表３５－１で定める事項を運

転上の制限とする。ただし，次の（１）又は（２）の場合は除く。 
（１）原子炉停止時冷却系起動準備時 

（２）原子炉の昇温を伴う検査時※１ 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の（１）

又は（２）を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止において，原子炉停止時冷却系１系列が運転中であるこ

とを１２時間に１回確認する。また，原子炉で発生する崩壊熱が原子炉停止時冷却系以外の手段

で除去できると判断するまで，さらに１系列の原子炉停止時冷却系が動作可能であることを毎日

１回管理的手段により確認する。 

（２）各ＧＭは，原子炉停止時冷却系の運転がすべて停止した場合，停止期間中の原子炉冷却材温

度を評価し，当直長に通知する。当直長は，１００℃未満であることを１２時間に１回確認する。 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合， 

表３５－２の措置を講じる。 

 

 

※１：原子炉の昇温を伴う検査時とは，原子炉冷却材の昇温開始から降温開始までの期間をいう。 

 

表３５－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 

（１）１系列が運転中であること及び原子炉で発生する崩壊熱が原子炉停

止時冷却系以外の手段で除去できると判断するまで※２，さらに１系列の

原子炉停止時冷却系が動作可能であること 

又は 

（２）原子炉停止時冷却系が停止した場合においても，原子炉冷却材温度

を１００℃未満に保つことができること 

 

※２：原子炉安全ＧＭはあらかじめその期間を評価し，主任技術者の確認を得て，当直長に通知する。 

 

 

表３５－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足

していないと判断

した場合 

Ａ１．原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できる

手段が確保されていることを確認する。 

速やかに 

その後毎日１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉停止時冷却系その２） 

第３５条 原子炉の状態が冷温停止において，原子炉停止時冷却系※１は，表３５－１で定める事項を

運転上の制限とする。ただし，次の（１）又は（２）の場合は除く。 
（１）原子炉停止時冷却系起動準備時 

（２）原子炉の昇温を伴う検査時※２ 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の（１）

又は（２）を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止において，原子炉停止時冷却系１系列が運転中であるこ

とを１２時間に１回確認する。また，原子炉で発生する崩壊熱が原子炉停止時冷却系以外の手段

で除去できると判断するまで，さらに１系列の原子炉停止時冷却系が動作可能であることを毎日

１回管理的手段により確認する。 

（２）各ＧＭは，原子炉停止時冷却系の運転がすべて停止した場合，停止期間中の原子炉冷却材温

度を評価し，当直長に通知する。当直長は，１００℃未満であることを１２時間に１回確認する。 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合， 

表３５－２の措置を講じる。 

 

※１：７号炉の原子炉停止時冷却系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

※２：原子炉の昇温を伴う検査時とは，原子炉冷却材の昇温開始から降温開始までの期間をいう。 

 

表３５－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 

（１）１系列が運転中であること及び原子炉で発生する崩壊熱が原子炉停

止時冷却系以外の手段で除去できると判断するまで※３，さらに１系列

の原子炉停止時冷却系が動作可能であること 

又は 

（２）原子炉停止時冷却系が停止した場合においても，原子炉冷却材温度

を１００℃未満に保つことができること 

 

※３：原子炉安全ＧＭはあらかじめその期間を評価し，原子炉主任技術者の確認を得て，当直長に通

知する。 

 

表３５－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

Ａ１．原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できる

手段が確保されていることを確認する。 

速やかに 

その後毎日１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（原子炉停止時冷却系その３） 

第３６条 原子炉の状態が燃料交換において，原子炉停止時冷却系は，表３６－１で定める事項を運

転上の制限とする。ただし，原子炉内から全燃料が取出された場合を除く。 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の（１）

又は（２）を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が燃料交換において，原子炉停止時冷却系１系列が運転中であるこ

とを１２時間に１回確認する。また，原子炉水位がオーバーフロー水位となるまでの期間は，さ

らに１系列の原子炉停止時冷却系が動作可能であることを毎日１回管理的手段により確認する。 

（２）各ＧＭは，原子炉停止時冷却系の運転がすべて停止した場合，停止期間中の原子炉冷却材温

度を評価し，当直長に通知する。当直長は，６５℃以下であることを１２時間に１回確認する。 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表３６－２の措置を講じる。 

 

 

 

表３６－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 

（１）１系列が運転中であること及び原子炉水位がオーバーフロー水位と

なるまでの期間は，さらに１系列の原子炉停止時冷却系が動作可能で

あること 

又は 

（２）原子炉停止時冷却系が停止した場合においても，原子炉冷却材温度

を６５℃以下に保つことができること 

 

表３６－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を

満足していない

と判断した場合 

Ａ１．原子炉水位を維持するための注水手段が確保され

ていることを確認する。 

 

及び 

Ａ２．原子炉圧力容器への照射された燃料の装荷を中止

する。ただし，移動中の燃料は所定の場所に移動

する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋原子炉

棟の二重扉の各々において，少なくとも１つの閉

鎖状態を確保するための措置を開始する。 

及び 

Ａ４．原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保するための措

置を開始する。 

及び 

Ａ５．非常用ガス処理系１系列を動作可能な状態とする

ための措置を開始する。 

速やかに 

その後，毎日１回 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

（原子炉停止時冷却系その３） 

第３６条 原子炉の状態が燃料交換において，原子炉停止時冷却系※１は，表３６－１で定める事項を

運転上の制限とする。ただし，原子炉内から全燃料が取出された場合を除く。 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の（１）

又は（２）を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が燃料交換において，原子炉停止時冷却系１系列が運転中であるこ

とを１２時間に１回確認する。また，原子炉水位がオーバーフロー水位となるまでの期間は，さ

らに１系列の原子炉停止時冷却系が動作可能であることを毎日１回管理的手段により確認する。 

（２）各ＧＭは，原子炉停止時冷却系の運転がすべて停止した場合，停止期間中の原子炉冷却材温

度を評価し，当直長に通知する。当直長は，６５℃以下であることを１２時間に１回確認する。 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表３６－２の措置を講じる。 

 

※１：７号炉の原子炉停止時冷却系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

 

表３６－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 

（１）１系列が運転中であること及び原子炉水位がオーバーフロー水位と

なるまでの期間は，さらに１系列の原子炉停止時冷却系が動作可能で

あること 

又は 

（２）原子炉停止時冷却系が停止した場合においても，原子炉冷却材温度

を６５℃以下に保つことができること 

 

表３６－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を

満足していない

と判断した場合 

Ａ１．原子炉水位を維持するための注水手段が確保され

ていることを確認する。 

 

及び 

Ａ２．原子炉圧力容器への照射された燃料の装荷を中止

する。ただし，移動中の燃料は所定の場所に移動

する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋原子炉

棟の二重扉の各々において，少なくとも１つの閉

鎖状態を確保するための措置を開始する。 

及び 

Ａ４．原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保するための措

置を開始する。 

及び 

Ａ５．非常用ガス処理系１系列を動作可能な状態とする

ための措置を開始する。 

速やかに 

その後，毎日１回 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率） 

第３７条 原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率は，表３７－１で定める事項を運転上の制

限とする。 
２．原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次の各号を実施する。停止中の原子炉再循環ポンプ入口温度と原子炉冷却材温度

の差が  ２７℃以内（６号炉及び７号炉は除く。）及び原子炉圧力に対する原子炉水飽和温度※１

と原子炉圧力容器ドレンライン温度の差が８０℃以内でなければ原子炉再循環ポンプを起動しては

ならない。 

（１）高経年化評価ＧＭは，原子炉圧力容器鋼材監視試験片の評価結果により，原子炉圧力容器の

関連温度（１号炉においては，ぜい性遷移温度）の推移を確認し，その結果に基づき，原子炉圧

力容器の関連温度を求めて原子炉圧力容器非延性破壊防止のための原子炉冷却材温度制限値を定

め，主任技術者の確認を得たのち，所長の承認を得て当直長に通知する。 

（２）当直長は，次の事項を確認する。 

①原子炉冷却材圧力バウンダリに対する供用中の漏えい又は水圧検査を実施する場合は，原子

炉冷却材温度が（１）に定める値以上であることを１時間に１回確認する。 

②原子炉の状態が起動，高温停止及び冷温停止（６５℃以上）において，原子炉冷却材温度変

化率が，５５℃/ｈ以下であることを１時間に１回確認する。ここで原子炉冷却材温度変化率

とは，原子炉冷却材温度の１時間毎の差分をいう。 

３．当直長は，原子炉冷却材温度又は原子炉冷却材温度変化率が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表３７－２の措置を講じる。 

 

※１：供用中の漏えい又は水圧検査時は，原子炉圧力容器温度とする。 

 

表３７－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉冷却材温度 
原子炉圧力容器の非延性破壊防止及び熱疲労低減のために必要な値

以上で運用されていること 

原子炉冷却材温度変化率 ５５℃/h以下 

 

表３７－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．供用中の漏えい又は水圧検査にお

いて，原子炉冷却材温度が制限値を

満足していないと判断した場合 

Ａ１．加圧を停止する。 

及び 

Ａ２．温度を上昇する又は圧力を低下する操

作を開始する。 

速やかに 

 

速やかに 

Ｂ.原子炉の状態が起動，高温停止及び

冷温停止（６５℃以上）において，

原子炉冷却材温度変化率が制限値

を満足していないと判断した場合 

Ｂ1. 原子炉冷却材温度変化率を制限値以内

に復旧する。 

 

１時間 

 

Ｃ.条件Ｂで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｃ１.高温停止にする。 

及び 

Ｃ２.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

（原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率） 

第３７条 原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率は，表３７－１で定める事項を運転上の制

限とする。 
２．原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次の各号を実施する。停止中の原子炉再循環ポンプ入口温度と原子炉冷却材温度

の差が２７℃以内（６号炉及び７号炉は除く。）及び原子炉圧力に対する原子炉水飽和温度※１と原

子炉圧力容器ドレンライン温度の差が８０℃以内でなければ原子炉再循環ポンプを起動してはなら

ない。 

（１）高経年化評価ＧＭは，原子炉圧力容器鋼材監視試験片の評価結果により，原子炉圧力容器の

関連温度（１号炉においては，ぜい性遷移温度）の推移を確認し，その結果に基づき，原子炉圧

力容器の関連温度を求めて原子炉圧力容器非延性破壊防止のための原子炉冷却材温度制限値を定

め，原子炉主任技術者の確認を得たのち，所長の承認を得て当直長に通知する。 

（２）当直長は，次の事項を確認する。 

①原子炉冷却材圧力バウンダリに対する供用中の漏えい又は水圧検査を実施する場合は，原子

炉冷却材温度が（１）に定める値以上であることを１時間に１回確認する。 

②原子炉の状態が起動，高温停止及び冷温停止（６５℃以上）において，原子炉冷却材温度変

化率が，５５℃/ｈ以下であることを１時間に１回確認する。ここで原子炉冷却材温度変化率

とは，原子炉冷却材温度の１時間毎の差分をいう。 

３．当直長は，原子炉冷却材温度又は原子炉冷却材温度変化率が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表３７－２の措置を講じる。 

 

※１：供用中の漏えい又は水圧検査時は，原子炉圧力容器温度とする。 

 

表３７－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉冷却材温度 
原子炉圧力容器の非延性破壊防止及び熱疲労低減のために必要な値

以上で運用されていること 

原子炉冷却材温度変化率 ５５℃/h以下 

 

表３７－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．供用中の漏えい又は水圧検査におい

て，原子炉冷却材温度が制限値を満足

していないと判断した場合 

Ａ１．加圧を停止する。 

及び 

Ａ２．温度を上昇する又は圧力を低下する

操作を開始する。 

速やかに 

 

速やかに 

Ｂ．原子炉の状態が起動，高温停止及び冷

温停止（６５℃以上）において，原子

炉冷却材温度変化率が制限値を満足

していないと判断した場合 

Ｂ１．原子炉冷却材温度変化率を制限値以

内に復旧する。 

 

１時間 

 

Ｃ．条件Ｂで要求される措置を完了時間内

に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用炉心冷却系その１） 

第３９条 
〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については原子炉圧力が０．８４MPa[gage] 

以上）において，非常用炉心冷却系は表３９－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原

子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，当該低圧注水系（格納容器スプレ

イ系）を動作不能とはみなさない。 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，

自動減圧系が模擬信号で作動すること及び格納容器スプレイ系が手動で作動することを確認し，

その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項目３）に定める事項及び高圧炉心ス

プレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系（格納容器スプレイ系）の主要な手動弁と電動弁が

原子炉の状態に応じた開閉状態並びに主要配管が満水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については原子炉圧力が     

０．８４MPa[gage]以上）において，表３９－２（項目３を除く。）に定める事項を確認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合， 

表３９－３－１又は表３９－３－２の措置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系については原子炉

圧力が１．０３MPa[gage]以上）において，非常用炉心冷却系は表３９－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，当該低圧

注水系（格納容器スプレイ冷却系）を動作不能とはみなさない。 

 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を 

実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心注水系，低圧注水系及び自動減圧系が模擬信号で

作動すること及び格納容器スプレイ冷却系が手動で作動することを確認し，その結果を当直長に

通知する。 

（２）運転評価ＧＭは，定検停止後の原子炉起動から定期検査終了までの期間において，原子炉隔

離時冷却系が模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項目３）に定める事項及び高圧炉心注

水系，低圧注水系（格納容器スプレイ冷却系），原子炉隔離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が原

子炉の状態に応じた開閉状態並びに主要配管が満水であることを確認する。※１ 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系に

ついては原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上）において，表３９－２（項目３を除く。）に定め

る事項を確認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合， 

表３９－３－１又は表３９－３－２の措置を講じる。 

 

 

 

（非常用炉心冷却系その１） 

第３９条 
〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については原子炉圧力が０．８４MPa[gage] 

以上）において，非常用炉心冷却系は表３９－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原

子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，当該低圧注水系（格納容器スプレ

イ系）を動作不能とはみなさない。 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，

自動減圧系が模擬信号で作動すること及び格納容器スプレイ系が手動で作動することを確認し，

その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項目３）に定める事項及び高圧炉心ス

プレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系（格納容器スプレイ系）の主要な手動弁と電動弁が

原子炉の状態に応じた開閉状態並びに主要配管が満水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については原子炉圧力が 

０．８４MPa[gage]以上）において，表３９－２（項目３を除く。）に定める事項を確認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合， 

表３９－３－１又は表３９－３－２の措置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系については原子炉

圧力が１．０３MPa[gage]以上）において，非常用炉心冷却系は表３９－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，当該低圧

注水系（格納容器スプレイ冷却系）を動作不能とはみなさない。また，７号炉の高圧代替注水系起

動準備及び運転中は，原子炉隔離時冷却系を動作不能とみなさない。 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を 

実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心注水系，低圧注水系及び自動減圧系が模擬信号で

作動すること及び格納容器スプレイ冷却系が手動で作動することを確認し，その結果を当直長に

通知する。 

（２）運転評価ＧＭは，定検停止後の原子炉起動から定期検査終了までの期間において，原子炉隔

離時冷却系が模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項目３）に定める事項及び高圧炉心注

水系，低圧注水系（格納容器スプレイ冷却系），原子炉隔離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が原

子炉の状態に応じた開閉状態並びに主要配管が満水であることを確認する。※１ 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系に

ついては原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上）において，表３９－２（項目３を除く。）に定め

る事項を確認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合， 

表３９－３－１又は表３９－３－２の措置を講じる。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

※１：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための水源（サプレッションプール

又は復水貯蔵槽）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器（格納容器スプレイ

ヘッダ）までの注入配管（格納容器スプレイ配管）を指し，小口径配管を含まない。また，主

要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管の満水を維持するた

めに必要な一次弁をいう。なお，主要配管（格納容器スプレイ配管を除く。）の満水は，当該主

要配管の圧力低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

また，６号炉及び７号炉における，原子炉隔離時冷却系の主要配管とは，原子炉隔離時冷却

系に期待されている機能を達成するための水源（サプレッションプール又は復水貯蔵槽）から

ポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器までの注入配管，並びにタービン駆動用蒸

気配管及び排気配管を指し，小口径配管を含まない。また，主要な手動弁と電動弁とは，主要

配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，

主要配管であるポンプの吸込配管及び注入配管の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継続

的に発生していないことで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための水源（サプレッションプール

又は復水貯蔵槽）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器（格納容器スプレイ

ヘッダ）までの注入配管（格納容器スプレイ配管）を指し，小口径配管を含まない。また，主

要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管の満水を維持するた

めに必要な一次弁をいう。なお，主要配管（格納容器スプレイ配管を除く。）の満水は，当該主

要配管の圧力低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

また，６号炉及び７号炉における，原子炉隔離時冷却系の主要配管とは，原子炉隔離時冷却

系に期待されている機能を達成するための水源（サプレッションプール又は復水貯蔵槽）から

ポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器までの注入配管，並びにタービン駆動用蒸

気配管及び排気配管を指し，小口径配管を含まない。また，主要な手動弁と電動弁とは，主要

配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，

主要配管であるポンプの吸込配管及び注入配管の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継続

的に発生していないことで確認する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表３９－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

高圧炉心スプレイ系 １※１ 

低圧炉心スプレイ系 １※１ 

低圧注水系 

（格納容器スプレイ系） 

３※１ 

（２）※２ 

自動減圧系 

（原子炉圧力が０．８４MPa[gage]以上） 
７※３ 

※１：１系列とは，ポンプ及び必要な弁並びに主要配管をいう。以下，第４０条において同じ。 

※２：１系列とは，ポンプ，熱交換器及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

※３：自動減圧系の数は，１系列に相当する弁数をいう。 

 

２．６号炉及び７号炉 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

高圧炉心注水系 ２※１ 

低圧注水系  ３※１ 

原子炉隔離時冷却系 

（原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上） 
１※１ 

自動減圧系 

（原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上） 
８※２ 

格納容器スプレイ冷却系 ３※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：１系列とは，ポンプ及び必要な弁並びに主要配管をいう。以下，第４０条において同じ。 

※２：自動減圧系の数は，１系列に相当する弁数をいう。 

※３：１系列とは，ポンプ，熱交換器及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

 

表３９－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

高圧炉心スプレイ系 １※１ 

低圧炉心スプレイ系 １※１ 

低圧注水系 

（格納容器スプレイ系） 

３※１ 

（２）※２ 

自動減圧系 

（原子炉圧力が０．８４MPa[gage]以上） 
７※３ 

※１：１系列とは，ポンプ及び必要な弁並びに主要配管をいう。以下，第４０条において同じ。 

※２：１系列とは，ポンプ，熱交換器及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

※３：自動減圧系の数は，１系列に相当する弁数をいう。 

 

２．６号炉及び７号炉 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

高圧炉心注水系※１ ２※６ 

低圧注水系※２ ３※６ 

原子炉隔離時冷却系※３ 

（原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上） 
１※６ 

自動減圧系※４ 

（原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上） 
８※７ 

格納容器スプレイ冷却系※５ ３※８ 

※１：７号炉の高圧炉心注水系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

※２：７号炉の低圧注水系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。動作不能時は，第６ 

６条（表６６－４－１，表６６－４－２及び表６６－５－５）の運転上の制限も確認する。 
※３：７号炉の原子炉隔離時冷却系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。動作不能時 

は，第６６条（表６６－２－１）の運転上の制限も確認する。 

※４：７号炉の自動減圧系の逃がし安全弁及びアキュムレータは，重大事故等対処設備を兼ねる。動 

作不能時は，第６６条（表６６－３－２）の運転上の制限も確認する。 

※５：７号炉の格納容器スプレイ冷却系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。動作不 
能時は，第６６条（表６６－５－５，表６６－６－１及び表６６－６－２）の運転上の制限も 
確認する。 

※６：１系列とは，ポンプ及び必要な弁並びに主要配管をいう。以下，第４０条において同じ。 

※７：自動減圧系の数は，１系列に相当する弁数をいう。 

※８：１系列とは，ポンプ，熱交換器及び必要な弁並びに主要配管をいう。 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

７．７号炉 

項 目 頻 度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が１．１３MPa[gage]以上であることを

確認する。 
１ヶ月に１回 

２．高圧炉心注水系ポンプの流量が７２７ｍ３／ｈ以上で，全揚程が１９０ｍ以

上であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

３．高圧炉心注水系ポンプの流量が１８２ｍ３／ｈ以上で，全揚程が８９０ｍ以

上であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の 

原子炉起動前に１回 

４．高圧炉心注水系における注入隔離弁及び試験可能逆止弁が開することを確認

する。 

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が

満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

５．残留熱除去系ポンプの流量が９５４ｍ３／ｈ以上で，全揚程が１０９ｍ以上

であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

６．低圧注水系における注入弁，注入隔離弁，試験可能逆止弁及び格納容器スプ

レイ冷却系における格納容器冷却ライン隔離弁，圧力抑制室スプレイ注入隔

離弁並びに残留熱除去系試験用調節弁が開することを確認する。 

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が

満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

７．原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が１８２ｍ３／ｈで，全揚程が運転確認時

の原子炉圧力に加えて７２ｍ以上であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

８．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験可能逆止弁が開することを 

確認する。 

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が

満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

９．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]相当※１において，原子炉隔離時冷却系ポン

プの流量が１８２ｍ３／ｈで，全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加えて８

０ｍ以上であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の 

原子炉起動中に１回 

10．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確認

する。 

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が

満水であることを確認する。 

定検停止後の 

原子炉起動中に１回 

※１：原子炉圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。 

 

７．７号炉 

項 目 頻 度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が　　　　MPa[gage]以上であることを

確認する。 
１ヶ月に１回 

２．高圧炉心注水系ポンプの流量が７２７ｍ３／ｈ以上で，全揚程が１９０ｍ以

上であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

３．高圧炉心注水系ポンプの流量が１８２ｍ３／ｈ以上で，全揚程が８９０ｍ以

上であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の 

原子炉起動前に１回 

４．高圧炉心注水系における注入隔離弁及び試験可能逆止弁が開することを確認

する。 

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が

満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

５．残留熱除去系ポンプの流量が９５４ｍ３／ｈ以上で，全揚程が１０９ｍ以上

であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

６．低圧注水系における注入弁，注入隔離弁，試験可能逆止弁及び格納容器ス

プレイ冷却系における格納容器冷却ライン隔離弁，圧力抑制室スプレイ注

入隔離弁並びに残留熱除去系試験用調節弁が開することを確認する。 

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が

満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

７．原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が１８２ｍ３／ｈで，全揚程が運転確認時

の原子炉圧力に加えて７２ｍ以上であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

８．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確

認する。 

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が

満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

９．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]相当※１において，原子炉隔離時冷却系ポン

プの流量が１８２ｍ３／ｈで，全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加えて 

８０ｍ以上であることを確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状

態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の 

原子炉起動中に１回 

10．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確

認する。 

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が

満水であることを確認する。 

定検停止後の 

原子炉起動中に１回 

※１：原子炉圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用炉心冷却系その２） 

第４０条 原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，非常用炉心冷却系は表４０－１に定める

事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。また，原

子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，低圧注水系を動作不能とはみなさ

ない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施

する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，表４０－２に定める事項を確認

する。ただし，原子炉が次に示す状態となった場合は適用されない。 

①原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

②原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項に定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表４０－３の措置を講じる。 

 

表４０－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

（１）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く。）２系列 

又は 

（２）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く。）１系列 

及び復水補給水系１系列※１ 

 

２．６号炉及び７号炉 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

（１）非常用炉心冷却系（原子炉隔離時冷却系及び 

自動減圧系を除く。）２系列 

又は 

（２）非常用炉心冷却系（原子炉隔離時冷却系及び 

自動減圧系を除く。）１系列及び復水補給水系１系列※１ 

 

※１：復水補給水系１系列とは，復水移送ポンプ１台及び注水に必要な弁並びに配管をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常用炉心冷却系その２） 

第４０条 原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，非常用炉心冷却系は表４０－１に定める

事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。また，原

子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，低圧注水系を動作不能とはみなさ

ない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施

する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，表４０－２に定める事項を確認

する。ただし，原子炉が次に示す状態となった場合は適用されない。 

①原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

②原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項に定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表４０－３の措置を講じる。 

 

表４０－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

（１）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く。）２系列 

又は 

（２）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く。）１系列 

及び復水補給水系１系列※１ 

 

２．６号炉及び７号炉 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

（１）非常用炉心冷却系※２（原子炉隔離時冷却系及び 

自動減圧系を除く。）２系列 

又は 

（２）非常用炉心冷却系※２（原子炉隔離時冷却系及び 

自動減圧系を除く。）１系列及び復水補給水系※３１系列※１ 

 

※１：復水補給水系１系列とは，復水移送ポンプ１台及び注水に必要な弁並びに配管をいう。 

※２：７号炉の低圧注水系及び高圧炉心注水系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

※３：７号炉の復水補給水系は，重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（表６６－

４－１）の運転上の制限も確認する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁） 

第４４条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッション・チェンバからドライ

ウェルへの真空破壊弁は，表４４－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，真空破壊弁１

弁が全開不能の場合を除く。 

２．サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁が前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）原子炉ＧＭは，定検停止時に，サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁

が全開及び全閉することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

３．当直長は，サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁が第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表４４－２の措置を講じる。 

 

 

 

 

表４４－１ 

項 目 運転上の制限 

サプレッション・チェンバから 

ドライウェルへの真空破壊弁 
動作可能であること 

 

表４４－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．真空破壊弁２弁以上が全開

不能の場合 

Ａ１．真空破壊弁を全開可能な状態に復旧する。 ３日間 

Ｂ．真空破壊弁１弁以上が全閉

不能の場合 

Ｂ１．開状態の真空破壊弁を全閉する。 ２時間 

 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成

できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁） 

第４４条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッション・チェンバからドライ

ウェルへの真空破壊弁※１は，表４４－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，真空破壊弁

１弁が全開不能の場合を除く。 

２．サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁が前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）原子炉ＧＭは，定検停止時に，サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁

が全開及び全閉することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

３．当直長は，サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁が第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表４４－２の措置を講じる。 

 

※１：７号炉のサプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁は，重大事故等対処設備 

を兼ねる。 

 

表４４－１ 

項 目 運転上の制限 

サプレッション・チェンバから 

ドライウェルへの真空破壊弁 
動作可能であること 

 

表４４－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．真空破壊弁２弁以上が全開

不能の場合 

Ａ１．真空破壊弁を全開可能な状態に復旧する。 ３日間 

Ｂ．真空破壊弁１弁以上が全閉

不能の場合 

Ｂ１．開状態の真空破壊弁を全閉する。 ２時間 

 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成

できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（サプレッションプールの平均水温） 

第４５条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプールの平均水温※１は，

表 ４５－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉隔離時冷却系の運転確認等によ

り，サプレッションプールの水温が上昇するような時は，確認開始時から確認終了後２４時間まで

を除く。 

２．サプレッションプールの平均水温が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次号を実施する。なお，当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において原子炉隔

離時冷却系の運転確認等により，サプレッションプールの水温が上昇するような場合，サプレッシ

ョンプールの動作可能な局所水温計の最高温度が４７℃を超えた時には，５分毎に動作可能な局所

水温計の平均水温を計算し，平均水温が４７℃を超えていないことを確認する。さらに平均水温が

４７℃を超えた場合には，サプレッションプールの水温が上昇するような運転確認等を中止し，２

４時間以内に平均水温を３５℃以下に復旧する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止においてサプレッションプールの動作可

能な局所水温計の平均水温を２４時間に１回確認する。 

３．当直長は，サプレッションプールの平均水温が第１項で定める運転上の制限を満足していないと

判断した場合，表４５－２の措置を講じる。 

 

 

※１：平均水温は，動作可能な局所水温計の最高温度をもって，代えることができる。 

 

 

表４５－１ 

項 目  運転上の制限 

 サプレッションプール         

の平均水温 
３５℃以下 

 

表４５－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．サプレッションプール平均水

温が３５℃を超えている場合 

Ａ１． ３５℃以下に復旧する。 ２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｃ．サプレッションプール平均水

温が４９℃を超えている場合 

Ｃ１．原子炉をスクラムする。 

及び 

Ｃ２．原子炉減圧を開始する。 

及び 

Ｃ３．冷温停止にする。 

速やかに 

 

１時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

（サプレッションプールの平均水温） 

第４５条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプール※１の平均水温※２

は，表 ４５－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉隔離時冷却系又は高圧代替

注水系※３の運転確認等により，サプレッションプールの水温が上昇するような時は，確認開始時か

ら確認終了後２４時間までを除く。 

２．サプレッションプールの平均水温が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次号を実施する。なお，当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において原子炉隔

離時冷却系又は高圧代替注水系の運転確認等により，サプレッションプールの水温が上昇するよう

な場合，サプレッションプールの動作可能な局所水温計の最高温度が４７℃を超えた時には，５分

毎に動作可能な局所水温計の平均水温を計算し，平均水温が４７℃を超えていないことを確認する。

さらに平均水温が４７℃を超えた場合には，サプレッションプールの水温が上昇するような運転確

認等を中止し，２４時間以内に平均水温を３５℃以下に復旧する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止においてサプレッションプールの動作可

能な局所水温計の平均水温を２４時間に１回確認する。 

３．当直長は，サプレッションプールの平均水温が第１項で定める運転上の制限を満足していないと

判断した場合，表４５－２の措置を講じる。 

 

※１：７号炉のサプレッションプールは，重大事故等対処設備を兼ねる。 

※２：平均水温は，動作可能な局所水温計の最高温度をもって，代えることができる。 

※３：高圧代替注水系は，７号炉のみ適用。 

 

表４５－１ 

項 目 運転上の制限 

サプレッションプールの平均水温 ３５℃以下 

 

表４５－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．サプレッションプール平均水温が

３５℃を超えている場合 

Ａ１．３５℃以下に復旧する。 ２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｃ．サプレッションプール平均水温が

４９℃を超えている場合 

Ｃ１．原子炉をスクラムする。 

及び 

Ｃ２．原子炉減圧を開始する。 

及び 

Ｃ３．冷温停止にする。 

速やかに 

 

１時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（サプレッションプールの水位） 

第４６条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプールの水位は，表４

６－１（図４６）で定める事項を運転上の制限とする。ただし，地震時を除く。 

 
 
 
 
２．サプレッションプールの水位が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次号を実施する。 

 

 

 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプールの水

位を２４時間に１回確認する。 

３．当直長は，サプレッションプールの水位が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表４６－２の措置を講じる。 

 

 

 

表４６－１  

項 目  

（サプレッションプール水位） 
運転上の制限 

１号炉  
＋１２．０ｃｍ（上限値）以下 

－１０．０ｃｍ（下限値）以上 

２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 
＋８．０ｃｍ（上限値）以下 

－８．０ｃｍ（下限値）以上 

６号炉及び７号炉 
＋５．０ｃｍ（上限値）以下 

－５．０ｃｍ（下限値）以上 

 

図４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（サプレッションプールの水位） 

第４６条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプール※１の水位は，表

４６－１（図４６）で定める事項を運転上の制限とする。ただし，地震時を除く。なお，７号炉に

おいて，高圧代替注水系の運転確認等により，サプレッションプールの水位が図４６の領域Ａに移

行した場合，運転確認開始から確認終了後２４時間までの間は，運転上の制限を満足していないと

はみなさないが，領域Ｂに移行した場合は，運転上の制限の逸脱と判断する。 

２．サプレッションプールの水位が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次号を実施する。なお，７号炉において，高圧代替注水系の運転確認等により,サプレッションプー

ルの水位が図４６の領域Ａに移行した場合，５分毎にサプレッションプールの水位を監視するとと

もに，領域Ｂに近接した場合は，水位が変動するような運転確認等を中止し，２４時間以内に水位

を制限値内に復旧する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプールの水

位を２４時間に１回確認する。 

 

３．当直長は，サプレッションプールの水位が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表４６－２の措置を講じる。 

 

※１：７号炉のサプレッションプールは，重大事故等対処設備を兼ねる。 

 

表４６－１ 

項 目 

（サプレッションプール水位） 
運転上の制限 

１号炉 
＋１２．０ｃｍ（上限値）以下 

－１０．０ｃｍ（下限値）以上 

２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 
＋８．０ｃｍ（上限値）以下 

－８．０ｃｍ（下限値）以上 

６号炉及び７号炉 
＋５．０ｃｍ（上限値）以下 

－５．０ｃｍ（下限値）以上 

 

図４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域Ｂ 

上限値 

下限値 

下限値－１０ｃｍ 

上限値＋１０ｃｍ 

通常運転範囲 

領域Ｂ 

領域Ａ 

領域Ａ 

領域Ｂ 

上限値 

下限値 

下限値－１０ｃｍ 

上限値＋１０ｃｍ 

通常運転範囲 

領域Ｂ 

領域Ａ 

領域Ａ 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表４６－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．サプレッションプールの

水位が図４６の領域Ａ

の場合 

Ａ１．サプレッションプールの水位を制限値以内に

復旧する。 

２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｃ．サプレッションプールの

水位が図４６の領域Ｂ

の場合 

Ｃ１．原子炉をスクラムする。 速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４６－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．サプレッションプールの

水位が図４６の領域Ａの

場合 

Ａ１．サプレッションプールの水位を制限値以内に

復旧する。 

２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｃ．サプレッションプールの

水位が図４６の領域Ｂの

場合 

Ｃ１．原子炉をスクラムする。 速やかに 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（可燃性ガス濃度制御系） 

第４７条 原子炉の状態が運転及び起動において，可燃性ガス濃度制御系は，表４７－１で定める事

項を運転上の制限とする。 

２．可燃性ガス濃度制御系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，可燃性ガス濃度制御系の機能を確認し，その結果を当直長

に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，可燃性ガス濃度制御系ブロアが起動する

こと及び可燃性ガス濃度制御系隔離弁が開することを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，可燃性ガス濃度制御系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表４７－２の措置を講じる。 

 

表４７－１ 

項  目 運転上の制限 

可燃性ガス濃度制御系 ２系列※１が動作可能であること※２ 

※１：１系列とは，ブロア１台，再結合器１基及び必要な弁並びに配管をいう。 

※２：３号炉・４号炉共用，６号炉・７号炉共用。なお，共用している可燃性ガス濃度制御装置を移

動している期間及び隣接号炉に設置している期間は動作不能とはみなさない。 

 

表４７－２ 

１．１号炉，２号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可燃性ガス濃度制御系  

１系列が動作不能の場合 

Ａ１．当該系列を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．他の１系列が動作可能であることを確認する。 

３０日間 

 

速やかに 

Ｂ．可燃性ガス濃度制御系  

２系列が動作不能の場合 

Ｂ１．少なくとも１系列を動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求され

る措置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

 

２４時間 

 

 

２．３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可燃性ガス濃度制御系  

１系列が動作不能の場合 

Ａ１．当該系列を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．他の１系列が動作可能であることを確認する。 

３０日間 

 

速やかに 

Ｂ．可燃性ガス濃度制御系  

２系列が動作不能の場合 

Ｂ１．少なくとも１系列を動作可能な状態に復旧す

る。 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求され

る措置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

 

（可燃性ガス濃度制御系） 

第４７条 原子炉の状態が運転及び起動において，可燃性ガス濃度制御系は，表４７－１で定める事

項を運転上の制限とする。 

２．可燃性ガス濃度制御系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，可燃性ガス濃度制御系の機能を確認し，その結果を当直長

に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，可燃性ガス濃度制御系ブロアが起動する

こと及び可燃性ガス濃度制御系隔離弁が開することを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，可燃性ガス濃度制御系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表４７－２の措置を講じる。 

 

表４７－１ 

項  目 運転上の制限 

可燃性ガス濃度制御系 ２系列※１が動作可能であること※２ 

※１：１系列とは，ブロア１台，再結合器１基及び必要な弁並びに配管をいう。 

※２：３号炉・４号炉共用。なお，共用している可燃性ガス濃度制御装置を移動している期間及び隣

接号炉に設置している期間は動作不能とはみなさない。 

 

表４７－２ 

１．１号炉，２号炉，５号炉，６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可燃性ガス濃度制御系 

１系列が動作不能の場合 

Ａ１．当該系列を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．他の１系列が動作可能であることを確認する。 

３０日間 

 

速やかに 

Ｂ．可燃性ガス濃度制御系 

２系列が動作不能の場合 

Ｂ１．少なくとも１系列を動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求され

る措置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

 

２４時間 

 

 

２．３号炉及び４号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可燃性ガス濃度制御系 

１系列が動作不能の場合 

Ａ１．当該系列を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．他の１系列が動作可能であることを確認する。 

３０日間 

 

速やかに 

Ｂ．可燃性ガス濃度制御系 

２系列が動作不能の場合 

Ｂ１．少なくとも１系列を動作可能な状態に復旧す

る。 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求され

る措置を完了時間内に達

成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 ２４時間 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（格納容器内の酸素濃度） 

 

 

第４８条 原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度は，表４８－１で定める事項を運転

上の制限とする。ただし，原子炉を起動する時の原子炉の状態が運転になってからの２４時間及び

原子炉を停止する時の原子炉の状態が起動になる前の２４時間を除く。 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度を１週間に１回確認する。 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表４８－２の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４８－１ 

１．１号炉，２号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ４％以下 

 

２．３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ３．５％以下 

 

 

 

 

（格納容器内の酸素濃度） 

第４８条  

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度は，表４８－１で定める事項を運転上の制

限とする。ただし，原子炉を起動する時の原子炉の状態が運転になってからの２４時間及び原子炉

を停止する時の原子炉の状態が起動になる前の２４時間を除く。 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度を１週間に１回確認する。 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表４８－２の措置を講じる。 

 
〔７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器内の酸素濃度※１は，表４８－１で定

める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉の起動時にドライウェル点検を実施する場合は，

ドライウェル点検後の原子炉の状態が起動となるまでの期間は運転上の制限を適用しない。また，

高圧代替注水系の確認運転等により格納容器内の酸素濃度が１．８％を超えた時点から３日間，３．

５％を超えた時点から２４時間までの間は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。なお，高圧代替注水系の確認運転等により格納容器内の酸素濃度が１．８％を超えた

場合は，格納容器圧力逃がし装置を動作不能とみなし要求される措置を実施するとともに，５分毎

に格納容器内の酸素濃度を監視する。さらに３．５％を超えた場合，酸素濃度が上昇するような確

認運転等を中止し，２４時間以内に酸素濃度を制限値内に復旧する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器内の酸素濃度を１週

間に１回確認する。 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表４８－２の措置を講じる。 

 

※１：７号炉の格納容器内の酸素濃度監視に必要な設備は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時

は，第６６条（表６６－５－６）の運転上の制限も確認する。 

 

表４８－１ 

１．１号炉，２号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ４％以下 

 

２．３号炉，４号炉，６号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ３．５％以下 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

表４８－２ 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器内の酸素濃度が制限値を

満足していないと判断した場合 

Ａ１．酸素濃度を制限値以内に復旧する。 ２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．７号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 
１．８％以下※２ 

３．５％以下※３ 

※２：格納容器圧力逃がし装置内における水素燃焼防止のための制限値。 

※３：原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度を可燃限界未満に維持するための制限値。 

 

表４８－２ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器内の酸素濃度が制限値を

満足していないと判断した場合 

Ａ１．酸素濃度を制限値以内に復旧する。 ２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

２．７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器内の酸素濃度が１．８％

以下を満足していないと判断した

場合 

Ａ１．酸素濃度を１．８％以内に復旧する

措置を開始する。 

及び 

Ａ２．格納容器圧力逃がし装置を動作不能

とみなし要求される措置を実施す

る。 

速やかに 

 
 

速やかに 

Ｂ．格納容器内の酸素濃度が３．５％

以下を満足していないと判断した

場合 

Ｂ１．酸素濃度を３．５％以内に復旧する。 ２４時間 

 

Ｃ．条件Ｂで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（原子炉建屋） 

第４９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟は，表４９－１で定める事項を運転上の制

限とする。 
２．原子炉建屋原子炉棟が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，原子炉建屋原子炉棟を負圧に保ち得ることを確認し，その

結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料に係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟を負圧に保つために原子炉建屋

大物機器搬入口及び原子炉建屋原子炉棟の二重扉の各々において，少なくとも１つが閉鎖状態に

あることを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，原子炉建屋原子炉棟が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表４９－２の措置を講じる。 

 

表４９－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋原子炉棟 機能が健全であること 

 

表４９－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．原子炉の状態が運転，起動

及び高温停止において，運

転上の制限を満足していな

いと判断した場合 

Ａ１．原子炉建屋原子炉棟を負圧に保つための措置を

講じる。 

４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を

完了時間内に達成できない

場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

Ｃ．炉心変更時又は原子炉建屋

原子炉棟内で照射された燃

料に係る作業時において，

運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合 

Ｃ１．炉心変更を中止する。 

及び 

Ｃ２．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る

作業を中止する。 

 

速やかに 

 

速やかに 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（６号炉及び７号炉においては同一水圧制御ユニットに属する１

組又は１本）の挿入・引抜を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉建屋） 

第４９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟※２※３は，表４９－１で定める事項を運転上

の制限とする。 
２．原子炉建屋原子炉棟が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，原子炉建屋原子炉棟を負圧に保ち得ることを確認し，その

結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料に係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟を負圧に保つために原子炉建屋

大物機器搬入口及び原子炉建屋原子炉棟の二重扉の各々において，少なくとも１つが閉鎖状態に

あることを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，原子炉建屋原子炉棟が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表４９－２の措置を講じる。 

 

表４９－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋原子炉棟 機能が健全であること 

 

表４９－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．原子炉の状態が運転，起動及び

高温停止において，運転上の制

限を満足していないと判断した

場合 

Ａ１．原子炉建屋原子炉棟を負圧に保つための措

置を講じる※４。 

４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

Ｃ．炉心変更時又は原子炉建屋原子

炉棟内で照射された燃料に係る

作業時において，運転上の制限

を満足していないと判断した場

合 

Ｃ１．炉心変更を中止する。 

及び 

Ｃ２．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に

係る作業を中止する。 

 

速やかに 

 

速やかに 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（６号炉及び７号炉においては同一水圧制御ユニットに属する１

組又は１本）の挿入・引抜を除く。 

※２：７号炉の原子炉建屋原子炉棟（燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室ブロー

アウトパネルを含む）は重大事故等対処設備を兼ねる。 

※３：燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室ブローアウトパネルの開放機能は，運

転，起動及び高温停止の場合に適用する。 

※４: 燃料取替床ブローアウトパネルが開放した場合に、第６６条（表６６－１４－２）による再閉

止をしても、本措置を完了したこととは扱わない。 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用ガス処理系） 

第５１条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系は表５１－１で定める事項を運転上の制限と

する。 
２．非常用ガス処理系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系が模擬信号で作動することを確認し，そ

の結果を当直長に通知する。 

（２）化学管理ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系の総合除去効率が表５１－２に定める値

であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系排風機が起動すること及び非常用

ガス処理系隔離弁が開することを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，非常用ガス処理系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表５１－３の措置を講じる。 

 

表５１－１ 

項 目 運転上の制限 

非常用ガス処理系 ２系列※２が動作可能であること 

 

表５１－２ 

１．１号炉，２号炉及び５号炉 

項 目 判 定 値 

総合除去効率 ９９．９７％以上 

 

２．３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉 

項 目 判 定 値 

総合除去効率 ９９．９９％以上 

 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（６号炉及び７号炉においては同一水圧制御ユニットに属する１

組又は１本）の挿入・引抜を除く。 

 

※２：１系列とは，排風機１台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。（１号炉，２号炉及

び５号炉） 

２系列とは，排風機２台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。（３号炉，４号炉，

６号炉及び７号炉） 

 

 

 

 

 

 

（非常用ガス処理系） 

第５１条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系※２は表５１－１で定める事項を運転上の制限

とする。 
２．非常用ガス処理系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系が模擬信号で作動することを確認し，そ

の結果を当直長に通知する。 

（２）化学管理ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系の総合除去効率が表５１－２に定める値

であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系排風機が起動すること及び非常用

ガス処理系隔離弁が開することを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，非常用ガス処理系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表５１－３の措置を講じる。 

 

表５１－１ 

項 目 運転上の制限 

非常用ガス処理系 ２系列※３が動作可能であること 

 

表５１－２ 

１．１号炉，２号炉及び５号炉 

項 目 判 定 値 

総合除去効率 ９９．９７％以上 

 

２．３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉 

項 目 判 定 値 

総合除去効率 ９９．９９％以上 

 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（６号炉及び７号炉においては同一水圧制御ユニットに属する 

１組又は１本）の挿入・引抜を除く。 

※２：７号炉の非常用ガス処理系は，重大事故等対処設備を兼ねる。 
※３：１系列とは，排風機１台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。（１号炉，２号炉及

び５号炉） 

２系列とは，排風機２台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。（３号炉，４号炉，

６号炉及び７号炉） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（残留熱除去冷却水系及び残留熱除去冷却海水系） 

第５２条 

〔１号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，残留熱除去冷却中間ループ系及び残留熱除去

海水系は，表５２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．残留熱除去冷却中間ループ系及び残留熱除去海水系が前項で定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，残留熱除去冷却中間ループポンプ及び残留熱除去海水ポン

プが模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，残留熱除去冷却中間ループ系の主要な手動弁と電

動弁の開閉状態を確認する。また，残留熱除去冷却中間ループ系の主要配管が満水であることを確認す

る。※１ 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，残留熱除去海水系の主要な手動弁※２の開閉状態を

確認する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５２－２に定める事項を確

認する。 

３．当直長は，残留熱除去冷却中間ループ系又は残留熱除去海水系が第１項で定める運転上の制限を

満足していないと判断した場合，表５２－３の措置を講じる。ただし，この場合第３９条及び第６

０条は適用しない。 

 

※１：残留熱除去冷却中間ループ系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器とポンプのループ配管を指し，小口径配管を含まない。

また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管に接続する

配管上の手動弁及び電動弁のうち主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，

主要配管の満水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで

確認する。 

※２：残留熱除去海水系の主要な手動弁とは，当該系統に期待されている機能を達成するための残留

熱除去海水ポンプから放水槽までの配管上の手動弁及びこの配管に接続する配管上の手動弁の

うち当該系統の機能を維持するために必要な一次弁をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（残留熱除去冷却水系及び残留熱除去冷却海水系） 

第５２条 

〔１号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，残留熱除去冷却中間ループ系及び残留熱除去

海水系は，表５２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．残留熱除去冷却中間ループ系及び残留熱除去海水系が前項で定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，残留熱除去冷却中間ループポンプ及び残留熱除去海水ポン

プが模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，残留熱除去冷却中間ループ系の主要な手動弁と電

動弁の開閉状態を確認する。また，残留熱除去冷却中間ループ系の主要配管が満水であることを確認す

る。※１ 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，残留熱除去海水系の主要な手動弁※２の開閉状態を

確認する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５２－２に定める事項を確

認する。 

３．当直長は，残留熱除去冷却中間ループ系又は残留熱除去海水系が第１項で定める運転上の制限を

満足していないと判断した場合，表５２－３の措置を講じる。ただし，この場合第３９条及び第５

９条は適用しない。 

 

※１：残留熱除去冷却中間ループ系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器とポンプのループ配管を指し，小口径配管を含まない。

また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管に接続する

配管上の手動弁及び電動弁のうち主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，

主要配管の満水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで

確認する。 

※２：残留熱除去海水系の主要な手動弁とは，当該系統に期待されている機能を達成するための残留

熱除去海水ポンプから放水槽までの配管上の手動弁及びこの配管に接続する配管上の手動弁の

うち当該系統の機能を維持するために必要な一次弁をいう。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

〔２号炉，３号炉，４号炉，５号炉，６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水

系は，表５２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が模擬信号

で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，原子炉補機冷却水系の主要な手動弁と電動弁の開

閉状態を確認する。また，原子炉補機冷却水系の主要配管が満水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，原子炉補機冷却海水系の主要な手動弁と電動弁※２

の開閉状態を確認する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５２－２に定める事項を確

認する。 

３．当直長は，原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表５２－３の措置を講じる。ただし，この場合第３９条及び第６０条

は適用しない。 

 

※１：原子炉補機冷却水系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための原子炉

補機冷却水系熱交換器とポンプのループ配管を指し，小口径配管を含まない。また，主要な手

動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管に接続する配管上の手動弁

及び電動弁のうち主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主要配管の満

水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

※２：原子炉補機冷却海水系の主要な手動弁と電動弁とは，当該系統に期待されている機能を達成す

るための原子炉補機冷却海水ポンプから放水槽までの配管上の手動弁及び電動弁並びにこの配

管に接続する配管上の手動弁及び電動弁のうち当該系統の機能を維持するために必要な一次弁

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２号炉，３号炉，４号炉，５号炉，６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水

系は，表５２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が模擬信号

で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，原子炉補機冷却水系の主要な手動弁と電動弁の開

閉状態を確認する。また，原子炉補機冷却水系の主要配管が満水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，原子炉補機冷却海水系の主要な手動弁と電動弁※２

の開閉状態を確認する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５２－２に定める事項を確

認する。 

３．当直長は，原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表５２－３の措置を講じる。ただし，この場合第３９条及び第５９条

は適用しない。 

 

※１：原子炉補機冷却水系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための原子炉

補機冷却水系熱交換器とポンプのループ配管を指し，小口径配管を含まない。また，主要な手

動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管に接続する配管上の手動弁

及び電動弁のうち主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主要配管の満

水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

※２：原子炉補機冷却海水系の主要な手動弁と電動弁とは，当該系統に期待されている機能を達成す

るための原子炉補機冷却海水ポンプから放水槽までの配管上の手動弁及び電動弁並びにこの配

管に接続する配管上の手動弁及び電動弁のうち当該系統の機能を維持するために必要な一次弁

をいう。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表５２－１ 

１．１号炉 

項 目 運転上の制限 

残留熱除去冷却中間ループ系 

及び残留熱除去海水系 
２系列※１が動作可能であること 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機冷却水系 

及び原子炉補機冷却海水系 
２系列※２が動作可能であること 

 

３．６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機冷却水系 

及び原子炉補機冷却海水系 
３系列※３が動作可能であること 

※１：１系列とは，残留熱除去冷却中間ループポンプ２台，残留熱除去海水ポンプ２台，残留熱除去

冷却中間ループ系熱交換器２基及び主要配管の満水維持，機能維持に必要な弁並びに主要配管

をいう。 

※２：１系列とは，原子炉補機冷却水ポンプ２台，原子炉補機冷却海水ポンプ２台，原子炉補機冷却

水系熱交換器２基，残留熱除去系熱交換器冷却水止め弁及び主要配管の満水維持，機能維持に

必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

 

 

※３：１系列とは，原子炉補機冷却水ポンプ２台，原子炉補機冷却海水ポンプ２台，原子炉補機冷却

水系熱交換器１基，残留熱除去系熱交換器冷却水止め弁及び主要配管の満水維持，機能維持に

必要な弁並びに主要配管をいう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５２－１ 

１．１号炉 

項 目 運転上の制限 

残留熱除去冷却中間ループ系 

及び残留熱除去海水系 
２系列※１が動作可能であること 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機冷却水系 

及び原子炉補機冷却海水系 
２系列※２が動作可能であること 

 

３．６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機冷却水系※３※４ 

及び原子炉補機冷却海水系※４ 
３系列※５が動作可能であること 

※１：１系列とは，残留熱除去冷却中間ループポンプ２台，残留熱除去海水ポンプ２台，残留熱除去

冷却中間ループ系熱交換器２基及び主要配管の満水維持，機能維持に必要な弁並びに主要配管

をいう。 

※２：１系列とは，原子炉補機冷却水ポンプ２台，原子炉補機冷却海水ポンプ２台，原子炉補機冷却

水系熱交換器２基，残留熱除去系熱交換器冷却水止め弁及び主要配管の満水維持，機能維持に

必要な弁並びに主要配管をいう。 

※３：７号炉の原子炉補機冷却水系Ａ系及びＢ系の残留熱除去系熱交換器冷却水止め弁及び必要な弁

並び主要配管は，重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（表６６－５－４）

の運転上の制限も確認する。 

※４：７号炉の原子炉補機冷却水系Ｃ系及び原子炉補機冷却海水系は，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）を兼ねる。 

※５：１系列とは，原子炉補機冷却水ポンプ２台，原子炉補機冷却海水ポンプ２台，原子炉補機冷却

水系熱交換器１基，残留熱除去系熱交換器冷却水止め弁及び主要配管の満水維持，機能維持に

必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用ディーゼル発電設備冷却系） 

第５３条 

〔１号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用補機冷却中間ループ系は，表５３－１

で定める事項を運転上の制限とする。 

２．非常用補機冷却中間ループ系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用補機冷却中間ループポンプが模擬信号で作動するこ

とを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，非常用補機冷却中間ループポンプの主要な手動弁

の開閉状態を確認する。また，主要配管が満水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用補機冷却中間ループポ

ンプが起動することを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，非常用補機冷却中間ループ系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表５３－２の措置を講じる。ただし，この場合第３９条及び第６０条は適用しない。 

 

※１：非常用補機冷却中間ループ系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の非常用補機冷却中間ループ系熱交換器とポンプのループ配管を指し，小口径配管を含まない。

また，主要な手動弁とは，主要配管上の手動弁及び主要配管に接続する配管上の手動弁のうち主

要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主要配管の満水は，当該系統のサー

ジタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

 

〔２号炉，３号炉，４号炉，５号炉，６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水

系は，表５３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉補機冷却水系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が模擬信号

で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，原子炉補機冷却水系の非常用

ディーゼル発電機冷却水止め弁が開することを１ヶ月に１回確認する。また，動作確認後，動作

確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が満水であることを確認する。※１ 

３．当直長は，原子炉補機冷却水系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表５３－２の措置を講じる。ただし，この場合第３９条及び第６０条は適用しない。 

 

※１：原子炉補機冷却水系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための原子炉

補機冷却水系熱交換器とポンプのループ配管を指し，小口径配管を含まない。なお，主要配管

の満水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

 

 

 

 

 

 

（非常用ディーゼル発電設備冷却系） 

第５３条 

〔１号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用補機冷却中間ループ系は，表５３－１

で定める事項を運転上の制限とする。 

２．非常用補機冷却中間ループ系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用補機冷却中間ループポンプが模擬信号で作動するこ

とを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，非常用補機冷却中間ループポンプの主要な手動弁

の開閉状態を確認する。また，主要配管が満水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用補機冷却中間ループポ

ンプが起動することを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，非常用補機冷却中間ループ系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表５３－２の措置を講じる。ただし，この場合第３９条及び第５９条は適用しない。 

 

※１：非常用補機冷却中間ループ系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の非常用補機冷却中間ループ系熱交換器とポンプのループ配管を指し，小口径配管を含まない。

また，主要な手動弁とは，主要配管上の手動弁及び主要配管に接続する配管上の手動弁のうち

主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主要配管の満水は，当該系統の

サージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

 

〔２号炉，３号炉，４号炉，５号炉，６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水

系は，表５３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉補機冷却水系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が模擬信号

で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，原子炉補機冷却水系の非常用

ディーゼル発電機冷却水止め弁が開することを１ヶ月に１回確認する。また，動作確認後，動作

確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が満水であることを確認する。※１ 

３．当直長は，原子炉補機冷却水系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表５３－２の措置を講じる。ただし，この場合第３９条及び第５９条は適用しない。 

 

※１：原子炉補機冷却水系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための原子炉

補機冷却水系熱交換器とポンプのループ配管を指し，小口径配管を含まない。なお，主要配管

の満水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表５３－１ 

１．１号炉 

項 目 運転上の制限 

非常用補機冷却中間ループ系 ２系列※１が動作可能であること 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機冷却水系 

及び原子炉補機冷却海水系 
２系列※２が動作可能であること 

 

３．６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機冷却水系 

及び原子炉補機冷却海水系 
３系列※３が動作可能であること 

※１：１系列とは，非常用補機冷却中間ループポンプ１台，非常用補機冷却中間ループ系熱交換器１

基及び主要配管の満水維持，機能維持に必要な弁並びに主要配管をいう。 

※２：１系列とは，原子炉補機冷却水ポンプ２台，原子炉補機冷却海水ポンプ２台，原子炉補機冷却

水系熱交換器２基，非常用ディーゼル発電機冷却水止め弁及び主要配管の満水維持，機能維持

に必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

 

※３：１系列とは，原子炉補機冷却水ポンプ２台，原子炉補機冷却海水ポンプ２台，原子炉補機冷却

水系熱交換器１基，非常用ディーゼル発電機冷却水止め弁及び主要配管の満水維持，機能維持

に必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５３－１ 

１．１号炉 

項 目 運転上の制限 

非常用補機冷却中間ループ系 ２系列※１が動作可能であること 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機冷却水系 

及び原子炉補機冷却海水系 
２系列※２が動作可能であること 

 

３．６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機冷却水系※３※４ 

及び原子炉補機冷却海水系※４ 
３系列※５が動作可能であること 

※１：１系列とは，非常用補機冷却中間ループポンプ１台，非常用補機冷却中間ループ系熱交換器 

１基及び主要配管の満水維持，機能維持に必要な弁並びに主要配管をいう。 

※２：１系列とは，原子炉補機冷却水ポンプ２台，原子炉補機冷却海水ポンプ２台，原子炉補機冷却

水系熱交換器２基，非常用ディーゼル発電機冷却水止め弁及び主要配管の満水維持，機能維持

に必要な弁並びに主要配管をいう。 

※３：７号炉の原子炉補機冷却水系Ａ系及びＢ系の必要な弁並び主要配管は，重大事故等対処設備を

兼ねる。動作不能時は，第６６条（表６６－５－４）の運転上の制限も確認する。 

※４：７号炉の原子炉補機冷却水系Ｃ系及び原子炉補機冷却海水系は，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）を兼ねる。 

※５：１系列とは，原子炉補機冷却水ポンプ２台，原子炉補機冷却海水ポンプ２台，原子炉補機冷却

水系熱交換器１基，非常用ディーゼル発電機冷却水止め弁及び主要配管の満水維持，機能維持

に必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却水系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系） 

第５４条 

〔１号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ

系及び高圧炉心スプレイディーゼル海水系は，表５４－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系及び高圧炉心スプレイディーゼル海水系が前項で

定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループポンプ及び高圧

炉心スプレイディーゼル海水ポンプが模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通

知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系の主

要な手動弁の開閉状態を確認する。また，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系の主要

配管が満水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイディーゼル海水系の主要な手動弁

の開閉状態を確認する。※２ 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５４－２に定める事項を確認

する。 

３．当直長は，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系又は高圧炉心スプレイディーゼル海水

系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合は，表５４－３の措置を講じる。

ただし，この場合第３９条及び第６０条は適用しない。 

 

※１：高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系の主要配管とは，当該系統に期待されている機

能を達成するための高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系熱交換器とポンプのループ

配管を指し，小口径配管を含まない。また，主要な手動弁とは，主要配管上の手動弁及び主要

配管に接続する配管上の手動弁のうち主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。

なお，主要配管の満水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していない

ことで確認する。 

※２：高圧炉心スプレイディーゼル海水系の主要な手動弁とは，当該系統に期待されている機能を達

成するための高圧炉心スプレイディーゼル海水ポンプから放水槽までの配管上の手動弁及びこ

の配管に接続する配管上の手動弁のうち当該系統の機能を維持するために必要な一次弁をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却水系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系） 

第５４条 

〔１号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ

系及び高圧炉心スプレイディーゼル海水系は，表５４－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系及び高圧炉心スプレイディーゼル海水系が前項で

定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループポンプ及び高圧

炉心スプレイディーゼル海水ポンプが模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通

知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系の主

要な手動弁の開閉状態を確認する。また，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系の主要

配管が満水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイディーゼル海水系の主要な手動弁

の開閉状態を確認する。※２ 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５４－２に定める事項を確認

する。 

３．当直長は，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系又は高圧炉心スプレイディーゼル海水

系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合は，表５４－３の措置を講じる。

ただし，この場合第３９条及び第５９条は適用しない。 

 

※１：高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系の主要配管とは，当該系統に期待されている機

能を達成するための高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系熱交換器とポンプのループ

配管を指し，小口径配管を含まない。また，主要な手動弁とは，主要配管上の手動弁及び主要

配管に接続する配管上の手動弁のうち主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。

なお，主要配管の満水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していない

ことで確認する。 

※２：高圧炉心スプレイディーゼル海水系の主要な手動弁とは，当該系統に期待されている機能を達

成するための高圧炉心スプレイディーゼル海水ポンプから放水槽までの配管上の手動弁及びこ

の配管に接続する配管上の手動弁のうち当該系統の機能を維持するために必要な一次弁をい

う。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

〔２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系及

び高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系は，表５４－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系及び高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系が前

項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水ポンプ及び高圧炉心

スプレイディーゼル補機冷却海水ポンプが模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長

に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系の主要な

手動弁の開閉状態を確認する。また，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系の主要配管が満

水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系の主要

な手動弁と電動弁（電動弁は５号炉のみ対象）の開閉状態を確認する。※２ 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５４－２に定める事項を確認

する。 

３．当直長は，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系又は高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却

海水系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５４－３の措置を講じ

る。ただし，この場合第３９条及び第６０条は適用しない。 

※１：高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を

達成するための高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系熱交換器とポンプのループ配管を指

し，小口径配管を含まない。また，主要な手動弁とは，主要配管上の手動弁及び主要配管に接

続する配管上の手動弁のうち主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主

要配管の満水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで確

認する。 

※２：高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系の主要な手動弁と電動弁とは，当該系統に期待さ

れている機能を達成するための高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水ポンプから放水槽ま

での配管上の手動弁及び電動弁並びにこの配管に接続する配管上の手動弁及び電動弁のうち当

該系統の機能を維持するために必要な一次弁をいう。 

 

表５４－１ 

１．１号炉 

項 目 運転上の制限 

高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系 

及び高圧炉心スプレイディーゼル海水系 
１系列※３が動作可能であること 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系 

及び高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系 
１系列※４が動作可能であること 

※３：１系列とは，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループポンプ１台，高圧炉心スプレイディ

ーゼル海水ポンプ１台，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系熱交換器１基及び必要

な弁並びに主要配管をいう。 

※４：１系列とは，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水ポンプ１台，高圧炉心スプレイディーゼ

ル補機冷却海水ポンプ１台，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系熱交換器１基及び必要

な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

〔２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系及

び高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系は，表５４－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系及び高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系が前

項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水ポンプ及び高圧炉心

スプレイディーゼル補機冷却海水ポンプが模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長

に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系の主要な

手動弁の開閉状態を確認する。また，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系の主要配管が満

水であることを確認する。※１ 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系の主要

な手動弁と電動弁（電動弁は５号炉のみ対象）の開閉状態を確認する。※２ 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５４－２に定める事項を確認

する。 

３．当直長は，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系又は高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却

海水系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５４－３の措置を講じ

る。ただし，この場合第３９条及び第５９条は適用しない。 

※１：高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を

達成するための高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系熱交換器とポンプのループ配管を指

し，小口径配管を含まない。また，主要な手動弁とは，主要配管上の手動弁及び主要配管に接

続する配管上の手動弁のうち主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主

要配管の満水は，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続的に発生していないことで確

認する。 

※２：高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系の主要な手動弁と電動弁とは，当該系統に期待さ

れている機能を達成するための高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水ポンプから放水槽ま

での配管上の手動弁及び電動弁並びにこの配管に接続する配管上の手動弁及び電動弁のうち当

該系統の機能を維持するために必要な一次弁をいう。 

 

表５４－１ 

１．１号炉 

項 目 運転上の制限 

高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系 

及び高圧炉心スプレイディーゼル海水系 
１系列※３が動作可能であること 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系 

及び高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系 
１系列※４が動作可能であること 

※３：１系列とは，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループポンプ１台，高圧炉心スプレイディ

ーゼル海水ポンプ１台，高圧炉心スプレイディーゼル冷却中間ループ系熱交換器１基及び必要

な弁並びに主要配管をいう。 

※４：１系列とは，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水ポンプ１台，高圧炉心スプレイディーゼ

ル補機冷却海水ポンプ１台，高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系熱交換器１基及び必要

な弁並びに主要配管をいう。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（中央制御室非常用換気空調系） 

第５７条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時において，中央制御室非常用換気空調系は表５７－１で定める事項を運転

上の制限とする。 

２．中央制御室非常用換気空調系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，中央制御室非常用換気空調系が模擬信号で作動することを

確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）化学管理ＧＭは，定検停止時に，中央制御室非常用換気空調系の総合除去効率が表５７－２

に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

３．当直長は，中央制御室非常用換気空調系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表５７－３の措置を講じる。 

 

表５７－１ 

項 目 運転上の制限 

中央制御室非常用換気空調系 中央制御室あたり２系列※２が動作可能であること 

 

表５７－２ 

項 目 判 定 値 

総合除去効率 ９０％以上 

 

表５７－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．中央制御室非常用換気空調系１系列が動

作不能の場合 

Ａ１．当該系列を動作可能な状態に復旧 

する。 

及び 

Ａ２．他の１系列が動作可能であること

を管理的手段により確認する。 

３０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ．中央制御室非常用換気空調系２系列が動

作不能の場合 

Ｂ１．少なくとも１系列を動作可能な状

態に復旧する。 

１０日間 

Ｃ．原子炉の状態が運転，起動，及び高温停

止において，条件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｄ．炉心変更時又は原子炉建屋原子炉棟内で

照射された燃料に係る作業時において，

条件Ａ又はＢで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｄ１．炉心変更を中止する。 

及び 

Ｄ２．原子炉建屋原子炉棟内で照射され

た燃料に係る作業を中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（６号炉及び７号炉においては同一水圧制御ユニットに属する１

組又は１本）の挿入・引抜を除く。 

 

 

 

※２：２系列とは，ファン２台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。 

 

 

（中央制御室非常用換気空調系） 

第５７条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時において，中央制御室非常用換気空調系※２は表５７－１で定める事項を運

転上の制限とする。 

２．中央制御室非常用換気空調系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，中央制御室非常用換気空調系が模擬信号で作動することを

確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）化学管理ＧＭは，定検停止時に，中央制御室非常用換気空調系の総合除去効率が表５７－２

に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

３．当直長は，中央制御室非常用換気空調系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表５７－３の措置を講じる。 

 

表５７－１ 

項 目 運転上の制限 

中央制御室非常用換気空調系 中央制御室あたり２系列※３が動作可能であること 

 

表５７－２ 

項 目 判 定 値 

総合除去効率 ９０％以上 

 

表５７－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．中央制御室非常用換気空調系１系列が動

作不能の場合 

Ａ１．当該系列を動作可能な状態に復旧

する。 

及び 

Ａ２．他の１系列が動作可能であること

を管理的手段により確認する。 

３０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ．中央制御室非常用換気空調系２系列が動

作不能の場合 

Ｂ１．少なくとも１系列を動作可能な状

態に復旧する。 

１０日間 

Ｃ．原子炉の状態が運転，起動，及び高温停

止において，条件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｄ．炉心変更時又は原子炉建屋原子炉棟内で

照射された燃料に係る作業時において，

条件Ａ又はＢで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｄ１．炉心変更を中止する。 

及び 

Ｄ２．原子炉建屋原子炉棟内で照射され

た燃料に係る作業を中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（６号炉及び７号炉においては同一水圧制御ユニットに属する１

組又は１本）の挿入・引抜を除く。 

※２：６号炉及び７号炉の中央制御室非常用換気空調系の中央制御室バウンダリを構成する隔離弁及

びダクト（外気の取入，排気のライン）は，重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第

６６条（表６６－１４－１）の運転上の制限も確認する。 

※３：２系列とは，ファン２台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（外部電源その１） 

 

 

第５８条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源は表５８－１で定める事項を

運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源の電圧が確立してい

ることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５８－

２の措置を講じる。 

 

表５８－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源※１ ２系列※２が動作可能であること 

 

※１：外部電源とは，電力系統又は主発電機（当該原子炉の主発電機を除く。）からの電力を第６５

条及び第６６条で要求される非常用交流高圧電源母線に供給する設備をいう。以下，第５９条

及び第６０条において同じ。 

※２：外部電源の系列数は，非常用交流高圧電源母線に対して電力供給することができる発電所外か

らの送電線の回線数と主発電機数（当該原子炉の主発電機を除く。）の合計数とし，各々の非

常用交流高圧電源母線について求められる。以下，第５９条及び第６０条において同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外部電源その１） 

第５８条  

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源※１は表５８－１で定める事項を運転

上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源の電圧が確立してい

ることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５８－

２の措置を講じる。 

 

表５８－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 ２系列※２が動作可能であること 

 

※１：外部電源とは，電力系統又は主発電機（当該原子炉の主発電機を除く。）からの電力を第６４

条及び第６５条で要求される非常用交流高圧電源母線に供給する設備をいう。以下，第５８条

の２及び第５９条において同じ。 

※２：外部電源の系列数は，非常用交流高圧電源母線に対して電力供給することができる発電所外か

らの送電線の回線数と主発電機数（当該原子炉の主発電機を除く。）の合計数とし，各々の非

常用交流高圧電源母線について求められる。以下，第５８条の２及び第５９条において同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表５８－２ 

 １．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能である外部電源が１系列 

のみの場合 

Ａ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧 

する。 

１０日間 

 

Ｂ．動作可能である外部電源が１系列

のみの場合（高圧炉心スプレイ系母

線を除く。） 

及び 

非常用ディーゼル発電機が１台動

作不能の場合（高圧炉心スプレイ系

非常用ディーゼル発電機を除く。） 

Ｂ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧 

する。 

又は 

Ｂ２．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能 

な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

１２時間 

Ｃ．高圧炉心スプレイ系母線に対し動作可

能である外部電源が１系列のみ又は

１系列もない場合 

及び 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル

発電機が動作不能の場合 

Ｃ１．１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧す 

る。 

又は 

Ｃ１．２．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能 

な状態に復旧する。 

及び 

Ｃ２．自動減圧系（原子炉圧力が０．８４MPa[gage] 

以上の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－ 

２に定める値であることを確認する。 

及び 

Ｃ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能で 

あることを確認する。※３ 

１０日間 

 

 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｄ．高圧炉心スプレイ系母線に対し動作可

能である外部電源が１系列もない場

合 

Ｄ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｄ２．自動減圧系（原子炉圧力が０．８４MPa[gage] 

以上の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－ 

２に定める値であることを確認する。 

及び 

Ｄ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能であ 

ることを確認する。※３ 

１０日間 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｅ．動作可能である外部電源が１系列

もない場合（高圧炉心スプレイ系母

線を除く。） 

又は 

条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤで要求される

措置を完了時間内に達成できない

場合 

Ｅ１．高温停止とする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 ※３：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に実施する。 

 

 

 

 

表５８－２ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能である外部電源が１系列

のみの場合 

Ａ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧

する。 

１０日間 

 

Ｂ．動作可能である外部電源が１系列

のみの場合（高圧炉心スプレイ系母

線を除く。） 

及び 

非常用ディーゼル発電機が１台動

作不能の場合（高圧炉心スプレイ系

非常用ディーゼル発電機を除く。） 

Ｂ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧

する。 

又は 

Ｂ２．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能

な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

１２時間 

Ｃ．高圧炉心スプレイ系母線に対し動作可

能である外部電源が１系列のみ又は１

系列もない場合 

及び 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼ

ル発電機が動作不能の場合 

Ｃ１．１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧す

る。 

又は 

Ｃ１．２．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能

な状態に復旧する。 

及び 

Ｃ２．自動減圧系（原子炉圧力が０．８４MPa[gage]

以上の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－

２に定める値であることを確認する。 

及び 

Ｃ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能で

あることを確認する。※３ 

１０日間 

 

 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｄ．高圧炉心スプレイ系母線に対し動作可

能である外部電源が１系列もない場合 

Ｄ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｄ２．自動減圧系（原子炉圧力が０．８４MPa[gage]

以上の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－

２に定める値であることを確認する。 

及び 

Ｄ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能である

ことを確認する。※３ 

１０日間 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｅ．動作可能である外部電源が１系列

もない場合（高圧炉心スプレイ系母

線を除く。） 

又は 

条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤで要求される

措置を完了時間内に達成できない

場合 

Ｅ１．高温停止とする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

※３：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に実施する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

２．６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能である外部電源が１系列の 

みの場合 

Ａ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復

旧する。 

１０日間 

 

Ｂ．動作可能である外部電源が１系列の

みの場合 

及び 

非常用ディーゼル発電機が１台動作

不能の場合 

Ｂ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復 

旧する。 

又は 

Ｂ２．当該非常用ディーゼル発電機を動作可 

能な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

１２時間 

Ｃ．動作可能である外部電源が１系列も

ない場合 

又は 

条件Ａ又はＢで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止とする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．６号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能である外部電源が１系列の

みの場合 

Ａ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧

する。 

１０日間 

 

Ｂ．動作可能である外部電源が１系列の

みの場合 

及び 

非常用ディーゼル発電機が１台動

作不能の場合 

Ｂ１．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧

する。 

又は 

Ｂ２．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能

な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

１２時間 

Ｃ．動作可能である外部電源が１系列も

ない場合 

又は 

条件Ａ又はＢで要求される措置を

完了時間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止とする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（外部電源その２） 

第５９条 原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，外部電源は表５９－１で定める事項を運

転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．外部電源が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，外部電源の電圧が確立しているこ

とを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５９－

２の措置を講じる。 

 

 

 

表５９－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 １系列が動作可能であること 

 

表５９－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足して

いないと判断した場合 

Ａ１．外部電源を１系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業

を中止する。 

及び 

Ａ４．有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続し

ている配管について原子炉冷却材圧力バウンダリ

を構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外部電源その２） 

第５８条の２  

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，外部電源は表５８の２－１で定める事項を運転

上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．外部電源が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，外部電源の電圧が確立しているこ

とを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５８の

２－２の措置を講じる。 

 

表５８の２－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 １系列が動作可能であること 

 

表５８の２－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足して

いないと判断した場合 

Ａ１．外部電源を１系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作

業を中止する。 

及び 

Ａ４．有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続

している配管について原子炉冷却材圧力バウン

ダリを構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外部電源その３） 

第５８条の３ 

〔７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止及び燃料交換において，外部電源※１は，表５８ 

の３－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時※２を除く。 

２．外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止，燃料交換において，１週間に

１回，所要の非常用交流高圧電源母線に電力供給可能な外部電源３回線※３以上の電圧が確立して

いること及び１回線以上は他の回線に対して独立性を有していることを確認する。 

変圧器１次側において１相開放を検知した場合，故障箇所の隔離又は非常用交流高圧電源母線

を健全な電源から受電できるよう切替えを実施する。 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５８の

３－２の措置を講じる。 

 

表５８の３－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 

（１）３回線※３が動作可能であること 

（２）（１）の外部電源のうち，１回線以上は他の回線に対して独立性を有

していること※４ 

 

※１：外部電源とは，電力系統からの電力を第６４条及び第６５条で要求される非常用交流高圧電源 

母線に供給する設備をいう。 

※２：１５４ｋＶ送電線（荒浜線）については，回線に異常がないことを確認しすみやかに復旧でき 

ることをいう。 

※３：外部電源の回線数は，当該原子炉に対する個々の非常用交流高圧電源母線に対して電力供給す 

ることができる発電所外からの送電線の回線数とする。 

※４：独立性を有するとは，「送電線の上流において１つの変電所又は開閉所のみに連係しないこと」 

をいう。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５８の３－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．すべての外部電源が他の回線に

対し独立性を有していない場合 

Ａ１．当直長は，動作可能な外部電源について，

電圧※５が確立していることを確認する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，動作可能な外部電源の少なくと

も１回線以上を他の回線に対して独立性を

有している状態に復旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

３０日間 

Ｂ．動作可能な外部電源が２回線で

ある場合 

Ｂ１．当直長は，動作可能な外部電源について，

電圧※５が確立していることを確認する。 

 

及び 

Ｂ２．当直長は，動作不能となっている外部電源

の少なくとも１回線を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

３０日間 

Ｃ．動作可能な外部電源が２回線で

ある場合 

及び 

すべての外部電源が他の回線に

対して独立性を有していない場

合 

Ｃ１．当直長は，動作可能な外部電源について，

電圧※５が確立していることを確認する。 

 

及び 

Ｃ２．当直長は，動作可能な外部電源の少なくと

も１回線以上を他の回線に対し独立性を有

している状態に復旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

２０日間 

 

 

Ｄ．動作可能な外部電源が１回線で

ある場合 

Ｄ１．当直長は，動作可能な外部電源について，

電圧※５が確立していることを確認する。 

 

及び 

Ｄ２．当直長は，動作不能となっている外部電源

の少なくとも１回線を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

１０日間 

Ｅ．動作可能である外部電源が１回

線のみの場合 

及び 

第５９条及び第６０条で要求

される非常用ディーゼル発電

機の台数を満足していない場

合 

Ｅ１．当直長は，動作不能となっている外部電源

の少なくとも１回線を動作可能な状態に復

旧する。 

又は 

Ｅ２．当直長は，当該非常用ディーゼル発電機を

動作可能な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

 

１２時間 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ｆ．すべての外部電源が動作不能で

ある場合 

Ｆ１．当直長は，動作不能となっている外部電源の

少なくとも１回線を動作可能な状態に復旧

する。 

２４時間 

Ｇ．原子炉の状態が運転，起動及び

高温停止において，条件Ａ，Ｂ，

Ｃ，Ｄ，Ｅ又はＦの措置を完了

時間内に達成できない場合 

Ｇ１．当直長は，高温停止とする。 

及び 

Ｇ２．当直長は，冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｈ．原子炉の状態が冷温停止及び

燃料交換において，条件Ａ，

Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ又はＦの措置

を完了時間内に達成できない

場合 

Ｈ１．当直長は，炉心変更を中止する。 

及び 

Ｈ２．当直長は，原子炉建屋原子炉棟内で照射され

た燃料に係る作業を中止する。 

及び 

Ｈ３．当直長は，有効燃料頂部以下の高さで原子炉

圧力容器に接続している配管について原子

炉冷却材圧力バウンダリを構成する隔離弁

の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※５：１５４ｋＶ送電線（荒浜線）の予備変圧器の電圧については１次側及び２次側電圧値を確認す

る。（予備変圧器が通常負荷へ電源供給していない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用ディーゼル発電機その１） 

第６０条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用ディーゼル発電機は表６０－１

で定める事項を運転上の制限とする。 

２．非常用ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ディーゼル発電機が模擬信号で作動することを確認

し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表６０－２に定める事項を確

認する。 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表６０－３の措置を講じる。 

 

表６０－１ 

項 目 運転上の制限 

非常用ディーゼル発電機 ３台※１の非常用ディーゼル発電機が動作可能であること 

 

 

※１：３台とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系（６号炉及び７号炉においてはＣ系）をいう。 

 

表６０－２ 

１．１号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き

続き非常用交流高圧電源母線に並列して定格出力で運転可能であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２，７６８ｍｍ以上であること及び

高圧炉心スプレイ系デイタンクレベルが１，９３６ｍｍ以上であること

を確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後

２日間を除く。 

１ヶ月に１回 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き

続き非常用交流高圧電源母線に並列して定格出力で運転可能であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２，７６８ｍｍ以上であること及び

高圧炉心スプレイ系デイタンクレベルが１，９３０ｍｍ以上であること

を確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後

２日間を除く。 

１ヶ月に１回 

 

 

（非常用ディーゼル発電機その１） 

第５９条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用ディーゼル発電機※１は表５９－

１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．非常用ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ディーゼル発電機が模擬信号で作動することを確認

し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表５９－２に定める事項を確

認する。 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表５９－３の措置を講じる。 

 

表５９－１ 

項 目 運転上の制限 

非常用ディーゼル発電機 ３台※２の非常用ディーゼル発電機が動作可能であること 

※１：７号炉の非常用ディーゼル発電機及びデイタンクは，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を

兼ねる。 

※２：３台とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系（６号炉及び７号炉においてはＣ系）をいう。 

 

表５９－２ 

１．１号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き

続き非常用交流高圧電源母線に並列して定格出力で運転可能であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２，７６８ｍｍ以上であること及び

高圧炉心スプレイ系デイタンクレベルが１，９３６ｍｍ以上であること

を確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後

２日間を除く。 

１ヶ月に１回 

 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き

続き非常用交流高圧電源母線に並列して定格出力で運転可能であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２，７６８ｍｍ以上であること及び

高圧炉心スプレイ系デイタンクレベルが１，９３０ｍｍ以上であること

を確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後

２日間を除く。 

１ヶ月に１回 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６０－３ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機 

１台が動作不能の場合 

Ａ１．非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復

旧する。 

及び 

Ａ２．残り２台の非常用ディーゼル発電機について動

作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能であるこ

とを確認する。※２ 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

Ｂ．条件ＡのＡ１で要求され

る措置（非常用ディーゼ

ル発電機の復旧措置）を

完了時間内に達成できな

い場合 

Ｂ１．動作可能な非常用ディーゼル発電機を運転状態

とする。 

及び 

Ｂ２．非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

３０日間 

 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１ 

台が動作不能の場合（高圧 

炉心スプレイ系非常用ディ 

ーゼル発電機を除く。） 

及び 

外部電源が１系列しか動

作可能でない場合（高圧炉

心スプレイ系母線を除く。） 

Ｃ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態 

に復旧する。 

又は 

Ｃ２．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

１２時間 

Ｄ．高圧炉心スプレイ系非常用 

ディーゼル発電機が動作不

能の場合 

及び 

高圧炉心スプレイ系母線に

対し動作可能である外部電

源が１系列のみ又は１系列

もない場合 

Ｄ１．１．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な 

状態に復旧する。 

又は 

Ｄ１．２．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｄ２．自動減圧系（原子炉圧力が０．８４MPa[gage]以上

の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－２に定め

る値であることを確認する。 

及び 

Ｄ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能であること

を確認する。※２ 

１０日間 

 

 

１０日間 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｅ．条件Ａ（Ａ１の措置を除

く。），Ｂ，Ｃ又はＤで要

求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

又は 

非常用ディーゼル発電機２

台以上が動作不能の場合 

Ｅ１．高温停止とする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

表５９－３ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機１

台が動作不能の場合 

Ａ１．非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復旧 

する。 

及び 

Ａ２．残り２台の非常用ディーゼル発電機について動作 

可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能であること 

を確認する。※３ 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

Ｂ．条件ＡのＡ１で要求される

措置（非常用ディーゼル発

電機の復旧措置）を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．動作可能な非常用ディーゼル発電機を運転状態と 

する。 

及び 

Ｂ２．非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復旧 

する。 

速やかに 

 

 

３０日間 

 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１

台が動作不能の場合（高圧

炉心スプレイ系非常用ディ

ーゼル発電機を除く。） 

及び 

外部電源が１系列しか動

作可能でない場合（高圧炉

心スプレイ系母線を除く。） 

Ｃ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に 

復旧する。 

又は 

Ｃ２．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

１２時間 

Ｄ．高圧炉心スプレイ系非常用

ディーゼル発電機が動作

不能の場合 

及び 

高圧炉心スプレイ系母線

に対し動作可能である外

部電源が１系列のみ又は

１系列もない場合 

Ｄ１．１．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な 

状態に復旧する。 

又は 

Ｄ１．２．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｄ２．自動減圧系（原子炉圧力が０．８４MPa[gage]以上の

場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－２に定める値

であることを確認する。 

及び 

Ｄ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能であることを

確認する。※３ 

１０日間 

 

 

１０日間 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｅ．条件Ａ（Ａ１の措置を除

く。），Ｂ，Ｃ又はＤで要求

される措置を完了時間内に

達成できない場合 

又は 

非常用ディーゼル発電機２台

以上が動作不能の場合 

Ｅ１．高温停止とする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

２．６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機 

１台が動作不能の場合 

Ａ１．非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復旧 

する。 

及び 

Ａ２．残り２台の非常用ディーゼル発電機について動作 

可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能であること 

を確認する。※２ 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

Ｂ．条件ＡのＡ１で要求され

る措置（非常用ディーゼル

発電機の復旧措置）を完了

時間内に達成できない場

合 

Ｂ１．動作可能な非常用ディーゼル発電機を運転状態と 

する。 

及び 

Ｂ２．非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復旧 

する。 

速やかに 

 

 

３０日間 

 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１台

が動作不能の場合 

及び 

外部電源が１系列しか動

作可能でない場合 

Ｃ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に 

復旧する。 

又は 

Ｃ２．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

１２時間 

Ｄ．条件Ａ（Ａ１の措置を除

く。），Ｂ又はＣで要求され

る措置を完了時間内に達

成できない場合 

又は 

非常用ディーゼル発電機２

台以上が動作不能の場合 

Ｄ１．高温停止とする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

※２：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機１台

が動作不能の場合 

Ａ１．非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に

復旧する。 

及び 

Ａ２．残り２台の非常用ディーゼル発電機について

動作可能であることを確認する。 

及び 

Ａ３．原子炉隔離時冷却系について動作可能である

ことを確認する。※３ 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

Ｂ．条件ＡのＡ１で要求される措

置（非常用ディーゼル発電機

の復旧措置）を完了時間内に

達成できない場合 

Ｂ１．動作可能な非常用ディーゼル発電機を運転状

態とする。 

及び 

Ｂ２．非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

３０日間 

 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１台

が動作不能の場合 

及び 

外部電源が１系列しか動作

可能でない場合 

Ｃ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

Ｃ２．外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

１２時間 

 

 

１２時間 

Ｄ．条件Ａ（Ａ１の措置を除く。），

Ｂ又はＣで要求される措置

を完了時間内に達成できな

い場合 

又は 

非常用ディーゼル発電機２

台以上が動作不能の場合 

Ｄ１．高温停止とする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

※３：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用ディーゼル発電機その２） 

第６１条 原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，非常用ディーゼル発電機※１は表６１－１

で定める事項を運転上の制限とする。 

２．非常用ディーゼル発電機が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６６条で要求される非常用交

流高圧電源母線に接続する非常用ディーゼル発電機について，表６１－２に定める事項を確認す

る。 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表６１－３の措置を講じる。 

 

※１：非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系（６号炉及び７号炉におい

てはＣ系）の非常用ディーゼル発電機をいう。 

 

 

 

表６１－１ 

項 目 運転上の制限 

交流電源 
第６６条で要求される非常用交流高圧電源母線に接続する非常用ディ

ーゼル発電機を含め２台の非常用発電設備※２が動作可能であること 

※２：非常用発電設備とは，非常用ディーゼル発電機及び必要な電力供給が可能な非常用発電機をい

う。なお，非常用発電機は，複数の号炉で共用することができる。 

 

表６１－２ 

１． １号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き続き非

常用交流高圧電源母線に並列できることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２，７６８ｍｍ以上であること及び高圧

炉心スプレイ系デイタンクレベルが１，９３６ｍｍ以上であることを確認す

る。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

１ヶ月に１回 

 

２． ２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き続き非

常用交流高圧電源母線に並列できることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２，７６８ｍｍ以上であること及び高圧

炉心スプレイ系デイタンクレベルが１，９３０ｍｍ以上であることを確認す

る。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

１ヶ月に１回 

 

 

 

（非常用ディーゼル発電機その２） 

第６０条 原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，非常用ディーゼル発電機※１※２は表６０－

１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．非常用ディーゼル発電機が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６５条で要求される非常用交

流高圧電源母線に接続する非常用ディーゼル発電機について，表６０－２に定める事項を確認す

る。 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表６０－３の措置を講じる。 

 

※１：非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系（６号炉及び７号炉におい

てはＣ系）の非常用ディーゼル発電機をいう。 

※２：７号炉の非常用ディーゼル発電機及びデイタンクは，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を

兼ねる。 

 

表６０－１ 

項 目 運転上の制限 

交流電源 
第６５条で要求される非常用交流高圧電源母線に接続する非常用ディー

ゼル発電機を含め２台の非常用発電設備※３が動作可能であること 

※３：非常用発電設備とは，非常用ディーゼル発電機及び必要な電力供給が可能な非常用発電機をい

う。なお，非常用発電機は，複数の号炉で共用することができる。 

 

表６０－２ 

１． １号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き続き非

常用交流高圧電源母線に並列できることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２，７６８ｍｍ以上であること及び高圧

炉心スプレイ系デイタンクレベルが１，９３６ｍｍ以上であることを確認す

る。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

１ヶ月に１回 

 

２． ２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き続き非

常用交流高圧電源母線に並列できることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２，７６８ｍｍ以上であること及び高圧

炉心スプレイ系デイタンクレベルが１，９３０ｍｍ以上であることを確認す

る。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

１ヶ月に１回 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

３． ６号炉及び７号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き続き非

常用交流高圧電源母線に並列できることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系，Ｂ系及びＣ系のデイタンクレベルが２，２７３ｍｍ以上であることを

確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を

除く。 

１ヶ月に１回 

 

表６１－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足して

いないと判断した場合 

Ａ１．運転上の制限を満足させる措置を開始する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る

作業を中止する。 

及び 

Ａ４．有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続して

いる配管について原子炉冷却材圧力バウンダリを構

成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． ６号炉及び７号炉 

項 目 頻 度 

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 

６，９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き続き非

常用交流高圧電源母線に並列できることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．Ａ系，Ｂ系及びＣ系のデイタンクレベルが２，２７３ｍｍ以上であることを

確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間

を除く。 

１ヶ月に１回 

 

表６０－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

Ａ１．運転上の制限を満足させる措置を開始する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業

を中止する。 

及び 

Ａ４．有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続し

ている配管について原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第６２条 ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気は，表６２－１で定める事項を運転上の制限と

する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，第６０条及び第６１条で動作可能

であることを要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを表６２－２

で１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油又は起動用空気が第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，表６２－３の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第６１条 
〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

ディーゼル燃料油※１，潤滑油及び起動用空気は，表６１－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，第５９条及び第６０条で動作可能

であることを要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを表６１－２

で１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油又は起動用空気が第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，表６１－３の措置を講じる。 

 

〔７号炉〕 

ディーゼル燃料油※１，潤滑油，起動用空気及び燃料移送ポンプ※２は，表６１－１で定める事項を

運転上の制限とする。 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気及び燃料移送ポンプが前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，第５９条及び第６０条で動作可能

であることを要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを表６１－２

で１ヶ月に１回確認する。 

（２）当直長は，第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル発電

機のデイタンクにディーゼル燃料油を補給するための燃料移送ポンプが起動することを１ヶ月に

１回確認する。 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気又は燃料移送ポンプが第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表６１－３の措置を講じる。 

 

※１：６号炉及び７号炉の軽油タンクは重大事故等対処設備を兼ねる。軽油タンクレベルが必要量確

保されていない場合は，第６６条（表６６－１２－７）の運転上の制限も確認する。 

※２：７号炉の燃料移送ポンプは重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６２－１ 

 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油，潤滑油 

及び起動用空気 

第６０条及び第６１条で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル

発電機に対し必要量確保されていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油，潤滑油及び

起動用空気 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求される非常用ディー

ゼル発電機に対し必要量確保されていること。ただし，非常用ディーゼル

発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く 

 

２．７号炉 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油，潤滑油及

び起動用空気 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求される非常用

ディーゼル発電機に対し必要量確保されていること。ただし，非

常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

燃料移送ポンプ 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求される非常用

ディーゼル発電機のデイタンクにディーゼル燃料油を補給するた

めの燃料移送ポンプが動作可能であること※１ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６２－２ 

項 目 判 定 値 

１号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５４８ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５４５ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

２号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５６２ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５５７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．４６MPa[gage]以上 

３号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８０ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７９ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．４６MPa[gage]以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－２ 

項 目 判 定 値 

１号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５４８ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５４５ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

２号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５６２ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５５７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．４６MPa[gage]以上 

３号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８０ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７９ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．４６MPa[gage]以上 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

項 目 判 定 値 

４号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５７１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５６８ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．４６MPa[gage]以上 

５号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．４６MPa[gage]以上 

６号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０２３ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，００６ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※４ ２．４６MPa[gage]以上 

７号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０３１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，０３０ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※４ ２．４６MPa[gage]以上 

※１：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタンクを有する。 

※２：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気貯槽を有する。 

※３：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタンクを有する。 

※４：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気貯槽を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 判 定 値 

４号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５７１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５６８ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．４６MPa[gage]以上 

５号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．４６MPa[gage]以上 

６号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０２３ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，００６ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※４ ２．４６MPa[gage]以上 

７号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０３１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，０３０ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※４ ２．４６MPa[gage]以上 

※１：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタンクを有する。 

※２：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気貯槽を有する。 

※３：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタンクを有する。 

※４：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気貯槽を有する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６２－３ 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機１台以上の軽

油タンクレベルが表６２－２を満足し

ない場合 

Ａ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｂ．非常用ディーゼル発電機１台以上の潤

滑油サンプタンクレベル又は潤滑油補

給タンク油面が表６２－２を満足しな

い場合 

Ｂ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１台以上の起

動用空気貯槽圧力が表６２－２を満足

しない場合 

Ｃ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｄ．条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

Ｄ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。ただし，軽油タンク１基から非常

用ディーゼル発電機２台に供給している場

合は，原子炉停止時冷却系に電源を供給する

非常用ディーゼル発電機を動作不能とみな

す。 

速やかに 

Ｅ．条件Ｂ又はＣで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

Ｅ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－３ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

軽油タンクレベルが表６１－２を満

足しない場合 

Ａ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｂ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

潤滑油サンプタンクレベル又は潤滑

油補給タンク油面が表６１－２を満

足しない場合 

Ｂ１．制限値以内に復旧する。 

 

２日間 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

起動用空気貯槽圧力が表６１－２を

満足しない場合 

Ｃ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｄ．条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

Ｄ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。ただし，軽油タンク１基から

非常用ディーゼル発電機２台に供給し

ている場合は，原子炉停止時冷却系に電

源を供給する非常用ディーゼル発電機

を動作不能とみなす。 

速やかに 

Ｅ．条件Ｂ又はＣで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

Ｅ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

２．７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

軽油タンクレベルが表６１－２を満

足しない場合 

Ａ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｂ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

燃料移送ポンプが動作不能の場合 

Ｂ１．動作可能な状態に復旧する。 ２日間 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

潤滑油補給タンク油面が表６１－２

を満足しない場合 

Ｃ１．制限値以内に復旧する。 

 

２日間 

Ｄ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

起動用空気貯槽圧力が表６１－２を

満足しない場合 

Ｄ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｅ．条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

Ｅ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。ただし，軽油タンク１基から

非常用ディーゼル発電機２台に供給し

ている場合は，原子炉停止時冷却系に電

源を供給する非常用ディーゼル発電機

を動作不能とみなす。 

速やかに 

Ｆ．条件Ｂ，Ｃ又はＤで要求される措置

を完了時間内に達成できない場合 

Ｆ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（直流電源その１） 

第６３条 

〔１号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結

果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，３系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系については１２

６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－

２の措置を講じる。 

 

〔２号炉，３号炉及び４号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，３系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－２の措

置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，４系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系については１２６Ｖ以上

であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－２の措

置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（直流電源その１） 

第６２条 

〔１号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６２－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結

果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，３系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系については１２

６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６２－

３の措置を講じる。 

 

〔２号炉，３号炉及び４号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６２－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，３系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６２－３の措

置を講じる。 

 

〔６号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６２－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，４系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系については１２６Ｖ以上

であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６２－３の措

置を講じる。 

 

〔７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源※２は表６２－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となって動作不能となる。 

 

 

 

 

 

表６３－１ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ３系列※２が動作可能であること 

※２：３系列とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

 

２． ６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※２が動作可能であること 

※２：４系列とは，Ａ系，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，４系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧が表６２－２に定める値であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６２－３の措

置を講じる。 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となって動作不能となる。 

※２：７号炉の直流電源Ａ系（Ａ及びＡ－２）及びＢ系は，重大事故等対処設備を兼ねる。直流電源

Ａ系（Ａ及びＡ－２）が動作不能時は，第６６条（表６６－１２－４）の運転上の制限も確認

する。また，７号炉の直流電源Ｃ系及びＤ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ね

る。 

 

表６２－１ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ３系列※３が動作可能であること 

※３：３系列とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

 

２． ６号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※４が動作可能であること 

※４：４系列とは，Ａ系，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう。 

 

３． ７号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※５が動作可能であること 

※５：４系列とは，Ａ系（Ａ及びＡ－２），Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう。 

 

表６２－２ 

１． ７号炉 

系列 蓄電池 浮動充電時の蓄電池電圧 

Ａ系 
Ａ １２８Ｖ以上 

Ａ－２ １２６Ｖ以上 

Ｂ系 Ｂ １２６Ｖ以上 

Ｃ系 Ｃ １２６Ｖ以上 

Ｄ系 Ｄ １２６Ｖ以上 
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記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

原子力規制委員
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６３－２ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源１系列の蓄電池又

は充電器が動作不能の場

合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であるこ

とを確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系列の蓄電池及

び充電器が動作不能の場合 

Ｂ１．直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成

できない場合 

Ｃ１．高温停止とする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

２． ６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源Ｄ系の蓄電池又は充 

電器が動作不能の場合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であること

を確認する。 

３０日間 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池又は充電器が

動作不能の場合 

又は 

直流電源１系列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池又は充電器及

び直流電源Ｄ系の蓄電池又

は充電器が動作不能の場合 

Ｂ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｂ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であること

を確認する。 

１０日間 

 

速やかに 

Ｃ．直流電源１系列の蓄電池及び

充電器が動作不能の場合 

Ｃ１．直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ又はＣで要求され

る措置を完了時間内に達成

できない場合 

Ｄ１．高温停止とする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６２－３ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源１系列の蓄電池又は

充電器が動作不能の場合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であるこ

とを確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系列の蓄電池及び

充電器が動作不能の場合 

Ｂ１．直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される措

置を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｃ１．高温停止とする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

２． ６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源Ｄ系の蓄電池又は充 

電器が動作不能の場合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であること

を確認する。 

３０日間 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池又は充電器が

動作不能の場合 

又は 

直流電源１系列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池又は充電器及

び直流電源Ｄ系の蓄電池又

は充電器が動作不能の場合 

Ｂ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｂ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であること

を確認する。 

１０日間 

 

速やかに 

Ｃ．直流電源１系列の蓄電池及び

充電器が動作不能の場合 

Ｃ１．直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ又はＣで要求され

る措置を完了時間内に達成

できない場合 

Ｄ１．高温停止とする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（直流電源その２） 

第６４条 

〔１号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源は表６４－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６６条で要求される直流電源母線に

接続する蓄電池及び充電器※１について，浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系

及び高圧炉心スプレイ系については１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６４－

２の措置を講じる。 

 

〔２号炉，３号炉及び４号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源は表６４－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６６条で要求される直流電源母線に

接続する蓄電池及び充電器※1について，浮動充電時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であることを１週間に

１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６４－２の措

置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源は表６４－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６６条で要求される直流電源母線に

接続する蓄電池及び充電器※１について，浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系，

Ｃ系及びＤ系については１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６４－２の措

置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（直流電源その２） 

第６３条 

〔１号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６５条で要求される直流電源母線に

接続する蓄電池及び充電器※１について，浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系

及び高圧炉心スプレイ系については１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－

３の措置を講じる。 

 

〔２号炉，３号炉及び４号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６５条で要求される直流電源母線に

接続する蓄電池及び充電器※1について，浮動充電時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であることを１週間に

１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－３の措

置を講じる。 

 

〔６号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６５条で要求される直流電源母線に

接続する蓄電池及び充電器※１について，浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系，

Ｃ系及びＤ系については１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－３の措

置を講じる。 

 

〔７号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源※２は表６３－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第６５条で要求される直流電源母線に

接続する蓄電池及び充電器※１について，浮動充電時の蓄電池電圧が表６３－２に定める値であることを

１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－３の措

置を講じる。 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となって動作不能となる。 

 

 

 

 

 

表６４－１ 

項 目 運転上の制限 

直流電源 第６６条で要求される直流電源が動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６４－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．要求される直流電源の蓄電

池又は充電器が動作不能の

場合 

Ａ１．要求される蓄電池又は充電器を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る

作業を中止する。 

及び 

Ａ４．有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続し

ている配管について，原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となって動作不能となる。 

※２：７号炉の直流電源Ａ系（Ａ及びＡ－２）及びＢ系は，重大事故等対処設備を兼ねる。直流電源

Ａ系（Ａ及びＡ－２）が動作不能時は，第６６条（表６６－１２－４）の運転上の制限も確認

する。また，７号炉の直流電源Ｃ系及びＤ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ね

る。 

 

表６３－１ 

項 目 運転上の制限 

直流電源 第６５条で要求される直流電源が動作可能であること 

 

表６３－２ 

１． ７号炉 

系列 蓄電池 浮動充電時の蓄電池電圧 

Ａ系 
Ａ １２８Ｖ以上 

Ａ－２ １２６Ｖ以上 

Ｂ系 Ｂ １２６Ｖ以上 

Ｃ系 Ｃ １２６Ｖ以上 

Ｄ系 Ｄ １２６Ｖ以上 

 

表６３－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．要求される直流電源の

蓄電池又は充電器が

動作不能の場合 

Ａ１．要求される蓄電池又は充電器を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作

業を中止する。 

及び 

Ａ４．有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続

している配管について，原子炉冷却材圧力バウン

ダリを構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（所内電源系統その１） 

第６５条 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，所内電源系統は表６５－１で定める事項を運

転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，電源母線が受電されているこ

とを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６

５－２の措置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，所内電源系統は表６５－１で定める事項を運

転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，電源母線が受電されているこ

とを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６

５－２の措置を講じる。 

 

表６５－１ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 
運転上の制限 

（受電されている系統数） 

所内電源系統 

(１)非常用交流高圧電源母線 ３系統※１ 

(２)直流電源母線 ３系統※１ 

(３)バイタル交流電源母線 ２系統※２ 

※１：３系統とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

※２：２系統とは，Ａ系及びＢ系をいう。  

 

２． ６号炉及び７号炉 

項 目 
運転上の制限 

（受電されている系統数） 

所内電源系統 

(１)非常用交流高圧電源母線 ３系統※１ 

(２)直流電源母線 ４系統※２ 

(３)バイタル交流電源母線 ４系統※２ 

 

※１：３系統とは，Ａ系，Ｂ系及びＣ系をいう。 

 

 

※２：４系統とは，Ａ系，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう。以下，第６６条において同じ。 

 

 

 

（所内電源系統その１） 

第６４条 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，所内電源系統は表６４－１で定める事項を運

転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，電源母線が受電されているこ

とを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６

４－２の措置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，所内電源系統は表６４－１で定める事項を運

転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，電源母線が受電されているこ

とを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６

４－２の措置を講じる。 

 

表６４－１ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 
運転上の制限 

（受電されている系統数） 

所内電源系統 

(１)非常用交流高圧電源母線 ３系統※１ 

(２)直流電源母線 ３系統※１ 

(３)バイタル交流電源母線 ２系統※２ 

※１：３系統とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

※２：２系統とは，Ａ系及びＢ系をいう。 

 

２． ６号炉及び７号炉 

項 目 
運転上の制限 

（受電されている系統数） 

所内電源系統 

(１)非常用交流高圧電源母線※１ ３系統※３ 

(２)直流電源母線※２ ４系統※４ 

(３)バイタル交流電源母線 ４系統※４ 

※１：７号炉の非常用交流高圧電源母線Ａ系及びＢ系は，重大事故等対処設備を兼ねる。 

※２：７号炉の直流電源母線Ａ系及びＢ系は，重大事故等対処設備を兼ねる。また，７号炉の直流電

源母線Ｃ系及びＤ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

※３：３系統とは，Ａ系，Ｂ系及びＣ系をいう。 

※４：４系統とは，Ａ系，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう。以下，第６５条において同じ。 
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記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６５－２ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用交流高圧電源母線１系統が

電源喪失の場合（高圧炉心スプレ

イ系母線を除く。） 

Ａ１．非常用交流高圧電源母線を受電可能な状態

に復旧する。 

８時間 

 

Ｂ．バイタル交流電源母線１系統が電

源喪失の場合 

Ｂ１．バイタル交流電源母線を受電可能な状態に

復旧する。 

２時間 

 

Ｃ．直流電源母線１系統が電源喪失の

場合（高圧炉心スプレイ系母線を

除く。） 

Ｃ１．直流電源母線を受電可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

 

Ｄ．高圧炉心スプレイ系の非常用交流

高圧電源母線又は高圧炉心スプ

レイ系の直流電源母線が電源喪

失の場合 

Ｄ１．高圧炉心スプレイ系を動作不能とみなす。 速やかに 

Ｅ．条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤで要求され

る措置を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｅ１．高温停止とする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｆ．非常用交流高圧電源母線 

２系統以上 

又は 

バイタル交流電源母線２系統以上 

又は 

直流電源母線２系統以上 

が電源喪失の場合 

Ｆ１．高温停止とする。 

及び 

Ｆ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６４－２ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用交流高圧電源母線１系統が

電源喪失の場合（高圧炉心スプレ

イ系母線を除く。） 

Ａ１．非常用交流高圧電源母線を受電可能な状

態に復旧する。 

８時間 

 

Ｂ．バイタル交流電源母線１系統が電

源喪失の場合 

Ｂ１．バイタル交流電源母線を受電可能な状態

に復旧する。 

２時間 

 

Ｃ．直流電源母線１系統が電源喪失の

場合（高圧炉心スプレイ系母線を

除く。） 

Ｃ１．直流電源母線を受電可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

 

Ｄ．高圧炉心スプレイ系の非常用交流

高圧電源母線又は高圧炉心スプレ

イ系の直流電源母線が電源喪失の

場合 

Ｄ１．高圧炉心スプレイ系を動作不能とみなす。 速やかに 

Ｅ．条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤで要求され

る措置を完了時間内に達成できな

い場合 

Ｅ１．高温停止とする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｆ．非常用交流高圧電源母線 

２系統以上 

又は 

バイタル交流電源母線２系統以上 

又は 

直流電源母線２系統以上が 

電源喪失の場合 

Ｆ１．高温停止とする。 

及び 

Ｆ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

２． ６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用交流高圧電源母線１系統が

電源喪失の場合 

Ａ１．非常用交流高圧電源母線を受電可能な状

態に復旧する。 

８時間 

 

Ｂ．バイタル交流電源母線１系統が電

源喪失の場合 

Ｂ１．バイタル交流電源母線を受電可能な状態

に復旧する。 

３日間 

 

Ｃ．バイタル交流電源母線２系統が電

源喪失の場合 

Ｃ１．バイタル交流電源母線を受電可能な状態

に復旧する。 

２時間 

 

Ｄ．直流電源母線Ｄ系が電源喪失の場

合 

Ｄ１．直流電源母線を運転可能な状態に復旧す

る。 

３日間 

 

Ｅ．直流電源母線１系統（Ａ，Ｂ，Ｃ

系）が電源喪失の場合 

又は 

直流電源母線１系統（Ａ，Ｂ，Ｃ系）

及び直流電源母線Ｄ系が電源喪失

の場合 

Ｅ１．直流電源母線を運転可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

 

 

Ｆ．条件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ又はＥで要求

される措置を完了時間内に達成で

きない場合 

Ｆ１．高温停止とする。 

及び 

Ｆ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｇ．非常用交流高圧電源母線 

２系統以上 

又は 

バイタル交流電源母線３系統以上 

又は 

直流電源母線２系統（Ａ，Ｂ，Ｃ系）

以上が電源喪失の場合 

Ｇ１．高温停止とする。 

及び 

Ｇ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． ６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用交流高圧電源母線１系統が

電源喪失の場合 

Ａ１．非常用交流高圧電源母線を受電可能な状

態に復旧する。 

８時間 

 

Ｂ．バイタル交流電源母線１系統が電

源喪失の場合 

Ｂ１．バイタル交流電源母線を受電可能な状態

に復旧する。 

３日間 

 

Ｃ．バイタル交流電源母線２系統が電

源喪失の場合 

Ｃ１．バイタル交流電源母線を受電可能な状態

に復旧する。 

２時間 

 

Ｄ．直流電源母線Ｄ系が電源喪失の場

合 

Ｄ１．直流電源母線を運転可能な状態に復旧す

る。 

３日間 

 

Ｅ．直流電源母線１系統（Ａ，Ｂ，Ｃ

系）が電源喪失の場合 

又は 

直流電源母線１系統（Ａ，Ｂ，Ｃ

系）及び直流電源母線Ｄ系が電源

喪失の場合 

Ｅ１．直流電源母線を運転可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

 

 

Ｆ．条件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ又はＥで要求

される措置を完了時間内に達成で

きない場合 

Ｆ１．高温停止とする。 

及び 

Ｆ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｇ．非常用交流高圧電源母線 

２系統以上 

又は 

バイタル交流電源母線３系統以上 

又は 

直流電源母線２系統（Ａ，Ｂ，Ｃ

系）以上が電源喪失の場合 

Ｇ１．高温停止とする。 

及び 

Ｇ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（所内電源系統その２） 

第６６条 原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，所内電源系統は表６６－１で定める事項

を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第２７条，第３５条，第３６条

及び第４０条で要求される設備の維持に必要な非常用交流高圧電源母線，直流電源母線及びバイ

タル交流電源母線が受電されていることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６

６－２の措置を講じる。 

 

表６６－１ 

項 目 運転上の制限 

所内電源系統 

第２７条，第３５条，第３６条及び第４０条で要求される設備の維持に

必要な非常用交流高圧電源母線，直流電源母線及びバイタル交流電源母

線が受電されていること 

 

 

 

 

 

表６６－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．要求される非常用交流 

高圧電源母線 

又は 

バイタル交流電源母線 

又は 

直流電源母線の電源喪失

の場合 

Ａ１．要求される所内電源系統を動作可能な状態に復旧 

する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業

を中止する。 

及び 

Ａ４．要求される原子炉停止時冷却系を動作不能とみなす。 

及び 

Ａ５．有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続し

ている配管について，原子炉冷却材圧力バウンダリ

を構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

（所内電源系統その２） 

第６５条 原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，所内電源系統は表６５－１で定める事項

を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第２７条，第３５条，第３６条

及び第４０条で要求される設備の維持に必要な非常用交流高圧電源母線，直流電源母線及びバイ

タル交流電源母線が受電されていることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６

５－２の措置を講じる。 

 

表６５－１ 

項 目 運転上の制限 

所内電源系統 

第２７条，第３５条，第３６条及び第４０条で要求される設備の維持に

必要な非常用交流高圧電源母線※１，直流電源母線※２及びバイタル交流電

源母線が受電されていること 

※１：７号炉の非常用交流高圧電源母線Ａ系及びＢ系は，重大事故等対処設備を兼ねる。また，７号 

炉の非常用交流高圧電源母線Ｃ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

※２：７号炉の直流電源母線Ａ系及びＢ系は，重大事故等対処設備を兼ねる。また，７号炉の直流電 

源母線Ｃ系及びＤ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

 

表６５－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．要求される非常用交流 

高圧電源母線 

又は 

バイタル交流電源母線 

又は 

直流電源母線の電源喪

失の場合 

Ａ１．要求される所内電源系統を動作可能な状態に復旧する

措置を開始する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業を

中止する。 

及び 

Ａ４．要求される原子炉停止時冷却系を動作不能とみなす。 

及び 

Ａ５．有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続して

いる配管について，原子炉冷却材圧力バウンダリを構

成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（複数の制御棒引き抜きを伴う検査） 

第６９条 原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モードスイッチを起動

位置にして複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表６９－１で定める事項を運転上の制限と

する。この時，他の運転上の制限については，原子炉の状態が各々高温停止，冷温停止又は燃料交

換であるものとみなして適用するものとし，原子炉の状態が起動であるとはみなさない。 

２．複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に，前項で定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）燃料ＧＭは，制御棒操作を行うにあたり，あらかじめ制御棒操作手順を作成し，主任技術者

の確認を得て当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モードスイッ

チを起動位置にして，制御棒価値ミニマイザの動作確認を行う場合又は制御棒操作手順に従って

複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表６９－２に定める事項を確認する。 

３．当直長は，複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に第１項で定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合，表６９－３の措置を講じる。 

 

表６９－１ 

項 目 運転上の制限 

複数の制御棒引き抜きを伴う検査 あらかじめ定められた制御棒操作手順に従って実施すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（複数の制御棒引き抜きを伴う検査） 

第６９条 原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モードスイッチを起動

位置にして複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表６９－１で定める事項を運転上の制限と

する。この時，他の運転上の制限については，原子炉の状態が各々高温停止，冷温停止又は燃料交

換であるものとみなして適用するものとし，原子炉の状態が起動であるとはみなさない。 

２．複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に，前項で定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）燃料ＧＭは，制御棒操作を行うにあたり，あらかじめ制御棒操作手順を作成し，原子炉主任

技術者の確認を得て当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モードスイッ

チを起動位置にして，制御棒価値ミニマイザの動作確認を行う場合又は制御棒操作手順に従って

複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表６９－２に定める事項を確認する。 

３．当直長は，複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に第１項で定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合，表６９－３の措置を講じる。 

 

表６９－１ 

項 目 運転上の制限 

複数の制御棒引き抜きを伴う検査 あらかじめ定められた制御棒操作手順に従って実施すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

（運転上の制限の確認） 

第７２条 各ＧＭは，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確認する。 

 
なお，この確認は，確認する機能が必要となる事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどう

かを確認（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故時等の条件を模擬できな

い場合等においては，実条件性能確認に相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。）に

より行う。 
 

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該措置の実施

頻度に関して，その確認の間隔は，表７２に定める範囲内で延長することができる※２。ただし，確

認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，定められた頻度以上で実施する

ことを妨げるものではない。 

３．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなかった場合，運転上の制限を満

足していないと判断するが，この場合は判断した時点から第３節各条の第３項の要求される措置を

開始するのではなく，判断した時点から速やかに当該事項を実施し，運転上の制限を満足している

ことを確認することができる。この結果，運転上の制限を満足していないと判断した場合は，この

時点から第３節各条の第３項の要求される措置を開始する。 

 

 

４．各ＧＭは，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）以内

に最初の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただし，特別な定めがある場合を除く。

なお，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）より，適用になった期間が短い場合は，当該事項

を実施する必要はない。 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間は，当該運転上の制限を満足していない

と判断しなくてもよい。 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足していれば，

第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が満足していないと判

断しない。ただし，第７３条第２項で運転上の制限を満足していないと判断した場合を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：第７２条から第７５条を除く。以下，第７３条及び第７４条において同じ。 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

（運転上の制限の確認） 

第７２条 各ＧＭ（第３節各条の第２項で定める事項を行う当直長及びＧＭをいう。）は，運転上の制

限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確認する。 

なお，この確認は，確認する機能が必要となる事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどう

かを確認（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故時等の条件を模擬できな

い場合等においては，実条件性能確認に相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。）に

より行う。 
 
２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該措置の実施

頻度に関して，その確認の間隔は，表７２に定める範囲内で延長することができる※２※３。ただし，

確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，定められた頻度以上で実施す

ることを妨げるものではない※３。 

３．当直長及び燃料ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなかった場合又は各

ＧＭ（当直長及び燃料ＧＭを除く。）から第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなかっ

た旨の連絡を受けた場合は，運転上の制限を満足していないと判断するが，この場合は判断した時

点から第３節各条の第３項の要求される措置を開始するのではなく，判断した時点から速やかに当

該事項を実施し，運転上の制限を満足していることを確認することができる。この結果，運転上の

制限を満足していないと判断した場合は，この時点から第３節各条の第３項の要求される措置を開

始する。 

４．各ＧＭ（第３節各条の第２項で定める事項を行う当直長及びＧＭをいう。）は，運転上の制限が適

用される時点から，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）以内に最初の運転上の制限を確認す

るための事項を実施する。ただし，特別な定めがある場合を除く。なお，第３節各条の第２項で定

める頻度（期間）より，適用になった期間が短い場合は，当該事項を実施する必要はない。 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間は，当該運転上の制限を満足していない

と判断しなくてもよい。 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足していれば，

第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が満足していないと判

断しない。ただし，第７３条第２項で運転上の制限を満足していないと判断した場合を除く。 

７．各ＧＭ（第３節各条の第２項で定める事項を行う当直長及びＧＭをいう。）は，第２項で定める運

転上の制限を満足していることの確認を実施する場合において，確認事項が複数の条文で同一であ

る場合，各条文に対応して複数回実施する必要はなく，１回の確認により各条文の確認を実施した

とみなすことができる。 

８．当直長は，各ＧＭが第１７条の７又は第１７条の８にもとづく教育及び訓練の実施にあたり,重大

事故等対処設備を使用する場合は，教育及び訓練中に重大事故等が発生した場合に適切に対処でき

るよう必要な措置を講じている期間，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

 

※１：第７２条から第７５条を除く。以下，第７３条及び第７４条において同じ。 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

※３：第７４条第３項で定める保全作業時の措置の実施時期にも適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

表７２ 

 頻  度 
備 考 

保安規定で定める頻度 延長できる時間 

１時間に１回 １５分 分単位の間隔で確認する。 

１２時間に１回 ３時間 時間単位の間隔で確認する。 

２４時間に１回 ６時間 同上 

毎日１回  所定の直の時間帯で確認する。 

１週間に１回 ２日 日単位の間隔で確認する。 

１ヶ月に１回 ７日 
同上 

なお，１ヶ月は３１日とする。 

１０００ＭＷｄ／ｔに

１回 
２５０ＭＷｄ／ｔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７２ 

頻  度 
備 考 

保安規定で定める頻度 延長できる時間 

１時間に１回 １５分 分単位の間隔で確認する。 

１２時間に１回 ３時間 時間単位の間隔で確認する。 

２４時間に１回 ６時間 同上 

毎日１回  所定の直の時間帯で確認する。 

１週間に１回 ２日 日単位の間隔で確認する。 

１ヶ月に１回 ７日 
同上 

なお，１ヶ月は３１日とする。 

３ヶ月に１回 ２３日 
同上 

なお，３ヶ月は９２日とする。 

１年に１回 ９２日 
同上 

なお，１年は３６５日とする。 

２年に１回 １８２日 
同上 

なお，２年は７３０日とする。 

１０００ＭＷｄ／ｔに

１回 
２５０ＭＷｄ／ｔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

（運転上の制限を満足しない場合） 

第７３条 運転上の制限を満足しない場合とは，各ＧＭが第３節で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合をいう。なお，各ＧＭは，この判断を速やかに行う。 

２．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間においても，運転上の制限

に関係する事象が発見された場合は，運転上の制限を満足しているかどうかの判断を速やかに行う。 

 

３．各ＧＭは，ある運転上の制限を満足していないと判断した場合に，当該条文の要求される措置に

定めがある場合を除き，他の条文における運転上の制限を満足していないと判断しなくてもよい。 

 

４．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した場合，当該号炉を所管する運転管理部長に

報告し，当該号炉を所管する運転管理部長は所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

５．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点（完了時間の起点）から要求される措

置を開始する。なお，運転上の制限を満足していないと判断した場合の要求される措置の運用方法

については，表７３の例に準拠する。 

６．各ＧＭは，当該運転上の制限を満足していると判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部

長に報告し，当該号炉を所管する運転管理部長は原子炉主任技術者に報告する。 

７．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点の前の原子炉の状態への移行又は原子

炉熱出力の復帰にあたっては，原子炉主任技術者の確認を得る。 

８．各ＧＭは，次の各号を適用することができる。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断している期間中は，要求される措置に定めがある場合を

除き，当該条文の第２項で定められた事項を実施しなくてもよい。ただし，当該条文の第２項で定

める頻度で実施しなかった事項については，運転上の制限を満足していると判断した後，速やかに

実施する。 

（２）運転上の制限を満足していると判断した場合は，それ以後要求される措置を実施しなくてもよ

い。 

（３）要求される措置を実施した場合，その内容が第３節各条の第２項で定める事項と同じである場

合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

（４）当該運転上の制限を満足していると判断するにあたり，その内容が当該条文の第２項で定める

事項と同じである場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運転上の制限を満足しない場合） 

第７３条 運転上の制限を満足しない場合とは，当直長及び燃料ＧＭが第３節で定める運転上の制限

を満足していないと判断した場合をいう。なお，当直長及び燃料ＧＭは，この判断を速やかに行う。 

２．当直長及び燃料ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間においても，

運転上の制限に関係する事象が発見された場合は，運転上の制限を満足しているかどうかの判断を

速やかに行う。 

３．当直長及び燃料ＧＭは，ある運転上の制限を満足していないと判断した場合に，当該条文の要求

される措置に定めがある場合を除き，他の条文における運転上の制限を満足していないと判断しな

くてもよい。 

４．当直長及び燃料ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した場合，当該号炉を所管する運

転管理部長に報告し，当該号炉を所管する運転管理部長は所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

５．当直長及び燃料ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点（完了時間の起点）から

要求される措置を開始する。なお，運転上の制限を満足していないと判断した場合の要求される措

置の運用方法については，表７３の例に準拠する。 

６．当直長及び燃料ＧＭは，当該運転上の制限を満足していると判断した場合は，当該号炉を所管す

る運転管理部長に報告し，当該号炉を所管する運転管理部長は原子炉主任技術者に報告する。 

７．当直長及び燃料ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点の前の原子炉の状態への

移行又は原子炉熱出力の復帰にあたっては，原子炉主任技術者の確認を得る。 

８．当直長及び燃料ＧＭは，次の各号を適用することができる。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断している期間中は，要求される措置に定めがある場合を

除き，当該条文の第２項で定められた事項を実施しなくてもよい。ただし，当該条文の第２項で定

める頻度で実施しなかった事項については，運転上の制限を満足していると判断した後，速やかに

実施する。 

（２）運転上の制限を満足していると判断した場合は，それ以後要求される措置を実施しなくてもよ

い。 

（３）要求される措置を実施した場合，その内容が第３節各条の第２項で定める事項と同じである場

合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

（４）当該運転上の制限を満足していると判断するにあたり，その内容が第３節各条の第２項で定め

る事項と同じである場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

表７３ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．機能Ｘが確認できな

い場合 

Ａ１．機能Ｘの代替機能を

確認する。 

及び 

Ａ２．機能Ｘを確認する。 

１時間，その後８時間

に１回 

 

３日間 

Ｂ．機能Ｙが確認できな

い場合 

Ｂ１．機能Ｙを確認する。 

又は 

Ｂ２．原子炉熱出力を３

０％未満にする。 

８時間 

 

８時間 

Ｃ．機能Ｘが確認できな

い場合 

及び 

  機能Ｙが確認でき

ない場合 

Ｃ１．機能Ｘを確認する。 

又は 

Ｃ２．機能Ｙを確認する。 

１時間 

 

１時間 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ又はＣで  

要求される措置を完  

了時間内に達成でき

ない場合 

Ｄ１．高温停止にする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

（１） 運転上の制限を満足していないと判断した場合に，該当する条件がない場合は，要求される措置と

しては１３時間以内に原子炉の状態を起動にする，２５時間以内に高温停止にする，及び３７時間以内

に冷温停止にする。ただし，この要求される措置を実施中に運転上の制限が適用される状態でなくなっ

た場合又は運転上の制限を満足していると判断した場合は，この限りでない。 

（２） 要求される措置Ａ１．とＡ２．（又は要求される措置Ｂ１．とＢ２．）の完了時間の起点は，い

ずれも条件Ａ（又は条件Ｂ）であると判断した時点（運転上の制限を満足していないと判断した時

点と同じ。）である。また，要求される措置Ｃ１．とＣ２．並びにＤ１．とＤ２．の完了時間の起

点は，いずれも条件Ｃ又はＤに移行した時点である。 

（３） 条件Ｂ（機能Ｙが確認できない場合）であると判断した場合，要求される措置Ｂ１．又はＢ２．

を実施するが，いずれの措置も８時間以内に達成することは困難と判断した場合は，８時間を待た

ずに条件Ｄに移行することができる。このとき，要求される措置Ｄ１．とＤ２．の完了時間の起点

は条件Ｄに移行した時点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７３ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．機能Ｘが確認できない

場合 

Ａ１．機能Ｘの代替機能を

確認する。 

及び 

Ａ２．機能Ｘを確認する。 

１時間，その後８時間に

１回 

 

３日間 

Ｂ．機能Ｙが確認できない

場合 

Ｂ１．機能Ｙを確認する。 

又は 

Ｂ２．原子炉熱出力を 

３０％未満にする。 

８時間 

 

８時間 

Ｃ．機能Ｘが確認できない

場合 

及び 

機能Ｙが確認できない

場合 

Ｃ１．機能Ｘを確認する。 

又は 

Ｃ２．機能Ｙを確認する。 

１時間 

 

１時間 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ又はＣで要

求される措置を完了時

間内に達成できない場

合 

Ｄ１．高温停止にする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合に，該当する条件がない場合は，要求される措置とし

ては１３時間以内に原子炉の状態を起動にする，２５時間以内に高温停止にする，及び３７時間以内に冷

温停止にする。ただし，この要求される措置を実施中に運転上の制限が適用される状態でなくなった場合

又は運転上の制限を満足していると判断した場合は，この限りでない。 

（２）要求される措置Ａ１．とＡ２．（又は要求される措置Ｂ１．とＢ２．）の完了時間の起点は，い

ずれも条件Ａ（又は条件Ｂ）であると判断した時点（運転上の制限を満足していないと判断した時

点と同じ。）である。また，要求される措置Ｃ１．とＣ２．並びにＤ１．とＤ２．の完了時間の起点

は，いずれも条件Ｃ又はＤに移行した時点である。 

（３）条件Ｂ（機能Ｙが確認できない場合）であると判断した場合，要求される措置Ｂ１．又はＢ２．

を実施するが，いずれの措置も８時間以内に達成することは困難と判断した場合は，８時間を待た

ずに条件Ｄに移行することができる。このとき，要求される措置Ｄ１．とＤ２．の完了時間の起点

は条件Ｄに移行した時点である。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

（４） 要求される措置Ａ１．を１時間以内に達成できない場合又はその後の８時間毎の確認ができない場

合は，条件Ｄへ移行する。このとき，要求される措置Ｄ１．とＤ２．の実施と並行して要求される措置

Ａ１．とＡ２．を実施し，要求される措置Ａ１．が要求される措置Ａ２．の完了時間である３日間以内

に達成できた場合は，その時点で要求される措置Ｄ１．とＤ２．の実施要求はなく，また，原子炉熱出

力は条件Ｄへ移行する前の状態に戻すことができる。その後は，引き続き要求される措置Ａ２．を３日

間以内（起点は最初に条件Ａであると判断した時点）に達成させる。（参考図７３－１参照） 

（５）（４）において，要求される措置Ａ２．を３日間以内に達成できない場合は，その時点から条件

Ｄへ移行する。このときの要求される措置Ｄ１．とＤ２．の完了時間の起点は，改めて条件Ｄに移

行した時点であり，最初に条件Ｄへ移行した時点ではない。（参考図７３－１参照） 

（６） 条件Ａ（機能Ｘが確認できない場合）の要求される措置Ａ１．とＡ２．を実施中に条件Ｂ（機

能Ｙが確認できない場合）であると判断した場合，条件Ｃに移行し，要求される措置Ｃ２．（又は

要求される措置Ｃ１．）を１時間以内に達成すると，条件Ｃから条件Ａ（又は条件Ｂ）に移行する。

このとき再度，条件Ａ（又は条件Ｂ）の要求される措置Ａ１．とＡ２．（又は要求される措置Ｂ１．

とＢ２．）を実施することになるが，完了時間の起点は，最初に条件Ａ（又は条件Ｂ）であると判

断した時点である。（参考図７３－２参照） 

（７） 条件Ａ（機能Ｘが確認できない場合）の要求される措置Ａ１．とＡ２．を実施中に条件Ｂ（機

能Ｙが確認できない場合）であると判断した場合，条件Ｃに移行するが，要求される措置Ｃ２．（又

は要求される措置Ｃ１．）の完了時間より前に条件Ａの完了時間が来るときは，条件Ａの完了時間

が優先する。このとき，実質的な条件Ｃの完了時間は条件Ａの完了時間と同じであり，要求される

措置Ａ１．とＡ２．が条件Ａの完了時間内に達成できれば，自動的に条件Ｃの要求される措置は達

成され，条件Ｂの完了時間は条件Ｂであると判断した時点を起点とする完了時間となる。また，要

求される措置Ａ１．とＡ２．が条件Ａの完了時間内に達成できなければ，条件Ｃの要求される措置

を実施するしないにかかわらず条件Ｄへ移行する。（参考図７３－３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）要求される措置Ａ１．を１時間以内に達成できない場合又はその後の８時間毎の確認ができない場合

は，条件Ｄへ移行する。このとき，要求される措置Ｄ１．とＤ２．の実施と並行して要求される措置Ａ１．

とＡ２．を実施し，要求される措置Ａ１．が要求される措置Ａ２．の完了時間である３日間以内に達成で

きた場合は，その時点で要求される措置Ｄ１．とＤ２．の実施要求はなく，また，原子炉熱出力は条件Ｄ

へ移行する前の状態に戻すことができる。その後は，引き続き要求される措置Ａ２．を３日間以内（起点

は最初に条件Ａであると判断した時点）に達成させる。（参考図７３－１参照） 

（５）（４）において，要求される措置Ａ２．を３日間以内に達成できない場合は，その時点から条件

Ｄへ移行する。このときの要求される措置Ｄ１．とＤ２．の完了時間の起点は，改めて条件Ｄに移

行した時点であり，最初に条件Ｄへ移行した時点ではない。（参考図７３－１参照） 

（６）条件Ａ（機能Ｘが確認できない場合）の要求される措置Ａ１．とＡ２．を実施中に条件Ｂ（機

能Ｙが確認できない場合）であると判断した場合，条件Ｃに移行し，要求される措置Ｃ２．（又は要

求される措置Ｃ１．）を１時間以内に達成すると，条件Ｃから条件Ａ（又は条件Ｂ）に移行する。こ

のとき再度，条件Ａ（又は条件Ｂ）の要求される措置Ａ１．とＡ２．（又は要求される措置Ｂ１．と

Ｂ２．）を実施することになるが，完了時間の起点は，最初に条件Ａ（又は条件Ｂ）であると判断し

た時点である。（参考図７３－２参照） 

（７）条件Ａ（機能Ｘが確認できない場合）の要求される措置Ａ１．とＡ２．を実施中に条件Ｂ（機

能Ｙが確認できない場合）であると判断した場合，条件Ｃに移行するが，要求される措置Ｃ２．（又

は要求される措置Ｃ１．）の完了時間より前に条件Ａの完了時間が来るときは，条件Ａの完了時間が

優先する。このとき，実質的な条件Ｃの完了時間は条件Ａの完了時間と同じであり，要求される措

置Ａ１．とＡ２．が条件Ａの完了時間内に達成できれば，自動的に条件Ｃの要求される措置は達成

され，条件Ｂの完了時間は条件Ｂであると判断した時点を起点とする完了時間となる。また，要求

される措置Ａ１．とＡ２．が条件Ａの完了時間内に達成できなければ，条件Ｃの要求される措置を

実施するしないにかかわらず条件Ｄへ移行する。（参考図７３－３参照） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

参考図７３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図７３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要求される措置Ａ１． 

要求される措置Ａ２． 

要求される措置Ｄ１．とＤ２． 

要求される措置Ａ１．

を完了時間内に達成で

きなくて条件Ｄへ移行

する。 

要求される措置

Ａ１．を達成 

要求される措置Ｄ１．

とＤ２．を中止する。 

要求される措置Ａ２．

を完了時間内に達成で

きなくて条件Ｄへ移行

する。 

再度，要求される措置

Ｄ１．とＤ２．を実施

する場合の完了時間

の起点 

条件Ａ

と判断 

要求される措置Ａ２．が達成できた場合（機能Ｘが確認できた

場合）とは，運転上の制限を満足していることが確認できた場

合であり，全ての要求される措置を中止し，運転上の制限を満

足していないと判断した時点の前の原子炉の状態への移行又は

原子炉熱出力の復帰を行うことができる。 

要求される措置Ａ１． 

要求される措置Ａ２． 

要求される措置Ｄ１．とＤ２． 

要求される措置Ａ１．

を完了時間内に達成で

きなくて条件Ｄへ移行

する。 

要求される措置

Ａ１．を達成 

要求される措置Ｄ１．

とＤ２．を中止する。 

要求される措置Ａ２．

を完了時間内に達成で

きなくて条件Ｄへ移行

する。 

再度，要求される措置

Ｄ１．とＤ２．を実施

する場合の完了時間

の起点 

条件Ａ

と判断 

要求される措置Ａ２．が達成できた場合（機能Ｘが確認できた

場合）とは，運転上の制限を満足していることが確認できた場

合であり，全ての要求される措置を中止し，運転上の制限を満

足していないと判断した時点の前の原子炉の状態への移行又は

原子炉熱出力の復帰を行うことができる。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

参考図７３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図７３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件Ａ発生 

 

条件Ｂ発生 

 

条件Ｃの完了時間 
 

完了時間（３日間） 

完了時間（８時間） 

条件Ｃの完了時間内に機能Ｘ又は機能Ｙが確認できれば 
条件Ａ又は条件Ｂの本来の完了時間に戻る。 

１時間 

条件Ａ発生 

 

条件Ｂ発生 

 

条件Ｃの完了時間 
 

完了時間（３日間） 

完了時間（８時間） 

条件Ｃの完了時間内に機能Ｘ又は機能Ｙが確認できれば 
条件Ａ又は条件Ｂの本来の完了時間に戻る。 

１時間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

参考図７３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図７３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件Ａの完了時間

内に要求される措

置が達成できなけ

れば条件Ｄへ移行

する。 条件Ａ発生 
 

条件Ｂ発生 
 

条件Ｃの完了時間 

条件Ａの完了時

間（３日間） 

完了時間（８時間） 

条件Ａの完了時間内に機能Ｘが確認できれば， 
条件Ｂの本来の完了時間に戻る。 

条件Ｃの実質的

な完了時間 

１時間 

条件Ａの完了時間

内に要求される措

置が達成できなけ

れば条件Ｄへ移行

する。 条件Ａ発生 
 

条件Ｂ発生 
 

条件Ｃの完了時間 

条件Ａの完了時

間（３日間） 

完了時間（８時間） 

条件Ａの完了時間内に機能Ｘが確認できれば， 
条件Ｂの本来の完了時間に戻る。 

条件Ｃの実質的

な完了時間 

１時間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合） 

第７４条 各ＧＭは，予防保全を目的とした保全作業を実施するため，計画的に運転上の制限外に移

行する場合は，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置※１を，その有

効性に ついて確率論的リスク評価等を用いて検証した上で，要求される完了時間の範囲内で実施

する。 

２．各ＧＭは，予防保全を目的とした保全作業を実施するため，計画的に運転上の制限外に移行する

場合であって，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を要求される

完了時間の範囲を超えて保全作業を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，その有

効性について確率論的リスク評価等を用いて検証し，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

 

 

 

 

３．第１項及び第２項の実施については，第７３条第１項の運転上の制限を満足しない場合とはみな

さない。 

４．各ＧＭは，第１項又は第２項に基づく保全作業を行う場合，関係ＧＭと協議し実施する。 

５．第１項及び第２項の実施にあたっては，運転上の制限外へ移行した時点を保全作業に対する完了

時間の起点とする。 

６．各ＧＭは，第１項を実施する場合，運転上の制限外に移行する前に，要求される措置※２を順次実

施し，すべて終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行する。 

７．各ＧＭは，第１項又は第２項を実施する場合，第７３条第３項及び第８項に準拠する。 

 

 

８．第１項及び第２項において，要求される措置又は安全措置を実施できなかった場合，各ＧＭは当

該運転上の制限を満足していないと判断する。 

 

９．各ＧＭは，第２項を実施し，当該運転上の制限外から復帰していると判断した場合は，当該号炉

を所管する運転管理部長に報告し，当該号炉を所管する運転管理部長は原子炉主任技術者に報告す

る。 

 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実施している場合は，第１項においては

要求される措置，第２項においては必要な安全措置に代えることができる。 

 

 

※２：保全作業を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の制限が適用されない状態へ移行する措

置を除く。また，複数回の実施要求があるものについては，２回目以降の実施については除く。 

 

 

 

 

 

 

 

（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合） 

第７４条 各ＧＭは，予防保全を目的とした保全作業を実施するため，計画的に運転上の制限外に移

行する場合は，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置※１を，その有

効性に ついて確率論的リスク評価等を用いて検証した上で，要求される完了時間の範囲内で実施

する。 

２．各ＧＭは，予防保全を目的とした保全作業を実施するため，計画的に運転上の制限外に移行する

場合であって，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を要求される

完了時間の範囲を超えて保全作業を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，その有

効性について確率論的リスク評価等を用いて検証し，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

３．各ＧＭは，表７４で定める設備について，保全計画に基づき定期的に行う保全作業を実施するた

め，計画的に運転上の制限外に移行する場合は，同表に定める保全作業時の措置を実施する。なお，

要求される完了時間の範囲を超えて保全作業を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※２を定

め，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

４．第１項，第２項及び第３項の実施については，第７３条第１項の運転上の制限を満足しない場合

とはみなさない。 

５．各ＧＭは，第１項，第２項又は第３項に基づく保全作業を行う場合，関係ＧＭと協議し実施する。 

６．第１項，第２項及び第３項の実施にあたっては，運転上の制限外へ移行した時点を保全作業に対

する完了時間の起点とする。 

７．各ＧＭは，第１項を実施する場合，運転上の制限外に移行する前に，要求される措置※３を順次実

施し，すべて終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行する。 

８．各ＧＭは，第１項，第２項又は第３項を実施する場合，第７３条第３項及び第８項に準拠する。

なお，第３項に基づき運転上の制限外に移行する場合は，「要求される措置」を「保全作業時の措置」

に読み替えるものとする。 

９．第１項又は第３項において，要求される措置，保全作業時の措置を実施できなかった場合又は第

２項において安全措置を実施できなかった場合，各ＧＭは当該運転上の制限を満足していないと判

断する。 

１０．各ＧＭは，第２項に基づく保全作業及び第３項において，完了時間を超えて保全作業を実施し，

当該運転上の制限外から復帰していると判断した場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告

し，当該号炉を所管する運転管理部長は原子炉主任技術者に報告する。 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実施している場合は，第１項においては

要求される措置，第２項においては必要な安全措置に代えることができる。 

※２：表７４に基づく事項として同様の措置を実施している場合は，必要な安全措置に代えることが

できる。 

※３：保全作業を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の制限が適用されない状態へ移行する措

置を除く。また，複数回の実施要求があるものについては，２回目以降の実施については除く。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７４ 

関連条文 点検対象設備 
第７４条 

適用時期 
保全作業時の措置 実施頻度 

第５７条 

第６６条 

（66-14-1） 

・中央制御室非常用

換気空調系※４ 

第５７条の適

用される原子

炉の状態 

・中央制御室可搬型陽

圧化空調機による加

圧系が動作可能であ

ることを確認する。 

点検前※５ 

その後，１０日

に１回 

第５８条の３ ・外部電源 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・動作可能な外部電源

について，電圧が確

立していることを確

認する。 

点検前※５ 

その後，毎日１

回 

・所要の非常用ディー

ゼル発電機が動作可

能であることを確認
※６する。 

点検前※５ 

点検期間が完了

時間（３０日）

を超えて点検を

実 施 す る 場 合

は，その後，１

ヶ月に１回 

第６６条 

（66-9-2） 

・燃料プール冷却浄

化系を構成する弁 

使用済燃料プ

ールに照射さ

れた燃料を貯

蔵している期

間 

・使用済燃料プールの

温度上昇評価を実施

する。 

点検前※５ 

・燃料プール代替注水

系による使用済燃料

プールの注水が動作

可能であることを確

認する。 

点検前※５ 

その後，毎日１

回 

 

・残留熱除去系による

使用済燃料プールの

除熱が評価時間内に

実施可能であること

を管理的手段で確認

する。 

点検前※５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連条文 点検対象設備 
第７４条 

適用時期 
保全作業時の措置 実施頻度 

第６６条 

（66-9-3） 

・使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度（SA 広

域） 

・使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度（SA） 

・使用済燃料貯蔵プー

ル放射線モニタ（高

レンジ，低レンジ） 

・使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラ（使用

済貯蔵プール監視カ

メラ用空冷装置含

む） 

使用済燃料プ

ールに照射さ

れた燃料を貯

蔵している期

間 

・使用済燃料プールの

水位がオーバーフロ

ー水位付近にあるこ

と及び水温が６５℃

以下であることを確

認する。 

点検前※５ 

その後，毎日１

回 

・残りの要素が監視可

能であることを確認

する。 

点検前※５ 

その後，毎日１

回 

第６６条 

（66-12-3） 

・号炉間電力融通ケー

ブル（常設） 

・号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型） 

冷温停止 

燃料交換 

・所要の非常用ディー

ゼル発電機が動作可

能であることを確認
※６する。 

点検前※５ 

点検期間が完了

時間（３０日）

を超えて点検を

実 施 す る 場 合

は，その後，１

ヶ月に１回 

・常設代替交流電源設

備が動作可能である

ことを確認する。 

点検前※５ 

第６６条 

（66-12-4） 

・直流１２５Ｖ充電器

Ａ 

・直流１２５Ｖ蓄電池

Ａ 

冷温停止 

燃料交換 

・ＡＭ用蓄電池・充電

器及び蓄電池・充電

器Ａ－２が健全であ

ることを確認する。 

点検前※５ 

その後，１週間

に１回 

・直流１２５Ｖ充電器

Ａ－２ 

・直流１２５Ｖ蓄電池

Ａ－２ 

・ＡＭ用蓄電池・充電

器及び蓄電池・充電

器Ａが健全であるこ

とを確認する。 

・ＡＭ用直流１２５Ｖ

充電器 

・ＡＭ用直流１２５Ｖ

蓄電池 

・蓄電池Ａ，Ａ－２及

び充電器Ａ，Ａ－２

が健全であることを

確認する。 

 
 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

関連条文 点検対象設備 
第７４条 

適用時期 
保全作業時の措置 実施頻度 

第６６条 

（66-12-6） 

・ＡＭ用ＭＣＣ 

・ＡＭ用切替盤 

・ＡＭ用動力変圧器 

・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱接

続装置 

・緊急用電源切替箱断

路器 

冷温停止 

燃料交換 

・所要の非常用ディー

ゼル発電機が動作可

能であることを確認
※６する。 

点検前※５ 

点検期間が完了

時間（３日）を

超えて点検を実

施する場合は，

その後，１週間

１回 

第６６条 

（66-14-1） 

・中央制御室待避室陽

圧化装置（空気ボン

ベ） 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・6 号炉及び 7 号炉の

中央制御室換気空調

系 1 系列が動作可能

であることを確認す

る。 点検前※５ 

その後，１０日

に１回 ・カードル式空気ボン

ベユニットによる中

央制御室退避室の加

圧ができることを確

認する。 

第６６条 

（66-15-1） 

・モニタリングポスト

用発電機 

冷温停止 

燃料交換 
・代替品を確保する。 点検前 

第６６条 

（66-16-1） 

・5 号炉原子炉建屋緊

急時対策所（対策本

部）陽圧化装置（空

気ボンベ） 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・５号炉原子炉建屋緊

急時対策所（対策本

部）可搬型外気取入

送風機及び可搬型陽

圧化空調機による加

圧系が動作可能であ

ることを確認する。 

点検前※５ 

その後，１０日

に１回 

第６６条 

（66-16-2） 

・5 号炉原子炉建屋緊

急時対策所（待機場

所）陽圧化装置（空

気ボンベ） 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・５号炉原子炉建屋緊

急時対策所（待機場

所）可搬型陽圧化空

調機による加圧系が

動作可能であること

を確認する。 

点検前※５ 

その後，１０日

に１回 

 
 
 
 
 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

関連条文 点検対象設備 
第７４条 

適用時期 
保全作業時の措置 実施頻度 

第６６条 

（66-16-3） 

・交流分電盤 

・負荷変圧器 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・代替品を確保する。 点検前 

 

※４：６号炉及び７号炉の中央制御室非常用換気空調系の中央制御室バウンダリを構成する隔離弁及

びダクト（外気の取入，排気のライン）等をいう。 

※５：運転上の制限外に移行する前に順次実施し，その全てが終了した時点から２４時間以内に運転

上の制限外に移行する。なお，移行前に実施した措置については，移行時点で完了したものと

みなす。 

※６：「動作可能であることを確認」とは，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止の場合，非常用 

ディーゼル発電機３台を起動し，冷温停止及び燃料交換の場合は，非常用ディーゼル発電機２ 

台※７を起動し動作可能であることを確認する。 

※７：非常用ディーゼル発電機に非常用発電機１台を含めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（運転上の制限に関する記録） 

第７５条 当直長は，原子炉の状態を変更した場合は，引継日誌に変更した時刻及び原子炉の状態を

記録する。 

２．当直長は，自ら運転上の制限を満足していないと判断した場合又は燃料ＧＭから運転上の制限を

満足していないと判断した連絡を受けた場合，次の各号を引継日誌に記録する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合は，当該運転上の制限及び満足していないと判断し

た時刻 

（２）要求される措置を実施した場合は，当該措置の実施結果（保全作業を含む） 

（３）運転上の制限を満足していると判断した場合は，満足していると判断した時刻 

３．当直長は，自ら第７４条第１項又は第２項で定める保全作業を実施した場合又は各ＧＭから第７

４条第１項又は第２項で定める保全作業を実施した連絡を受けた場合，次の各号を引継日誌に記録す

る。 

（１）第７４条第１項又は第２項で定める保全作業を実施した場合は，適用除外とした運転上の制

限，その時刻及び保全作業の内容 

（２）要求される措置又は安全措置を実施した場合は，当該措置の実施結果 

（３）運転上の制限外から復帰した場合は，復帰した時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運転上の制限に関する記録） 

第７５条 当直長は，原子炉の状態を変更した場合は，引継日誌に変更した時刻及び原子炉の状態を

記録する。 

２．当直長は，自ら運転上の制限を満足していないと判断した場合又は燃料ＧＭから運転上の制限を

満足していないと判断した連絡を受けた場合，次の各号を引継日誌に記録する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合は，当該運転上の制限及び満足していないと判断し

た時刻 

（２）要求される措置を実施した場合は，当該措置の実施結果（保全作業を含む） 

（３）運転上の制限を満足していると判断した場合は，満足していると判断した時刻 

３．当直長は，自ら第７４条第１項，第２項又は第３項で定める保全作業を実施した場合又は各ＧＭ

から第７４条第１項，第２項又は第３項で定める保全作業を実施した連絡を受けた場合，次の各号

を引継日誌に記録する。 

（１）第７４条第１項，第２項又は第３項で定める保全作業を実施した場合は，適用除外とした運

転上の制限，その時刻及び保全作業の内容 

（２）要求される措置又は安全措置を実施した場合は，当該措置の実施結果 

（３）運転上の制限外から復帰した場合は，復帰した時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

第４節 異常時の措置 

 

（異常発生時の基本的な対応） 

第７６条 当直長は，次の各号に示す場合，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。 

（１）原子炉の自動スクラム信号が発信した場合※１ 

（２）原子炉が自動スクラムすべき事態が発生したと判断される場合にもかかわらず自動スクラム

信号が発信しない場合 

（３）原子炉を手動スクラムした場合※１ 

２．当直長は，操作を行っていない制御棒が動作した場合，当該号炉を所管する運転管理部長に報告

するとともに，速やかに当該制御棒を，当初の管理位置※２に適合させる又は全挿入するための措置

を講じる。ただし，炉心から全燃料が取り出されている場合を除く。なお，本節でいう操作を行っ

ていない制御棒が動作した場合※３とは次に定めるものをいう。 

（１）挿入又は引抜きの操作を行っていない制御棒が当初の管理位置※２から他の位置※４に動作した

とき 

（２）全挿入位置にある制御棒であって挿入又は引抜きの操作を行っていない制御棒が全挿入位置

を超えて更に挿入される方向に動作したとき 

３．当直長は，放射性物質の原子炉施設外への漏えいがある場合又はそのおそれがあると判断した場

合には，当該号炉を所管する運転管理部長に報告するとともに，それを抑制するために，原子炉建

屋原子炉棟の隔離，気体廃棄物処理系の隔離等の必要な措置を講じる。 

４．当該号炉を所管する運転管理部長及び各ＧＭは，第１項，第２項又は第３項について次に示す必

要な措置を講じる。 

（１）当該号炉を所管する運転管理部長は，各ＧＭに異常の原因調査及び対応措置を指示するとと

もに，異常が発生したことを所長及び主任技術者に報告する。 

（２）各ＧＭは，異常の原因調査及び対応措置を実施するとともに，異常の原因及び対応措置について当

該号炉を所管する運転管理部長に報告する。 

（３）当該号炉を所管する運転管理部長は，異常の原因及び対応措置を所長及び主任技術者に報告すると

ともに，当直長に連絡する。 

（４）異常の原因が，第７８条第３項に該当する場合は，本項（１），（２）及び（３）を省略することが

できる。 

 

※１：予定された検査による場合，ハーフスクラムした場合又は自動スクラム信号発信前から制御棒

が全挿入している場合を除く。 

※２：「管理位置」とは，制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し，表示することとされ

ている制御棒の位置をいう。 

※３：制御棒の動作が，スクラム信号による動作である場合は除く。ただし，第２項（１）又は（２）

の動作後にスクラム信号が発生し，制御棒が動作した場合は，操作を行っていない制御棒が動作

した場合に該当する。 

※４：「他の位置」とは，当初の管理位置から１ノッチ（６号炉及び７号炉においては，１ステップ）

以上離れた位置をいう。 

 

 

 

 

 

第４節 異常時の措置 

 

（異常発生時の基本的な対応） 

第７６条 当直長は，次の各号に示す場合，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。 

（１）原子炉の自動スクラム信号が発信した場合※１ 

（２）原子炉が自動スクラムすべき事態が発生したと判断される場合にもかかわらず自動スクラム

信号が発信しない場合 

（３）原子炉を手動スクラムした場合※１ 

２．当直長は，操作を行っていない制御棒が動作した場合，当該号炉を所管する運転管理部長に報告

するとともに，速やかに当該制御棒を，当初の管理位置※２に適合させる又は全挿入するための措置

を講じる。ただし，炉心から全燃料が取り出されている場合を除く。なお，本節でいう操作を行っ

ていない制御棒が動作した場合※３とは次に定めるものをいう。 

（１）挿入又は引抜きの操作を行っていない制御棒が当初の管理位置※２から他の位置※４に動作した

とき 

（２）全挿入位置にある制御棒であって挿入又は引抜きの操作を行っていない制御棒が全挿入位置

を超えて更に挿入される方向に動作したとき 

３．当直長は，放射性物質の原子炉施設外への漏えいがある場合又はそのおそれがあると判断した場

合には，当該号炉を所管する運転管理部長に報告するとともに，それを抑制するために，原子炉建

屋原子炉棟の隔離，気体廃棄物処理系の隔離等の必要な措置を講じる。 

４．当該号炉を所管する運転管理部長及び各ＧＭは，第１項，第２項又は第３項について次に示す必

要な措置を講じる。 

（１）当該号炉を所管する運転管理部長は，各ＧＭに異常の原因調査及び対応措置を指示するとと

もに，異常が発生したことを所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（２）各ＧＭは，異常の原因調査及び対応措置を実施するとともに，異常の原因及び対応措置について当

該号炉を所管する運転管理部長に報告する。 

（３）当該号炉を所管する運転管理部長は，異常の原因及び対応措置を所長及び原子炉主任技術者に報告

するとともに，当直長に連絡する。 

（４）異常の原因が，第７８条第３項に該当する場合は，本項（１），（２）及び（３）を省略することが

できる。 

 

※１：予定された検査による場合，ハーフスクラムした場合又は自動スクラム信号発信前から制御棒

が全挿入している場合を除く。 

※２：「管理位置」とは，制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し，表示することとされ

ている制御棒の位置をいう。 

※３：制御棒の動作が，スクラム信号による動作である場合は除く。ただし，第２項（１）又は（２）

の動作後にスクラム信号が発生し，制御棒が動作した場合は，操作を行っていない制御棒が動

作した場合に該当する。 

※４：「他の位置」とは，当初の管理位置から１ノッチ（６号炉及び７号炉においては，１ステップ）

以上離れた位置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（異常時の措置） 

第７７条 当直長は，第７６条第１項の異常が発生した場合は，異常の状況，機器の動作状況等を確

認するとともに，原因の除去，拡大防止のために必要な措置を講じる。 

２．当直長は，前項の必要な措置を講じるにあたっては，添付１に示す「原子炉がスクラムした場合

の運転操作基準」に従って実施する。 

３．第７６条第１項の異常が発生してから当直長が異常の収束を判断するまでの期間は，第３節運転

上の制限は適用されない。 

４．当直長は，第３項の判断を行うにあたって，主任技術者の確認を得る。 

５．第７６条第１項の異常の原因が，第７８条第３項に該当する場合は，第４項を省略することがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異常時の措置） 

第７７条 当直長は，第７６条第１項の異常が発生した場合は，異常の状況，機器の動作状況等を確

認するとともに，原因の除去，拡大防止のために必要な措置を講じる。 

２．当直長は，前項の必要な措置を講じるにあたっては，添付１に示す「原子炉がスクラムした場合

の運転操作基準」に従って実施する。 

３．第７６条第１項の異常が発生してから当直長が異常の収束を判断するまでの期間は，第３節運転

上の制限は適用されない。 

４．当直長は，第３項の判断を行うにあたって，原子炉主任技術者の確認を得る。 

５．第７６条第１項の異常の原因が，第７８条第３項に該当する場合は，第４項を省略することがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（異常収束後の措置） 

第７８条 当直長は，第７６条第１項の異常収束後，原子炉を再起動する場合は，その原因に対する

対策が講じられていること及び原子炉の状態に応じて適用される運転上の制限を満足していること

を確認する。 

２．当直長は，第７６条第１項の異常収束後，原子炉を再起動する場合は，主任技術者の確認を得て

所長の承認を得る。 

３．当直長は，第７６条第１項の異常の原因が，次のいずれかに該当する場合は，所長の承認を得な

いで原子炉を再起動することができる。ただし，（１）又は（２）に伴って想定される事象以外に著

しい不適合事象が発生した場合を除く。 

（１）発電所外で電気事故が発生し，その電気事故の波及で原子炉がスクラムした場合又は波及防

止の措置として原子炉をスクラムさせた場合。 

（２）第１７条第３項の措置として原子炉をスクラムさせた場合。 

 

 

 

 

 

 

（異常収束後の措置） 

第７８条 当直長は，第７６条第１項の異常収束後，原子炉を再起動する場合は，その原因に対する

対策が講じられていること及び原子炉の状態に応じて適用される運転上の制限を満足していること

を確認する。 

２．当直長は，第７６条第１項の異常収束後，原子炉を再起動する場合は，原子炉主任技術者の確認

を得て所長の承認を得る。 

３．当直長は，第７６条第１項の異常の原因が，次のいずれかに該当する場合は，所長の承認を得な

いで原子炉を再起動することができる。ただし，（１）又は（２）に伴って想定される事象以外に著

しい不適合事象が発生した場合を除く。 

（１）発電所外で電気事故が発生し，その電気事故の波及で原子炉がスクラムした場合又は波及防

止の措置として原子炉をスクラムさせた場合。 

（２）第１７条〔７号炉〕第４項，第１７条の３第５項，第１７条の４〔１号炉，２号炉，３号炉，

４号炉，５号炉及び６号炉〕第２項，第１７条の４〔７号炉〕第４項又は第１７条の５第４項の

措置として原子炉をスクラムさせた場合。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

第５章 燃料管理 
 

（新燃料の運搬） 

第７９条 燃料ＧＭは，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合及び新燃料を新燃料輸送容器に収

納する場合は，原子炉建屋クレーンを使用する。 

２．燃料ＧＭは，管理区域内において，新燃料を運搬する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒又は転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。※１ 

３．燃料ＧＭは，管理区域外において，新燃料を運搬する場合は，第２項（１）から（３）に加え，

次の事項を遵守する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。※１ 

（２）容器及び車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。 

４．放射線管理ＧＭは，第３項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えてい

ないこと及び容器の表面の放射性物質の密度（以下「表面汚染密度」という。）が法令に定める 

表面密度限度の１０分の 1 を超えていないことを確認する※１。ただし，第９３条第１項（１）に

定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略できる。 

５．放射線管理ＧＭは，燃料ＧＭが管理区域内で第９３条第１項（１）に定める区域に新燃料を移動

する場合は，新燃料を収納した新燃料輸送容器の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０

分の１を超えていないことを確認する。 

６．燃料ＧＭは，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

７．実用炉規則第１３条第４項を適用している間は，本条は適用とならない。 

 

※１：発電所構外より発電所構内に搬入される場合は，発送前確認をもって代えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 燃料管理 
 

（新燃料の運搬） 

第７９条 燃料ＧＭは，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合及び新燃料を新燃料輸送容器に収

納する場合は，原子炉建屋クレーンを使用する。 

２．燃料ＧＭは，管理区域内において，新燃料を運搬する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒又は転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。※１ 

３．燃料ＧＭは，管理区域外において，新燃料を運搬する場合は，第２項（１）から（３）に加え， 

次の事項を遵守する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。※１ 

（２）容器及び車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。 

４．放射線管理ＧＭは，第３項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えてい 

ないこと及び容器の表面の放射性物質の密度（以下「表面汚染密度」という。）が法令に定める 

表面密度限度の１０分の 1 を超えていないことを確認する※１。ただし，第９３条第１項（１）に 

定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略できる。 

５．放射線管理ＧＭは，燃料ＧＭが管理区域内で第９３条第１項（１）に定める区域に新燃料を移動 

する場合は，新燃料を収納した新燃料輸送容器の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０ 

分の１を超えていないことを確認する。 

６．燃料ＧＭは，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

７．実用炉規則第８８条第４項を適用している間は，本条は適用とならない。 

 

※１：発電所構外より発電所構内に搬入される場合は，発送前確認をもって代えることができる。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（新燃料の貯蔵） 

第８０条 燃料ＧＭは，新燃料を貯蔵する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）新燃料貯蔵庫又は使用済燃料プール（以下「貯蔵施設」という。）に貯蔵すること。 

   ただし，ＭＯＸ燃料は，使用済燃料プールに貯蔵すること。 

（２）貯蔵施設の目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を掲示すること。 

（３）原子炉建屋クレーン又は燃料取替機を使用すること。 

（４）貯蔵施設において新燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新燃料の貯蔵） 

第８０条 燃料ＧＭは，新燃料を貯蔵する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）新燃料貯蔵庫又は使用済燃料プール（以下「貯蔵施設」という。）に貯蔵すること。 

ただし，ＭＯＸ燃料は，使用済燃料プールに貯蔵すること。 

（２）貯蔵施設の目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を掲示すること。 

（３）原子炉建屋クレーン又は燃料取替機を使用すること。 

（４）貯蔵施設において新燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

（５）使用済燃料プールに貯蔵する場合は，原子炉に全ての燃料が装荷されている状態で，使用

済燃料プールに１炉心以上の使用済燃料貯蔵ラックの空き容量を確保すること（７号炉）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（燃料の検査） 

第８１条 燃料ＧＭは，定期検査時に，装荷予定の照射された燃料のうちから燃料集合体外観検査を

行う燃料を選定し，健全性に異常のないことを確認する。 

２．燃料ＧＭは，定期検査を行うために原子炉を停止する場合の原子炉冷却材中のよう素１３１の増

加量の測定結果から，シッピング検査を行い，燃料の使用の可否を判断する。なお，漏えい又は漏

えいの疑い有りと判断した燃料については，あわせて燃料集合体外観検査を行う。 

３．燃料ＧＭは，第１項又は第２項の検査の結果，使用しないと判断した燃料のうち使用済燃料貯蔵

ラックに収納することが適切ではないと判断した燃料については，破損燃料容器に収納する等の措

置を講じる。 

４．燃料ＧＭは，第１項又は第２項の検査を実施するために燃料を移動する場合は，燃料取替機を使

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料の検査） 

第８１条 燃料ＧＭは，定期検査時に，装荷予定の照射された燃料のうちから燃料集合体外観検査を

行う燃料を選定し，健全性に異常のないことを確認する。 

２．燃料ＧＭは，定期検査を行うために原子炉を停止する場合の原子炉冷却材中のよう素１３１の増

加量の測定結果から，シッピング検査を行い，燃料の使用の可否を判断する。なお，漏えい又は漏

えいの疑い有りと判断した燃料については，あわせて燃料集合体外観検査を行う。 

３．燃料ＧＭは，第１項又は第２項の検査の結果，使用しないと判断した燃料のうち使用済燃料貯蔵

ラックに収納することが適切ではないと判断した燃料については，破損燃料容器に収納する等の措

置を講じる。 

４．燃料ＧＭは，第１項又は第２項の検査を実施するために燃料を移動する場合は，燃料取替機を使

用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（燃料取替実施計画）  

第８２条 燃料ＧＭは，原子炉運転のための燃料配置を変更する場合は，燃料を装荷するまでに取替

炉心の配置及び体制を燃料取替実施計画に定め，主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

２．燃料ＧＭは，第１項の燃料取替実施計画を定める前に，燃料を装荷した後の原子炉起動から次回

定期検査を開始するために原子炉を停止するまでの期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃

焼度を用いて，以下の項目について取替炉心の安全性評価を行い，その評価結果が制限値を満足し

ていることを確認する。 

（１）停止余裕 

（２）最小限界出力比 

（３）燃料棒最大線出力密度 

（４）燃料集合体最高燃焼度 

３．燃料を装荷した後に，第２項の期間を延長する場合には，あらかじめ燃料ＧＭは，その延長する

期間も含め第２項に定める評価及び確認を行い，主任技術者の確認を得て所長に報告する。ただし，

延長後の期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃焼度が，第２項の評価に用いた取替炉心の

燃焼度を超えていない場合は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料取替実施計画）  

第８２条 燃料ＧＭは，原子炉運転のための燃料配置を変更する場合は，燃料を装荷するまでに取替

炉心の配置及び体制を燃料取替実施計画に定め，原子炉主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

２．燃料ＧＭは，第１項の燃料取替実施計画を定める前に，燃料を装荷した後の原子炉起動から次回

定期検査を開始するために原子炉を停止するまでの期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃

焼度を用いて，以下の項目について取替炉心の安全性評価を行い，その評価結果が制限値を満足し

ていることを確認する。 

（１）停止余裕 

（２）最小限界出力比 

（３）燃料棒最大線出力密度 

（４）燃料集合体最高燃焼度 

３．燃料を装荷した後に，第２項の期間を延長する場合には，あらかじめ燃料ＧＭは，その延長する

期間も含め第２項に定める評価及び確認を行い，原子炉主任技術者の確認を得て所長に報告する。

ただし，延長後の期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃焼度が，第２項の評価に用いた取

替炉心の燃焼度を超えていない場合は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（燃料移動） 

第８４条 当直長は，第８３条の燃料移動手順に従い，燃料取替機を使用して燃料移動を行う。 

２．当直長は，燃料移動時に全制御棒が全挿入の場合は表８４－１－ａについて確認する。 

３．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ａの措置を講じる。 

４．当直長は，燃料移動時に制御棒引き抜きを伴う場合は，表８４－１－ｂについて確認する。 

５．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ｂの措置を講じる。 

６．当直長は，第２項から第５項の実施にあたっては，第７２～７５条に準拠する。 

 

 

表８４－１－ａ 

項 目 頻度 

１．次の燃料取替機インターロックが作動することを管理的手段で確認

する。 

(１)制御棒が引き抜かれている場合は，燃料を吊った燃料取替機が炉

心上に移動できないこと及び燃料取替機が炉心上での燃料取替の操

作ができないこと。 

(２)燃料を吊った燃料取替機が炉心上にある場合は，制御棒が引き抜

けないこと。 

燃料移動開始前※１ 

２．原子炉モードスイッチが燃料取替位置において１本制御棒引抜イン

ターロック（引き抜かれた制御棒がある場合には，２本目の引抜対象

制御棒が選択できないこと）が作動していることを確認する。 

燃料移動開始前※１ 

３．原子炉モードスイッチが燃料取替位置で施錠されていることを確認

する。 

毎日１回 

４．全制御棒が全挿入であることを確認する。 ２４時間に１回 

５．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度 

※１：燃料移動開始前とは，燃料取り出しの工程の前をいう。 

 

表８４－１－ｂ 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

項 目 頻度 

１．引き抜く制御棒毎に，当該セルのすべての燃料が取り除かれて

いることを確認する。※２ 

制御棒を引き抜く直前 

２．引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入かつ除外状態の

管理がなされていることを確認する。※２（ただし，引き抜かれ

た制御棒を除く） 

制御棒を引き抜く直前 

３．制御棒が引き抜かれているセルは，燃料すべてが取り除かれて

いることを確認する。※２ 

毎日１回 

４．１体以上の燃料が装荷されているセルは，制御棒が全挿入され

ていることを確認する。※２ 

毎日１回 

５．炉心に燃料を装荷する場合は，当該セルに制御棒が全挿入され

ていることを確認する。 

燃料を装荷する直前 

６．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度及び

制御棒を操作する都度 

※２：第８３条第１項の（４）適用時を除く。 

 

 

（燃料移動） 

第８４条 当直長は，第８３条の燃料移動手順に従い，燃料取替機を使用して燃料移動を行う。 

２．当直長は，燃料移動時に全制御棒が全挿入の場合は表８４－１－ａについて確認する。 

３．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ａの措置を講じる。 

４．当直長は，燃料移動時に制御棒引き抜きを伴う場合は，表８４－１－ｂについて確認する。 

５．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ｂの措置を講じる。 

６．当直長は，第２項から第５項の実施にあたっては，第７２～７５条に準拠する。 

 

 

表８４－１－ａ 

項 目 頻度 

１．次の燃料取替機インターロックが作動することを管理的手段で確認

する。 

（１）制御棒が引き抜かれている場合は，燃料を吊った燃料取替機が

炉心上に移動できないこと及び燃料取替機が炉心上での燃料取替の

操作ができないこと。 

（２）燃料を吊った燃料取替機が炉心上にある場合は，制御棒が引き

抜けないこと。 

燃料移動開始前※１ 

２．原子炉モードスイッチが燃料取替位置において１本制御棒引抜イン

ターロック（引き抜かれた制御棒がある場合には，２本目の引抜対象

制御棒が選択できないこと）が作動していることを確認する。 

燃料移動開始前※１ 

３．原子炉モードスイッチが燃料取替位置で施錠されていることを確認

する。 

毎日１回 

４．全制御棒が全挿入であることを確認する。 ２４時間に１回 

５．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度 

※１：燃料移動開始前とは，燃料取り出しの工程の前をいう。 

 

表８４－１－ｂ 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

項 目 頻度 

１．引き抜く制御棒毎に，当該セルのすべての燃料が取り除かれてい

ることを確認する。※２ 

制御棒を引き抜く直前 

２．引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入かつ除外状態の管

理がなされていることを確認する。※２（ただし，引き抜かれた制御

棒を除く） 

制御棒を引き抜く直前 

３．制御棒が引き抜かれているセルは，燃料すべてが取り除かれてい

ることを確認する。※２ 

毎日１回 

４．１体以上の燃料が装荷されているセルは，制御棒が全挿入されて

いることを確認する。※２ 

毎日１回 

５．炉心に燃料を装荷する場合は，当該セルに制御棒が全挿入されて

いることを確認する。 

燃料を装荷する直前 

６．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度及び

制御棒を操作する都度 

※２：第８３条第１項の（４）適用時を除く。 

 

 

変更なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

項 目 頻度 

１．引き抜く制御棒毎に，当該セルのすべての燃料が取り除かれて

いることを確認する。※２ 

制御棒を引き抜く直前 

２．引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入かつ除外状態の

管理がなされていることを確認する。※２（ただし，引き抜かれ

た制御棒を除く） 

制御棒を引き抜く直前 

３．制御棒が引き抜かれているセルは，燃料すべてが取り除かれて

いることを確認する。※２ 

毎日１回 

４．１体以上の燃料が装荷されているセルは，制御棒が全挿入され

ていることを管理的手段により確認する。※２ 

毎日１回 

５．炉心に燃料を装荷する場合は，当該セルに制御棒が全挿入され

ていることを管理的手段により確認する。 

燃料を装荷する直前 

６．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度及び

制御棒を操作する都度 

※２：第８３条第１項の（４）適用時を除く。 

 

表８４－２－ａ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．表８４－１－ａのうち

一つ以上が確認できな

い場合 

 

Ａ１．制御棒の引き抜き及び関連する制御棒駆動機

構の取り外し作業を中止する。 

及び 

Ａ２．燃料装荷を中止する。 

及び 

Ａ３．１．１体以上の燃料が装荷されているすべて

のセルの制御棒全挿入措置を開始する。 

又は 

Ａ３．２．表８４－１－ａの条件を満足する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

表８４－２－ｂ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．表８４－１－ｂのうち

一つ以上が確認できな

い場合 

 

Ａ１．制御棒の引き抜き及び関連する制御棒駆動機

構の取り外し作業を中止する。 

及び 

Ａ２．燃料装荷を中止する。 

及び 

Ａ３．１．１体以上の燃料が装荷されているすべて

のセルの制御棒全挿入措置を開始する。 

又は 

Ａ３．２．表８４－１－ｂの条件を満足する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

項 目 頻度 

１．引き抜く制御棒毎に，当該セルのすべての燃料が取り除かれてい

ることを確認する。※２ 

制御棒を引き抜く直前 

２．引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入かつ除外状態の管

理がなされていることを確認する。※２（ただし，引き抜かれた制御

棒を除く） 

制御棒を引き抜く直前 

３．制御棒が引き抜かれているセルは，燃料すべてが取り除かれてい

ることを確認する。※２ 

毎日１回 

４．１体以上の燃料が装荷されているセルは，制御棒が全挿入されて

いることを管理的手段により確認する。※２ 

毎日１回 

５．炉心に燃料を装荷する場合は，当該セルに制御棒が全挿入されて

いることを管理的手段により確認する。 

燃料を装荷する直前 

６．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度及び

制御棒を操作する都度 

※２：第８３条第１項の（４）適用時を除く。 

 

表８４－２－ａ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．表８４－１－ａのうち

一つ以上が確認できな

い場合 

 

Ａ１．制御棒の引き抜き及び関連する制御棒駆動機

構の取り外し作業を中止する。 

及び 

Ａ２．燃料装荷を中止する。 

及び 

Ａ３．１．１体以上の燃料が装荷されているすべて

のセルの制御棒全挿入措置を開始する。 

又は 

Ａ３．２．表８４－１－ａの条件を満足する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

表８４－２－ｂ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．表８４－１－ｂのうち

一つ以上が確認できな

い場合 

 

Ａ１．制御棒の引き抜き及び関連する制御棒駆動機

構の取り外し作業を中止する。 

及び 

Ａ２．燃料装荷を中止する。 

及び 

Ａ３．１．１体以上の燃料が装荷されているすべて

のセルの制御棒全挿入措置を開始する。 

又は 

Ａ３．２．表８４－１－ｂの条件を満足する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（使用済燃料の貯蔵） 

第８５条 燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料を貯蔵する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）各号炉の使用済燃料を表８５に定める使用済燃料プールに貯蔵すること。 

（２）使用済燃料プールの目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を掲示すること。 

（３）燃料取替機を使用すること。 

（４）使用済燃料プールにおいて燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

 

 

 

２．燃料ＧＭは，使用済燃料中間貯蔵施設で使用する貯蔵容器に使用済燃料を収納する場合は，次の

事項を遵守する。 

（１）実用炉規則第１４条第２項第２号に基づき，使用済燃料を選定すること。 

（２）使用済燃料について，貯蔵の終了まで密封し，健全性を維持するよう容器に封入すること。 

 

 

 

 

表８５ 

各号炉の使用済燃料 貯蔵可能な使用済燃料プール 

１号炉 １号炉，３号炉※１，４号炉※１，６号炉※１又は７号炉※１ 

２号炉 ２号炉，３号炉※１，４号炉※１，６号炉※１又は７号炉※１ 

３号炉 ３号炉 

４号炉 ４号炉 

５号炉 ３号炉※１，４号炉※１，５号炉，６号炉※１又は７号炉※１ 

６号炉 ６号炉 

７号炉 ７号炉 

※１： 使用済燃料プールで３５ヶ月以上冷却した燃料を貯蔵する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用済燃料の貯蔵） 

第８５条 燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料を貯蔵する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）各号炉の使用済燃料を表８５に定める使用済燃料プールに貯蔵すること。 

（２）使用済燃料プールの目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を掲示すること。 

（３）燃料取替機を使用すること。 

（４）使用済燃料プールにおいて燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

（５）原子炉に全ての燃料が装荷されている状態で，使用済燃料プールに１炉心以上の使用済燃料 

貯蔵ラックの空き容量を確保すること（７号炉）。 

 

２．燃料ＧＭは，使用済燃料中間貯蔵施設で使用する貯蔵容器に使用済燃料を収納する場合は，次の

事項を遵守する。 

（１）実用炉規則第８９条第２項第２号に基づき，使用済燃料を選定すること。 

（２）使用済燃料について，貯蔵の終了まで密封し，健全性を維持するよう容器に封入すること。 

 

３．各ＧＭは，使用済燃料プール周辺に設置する設備について，使用済燃料プールに影響を及ぼす落

下物となる可能性が考えられる場合は，落下を防止する措置を講じること（７号炉）。 

 

表８５ 

各号炉の使用済燃料 貯蔵可能な使用済燃料プール 

１号炉 １号炉，３号炉※１，４号炉※１，６号炉※１又は７号炉※１ 

２号炉 ２号炉，３号炉※１，４号炉※１，６号炉※１又は７号炉※１ 

３号炉 ３号炉 

４号炉 ４号炉 

５号炉 ３号炉※１，４号炉※１，５号炉，６号炉※１又は７号炉※１ 

６号炉 ６号炉 

７号炉 ７号炉 

※１：使用済燃料プールで３５ヶ月以上冷却した燃料を貯蔵する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（使用済燃料の運搬） 

第８６条 燃料ＧＭは，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，使用済燃料プールに

おいて，燃料取替機を使用する。 

２．燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料を運搬する場合は，次の事項を遵守し，使用済燃料

プールにおいて，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（１）法令に適合する容器を使用すること。 

（２）燃料取替機を使用すること。 

（３）使用済燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

（４）収納する使用済燃料のタイプ及び冷却期間が，容器の収納条件に適合していること。 

 

 

 

 

３．燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を運搬する場合は， 

次の事項を遵守する。ただし，管理区域内で運搬する場合については，（３）から（６）の適用を除 

く。 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒又は転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者及び他の車両の立入りを制限

するとともに，必要な箇所に見張り人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識及び経験を有する者を同行させ，保安のために必要

な監督を行わせること。 

（６）容器及び車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

４．放射線管理ＧＭは，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を管理区域外において運搬する場

合は，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないこと及び容器の表面汚染密度が法令に

定める表面密度限度の１０分の 1 を超えていないことを確認する。ただし，第９３条第１項（１）

に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略できる。 

５．放射線管理ＧＭは，燃料ＧＭが管理区域内で第９３条第１項（１）に定める区域に使用済燃料を

収納した使用済燃料輸送容器を移動する場合は，容器の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度

の１０分の１を超えていないことを確認する。 

６．燃料ＧＭは，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

 

 

 

 

（使用済燃料の運搬） 

第８６条 燃料ＧＭは，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，使用済燃料プールに

おいて，燃料取替機を使用する。 

２．燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料を運搬する場合は，次の事項を遵守し，使用済燃料

プールにおいて，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（１）法令に適合する容器を使用すること。 

（２）燃料取替機を使用すること。 

（３）使用済燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

（４）収納する使用済燃料のタイプ及び冷却期間が，容器の収納条件に適合していること。 

（５）原子炉建屋クレーンにより使用済燃料輸送容器を使用済燃料プール上で取り扱う場合は，キ

ャスクピットゲートを閉止すること及び使用済燃料輸送容器の移動範囲や移動速度を制限するこ

と（７号炉）。 

 

３．燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を運搬する場合は，

次の事項を遵守する。ただし，管理区域内で運搬する場合については，（３）から（６）の適用を除

く。 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒又は転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者及び他の車両の立入りを制限

するとともに，必要な箇所に見張り人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識及び経験を有する者を同行させ，保安のために必要

な監督を行わせること。 

（６）容器及び車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

４．放射線管理ＧＭは，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を管理区域外において運搬する場

合は，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないこと及び容器の表面汚染密度が法令に

定める表面密度限度の１０分の 1 を超えていないことを確認する。ただし，第９３条第１項（１）

に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略できる。 

５．放射線管理ＧＭは，燃料ＧＭが管理区域内で第９３条第１項（１）に定める区域に使用済燃料を

収納した使用済燃料輸送容器を移動する場合は，容器の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度

の１０分の１を超えていないことを確認する。 

６．燃料ＧＭは，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（事故由来放射性物質の降下物の影響確認） 

第８７条の３  

放射線管理ＧＭは，電気事業法に基づく工事計画（変更）認可申請書に記載されている設備・機

器等（以下「設備・機器等」という。）について，福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質の降

下物（以下「降下物」という。）の影響の有無を確認する場合は，適切な測定方法により，降下物の

分布調査を行う。 

２．各ＧＭは，第１項の確認の結果，理論検出限界曲線の検出限界値未満でなかった場合，設備・機

器等を廃棄又は資源として有効利用しようとする際には，降下物により汚染されたものとして発電

所内で適切に管理する。 

 

（放射性液体廃棄物の管理） 

第８８条 化学管理ＧＭは，表８８－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，次の事

項を管理する。また，測定した結果を当直長に通知する。 

(１) 放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水口排水中の放射性物質濃度の３ヶ月平均値 

が，法令に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこと。 

(２) 復水器冷却水放水口排水中の放射性物質（トリチウムを除く。）の放出量が，表８８－２に定 

める放出管理目標値を超えないように努めること。 

(３) 復水器冷却水放水口排水中のトリチウムの放出量が，表８８－３に定める放出管理の基準値を 

超えないように努めること。 

２．当直長は，放射性液体廃棄物を放出する場合は，排水モニタを監視し，復水器冷却水放水口より

放出する。 

 

分   類 測 定 項 目 計測器種類 測定頻度 試料採取箇所 

放射性 

液体廃棄物 

放射性物質の濃度 

（主要ガンマ線放出核種） 
試料放射能測定装置 放出の都度 

・貯留槽 

・収集槽 

・収集タンク 

・サンプル槽 

・サンプルタンク 

トリチウム濃度 試料放射能測定装置 １ヶ月に１回 

 

表８８－２ 

項   目 放出管理目標値 

放射性液体廃棄物 

（トリチウムを除く。） 
２．５×１０１１Ｂｑ／年 

 

表８８－３ 

項   目 放出管理の基準値 

トリチウム ２．５×１０１３Ｂｑ／年 
 

 

（事故由来放射性物質の降下物の影響確認） 

第８７条の３  

放射線管理ＧＭは，原子炉等規制法に基づく工事計画（変更）認可申請書に記載されている設備・

機器等（以下「設備・機器等」という。）について，福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質の

降下物（以下「降下物」という。）の影響の有無を確認する場合は，適切な測定方法により，降下物

の分布調査を行う。 

２．各ＧＭは，第１項の確認の結果，理論検出限界曲線の検出限界値未満でなかった場合，設備・機器

等を廃棄又は資源として有効利用しようとする際には，降下物により汚染されたものとして発電所内

で適切に管理する。 

 

（放射性液体廃棄物の管理） 

第８８条 化学管理ＧＭは，表８８－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，次の事項

を管理する。また，測定した結果を当直長に通知する。 

（１）放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水口排水中の放射性物質濃度の３ヶ月平均値

が，法令に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこと。 

（２）復水器冷却水放水口排水中の放射性物質（トリチウムを除く。）の放出量が，表８８－２に定

める放出管理目標値を超えないように努めること。 

（３）復水器冷却水放水口排水中のトリチウムの放出量が，表８８－３に定める放出管理の基準値を

超えないように努めること。 

２．当直長は，放射性液体廃棄物を放出する場合は，排水モニタを監視し，復水器冷却水放水口より放

出する。 

 

分 類 測 定 項 目 計測器種類 測定頻度 試料採取箇所 

放射性 

液体廃棄物 

放射性物質の濃度 

（主要ガンマ線放出核種） 
試料放射能測定装置 放出の都度 

・貯留槽 

・収集槽 

・収集タンク 

・サンプル槽 

・サンプルタンク 

トリチウム濃度 試料放射能測定装置 １ヶ月に１回 

 

表８８－２ 

項   目 放出管理目標値 

放射性液体廃棄物 

（トリチウムを除く。） 
２．５×１０１１Ｂｑ／年 

 

表８８－３ 

項   目 放出管理の基準値 

トリチウム ２．５×１０１３Ｂｑ／年 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

第７章 放射線管理 
（管理区域の設定及び解除） 

第９２条 管理区域は，添付２に示す区域とする。 

２．放射線管理ＧＭは，管理区域を壁，柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによっ

て明らかに他の場所と区別する。 

３．放射線管理ＧＭは，管理区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えていな

いことを確認する。 

４．放射線管理ＧＭは，添付２における管理区域境界付近又は管理区域設定・解除予定エリアにおい

て，表９２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区域を設定又は解除することができる。

設定又は解除にあたって，放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらか

じめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す

場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できること

を確認する。 

５．放射線管理ＧＭは，第４項以外で，一時的に管理区域を設定又は解除する場合は，主任技術者の

確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあたって，放射線管理ＧＭは目

的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足で

きることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ

法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，主任技術者の確認を得て，所長の承

認を得る。 

６．放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理区域を設定することができる。 

設定にあたって，放射線管理ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．放射線管理ＧＭは，第６項における管理区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間及 

び場所を明らかにし，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元に戻す 

場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線管理ＧＭ 

が確認し，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

表９２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 

 

第７章 放射線管理 
（管理区域の設定及び解除） 

第９２条 管理区域は，添付４に示す区域とする。 

２．放射線管理ＧＭは，管理区域を壁，柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによっ

て明らかに他の場所と区別する。 

３．放射線管理ＧＭは，管理区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えていな

いことを確認する。 

４．放射線管理ＧＭは，添付４における管理区域境界付近又は管理区域設定・解除予定エリアにおい

て，表９２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区域を設定又は解除することができる。

設定又は解除にあたって，放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらか

じめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す

場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できること

を確認する。 

５．放射線管理ＧＭは，第４項以外で，一時的に管理区域を設定又は解除する場合は，原子炉主任技

術者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあたって，放射線管理Ｇ

Ｍは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を

満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあら

かじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，原子炉主任技術者の確認を得

て，所長の承認を得る。 

６．放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理区域を設定することができる。

設定にあたって，放射線管理ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．放射線管理ＧＭは，第６項における管理区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間及

び場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元

に戻す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線管

理ＧＭが確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

表９２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（管理区域内における区域区分） 

第９３条 放射線管理ＧＭは，管理区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそ

れのない区域（以下「汚染のおそれのない管理区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域

又は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理区域は，添付２に示す区域とする。 

３．放射線管理ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明

らかにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エ

リアを元の区域区分に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満

足できることを確認する。 

４．放射線管理ＧＭは，汚染のおそれのない管理区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合は，

第１項（２）で定める区域への入口付近に標識を設ける。 

 

 

（管理区域内における特別措置） 

第９４条 放射線管理ＧＭは，管理区域のうち次の基準を超える場合又は超えるおそれがある場合は，

標識を設けて他の場所と区別する他，区画，施錠等の措置を講じる。ただし，放射線等の危険性が

低い場合は，この限りでない。 

（１）外部放射線に係る線量当量率が１時間につき１ミリシーベルト 

（２）空気中の放射性物質濃度又は床，壁，その他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度が，

法令に定める管理区域に係る値の１０倍 

２．各ＧＭは，第１項の区域内で作業を行う場合，作業による線量及び作業環境に応じた放射線防護

上の措置を立案し，放射線管理ＧＭの承認を得る。ただし，巡視・点検その他定型化され，別に所

長の承認を得た業務を行うために立入る場合は，この限りでない。 

３．各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，第１項（２）に係る区域から退出する場合及び物品等

を持ち出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等の措置を講じる。 

 

 

 

（管理区域内における区域区分） 

第９３条 放射線管理ＧＭは，管理区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれ

のない区域（以下「汚染のおそれのない管理区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又

は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理区域は，添付４に示す区域とする。 

３．放射線管理ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明

らかにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エ

リアを元の区域区分に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満

足できることを確認する。 

４．放射線管理ＧＭは，汚染のおそれのない管理区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合は，

第１項（２）で定める区域への入口付近に標識を設ける。 

 

 

（管理区域内における特別措置） 

第９４条 放射線管理ＧＭは，管理区域のうち次の基準を超える場合又は超えるおそれがある場合は，

標識を設けて他の場所と区別する他，区画，施錠等の措置を講じる。ただし，放射線等の危険性が

低い場合は，この限りでない。 

（１）外部放射線に係る線量当量率が１時間につき１ミリシーベルト 

（２）空気中の放射性物質濃度又は床，壁，その他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度が，

法令に定める管理区域に係る値の１０倍 

２．各ＧＭは，第１項の区域内で作業を行う場合，作業による線量及び作業環境に応じた放射線防護 

上の措置を立案し，放射線管理ＧＭの承認を得る。ただし，巡視・点検その他定型化され，別に所 

長の承認を得た業務を行うために立入る場合は，この限りでない。 

３．各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，第１項（２）に係る区域から退出する場合及び物品等 

を持ち出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等の措置を講じる。 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

152



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（管理区域への出入管理） 

第９５条 放射線安全ＧＭは，別途定められた管理区域への立入許可に係る事項に基づき，管理区域

へ立ち入る次の者に対して許可を与える。 

（１）放射線業務従事者：業務上管理区域に立入る者 

（２）一時立入者：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業務従事者の随行により管理区域

に一時的に立入る者 

２．放射線管理ＧＭは，第１項にて許可していない者を管理区域に立入らせない措置を講じる。 

３．放射線管理ＧＭは，管理区域の出入管理エリアにおいて，人の出入り等を監視する。 

４．放射線管理ＧＭは，第３項以外の出入口には，施錠等の人がみだりに立入りできない措置を講じ

る。 

５．放射線管理ＧＭは，管理区域から退出する者又は管理区域内で汚染のおそれのない管理区域に移

動する者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が，法令に定める表面密度限度の１０分

の１を超えないような措置を講じる。ただし，汚染のおそれのない管理区域から退出する場合は，

この限りでない。 

 

（管理区域出入者の遵守事項） 

第９６条 放射線管理ＧＭは，管理区域に出入りする所員に，次の事項を遵守させる措置を講じる。 

（１）出入管理エリアを経由すること。ただし，放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従う場

合は，この限りでない。 

（２）管理区域に立入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，一時立入者であって放射線

安全ＧＭの指示に従う場合は，この限りでない。 

（３）管理区域に立入る場合は，保護衣を着用すること。ただし，汚染のおそれのない管理区域に

立入る場合又は放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従う場合は，この限りでない。 

（４）第９４条第１項（２）に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち出す場合は，更衣及び

持ち出す物の養生等を行うこと。 

（５）管理区域から退出する場合又は管理区域内で汚染のおそれのない管理区域に移動する場合は，

身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認すること。ただし，汚染のおそれのない管

理区域から退出する場合，又は第９５条第５項に基づく放射線管理ＧＭの指示に従う場合は，こ

の限りでない。 

（６）放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙をしないこと。 

 

 

（管理区域への出入管理） 

第９５条 放射線安全ＧＭは，別途定められた管理区域への立入許可に係る事項に基づき，管理区域

へ立ち入る次の者に対して許可を与える。 

（１）放射線業務従事者：業務上管理区域に立入る者 

（２）一時立入者：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業務従事者の随行により管理区域

に一時的に立入る者 

２．放射線管理ＧＭは，第１項にて許可していない者を管理区域に立入らせない措置を講じる。 

３．放射線管理ＧＭは，管理区域の出入管理エリアにおいて，人の出入り等を監視する。 

４．放射線管理ＧＭは，第３項以外の出入口には，施錠等の人がみだりに立入りできない措置を講じ

る。 

５．放射線管理ＧＭは，管理区域から退出する者又は管理区域内で汚染のおそれのない管理区域に移

動する者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が，法令に定める表面密度限度の１０分

の１を超えないような措置を講じる。ただし，汚染のおそれのない管理区域から退出する場合は，

この限りでない。 

 

（管理区域出入者の遵守事項） 

第９６条 放射線管理ＧＭは，管理区域に出入りする所員に，次の事項を遵守させる措置を講じる。 

（１）出入管理エリアを経由すること。ただし，放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従う場

合は，この限りでない。 

（２）管理区域に立入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，一時立入者であって放射線

安全ＧＭの指示に従う場合は，この限りでない。 

（３）管理区域に立入る場合は，保護衣を着用すること。ただし，汚染のおそれのない管理区域に

立入る場合又は放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従う場合は，この限りでない。 

（４）第９４条第１項（２）に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち出す場合は，更衣及び

持ち出す物の養生等を行うこと。 

（５）管理区域から退出する場合又は管理区域内で汚染のおそれのない管理区域に移動する場合は，

身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認すること。ただし，汚染のおそれのない管

理区域から退出する場合又は第９５条第５項に基づく放射線管理ＧＭの指示に従う場合は，この

限りでない。 

（６）放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙をしないこと。 

 

 

変更なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（保全区域） 

第９７条 保全区域は，添付３に示す区域とする。 

２．防護管理ＧＭは，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措置を講じる。 

 

（周辺監視区域） 

第９８条 周辺監視区域は，図９８に示す区域とする。 

２．防護管理ＧＭは，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設ける又は標識を掲げることにより，業務上立入

る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれのないことが明らかな場合は，この限り

でない。 

図９８ 

 

 

 

（保全区域） 

第９７条 保全区域は，添付５に示す区域とする。 

２．防護管理ＧＭは，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措置を講じる。 

 

（周辺監視区域） 

第９８条 周辺監視区域は，図９８に示す区域とする。 

２．防護管理ＧＭは，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設ける又は標識を掲げることにより，業務

上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれのないことが明らかな場合

は，この限りでない。 

図９８ 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（放射線計測器類の管理） 

第１０２条 各ＧＭは，表１０２に定める放射線計測器類について，同表に定める数量を確保する。

ただし，故障等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表１０２ 

分    類 計測器種類 所管ＧＭ 数量 

１．被ばく管理用計 

測器 

電子式線量計 放射線安全ＧＭ １式 

ホールボディカウンタ 放射線安全ＧＭ １台 

２．放射線管理用計 

測器 

線量当量率測定用サーベ

イメータ 

放射線安全ＧＭ ８台 

汚染密度測定用サーベイ

メータ 

放射線安全ＧＭ ８台 

退出モニタ 放射線安全ＧＭ ７台 

試料放射能測定装置 化学管理ＧＭ １台※１ 

集積線量計 放射線安全ＧＭ １式 

３．放射線監視用計 

測器 

モニタリングポスト 放射線安全ＧＭ ９台 

エリアモニタ 計測制御ＧＭ ２９６台※２ 

４．環境放射能用計 

測器 

試料放射能測定装置 放射線安全ＧＭ １台 

積算線量計測定装置 放射線安全ＧＭ １台 

※１：表９０の試料放射能測定装置と共用 

※２：管理区域外測定用の１４台を含む。 

 

（管理区域外等への搬出及び運搬） 

第１０３条 放射線管理ＧＭは，各ＧＭが管理区域外に搬出する物品又は管理区域内で汚染のおそれ

のない管理区域に移動する物品の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えて

いないことを確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から搬出される場合は，この限りで

ない。 

２．各ＧＭは，管理区域外に核燃料物質等（第７９条，第８６条及び第８７条に定めるものを除く。以下，

本条において同様。）を運搬する場合，又は船舶輸送に伴い車両によって運搬する場合は，第８７条第５

項を準用する。 

３．放射線管理ＧＭは，第２項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないこと

及び容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認する。た

だし，汚染のおそれのない管理区域から運搬する場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

４．放射線管理ＧＭは，各ＧＭが管理区域内で汚染のおそれのない管理区域に核燃料物質等を移動する場合

は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認する。 

 

 

（放射線計測器類の管理） 

第１０２条 各ＧＭは，表１０２に定める放射線計測器類について，同表に定める数量を確保する。

ただし，故障等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表１０２ 

分  類 計測器種類 所管ＧＭ 数  量 

１．被ばく管理用計 

測器 

電子式線量計 放射線安全ＧＭ １式 

ホールボディカウンタ 放射線安全ＧＭ １台 

２．放射線管理用計 

測器 

線量当量率測定用サーベイ

メータ 

放射線安全ＧＭ ８台 

汚染密度測定用サーベイメ

ータ 

放射線安全ＧＭ ８台 

退出モニタ 放射線安全ＧＭ ７台 

試料放射能測定装置 化学管理ＧＭ １台※１ 

集積線量計 放射線安全ＧＭ １式 

３．放射線監視用計

測器 

モニタリングポスト 放射線安全ＧＭ ９台 

エリアモニタ 計測制御ＧＭ ２９６台※２ 

４．環境放射能用計

測器 

試料放射能測定装置 放射線安全ＧＭ １台 

積算線量計測定装置 放射線安全ＧＭ １台 

※１：表９０の試料放射能測定装置と共用 

※２：管理区域外測定用の１４台を含む。 

 

（管理区域外等への搬出及び運搬） 

第１０３条 放射線管理ＧＭは，各ＧＭが管理区域外に搬出する物品又は管理区域内で汚染のおそれ

のない管理区域に移動する物品の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えて

いないことを確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から搬出される場合は，この限りで

ない。 

２．各ＧＭは，管理区域外に核燃料物質等（第７９条，第８６条及び第８７条に定めるものを除く。以下，

本条において同様。）を運搬する場合又は船舶輸送に伴い車両によって運搬する場合は，第８７条第５項

を準用する。 

３．放射線管理ＧＭは，第２項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないこと

及び容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認する。た

だし，汚染のおそれのない管理区域から運搬する場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

４．放射線管理ＧＭは，各ＧＭが管理区域内で汚染のおそれのない管理区域に核燃料物質等を移動する場合

は，容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認する。 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

第８章 施設管理 
（施設管理計画） 

第１０７条 

原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受けた設備に係る事項及び「実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則」を含む要求事項への適合を維持し，原子炉施設の安全を

確保するため，以下の施設管理計画を定める。 

 

【施設管理計画】 

１. 用語の定義 

保全：プラントの運転に関わる設備の機能を確認，維持又は向上させる活動。原子炉施設の安全確

保を前提に，電力の供給信頼性を維持するとの観点から設備の重要さ度合いに応じて，効率

性，経済性を考慮しながら行われるもので，設計，点検，巡視，工事を含む。 

工事：補修，取替え及び改造の総称であり，建設，使用前点検を含む。 

作業管理：保全のうち設計を除く点検，巡視，工事等のための作業の管理。 

 

２. 施設管理の実施方針及び施設管理目標 

（１）社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，施設管理の継続的な改善を図るため，施設

管理の現状等を踏まえ，施設管理の実施方針を定める。また，12.の施設管理の有効性評価の結

果，及び施設管理を行う観点から特別な状態（7.3 参照）を踏まえ施設管理の実施方針の見直

しを行う。 

（２）さらに，第１０７条の６に定める長期施設管理方針を策定又は変更した場合には，長期施設

管理方針に従い保全を実施することを施設管理の実施方針に反映する。 

（３）組織は，施設管理の実施方針に基づき，施設管理の改善を図るための施設管理目標を設定す

る。また，１２．の施設管理の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から特別な状態（7.3

参照）を踏まえ施設管理目標の見直しを行う。 

 

３．保全プログラムの策定 

組織は，２．の施設管理目標を達成するため４．より１１．からなる保全プログラムを策定する。

また，１２．の施設管理の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から特別な状態（７．３参

照）を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

 

４．保全対象範囲の策定 

組織は，原子炉施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選定

する。 

（１）重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高度な信頼性の確保及び維持が要求さ

れる機能を有する設備 

（２）重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保及び維持が要求される

機能を有する設備 

（３）原子炉設置（変更）許可申請書及び設計及び工事計画認可申請書で保管又は設置要求があり，

許可又は認可を得た設備 

 

（４）炉心損傷又は格納容器機能喪失を防止するために必要な機能を有する設備 

（５）その他自ら定める設備 

 

 

 

第８章 施設管理 
（施設管理計画） 

第１０７条 

原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受けた設備に係る事項及び「実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則」を含む要求事項への適合を維持し，原子炉施設の安全を

確保するため，以下の施設管理計画を定める。 

 

【施設管理計画】 

１. 用語の定義 

保全：プラントの運転に関わる設備の機能を確認，維持又は向上させる活動。原子炉施設の安全確

保を前提に，電力の供給信頼性を維持するとの観点から設備の重要さ度合いに応じて，効率

性，経済性を考慮しながら行われるもので，設計，点検，巡視，工事を含む。 

工事：補修，取替え及び改造の総称であり，建設，使用前点検を含む。 

作業管理：保全のうち設計を除く点検，巡視，工事等のための作業の管理。 

 

２. 施設管理の実施方針及び施設管理目標 

（１）社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，施設管理の継続的な改善を図るため，施設

管理の現状等を踏まえ，施設管理の実施方針を定める。また，12.の施設管理の有効性評価の結

果，及び施設管理を行う観点から特別な状態（7.3 参照）を踏まえ施設管理の実施方針の見直

しを行う。 

（２）さらに，第１０７条の６に定める長期施設管理方針を策定又は変更した場合には，長期施設

管理方針に従い保全を実施することを施設管理の実施方針に反映する。 

（３）組織は，施設管理の実施方針に基づき，施設管理の改善を図るための施設管理目標を設定す

る。また，１２．の施設管理の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から特別な状態（7.3

参照）を踏まえ施設管理目標の見直しを行う。 

 

３．保全プログラムの策定 

組織は，２．の施設管理目標を達成するため４．より１１．からなる保全プログラムを策定する。

また，１２．の施設管理の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から特別な状態（７．３参

照）を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

 

４．保全対象範囲の策定 

組織は，原子炉施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選定

する。 

（１）重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高度な信頼性の確保及び維持が要求さ

れる機能を有する設備 

（２）重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保及び維持が要求される

機能を有する設備 

（３）原子炉設置（変更）許可申請書及び設計及び工事計画認可申請書で保管又は設置要求があり，

許可又は認可を得た設備 

（４）自主対策設備※１（７号炉） 

（５）炉心損傷又は格納容器機能喪失を防止するために必要な機能を有する設備 

（６）その他自ら定める設備 

※１：自主対策設備とは，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の全ての要

求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが，プラント状

況によっては，事故対応に有効な設備をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

原子力規制委員
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の施行に伴う変
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変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

５．施設管理の重要度の設定 

組織は，４．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系統及び

機器の施設管理の重要度として点検に用いる重要度（以下「保全重要度」という。）と設計及び工事

に用いる重要度を設定する。 

（１）系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため重要度分類指針の重要度に基づき，

確率論的リスク評価から得られるリスク情報を考慮して設定する。 
（２）機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。 

なお，この際，機器が故障した場合の系統機能への影響，確率論的リスク評価から得られるリ

スク情報，運転経験等を考慮することができる。 

 

（３）構築物の保全重要度は，（１）又は（２）に基づき設定する。 

（４）設計及び工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，重要度分類指針の重

要度等を組み合わせて設定する。 

（５）次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 

 

６．保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視 

（１）組織は，保全の有効性を監視，評価するために５．の施設管理の重要度を踏まえ，施設管理

目標の中でプラントレベル及び系統レベルの保全活動管理指標を設定する。 

ａ）プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のものを設定する。 

ⅰ．７０００臨界時間あたりの計画外自動・手動スクラム回数 

ⅱ．７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

ⅲ．工学的安全施設の計画外作動回数 

ｂ）系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，５．（１）の施設管理の重要度の高い系統のうち，重

要度分類指針クラス１，クラス２及びリスク重要度の高い系統機能に対して以下のものを設定

する。 

ⅰ．予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間※１ 

※１：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機能及び待機状態にある系統の動作に必須の

機能に対してのみ設定する（以下，本条において同じ。）。 

（２）組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，１１．の保全の有効性

評価の結果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

ａ）プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は，運転実績を踏まえて設定する。 

ｂ)系統レベルの保全活動管理指標 

ⅰ．予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，重要度分類指針の重要度，リス

ク重要度を考慮して設定する。 

ⅱ．非待機（ＵＡ）時間の目標値は，点検実績及び第４章第３節（運転上の制限）第１９条

から第７１条の第３項で定める要求される措置の完了時間を参照して設定する。 

（３）組織は，プラント又は系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視方法及び

算出周期を具体的に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画の始期及び期間に関

することを含める。 

 

 

５．施設管理の重要度の設定 

組織は，４．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系統及び

機器の施設管理の重要度として点検に用いる重要度（以下「保全重要度」という。）と設計及び工事

に用いる重要度を設定する。 

（１）系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため重大事故等対処設備（７号炉）に

該当すること及び重要度分類指針の重要度に基づき，確率論的リスク評価から得られるリスク情

報を考慮して設定する。 
（２）機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。 

なお，この際，機器が故障した場合の系統機能への影響，確率論的リスク評価から得られるリ

スク情報，運転経験等を考慮することができる。 

（３）構築物の保全重要度は，（１）又は（２）に基づき設定する。 

（４）設計及び工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，重大事故等対処設備

（７号炉）の該当有無，重要度分類指針の重要度等を組み合わせて設定する。 

（５）次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 

 

６．保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視 

（１）組織は，保全の有効性を監視，評価するために５．の施設管理の重要度を踏まえ，施設管理

目標の中でプラントレベル及び系統レベルの保全活動管理指標を設定する。 

ａ）プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のものを設定する。 

ⅰ．７０００臨界時間あたりの計画外自動・手動スクラム回数 

ⅱ．７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

ⅲ．工学的安全施設の計画外作動回数 

ｂ）系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，５．（１）の施設管理の重要度の高い系統のうち，重

要度分類指針クラス１，クラス２及びリスク重要度の高い系統機能並びに重大事故等対処設備

（７号炉）に対して以下のものを設定する。 

ⅰ．予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

ⅱ．非待機（ＵＡ）時間※２ 

※２：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機能及び待機状態にある系統の動作に必須の

機能に対してのみ設定する（以下，本条において同じ。）。 

（２）組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，１１．の保全の有効性

評価の結果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

ａ）プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は，運転実績を踏まえて設定する。 

ｂ)系統レベルの保全活動管理指標 

ⅰ．予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，重要度分類指針の重要度，リス

ク重要度を考慮して設定する。 

ⅱ．非待機（ＵＡ）時間の目標値は，点検実績及び第４章第３節（運転上の制限）第１９条

から第７１条の第３項で定める要求される措置の完了時間を参照して設定する。 

（３）組織は，プラント又は系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視方法及び

算出周期を具体的に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画の始期及び期間に関

することを含める。 
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変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

（４）組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報の採取及び監視を実施し，その結果

を記録する。 

 

７．保全計画の策定 

（１）組織は，４．の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，計

画の始期及び期間に関することを含める。 

ａ）点検計画（７．１参照） 

ｂ）設計及び工事の計画（７．２参照） 

ｃ）特別な保全計画（７．３参照） 

（２）組織は，保全計画の策定にあたって，５．の施設管理の重要度を勘案し，必要に応じて次の

事項を考慮する。また，１１．の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直しを行う。 

ａ）運転実績，事故及び故障事例などの運転経験 

ｂ）使用環境及び設置環境 

ｃ）劣化，故障モード 

ｄ）機器の構造等の設計的知見 

ｅ）科学的知見 

（３）組織は，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保されていることを確認するとともに，安

全機能に影響を及ぼす可能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。 

 

７．１ 点検計画の策定 

（１）組織は，原子炉停止中又は運転中に点検を実施する場合は，あらかじめ保全方式を選定し，

点検の方法並びにそれらの実施頻度及び実施時期を定めた点検計画を策定する。 

（２）組織は，構築物，系統及び機器の適切な単位ごとに，予防保全を基本として，以下に示す保

全方式から適切な方式を選定する。 

ａ）予防保全 

ⅰ．時間基準保全 

ⅱ．状態基準保全 

ｂ）事後保全 

（３）組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を定める。 

ａ）時間基準保全 

点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために

必要なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

なお，時間基準保全を選定した機器に対して，運転中に設備診断技術を使った状態監視データ

採取，巡視点検又は定例試験の状態監視を実施する場合は，状態監視の内容に応じて，状態基準

保全を選定した場合に準じて必要な事項を定める。 

ｂ）状態基準保全 

ⅰ．設備診断技術を使い状態監視データを採取する時期までに，次の事項を定める。 

① 状態監視データの具体的採取方法 

 

 

（４）組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報の採取及び監視を実施し，その結果

を記録する。 

 

７．保全計画の策定 

（１）組織は，４．の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，計

画の始期及び期間に関することを含める。 

ａ）点検計画（７．１参照） 

ｂ）設計及び工事の計画（７．２参照） 

ｃ）特別な保全計画（７．３参照） 

（２）組織は，保全計画の策定にあたって，５．の施設管理の重要度を勘案し，必要に応じて次の

事項を考慮する。また，１１．の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直しを行う。 

ａ）運転実績，事故及び故障事例などの運転経験 

ｂ）使用環境及び設置環境 

ｃ）劣化，故障モード 

ｄ）機器の構造等の設計的知見 

ｅ）科学的知見 

（３）組織は，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保されていることを確認するとともに，安

全機能に影響を及ぼす可能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。 

 

７．１ 点検計画の策定 

（１）組織は，原子炉停止中又は運転中に点検を実施する場合は，あらかじめ保全方式を選定し，

点検の方法並びにそれらの実施頻度及び実施時期を定めた点検計画を策定する。 

（２）組織は，構築物，系統及び機器の適切な単位ごとに，予防保全を基本として，以下に示す保

全方式から適切な方式を選定する。 

ａ）予防保全 

ⅰ．時間基準保全 

ⅱ．状態基準保全 

ｂ）事後保全 

（３）組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を定める。 

ａ）時間基準保全 

点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために

必要なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

なお，時間基準保全を選定した機器に対して，運転中に設備診断技術を使った状態監視データ

採取，巡視点検又は定例試験の状態監視を実施する場合は，状態監視の内容に応じて，状態基準

保全を選定した場合に準じて必要な事項を定める。 

ｂ）状態基準保全 

ⅰ．設備診断技術を使い状態監視データを採取する時期までに，次の事項を定める。 

① 状態監視データの具体的採取方法 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

②機器の故障の兆候を検知するために必要な状態監視データ項目，評価方法及び必要な対

応を適切に判断するための管理基準 

③状態監視データ採取頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

 

ⅱ．巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①巡視点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器の状態を監視するために必要なデータ項目，評価方法及び管理基  

 準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達するか又は故障の兆候を発見した場合の対応方法 

ⅲ．定例試験を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①定例試験の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するため

に必要なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

ｃ）事後保全 

事後保全を選定した場合は，機能喪失の発見後，修復を実施する前に，修復方法，修復後に

所定の機能を発揮することの確認方法及び修復時期を定める。 

（４）組織は，点検を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあること

を事業者検査※２により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

ａ）事業者検査の具体的方法 

ｂ）所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査の項目，

評価方法及び管理基準 

ｃ） 事業者検査の実施時期 

 

※２：事業者検査とは，点検及び工事に伴うリリースのため，点検及び工事とは別に，要求事

項への適合を確認する合否判定行為であり，第１０７条の４による使用前事業者検査お

よび第１０７条の５による定期事業者検査をいう(以下，本条において同じ。)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②機器の故障の兆候を検知するために必要な状態監視データ項目，評価方法及び必要な対

応を適切に判断するための管理基準 

③状態監視データ採取頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

 

ⅱ．巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①巡視点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器の状態を監視するために必要なデータ項目，評価方法及び管理基  

 準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達するか又は故障の兆候を発見した場合の対応方法 

ⅲ．定例試験を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①定例試験の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するため

に必要なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

ｃ）事後保全 

事後保全を選定した場合は，機能喪失の発見後，修復を実施する前に，修復方法，修復後に

所定の機能を発揮することの確認方法及び修復時期を定める。 

（４）組織は，点検を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあること

を事業者検査※３により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

ａ）事業者検査の具体的方法 

ｂ）所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査の項目，

評価方法及び管理基準 

ｃ） 事業者検査の実施時期 

 

※３：事業者検査とは，点検及び工事に伴うリリースのため，点検及び工事とは別に，要求事項

への適合を確認する合否判定行為であり，第１０７条の４による使用前事業者検査および

第１０７条の５による定期事業者検査をいう(以下，本条において同じ。)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

７．２ 設計及び工事の計画の策定 

（１）組織は，設計及び工事を実施する場合は，あらかじめその方法及び実施時期を定めた設計及

び工事の計画を策定する。また，安全上重要な機器及び構造物の工事を実施する場合は，その計

画段階において，法令に基づく必要な手続き※３の要否について確認を行い，その結果を記録する。 

（２）組織は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，使用前点検の方法並びにそれらの実

施頻度及び実施時期を定めた使用前点検の計画を策定する。 

（３）組織は，工事を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあること

を事業者検査並びに事業者検査以外の検査及び試験（以下「試験等」という。）により確認・評価

する時期までに，次の事項を定める。 

ａ）事業者検査及び試験等の具体的方法 

ｂ）所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査及び試

験等の項目，評価方法及び管理基準 

ｃ）事業者検査及び試験等の実施時期 

 

※３：法令に基づく手続きとは，原子炉等規制法 第４３条の３の８（変更の許可及び届出等），第４

３条の３の９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３の１０（設計及び工事の計画の届出）

及び第４３条の３の１１第３項（使用前事業者検査の確認申請），並びに電気事業法第４７条・

第４８条（工事計画）及び第４９条・第５０条（使用前検査）に係る手続きをいう。 

 

７．３ 特別な保全計画の策定 

（１）組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合などは，特別な措置とし

て，あらかじめ当該原子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施時期を定めた計画を策定する。 

（２）組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発

揮しうる状態にあることを点検により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

ａ）点検の具体的方法 

ｂ）所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な点検の項目，評価

方法及び管理基準 

ｃ）点検の実施時期 

 

８．保全の実施 

（１）組織は，７．で定めた保全計画に従って保全を実施する。 

（２）組織は，保全の実施にあたって，第１０７条の２による設計管理及び第１０７条の３による

作業管理を実施する。 

（３）組織は，保全の結果について記録する。 

 

９．保全の結果の確認・評価 

（１）組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統及び機器の保全

の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※４までに確認･評価し，記録す

る。 

（２）組織は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機能を発揮しうる状態にあることを検

証するため，事業者検査を実施する。 

 

 

 

 

７．２ 設計及び工事の計画の策定 

（１）組織は，設計及び工事を実施する場合は，あらかじめその方法及び実施時期を定めた設計及

び工事の計画を策定する。また，安全上重要な機器及び構造物の工事を実施する場合は，その計

画段階において，法令に基づく必要な手続き※４の要否について確認を行い，その結果を記録する。 

（２）組織は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，使用前点検の方法並びにそれらの実

施頻度及び実施時期を定めた使用前点検の計画を策定する。 

（３）組織は，工事を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあること

を事業者検査並びに事業者検査以外の検査及び試験（以下「試験等」という。）により確認・評価

する時期までに，次の事項を定める。 

ａ）事業者検査及び試験等の具体的方法 

ｂ）所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査及び試

験等の項目，評価方法及び管理基準 

ｃ）事業者検査及び試験等の実施時期 

 

※４：法令に基づく手続きとは，原子炉等規制法 第４３条の３の８（変更の許可及び届出等），第４

３条の３の９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３の１０（設計及び工事の計画の届出）

及び第４３条の３の１１第３項（使用前事業者検査の確認申請），並びに電気事業法第４７条・

第４８条（工事計画）及び第４９条・第５０条（使用前検査）に係る手続きをいう。 

 

７．３ 特別な保全計画の策定 

（１）組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合などは，特別な措置とし

て，あらかじめ当該原子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施時期を定めた計画を策定する。 

（２）組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発

揮しうる状態にあることを点検により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

ａ）点検の具体的方法 

ｂ）所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な点検の項目，評価

方法及び管理基準 

ｃ）点検の実施時期 

 

８．保全の実施 

（１）組織は，７．で定めた保全計画に従って保全を実施する。 

（２）組織は，保全の実施にあたって，第１０７条の２による設計管理及び第１０７条の３による

作業管理を実施する。 

（３）組織は，保全の結果について記録する。 

 

９．保全の結果の確認・評価 

（１）組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統及び機器の保全

の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※５までに確認･評価し，記録す

る。 

（２）組織は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機能を発揮しうる状態にあることを検

証するため，事業者検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

（３）組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，定めたプロセスに基

づき，保全が実施されていることを，所定の時期※４までに確認・評価し，記録する。 

※４：所定の時期とは，所定の機能が要求される時又はあらかじめ計画された保全の完了時をいう。 

 

１０．不適合管理，是正処置及び未然防止処置 

（１）組織は，施設管理の対象となる施設及びプロセスを監視し，以下の a）及び b）の状態に至ら

ないよう通常と異なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるとともに，以下の a）及び b）

に至った場合には，不適合管理を行った上で，是正処置を講じる。 

ａ）保全を実施した構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評価できな

い場合 

ｂ）最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，定めたプロセスに基づ

き，保全が実施されていることが確認・評価できない場合 

（２）組織は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自らの組織で起こり得る問題の影響に

照らし，適切な未然防止処置を講じる。 

（３）組織は，（１）及び（２）の活動を第３条に基づき実施する。 

 

１１．保全の有効性評価 

組織は，保全活動から得られた情報等から，保全の有効性を評価し，保全が有効に機能している

ことを確認するとともに，継続的な改善につなげる。 

（１）組織は，あらかじめ定めた時期及び内容に基づき，保全の有効性を評価する。 

なお，保全の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合わせて行う。 

ａ）保全活動管理指標の監視結果 

ｂ）保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

ｃ）トラブルなど運転経験 

ｄ）高経年化技術評価及び定期安全レビュー結果 

ｅ）他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

ｆ）リスク情報，科学的知見 

（２）組織は，保全の有効性評価の結果を踏まえ，構築物，系統及び機器の保全方式を変更する場 

合には，７．１に基づき保全方式を選定する。また，構築物，系統及び機器の点検間隔を変更す 

る場合には，保全重要度を踏まえた上で，以下の評価方法を活用して評価する。 

ａ）点検及び取替結果の評価 

ｂ）劣化トレンドによる評価 

ｃ）類似機器等のベンチマークによる評価 

ｄ）研究成果等による評価 

（３）組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠及び必要となる改善内容について記録する。 

 

１２．施設管理の有効性評価 

（１） 組織は，１１．の保全の有効性評価の結果及び２．の施設管理目標の達成度から，定期的に

施設管理の有効性を評価し，施設管理が有効に機能していることを確認するとともに，継続的な

改善につなげる。 

（２）組織は，施設管理の有効性評価の結果とその根拠及び改善内容について記録する。 

 

 

 

 

（３）組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，定めたプロセスに基

づき，保全が実施されていることを，所定の時期※５までに確認・評価し，記録する。 

※５：所定の時期とは，所定の機能が要求される時又はあらかじめ計画された保全の完了時をいう。 

 

１０．不適合管理，是正処置及び未然防止処置 

（１）組織は，施設管理の対象となる施設及びプロセスを監視し，以下の a）及び b）の状態に至ら

ないよう通常と異なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるとともに，以下の a）及び b）

に至った場合には，不適合管理を行った上で，是正処置を講じる。 

ａ）保全を実施した構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評価できな

い場合 

ｂ）最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，定めたプロセスに基づ

き，保全が実施されていることが確認・評価できない場合 

（２）組織は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自らの組織で起こり得る問題の影響に

照らし，適切な未然防止処置を講じる。 

（３）組織は，（１）及び（２）の活動を第３条に基づき実施する。 

 

１１．保全の有効性評価 

組織は，保全活動から得られた情報等から，保全の有効性を評価し，保全が有効に機能している

ことを確認するとともに，継続的な改善につなげる。 

（１）組織は，あらかじめ定めた時期及び内容に基づき，保全の有効性を評価する。 

なお，保全の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合わせて行う。 

ａ）保全活動管理指標の監視結果 

ｂ）保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

ｃ）トラブルなど運転経験 

ｄ）高経年化技術評価及び定期安全レビュー結果 

ｅ）他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

ｆ）リスク情報，科学的知見 

（２）組織は，保全の有効性評価の結果を踏まえ，構築物，系統及び機器の保全方式を変更する場

合には，７．１に基づき保全方式を選定する。また，構築物，系統及び機器の点検間隔を変更す

る場合には，保全重要度を踏まえた上で，以下の評価方法を活用して評価する。 

ａ）点検及び取替結果の評価 

ｂ）劣化トレンドによる評価 

ｃ）類似機器等のベンチマークによる評価 

ｄ）研究成果等による評価 

（３）組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠及び必要となる改善内容について記録する。 

 

１２．施設管理の有効性評価 

（１） 組織は，１１．の保全の有効性評価の結果及び２．の施設管理目標の達成度から，定期的に

施設管理の有効性を評価し，施設管理が有効に機能していることを確認するとともに，継続的な

改善につなげる。 

（２）組織は，施設管理の有効性評価の結果とその根拠及び改善内容について記録する。 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

１３．構成管理 

組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 

（１）設計要件（第３条７．２．１に示す業務・原子炉施設に対する要求事項のうち，「構築物，系

統及び機器がどのようなものでなければならないか」という要件を含む第１０７条の２の設計に

対する要求事項をいう。） 

（２）施設構成情報（第３条４．２．１に示す文書のうち，「構築物，系統及び機器がどのようなも

のかを示す図書，情報」をいう。） 

（３）物理的構成（実際の構築物，系統及び機器をいう。） 

 

１４．情報共有 

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技術情報を，ＢＷＲ

事業者協議会を通じて他の原子炉設置者と共有する。 

 

（設計管理） 

第１０７条の２ 組織は，原子炉施設の工事を行う場合，新たな設計又は過去に実施した設計結果の

変更に該当するかどうかを判断する。 

２．組織は，第１項において該当すると判断した場合，次の各号に掲げる要求事項を満たす設計を第

３条 7.3 に従って実施する。 

(1) 保全の結果の反映及び既設設備への影響の考慮を含む，機能及び性能に関する要求事項 

(2)「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の規定及び原子炉設置（変更）

許可申請書の記載事項を含む，適用される法令・規制要求事項 

(3) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

(4) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

３．本条における設計管理には，次条に定める作業管理及び第１０７条の４に定める使用前事業者検

査の実施を考慮する。 

 

 (作業管理) 

第１０７条の３ 組織は，前条の設計管理の結果に従い工事を実施する。 

２．組織は，原子炉施設の点検及び工事を行う場合，原子炉施設の安全を確保するため次の事項を考

慮した作業管理を行う。 

(1) 他の原子炉施設及び周辺環境からの影響による作業対象設備の損傷及び劣化の防止 

(2) 供用中の原子炉施設に対する悪影響の防止 

(3) 供用開始後の管理上重要な初期データの採取 

(4) 作業工程の管理 

(5) 供用開始までの作業対象設備の管理 

(6) 第 6 章に基づく放射性廃棄物管理 

(7) 第 7 章に基づく放射線管理 

３．組織は，原子炉施設の状況を日常的に確認し，偶発故障等の発生も念頭に，設備等が正常な状

態から外れ，又は外れる兆候が認められる場合に，適切に正常な状態に回復させることができるよ

う，本項及び第１３条による巡視点検を定期的に行う。 

 

(使用前事業者検査の実施) 

第１０７条の４ 所長は，設計及び工事の計画の認可又は設計及び工事の計画の届出（以下，本条に

おいて「設工認」という。）の対象となる原子炉施設について，設置又は変更の工事にあたり，設工

認に従って行われたものであること，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」へ適合することを確認するための使用前事業者検査（以下，本条において「検査」という。）を

統括する。 

２．安全総括ＧＭは，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設置又は変更の工事

を実施した組織とは別の組織の者を，検査実施ＧＭとして指名する。 

３．検査実施ＧＭは，自ら検査実施責任者となるか，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査

の独立性確保を考慮し，検査実施責任者を指名する。 

１３．構成管理 

組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 

（１）設計要件（第３条７．２．１に示す業務・原子炉施設に対する要求事項のうち，「構築物，系

統及び機器がどのようなものでなければならないか」という要件を含む第１０７条の２の設計に

対する要求事項をいう。） 

（２）施設構成情報（第３条４．２．１に示す文書のうち，「構築物，系統及び機器がどのようなも

のかを示す図書，情報」をいう。） 

（３）物理的構成（実際の構築物，系統及び機器をいう。） 

 

１４．情報共有 

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技術情報を，ＢＷＲ

事業者協議会を通じて他の原子炉設置者と共有する。 

 

（設計管理） 

第１０７条の２ 組織は，原子炉施設の工事を行う場合，新たな設計又は過去に実施した設計結果の

変更に該当するかどうかを判断する。 

２．組織は，第１項において該当すると判断した場合，次の各号に掲げる要求事項を満たす設計を第

３条 7.3 に従って実施する。 

(1) 保全の結果の反映及び既設設備への影響の考慮を含む，機能及び性能に関する要求事項 

(2)「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の規定及び原子炉設置（変更）

許可申請書の記載事項を含む，適用される法令・規制要求事項 

(3) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

(4) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

３．本条における設計管理には，次条に定める作業管理及び第１０７条の４に定める使用前事業者検

査の実施を考慮する。 

 

 (作業管理) 

第１０７条の３ 組織は，前条の設計管理の結果に従い工事を実施する。 

２．組織は，原子炉施設の点検及び工事を行う場合，原子炉施設の安全を確保するため次の事項を考

慮した作業管理を行う。 

(1) 他の原子炉施設及び周辺環境からの影響による作業対象設備の損傷及び劣化の防止 

(2) 供用中の原子炉施設に対する悪影響の防止 

(3) 供用開始後の管理上重要な初期データの採取 

(4) 作業工程の管理 

(5) 供用開始までの作業対象設備の管理 

(6) 第 6 章に基づく放射性廃棄物管理 

(7) 第 7 章に基づく放射線管理 

３．組織は，原子炉施設の状況を日常的に確認し，偶発故障等の発生も念頭に，設備等が正常な状

態から外れ，又は外れる兆候が認められる場合に，適切に正常な状態に回復させることができるよ

う，本項及び第１３条による巡視点検を定期的に行う。 

 

(使用前事業者検査の実施) 

第１０７条の４ 所長は，設計及び工事の計画の認可又は設計及び工事の計画の届出（以下，本条に

おいて「設工認」という。）の対象となる原子炉施設について，設置又は変更の工事にあたり，設工

認に従って行われたものであること，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」へ適合することを確認するための使用前事業者検査（以下，本条において「検査」という。）を

統括する。 

２．安全総括ＧＭは，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設置又は変更の工事

を実施した組織とは別の組織の者を，検査実施ＧＭとして指名する。 

３．検査実施ＧＭは，自ら検査実施責任者となるか，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査

の独立性確保を考慮し，検査実施責任者を指名する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

４．前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

(1) 検査の実施体制を構築する。 

(2) 検査要領書※１を定め，それを実施する。 

(3) 検査対象の原子炉施設が下記の基準に適合していることを判断するために必要な検査項目と，

検査項目毎の判定基準を定める。 

a）設工認に従って行われたものであること。 

b）「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に適合するものであること。 

(4) 検査項目毎の判定結果を踏まえ，検査対象の原子炉施設が前号 a）及び b）の基準に適合するこ

とを最終判断する。 

※１：検査を行うにあたっては，あらかじめ，検査の時期，対象，以下に示す方法その他必要な事項

を定めた検査要領書を定める。 

a）構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法 

b）機能及び性能を確認するために十分な方法 

c）その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認

するために十分な方法 

５．検査実施責任者は検査項目毎の判定業務を検査員に行わせることができる。このとき，検査員と

して次の各号に掲げる事項のいずれかを満たすものを指名する。 

(1) 第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設置又は変更の工事を実施した組織

とは別の組織の者。 

(2) 検査対象となる設置又は変更の工事の調達における供給者のなかで，当該工事を実施した組織

とは別の組織の者。 

(3) 前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給者。 

６．検査実施責任者は，検査内容及び検査対象設備の重要度に応じて，検査実施責任者及び前項に規

定する検査員の立会頻度を定め，それを実施する。 

７．各ＧＭは，第４項及び第５項に係る事項について，次の各号を実施する。 

(1) 検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対して管理を行う。 

(2) 検査に係る記録の管理を行う。 

(3) 検査に係る要員の教育訓練を行う。 

 

(定期事業者検査の実施)  

第１０７条の５ 所長は，原子炉施設が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」に適合するものであることを定期に確認するための定期事業者検査（以下，本条において「検

査」という。）を統括する。 

２．安全総括ＧＭは，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設備を所管又は点検

を実施した組織とは別の組織の者を，検査実施ＧＭとして指名する。 

３．検査実施ＧＭは，自ら検査実施責任者となるか，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査

の独立性確保を考慮し，検査実施責任者を指名する。 

４．前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

(1) 検査の実施体制を構築する。 

(2) 検査要領書※１を定め，それを実施する。 

(3) 検査対象の原子炉施設が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に適

合するものであることを判断するために必要な検査項目と，検査項目毎の判定基準を定める。 

(4) 検査項目毎の判定結果を踏まえ，検査対象の原子炉施設が前号の基準に適合することを最終判

断する。 

※１：各プラントの特徴に応じ，検査の時期，対象，以下に示す方法その他必要な事項を定めた検

査要領書を定める。 

(1) 開放，分解，非破壊検査その他の各部の損傷，変形，摩耗及び異常の発生状況を確認するた

めに十分な方法 

(2) 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法 

(3) (1)(2)による方法のほか，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に

適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。 

 

４．前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

(1) 検査の実施体制を構築する。 

(2) 検査要領書※１を定め，それを実施する。 

(3) 検査対象の原子炉施設が下記の基準に適合していることを判断するために必要な検査項目と，

検査項目毎の判定基準を定める。 

a）設工認に従って行われたものであること。 

b）「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に適合するものであること。 

(4) 検査項目毎の判定結果を踏まえ，検査対象の原子炉施設が前号 a）及び b）の基準に適合するこ

とを最終判断する。 

※１：検査を行うにあたっては，あらかじめ，検査の時期，対象，以下に示す方法その他必要な事

項を定めた検査要領書を定める。 

a）構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法 

b）機能及び性能を確認するために十分な方法 

c）その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認

するために十分な方法 

５．検査実施責任者は検査項目毎の判定業務を検査員に行わせることができる。このとき，検査員と

して次の各号に掲げる事項のいずれかを満たすものを指名する。 

(1) 第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設置又は変更の工事を実施した組織

とは別の組織の者。 

(2) 検査対象となる設置又は変更の工事の調達における供給者のなかで，当該工事を実施した組織

とは別の組織の者。 

(3) 前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給者。 

６．検査実施責任者は，検査内容及び検査対象設備の重要度に応じて，検査実施責任者及び前項に規

定する検査員の立会頻度を定め，それを実施する。 

７．各ＧＭは，第４項及び第５項に係る事項について，次の各号を実施する。 

(1) 検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対して管理を行う。 

(2) 検査に係る記録の管理を行う。 

(3) 検査に係る要員の教育訓練を行う。 

 

(定期事業者検査の実施)  

第１０７条の５ 所長は，原子炉施設が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」に適合するものであることを定期に確認するための定期事業者検査（以下，本条において「検

査」という。）を統括する。 

２．安全総括ＧＭは，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設備を所管又は点検

を実施した組織とは別の組織の者を，検査実施ＧＭとして指名する。 

３．検査実施ＧＭは，自ら検査実施責任者となるか，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査

の独立性確保を考慮し，検査実施責任者を指名する。 

４．前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

(1) 検査の実施体制を構築する。 

(2) 検査要領書※１を定め，それを実施する。 

(3) 検査対象の原子炉施設が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に適

合するものであることを判断するために必要な検査項目と，検査項目毎の判定基準を定める。 

(4) 検査項目毎の判定結果を踏まえ，検査対象の原子炉施設が前号の基準に適合することを最終判

断する。 

※１：各プラントの特徴に応じ，検査の時期，対象，以下に示す方法その他必要な事項を定めた検

査要領書を定める。 

(1) 開放，分解，非破壊検査その他の各部の損傷，変形，摩耗及び異常の発生状況を確認するた

めに十分な方法 

(2) 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法 

(3) (1)(2)による方法のほか，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に

適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。 
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変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

５．検査実施責任者は検査項目毎の判定業務を検査員に行わせることができる。このとき，検査員と

して次の各号に掲げる事項のいずれかを満たすものを指名する。 

(1) 第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設備の設備管理部署とは別の組織の

者。 

(2) 検査対象となる設備の工事又は点検の調達における供給者のなかで，当該工事又は点検を実施

する組織とは別の組織の者。 

(3) 前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給者。 

６．検査実施責任者は，検査内容及び検査対象設備の重要度に応じて，検査実施責任者及び前項に規

定する検査員の立会頻度を定め，それを実施する。 

７．各ＧＭは，第４項及び第５項に係る事項について，次の各号を実施する。 

(1) 検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対して管理を行う。 

(2) 検査に係る記録の管理を行う。 

(3) 検査に係る要員の教育訓練を行う。 

 

（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針） 

第１０７条の６ 

各ＧＭは，１号炉及び５号炉に関し，重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する機

器及び構造物※１（以下，本条において「機器及び構造物」という。）について，営業運転を開始した

日以後３０年を経過する日までに実施した以下の事項について，第１１条の２に定める原子炉の運

転期間を変更する場合，あるいはその他経年劣化に関する技術的な評価を行うために設定した条件，

評価方法を変更する場合は，当該評価の見直しを行い，その結果に基づき，策定した長期施設管理

方針を変更する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価 

（２）前号に基づく長期施設管理方針の策定※２ 

２．高経年化評価ＧＭは，２号炉，３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉に関し，機器及び構造物につ

いて，営業運転を開始した日以後３０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，これ

に基づき，前項(1)，(2)の事項を実施する。 

３．高経年化評価ＧＭは，機器及び構造物について，各号炉毎，運転期間延長認可申請※３をする場合

においては営業運転を開始した日以後４０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，

これに基づき，第１項(1)，(2)の事項を実施する。 

４．高経年化評価ＧＭは，機器及び構造物について，各号炉毎，認可※４を受けた延長期間が１０年を

超える場合においては，営業運転を開始した日以後５０年を経過する日までに，実施手順及び実施

体制を定め，これに基づき，第１項(1)，(2)の事項を実施する。 

５．１号炉及び５号炉の長期施設管理方針は添付４に示すものとする。 

 

※１：動作する機能を有する機器及び構造物に関し，原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把 

握される箇所を除く。 

※２：３０年を経過する日までに策定する場合は１０年間の，それ以外の場合は延長する期間が満了

する日までの方針。 

 

 

※３：原子炉等規制法第４３条の３の３２第４項に規定される申請をいう。 

※４：原子炉等規制法第４３条の３の３２第２項に規定される認可をいう。 

５．検査実施責任者は検査項目毎の判定業務を検査員に行わせることができる。このとき，検査員と

して次の各号に掲げる事項のいずれかを満たすものを指名する。 

(1) 第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設備の設備管理部署とは別の組織の

者。 

(2) 検査対象となる設備の工事又は点検の調達における供給者のなかで，当該工事又は点検を実施

する組織とは別の組織の者。 

(3) 前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給者。 

６．検査実施責任者は，検査内容及び検査対象設備の重要度に応じて，検査実施責任者及び前項に規

定する検査員の立会頻度を定め，それを実施する。 

７．各ＧＭは，第４項及び第５項に係る事項について，次の各号を実施する。 

(1) 検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対して管理を行う。 

(2) 検査に係る記録の管理を行う。 

(3) 検査に係る要員の教育訓練を行う。 

 

（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針） 

第１０７条の６ 

各ＧＭは，１号炉及び５号炉に関し，重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する機

器及び構造物※１（以下，本条において「機器及び構造物」という。）について，営業運転を開始した

日以後３０年を経過する日までに実施した以下の事項について，第１１条の２に定める原子炉の運転

期間を変更する場合，あるいはその他経年劣化に関する技術的な評価を行うために設定した条件，評

価方法を変更する場合は，当該評価の見直しを行い，その結果に基づき，策定した長期施設管理方針

を変更する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価 

（２）前号に基づく長期施設管理方針の策定※２ 

２．高経年化評価ＧＭは，２号炉，３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉に関し，機器及び構造物並び

に常設重大事故等対処設備※３について，営業運転を開始した日以後３０年を経過する日までに，実

施手順及び実施体制を定め，これに基づき，前項(1)，(2)の事項を実施する。 

３．高経年化評価ＧＭは，機器及び構造物について，各号炉毎，運転期間延長認可申請※４をする場合

においては営業運転を開始した日以後４０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，

これに基づき，第１項(1)，(2)の事項を実施する。 

４．高経年化評価ＧＭは，機器及び構造物について，各号炉毎，認可※５を受けた延長期間が１０年を

超える場合においては，営業運転を開始した日以後５０年を経過する日までに，実施手順及び実施

体制を定め，これに基づき，第１項(1)，(2)の事項を実施する。 

５．１号炉及び５号炉の長期施設管理方針は添付６に示すものとする。 

 

※１：動作する機能を有する機器及び構造物に関し，原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把

握される箇所を除く。 

※２：３０年を経過する日までに策定する場合は１０年間の，それ以外の場合は延長する期間が満了

する日までの方針。 

※３：「常設重大事故等対処設備」とは，実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則第４３条第２項の設備をいう（７号炉に限る）。 

※４：原子炉等規制法第４３条の３の３２第４項に規定される申請をいう。 

※５：原子炉等規制法第４３条の３の３２第２項に規定される認可をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（緊急作業従事者の選定） 

第１０９条の２ 防災安全ＧＭは，次の全ての要件に該当する所員及び協力企業従業員等の放射線業

務従事者（女子については，妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者

に限る。）から，緊急作業※１に従事させるための要員（以下「緊急作業従事者」という。）を選定し，

所長の承認を得る。 

（１）表１０９の２の緊急作業についての教育を受けた上で，緊急作業に従事する意思がある旨

を，社長に書面で申し出た者 

（２）表１０９の２の緊急作業についての訓練を受けた者 

（３）実効線量について２５０ミリシーベルトを線量限度とする緊急作業に従事する要員にあっ

ては，原子力災害対策特別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員，同法第９条第１

項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する副原子力防災管理者であるこ

と。 

 

表１０９の２ 

分 類 項 目 時 間 

教育 

緊急作業の方法に関する知識（放射線測定の方法，身体等

の汚染の状態の検査，保護具の性能及び使用方法等） 
３時間以上 

緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方

法に関する知識 
２時間以上 

電離放射線の生体に与える影響，健康管理の方法及び被ば

く線量の管理の方法に関する知識 
１時間以上 

関係法令 ０．５時間以上 

訓練 
緊急作業の方法 ３時間以上 

緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い※２ ３時間以上 

※１：緊急作業とは，法令に定める緊急時の線量限度が必要となる作業をいう。 

 

 

 

※２：兼用できる訓練 

・第１７条第２項，第１７条の２第１項，第１１２条，第１１８条のうち，緊急作業で使用す

る施設及び設備の取扱いに関する訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（緊急作業従事者の選定） 

第１０９条の２ 防災安全ＧＭは，次の全ての要件に該当する所員及び協力企業従業員等の放射線業

務従事者（女子については，妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者

に限る。）から，緊急作業※１に従事させるための要員（以下「緊急作業従事者」という。）を選定し，

所長の承認を得る。 

（１）表１０９の２の緊急作業についての教育を受けた上で，緊急作業に従事する意思がある旨を，

社長に書面で申し出た者 

（２）表１０９の２の緊急作業についての訓練を受けた者 

（３）実効線量について２５０ミリシーベルトを線量限度とする緊急作業に従事する要員にあって

は，原子力災害対策特別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員，同法第９条第１項に規

定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する副原子力防災管理者であること。 

 

 

表１０９の２ 

分 類 項 目 時 間 

教育 

緊急作業の方法に関する知識（放射線測定の方法，身体等

の汚染の状態の検査，保護具の性能及び使用方法等） 
３時間以上 

緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方

法に関する知識 
２時間以上 

電離放射線の生体に与える影響，健康管理の方法及び被ば

く線量の管理の方法に関する知識 
１時間以上 

関係法令 ０．５時間以上 

訓練 
緊急作業の方法※２ ３時間以上 

緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い※３ ３時間以上 

※１：緊急作業とは，法令に定める緊急時の線量限度が必要となる作業をいう。 

※２：兼用できる訓練 

・第１７条の７第３項，第１７条の９第１項，第１１８条のうち，緊急作業の方法に関する訓 

練 

※３：兼用できる訓練 

・第１７条第１項，第１７条の７第３項，第１７条の８第１項，第１７条の９第１項，第１１ 

２条，第１１８条のうち，緊急作業で使用する施設及び設備の取扱いに関する訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

記載の適正化 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（通報経路） 

第１１１条 防災安全ＧＭは，緊急事態が発生した場合の社内及び国，県，市村等の社外関係機関と

の通報経路を定めるにあたり，所長の承認を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（通報経路） 

第１１１条 防災安全ＧＭは，警戒事態該当事象が発生した場合又は特定事象が発生した場合の社内

及び国，県，市村等の社外関係機関との連絡経路又は通報経路を定めるにあたり，所長の承認を得

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（通報） 

第１１３条 当直長等は，原子炉施設に異常が発生し，その状況が緊急事態である場合は，第１１１

条に定める通報経路にしたがって，所長に通報する。 

２．所長は，緊急事態の発生について通報を受け，又は自ら発見した場合は，第１１１条に定める通

報経路にしたがって，社内及び社外関係機関に通報する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（通報） 

第１１３条 当直長等は，警戒事態該当事象が発生した場合又は特定事象が発生した場合は， 

第１１１条に定める経路にしたがって，所長に報告する。 

２．所長は，警戒事態該当事象の発生又は特定事象の発生について報告を受け，若しくは自ら発見し

た場合は，第１１１条に定める経路にしたがって，社内及び社外関係機関に連絡又は通報する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（緊急時態勢の発令） 

第１１４条 所長は，緊急事態が発生した場合は，緊急時態勢を発令して，原子力防災組織の要員を

召集し，発電所に緊急時対策本部を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子力防災態勢の発令） 

第１１４条 所長は，警戒事態該当事象の発生又は特定事象の発生について報告を受け，若しくは自

ら発見した場合は，原子力防災態勢を発令して，原子力防災組織の要員を召集し，発電所に緊急時

対策本部を設置する。所長は，原子力防災態勢を発令した場合は，直ちに原子力運営管理部長に報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（応急措置） 

第１１５条 本部長は，原子力防災組織を統括し，緊急事態において次の応急措置を実施する。 

 

（１）警備及び避難誘導 

（２）放射能影響範囲の推定 

（３）医療活動 

（４）消火活動 

（５）汚染拡大の防止 

（６）線量評価 

（７）応急復旧 

（８）原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための措置 

 

 

（応急措置） 

第１１５条 本部長は，原子力防災組織を統括し，原子力防災態勢を発令した場合において次の応急

措置を実施する。 

（１）警備及び避難誘導 

（２）放射能影響範囲の推定 

（３）医療活動 

（４）消火活動 

（５）汚染拡大の防止 

（６）線量評価 

（７）応急復旧 

（８）原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための措置 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（緊急時態勢の解除） 

第１１７条 本部長は，事象が収束し，緊急時態勢を継続する必要がなくなった場合は，関係機関と

協議した上で，緊急時態勢を解除し，その旨を社内及び社外関係機関に連絡する。 

 

 

（原子力防災態勢の解除） 

第１１７条 本部長は，事象が収束し，原子力防災態勢を継続する必要がなくなった場合は，関係機

関と協議した上で，原子力防災態勢を解除し，その旨を社内及び社外関係機関に連絡する。 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

170



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

      第１１章 記録及び報告 
 

（記録） 

第１２０条 組織は，表１２０－１及び表１２０－３に定める保安に関する記録を適正に作成（表１

２０－１の１．の記録を除く。）し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録

に関する事項を遵守する。 

２．各ＧＭは，表１２０－２に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。なお，記録の作

成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

 

表１２０－１ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

１．使用前確認の結果 
確認の都度 

同一事項に関する次の確認の

時までの期間 

２．保全活動管理指標の監視結果及びその担当

者の氏名 実施の都度 

監視を実施した原子炉施設を

解体又は廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

３．保全の結果（安全上重要な機器及び構造物

は除く）及びその担当者の氏名 実施の都度 

保全を実施した原子炉施設を

解体又は廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

４．安全上重要な機器及び構造物の保全の結果

（法令に基づく必要な手続きの有無及びそ

の内容を含む※２）及びその担当者の氏名 

実施の都度 

保全を実施した原子炉施設を

解体又は廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

５．保全の結果の確認・評価及びその担当者の

氏名 実施の都度 

確認・評価を実施した原子炉

施設を解体又は廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

６．保全の不適合管理，是正処置，未然防止処

置及びその担当者の氏名 実施の都度 

不適合管理，是正処置及び未

然防止処置を実施した原子炉

施設を解体又は廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

７．保全の有効性評価，施設管理の有効性評価

及びその担当者の氏名 評価の都度 

評価を実施した原子炉施設の

施設管理方針，施設管理目標

又は施設管理実施計画の改定

までの期間 

８．熱出力 原子炉に１体以上

燃料が装荷されて

いる場合連続して 

１０年間 

９．炉心の中性子束密度 １０年間 

10．炉心の温度 １０年間 

11．冷却材入口温度 
原子炉の状態が運

転及び起動におい

て１時間ごと 

１０年間 

12．冷却材出口温度 １０年間 

13．冷却材圧力 １０年間 

14．冷却材流量 １０年間 

15．制御棒位置 同上 １年間 

 
 
 

      第１１章 記録及び報告 
 

（記録） 

第１２０条 組織は，表１２０－１及び表１２０－３に定める保安に関する記録を適正に作成（表１

２０－１の１．の記録を除く。）し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録

に関する事項を遵守する。 

２．各ＧＭは，表１２０－２に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。なお，記録の作

成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

 

表１２０－１ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

１．使用前確認の結果 
確認の都度 

同一事項に関する次の確認の

時までの期間 

２．保全活動管理指標の監視結果及びその担当

者の氏名 実施の都度 

監視を実施した原子炉施設を

解体又は廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

３．保全の結果（安全上重要な機器及び構造物

は除く）及びその担当者の氏名 実施の都度 

保全を実施した原子炉施設を

解体又は廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

４．安全上重要な機器及び構造物の保全の結果

（法令に基づく必要な手続きの有無及びそ

の内容を含む※２）及びその担当者の氏名 

実施の都度 

保全を実施した原子炉施設を

解体又は廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

５．保全の結果の確認・評価及びその担当者の

氏名 実施の都度 

確認・評価を実施した原子炉

施設を解体又は廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

６．保全の不適合管理，是正処置，未然防止処

置及びその担当者の氏名 実施の都度 

不適合管理，是正処置及び未

然防止処置を実施した原子炉

施設を解体又は廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

７．保全の有効性評価，施設管理の有効性評価

及びその担当者の氏名 評価の都度 

評価を実施した原子炉施設の

施設管理方針，施設管理目標

又は施設管理実施計画の改定

までの期間 

８．熱出力 原子炉に１体以上

燃料が装荷されて

いる場合連続して 

１０年間 

９．炉心の中性子束密度 １０年間 

10．炉心の温度 １０年間 

11．冷却材入口温度 
原子炉の状態が運

転及び起動におい

て１時間ごと 

１０年間 

12．冷却材出口温度 １０年間 

13．冷却材圧力 １０年間 

14．冷却材流量 １０年間 

15．制御棒位置 同上 １年間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 
記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

16．再結合装置内の温度 同上 １年間 

17．原子炉に使用している冷却材及び減速材の

純度並びにこれらの毎日の補給量 
毎日１回 １年間 

18．原子炉内における燃料体の配置 配置又は配置替えの都度 取出後１０年間 

19．運転開始前の点検結果 開始の都度 １年間 

20．運転停止後の点検結果 停止の都度 １年間 

21．運転開始日時 その都度 １年間 

22．臨界到達日時 同上 １年間 

23．運転切替日時 同上 １年間 

24．緊急しゃ断日時 同上 １年間 

25．運転停止日時 同上 １年間 

26．警報装置から発せられた警報の内容※３ 同上 １年間 

27．運転責任者の氏名及び運転員の氏名並びに，

これらの者の交代の日時及び交代時の引継

事項 

交代の都度 １年間 

28．運転上の制限に関する点検結果及び運転上

の制限からの逸脱があった場合に講じた措

置 
その都度 

１年間（ただし，運

転上の制限からの逸

脱があった場合につ

いては５年間） 

29．使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の

配置 
配置又は配置替えの都度 ５年間 

30．使用済燃料の払出し時における放射能の量 
払出しの都度 １０年間 

31．燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 
挿入前及び取出後 取出後１０年間 

32．発電所の外において貯蔵しようとする使用

済燃料の記録 

（１）外観 

（２）最高燃焼度 

（３）取出しから容器への封入までの期間 

（４）使用済燃料を封入した容器内における

当該使用済燃料の配置 

払出しの都度 

使用済燃料の貯蔵を

委託する相手方に記

録を引き渡すまでの

期間 

33．発電所の外において貯蔵しようとする使用

済燃料を封入した容器の記録 

（１）外観 

（２）漏えい率 

（３）真空乾燥した後の真空度又は不活性ガ

スを充填した後の湿度並びに充填した

不活性ガスの成分，量及び圧力 

（４）容器内において使用済燃料の位置を固

定するための装置の外観 

（５）重量 

払出しの都度 

使用済燃料の貯蔵を

委託する相手方に記

録を引き渡すまでの

期間 

 
記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

16．再結合装置内の温度 同上 １年間 

17．原子炉に使用している冷却材及び減速材の

純度並びにこれらの毎日の補給量 
毎日１回 １年間 

18．原子炉内における燃料体の配置 配置又は配置替えの都度 取出後１０年間 

19．運転開始前の点検結果 開始の都度 １年間 

20．運転停止後の点検結果 停止の都度 １年間 

21．運転開始日時 その都度 １年間 

22．臨界到達日時 同上 １年間 

23．運転切替日時 同上 １年間 

24．緊急しゃ断日時 同上 １年間 

25．運転停止日時 同上 １年間 

26．警報装置から発せられた警報の内容※３ 同上 １年間 

27．運転責任者の氏名及び運転員の氏名並びに，

これらの者の交代の日時及び交代時の引継

事項 

交代の都度 １年間 

28．運転上の制限に関する点検結果及び運転上

の制限からの逸脱があった場合に講じた措

置 
その都度 

１年間（ただし，運

転上の制限からの逸

脱があった場合につ

いては５年間） 

29．使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の

配置 
配置又は配置替えの都度 ５年間 

30．使用済燃料の払出し時における放射能の量 
払出しの都度 １０年間 

31．燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 
挿入前及び取出後 取出後１０年間 

32．発電所の外において貯蔵しようとする使用

済燃料の記録 

（１）外観 

（２）最高燃焼度 

（３）取出しから容器への封入までの期間 

（４）使用済燃料を封入した容器内における

当該使用済燃料の配置 

払出しの都度 

使用済燃料の貯蔵を

委託する相手方に記

録を引き渡すまでの

期間 

33．発電所の外において貯蔵しようとする使用

済燃料を封入した容器の記録 

（１）外観 

（２）漏えい率 

（３）真空乾燥した後の真空度又は不活性ガ

スを充填した後の湿度並びに充填した

不活性ガスの成分，量及び圧力 

（４）容器内において使用済燃料の位置を固

定するための装置の外観 

（５）重量 

払出しの都度 

使用済燃料の貯蔵を

委託する相手方に記

録を引き渡すまでの

期間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 
記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

34．原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃

棄物の廃棄施設等の放射線しゃへい物の側壁に

おける線量当量率 

毎日運転中１回 １０年間 

35．放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排

水口又は排水監視設備における放射性物質の１

日間及び３月間についての平均濃度 

１日間の平均濃度にあ

っては毎日１回，３月間

の平均濃度にあっては

３月毎に１回 

１０年間 

36．管理区域における外部放射線に係る１週間の線

量当量，空気中の放射性物質の１週間について

の平均濃度及び放射性物質によって汚染された

物の表面の放射性物質の密度 

毎週１回 １０年間 

37．放射線業務従事者の４月１日を始期とする１年

間の線量，女子※４の放射線業務従事者の４月１

日，７月１日，１０月１日及び１月１日を始期

とする各３月間の線量並びに本人の申出等によ

り妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線

業務従事者にあっては出産までの間毎月１日を

始期とする１月間の線量 

１年間の線量にあって

は毎年度１回，３月間の

線量にあっては３月毎

に１回，１月間の線量に

あっては１月毎に１回 

※５ 

38．４月１日を始期とする１年間の線量が２０ミリ

シーベルトを超えた放射線業務従事者の当該１

年間を含む原子力規制委員会が定める５年間の

線量 

原子力規制委員会が定

める５年間において毎

年度１回 

※５ 

39．放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の

始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期

間の線量 

その都度 ※５ 

40．放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する

年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴

及び原子力規制委員会が定める５年間における

当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 

その者が当該業務に 

就く時 
※５ 

41．発電所の外において運搬した核燃料物質等の種

類別の数量，その運搬に使用した容器の種類並

びにその運搬の日時及び経路 

運搬の都度 １年間 

42．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該

放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量，当

該放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器と一

体的に固型化した場合には当該容器の数量及び

比重並びにその廃棄の日，場所及び方法 

廃棄の都度 ※６ 

 
 
 
 
 

 
記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

34．原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃

棄物の廃棄施設等の放射線しゃへい物の側壁に

おける線量当量率 

毎日運転中１回 １０年間 

35．放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排

水口又は排水監視設備における放射性物質の１

日間及び３月間についての平均濃度 

１日間の平均濃度にあ

っては毎日１回，３月間

の平均濃度にあっては

３月毎に１回 

１０年間 

36．管理区域における外部放射線に係る１週間の線

量当量，空気中の放射性物質の１週間について

の平均濃度及び放射性物質によって汚染された

物の表面の放射性物質の密度 

毎週１回 １０年間 

37．放射線業務従事者の４月１日を始期とする１年

間の線量，女子※４の放射線業務従事者の４月１

日，７月１日，１０月１日及び１月１日を始期

とする各３月間の線量並びに本人の申出等によ

り妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線

業務従事者にあっては出産までの間毎月１日を

始期とする１月間の線量 

１年間の線量にあって

は毎年度１回，３月間の

線量にあっては３月毎

に１回，１月間の線量に

あっては１月毎に１回 

※５ 

38．４月１日を始期とする１年間の線量が２０ミリ

シーベルトを超えた放射線業務従事者の当該１

年間を含む原子力規制委員会が定める５年間の

線量 

原子力規制委員会が定

める５年間において毎

年度１回 

※５ 

39．放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の

始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期

間の線量 

その都度 ※５ 

40．放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する

年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴

及び原子力規制委員会が定める５年間における

当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 

その者が当該業務に 

就く時 
※５ 

41．発電所の外において運搬した核燃料物質等の種

類別の数量，その運搬に使用した容器の種類並

びにその運搬の日時及び経路 

運搬の都度 １年間 

42．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該

放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量，当

該放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器と一

体的に固型化した場合には当該容器の数量及び

比重並びにその廃棄の日，場所及び方法 

廃棄の都度 ※６ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 
記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

43．放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器に固型化

した場合には，その方法 
封入又は固型化の都度 ※６ 

44．放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を

行った場合には，その状況及び担当者の氏名 
広がりの防止及び除去の都度 １年間 

45．事故発生及び復旧の日時 その都度 ※６ 

46．事故の状況及び事故に際して採った処置 同上 ※６ 

47．事故の原因 同上 ※６ 

48．事故後の処置 同上 ※６ 

49．風向及び風速 連続して １０年間 

50．降雨量 同上 １０年間 

51．大気温度 同上 １０年間 

52．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

53．保安教育の実施日時，項目及び受けた者の氏名 
実施の都度 ３年間 

54．原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価 評価の都度 ※６ 

55．原子炉施設に対して実施した保安活動への最新の

技術的知見の反映状況の評価 
評価の都度 ※６ 

※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障又は消耗品の取替によ

り記録不能な期間を除く。 

※２：法令に基づく必要な手続きとは，原子炉等規制法第４３条の３の８（変更の許可及び届出等），

第４３条の３の９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３の１０（設計及び工事の計画の

届出）及び第４３条の３の１１第３項（使用前事業者検査の確認申請），並びに電気事業法 第
４７条・第４８条（工事計画）及び第４９条・第５０条（使用前検査）に係る手続きをいう。

なお，手続きが不要と判断した場合にも，その理由を併せて記録する。  

※３：「警報装置から発せられた警報」とは, 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則第４７条第１項及び第２項に規定する範囲 

の警報をいう。 

※４：妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。 

※５：その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が５ 

年を超えた場合において，その記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間 

※６：廃止措置が終了し，その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについ

て，原子力規制委員会の確認を受けるまでの期間 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

43．放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器に固型化

した場合には，その方法 
封入又は固型化の都度 ※６ 

44．放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を

行った場合には，その状況及び担当者の氏名 
広がりの防止及び除去の都度 １年間 

45．事故発生及び復旧の日時 その都度 ※６ 

46．事故の状況及び事故に際して採った処置 同上 ※６ 

47．事故の原因 同上 ※６ 

48．事故後の処置 同上 ※６ 

49．風向及び風速 連続して １０年間 

50．降雨量 同上 １０年間 

51．大気温度 同上 １０年間 

52．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

53．保安教育の実施日時，項目及び受けた者の氏名 
実施の都度 ３年間 

54．原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価 評価の都度 ※６ 

55．原子炉施設に対して実施した保安活動への最新の

技術的知見の反映状況の評価 
評価の都度 ※６ 

※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障又は消耗品の取替によ

り記録不能な期間を除く。 

※２：法令に基づく必要な手続きとは，原子炉等規制法第４３条の３の８（変更の許可及び届出等），

第４３条の３の９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３の１０（設計及び工事の計画の

届出）及び第４３条の３の１１第３項（使用前事業者検査の確認申請），並びに電気事業法 第
４７条・第４８条（工事計画）及び第４９条・第５０条（使用前検査）に係る手続きをいう。

なお，手続きが不要と判断した場合にも，その理由を併せて記録する。  

※３：「警報装置から発せられた警報」とは, 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則第４７条第１項及び第２項に規定する範囲 

の警報をいう。 

※４：妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。 

※５：その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が５ 

年を超えた場合において，その記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間 

※６：廃止措置が終了し，その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについ

て，原子力規制委員会の確認を受けるまでの期間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

表１２０－２ 

記録（実用炉規則第１４条の３及び第５７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．使用前事業者検査の結果 

（１）検査年月日  

（２）検査の対象  

（３）検査の方法  

（４）検査の結果  

（５）検査を行った者の氏名  

（６）検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたとき

は，その内容  

（７）検査の実施に係る組織  

（８）検査の実施に係る工程管理  

（９）検査において役務を供給した事業者がある場合に

は，当該事業者の管理に関する事項  

（10）検査記録の管理に関する事項  

（11）検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

当該使用前事業者検

査に係る発電用原子

炉施設の存続する期

間 

２．定期事業者検査の結果 

（１）検査年月日  

（２）検査の対象  

（３）検査の方法  

（４）検査の結果  

（５）検査を行った者の氏名  

（６） 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたとき

は，その内容  

（７）検査の実施に係る組織  

（８）検査の実施に係る工程管理  

（９） 検査において役務を供給した事業者がある場合に

は，当該事業者の管理に関する事項  

（10）検査記録の管理に関する事項  

（11）検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

その発電用原子炉施

設が廃棄された後５

年が経過するまでの

期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１２０－２ 

記録（実用炉規則第１４条の３及び第５７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．使用前事業者検査の結果 

（１）検査年月日  

（２）検査の対象  

（３）検査の方法  

（４）検査の結果  

（５）検査を行った者の氏名  

（６）検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたとき

は，その内容  

（７）検査の実施に係る組織  

（８）検査の実施に係る工程管理  

（９）検査において役務を供給した事業者がある場合に

は，当該事業者の管理に関する事項  

（10）検査記録の管理に関する事項  

（11）検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

当該使用前事業者検

査に係る発電用原子

炉施設の存続する期

間 

２．定期事業者検査の結果 

（１）検査年月日  

（２）検査の対象  

（３）検査の方法  

（４）検査の結果  

（５）検査を行った者の氏名  

（６） 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたとき

は，その内容  

（７）検査の実施に係る組織  

（８）検査の実施に係る工程管理  

（９） 検査において役務を供給した事業者がある場合に

は，当該事業者の管理に関する事項  

（10）検査記録の管理に関する事項  

（11）検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

その発電用原子炉施

設が廃棄された後５

年が経過するまでの

期間 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

 

表１２０－３※７ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質マネジメントシステム計画に関する以下の文書   

第３条品質マネジメントシステム計画の「4.2.1a)～d)」に

定める文書 

変更の都度 変更後５年が経過

するまでの期間 

２．品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する以下の記

録 
  

（１）マネジメントレビューの結果の記録 作成の都度 ５年 

（２）力量，教育・訓練及び他の措置について該当する記録 作成の都度 ５年 

（３）業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が，要求事

項を満たしていることを実証するために必要な記録 
作成の都度 ５年 

（４）業務・原子炉施設に対する要求事項のレビューの結果

の記録，及びそのレビューを受けてとられた処置の記

録 

作成の都度 ５年 

（５）業務・原子炉施設の要求事項に関連する設計・開発へ

のインプットの記録 
作成の都度 ５年 

（６）設計・開発のレビューの結果の記録，及び必要な処置 

   があればその記録 
作成の都度 ５年 

（７）設計・開発の検証の結果の記録，及び必要な処置があ 

   ればその記録 
作成の都度 ５年 

（８）設計・開発の妥当性確認の結果の記録，及び必要な処 

   置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（９）設計・開発の変更の記録 作成の都度 ５年 

（10）設計・開発の変更のレビュー，検証及び妥当性確認の

結果の記録，及び必要な処置があればその記録 
作成の都度 ５年 

(11) 供給者の評価の結果の記録，及び評価によって必要と 

された処置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（12）プロセスの妥当性確認の結果の記録 作成の都度 ５年 

（13）業務・原子炉施設に関するトレーサビリティの記録 作成の都度 ５年 

（14）組織の外部の者の所有物に関して，組織が必要と判断

した場合の記録 
作成の都度 ５年 

（15）校正又は検証に用いた基準の記録 作成の都度 ５年 

（16）測定機器が要求事項に適合していないと判明した場 

合の，従前の測定結果の妥当性評価の記録 
作成の都度 ５年 

（17）校正及び検証の結果の記録 作成の都度 ５年 

（18）内部監査の結果の記録 作成の都度 ５年 

（19）使用前事業者検査等及び自主検査等の合否判定基準へ

の適合の記録 
作成の都度 ５年 

（20）プロセスの次の段階に進むことを承認した人の記録 作成の都度 ５年 

（21）不適合の性質及び不適合に対してとられた特別採用 

を含む処置の記録 
作成の都度 ５年 

（22）是正処置の結果の記録 作成の都度 ５年 

（23）未然防止処置の結果の記録 作成の都度 ５年 

 

表１２０－３※７ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質マネジメントシステム計画に関する以下の文書   

第３条品質マネジメントシステム計画の「4.2.1a)～d)」に

定める文書 

変更の都度 変更後５年が経過

するまでの期間 

２．品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する以下の記

録 
  

（１）マネジメントレビューの結果の記録 作成の都度 ５年 

（２）力量，教育・訓練及び他の措置について該当する記録 作成の都度 ５年 

（３）業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が，要求事

項を満たしていることを実証するために必要な記録 
作成の都度 ５年 

（４）業務・原子炉施設に対する要求事項のレビューの結果

の記録，及びそのレビューを受けてとられた処置の記

録 

作成の都度 ５年 

（５）業務・原子炉施設の要求事項に関連する設計・開発へ

のインプットの記録 
作成の都度 ５年 

（６）設計・開発のレビューの結果の記録，及び必要な処置 

   があればその記録 
作成の都度 ５年 

（７）設計・開発の検証の結果の記録，及び必要な処置があ 

ればその記録 
作成の都度 ５年 

（８）設計・開発の妥当性確認の結果の記録，及び必要な処 

置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（９）設計・開発の変更の記録 作成の都度 ５年 

（10）設計・開発の変更のレビュー，検証及び妥当性確認の

結果の記録，及び必要な処置があればその記録 
作成の都度 ５年 

(11) 供給者の評価の結果の記録，及び評価によって必要と 

された処置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（12）プロセスの妥当性確認の結果の記録 作成の都度 ５年 

（13）業務・原子炉施設に関するトレーサビリティの記録 作成の都度 ５年 

（14）組織の外部の者の所有物に関して，組織が必要と判断

した場合の記録 
作成の都度 ５年 

（15）校正又は検証に用いた基準の記録 作成の都度 ５年 

（16）測定機器が要求事項に適合していないと判明した場 

合の，従前の測定結果の妥当性評価の記録 
作成の都度 ５年 

（17）校正及び検証の結果の記録 作成の都度 ５年 

（18）内部監査の結果の記録 作成の都度 ５年 

（19）使用前事業者検査等及び自主検査等の合否判定基準へ

の適合の記録 
作成の都度 ５年 

（20）プロセスの次の段階に進むことを承認した人の記録 作成の都度 ５年 

（21）不適合の性質及び不適合に対してとられた特別採用 

を含む処置の記録 
作成の都度 ５年 

（22）是正処置の結果の記録 作成の都度 ５年 

（23）未然防止処置の結果の記録 作成の都度 ５年 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変 更 前（現行規定：ＲＯＰ反映版(令和２年５月２６日 認可)） 変  更  後 備  考 

※７：表１２０－１又は表１２０－２を適用する場合は，本表を適用しない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※７：表１２０－１又は表１２０－２を適用する場合は，本表を適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 
（報告） 

第１２１条 各ＧＭ又は運転管理部長は，次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがあると

判断した場合について直ちに所長及び主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第７３条） 

（２）放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合（第

８８条，第８９条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第１０１条） 

（４）実用炉規則第１９条の１７第２号から第１４号に定める報告事象が生じた場合 

（５）第７６条第１項から第３項に定める異常が発生した場合 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，社長に報告する。 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合及び夜間休祭日の報告方法は，

「NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル」による。 

４．第１項（１）に該当する場合は，「NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに

原子力規制委員会に報告する。 

 

 

（報告） 

第１２１条 各ＧＭ又は運転管理部長は，次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがあると

判断した場合について直ちに所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第７３条） 

（２）放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合 

（第８８条，第８９条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第１０１条） 

（４）実用炉規則第１３４条第２号から第１４号に定める報告事象が生じた場合 

（５）第７６条第１項から第３項に定める異常が発生した場合 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，社長に報告する。 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合並びに夜間及び休日（平日の勤務時

間帯以外）の報告方法は，「NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル」による。 

４．第１項（１）に該当する場合は，「NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに原

子力規制委員会に報告する。 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

附  則 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則（令和２年２月２７日 原規規発第 2002272 号） 

（施行期日） 

第１条  

  この規定は，令和２年４月１０日から施行する。 

附則（平成２５年１２月１１日 原管Ｂ発第 1312111 号） 

（施行期日） 

第１条  

２．第６３条及び第６４条は，５号炉及び６号炉の蓄電池に係る使用前検査合格日から適用すること

とし，それまでの間は従前の例による。 

附則（平成２５年８月１２日 原管Ｂ発第 1308121 号） 

（施行期日） 

第１条  

第６３条及び第６４条は，１号炉及び７号炉の蓄電池に係る使用前検査合格日から適用すること

とし，それまでの間は従前の例による。 

附則（平成２３年５月１１日 平成 23･04･21 原第 7号） 

（施行期日） 

第１条  

２．第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な場合，他号

炉の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすことができる。 

附則（平成１３年３月１２日 平成 13･02･15 原第 23号） 

（施行期日） 

第１条  

２．３号炉の原子炉熱的制限値は，ＭＯＸ燃料装荷開始日から適用することとし，これ以前の間は別

表２５－１による。 

 

 

 

附  則 
 

附則（令和  年  月  日 原規規発第    号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和  年  月  日から施行する。 

２．本規定施行の際，使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については，原子炉に燃料体を

挿入することができる状態になった時の工事の工程における各原子炉施設に係る使用前検査終了日

以降に適用することとし，それまでの間は従前の例による。ただし，上記検査がない設備について

は構造，強度又は漏えいに係る検査終了日以降に適用する。 

なお，第１２条（運転員等の確保）については，７号炉の原子炉に燃料体を挿入することができ

る状態になった時の工事の工程における各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降に適用する。 

３．第６６条（重大事故等対処設備）のうち，高圧代替注水系に係る規定については，原子炉の状態

が運転の期間における使用前検査終了日以降に適用する。 

 

附則（令和２年２月２７日 原規規発第 2002272 号） 

（施行期日） 

第１条  

この規定は，令和２年４月１０日から施行する。 

附則（平成２５年１２月１１日 原管Ｂ発第 1312111 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第６３条及び第６４条は，５号炉及び６号炉の蓄電池に係る使用前検査合格日から適用すること

とし，それまでの間は従前の例による。 

附則（平成２５年８月１２日 原管Ｂ発第 1308121 号） 

（施行期日） 

第１条  

第６３条及び第６４条は，１号炉及び７号炉の蓄電池に係る使用前検査合格日から適用すること

とし，それまでの間は従前の例による。 

附則（平成２３年５月１１日 平成 23･04･21 原第 7号） 

（施行期日） 

第１条  

２．第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な場合，他号

炉の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすことができる。 

附則（平成１３年３月１２日 平成 13･02･15 原第 23号） 

（施行期日） 

第１条  

２．３号炉の原子炉熱的制限値は，ＭＯＸ燃料装荷開始日から適用することとし，これ以前の間は別

表２５－１による。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
添付３ 重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準 

（第１７条の７及び第１７条の８関連） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

（なし） 

 
 

重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準 
 
本「実施基準」は，重大事故に至るおそれがある事故若しくは重大事故が発生した場合又は大規模

な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模な損

壊が発生した場合に対処しうる体制を維持管理していくための実施内容について定める。 
また，重大事故等の発生及び拡大の防止に必要な措置の運用手順等については，表１から表１９に

定める。なお，自主対策設備を使用した運用手順及び運用手順の詳細な内容等については，マニュア

ルに定める。 
 
１．重大事故等対策 
（１）社長は，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備にあたっ

て，財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。 
（２）原子力運営管理部長は，以下に示す重大事故等発生時における原子炉主任技術者の職務等につ

いて，「原子炉主任技術者職務運用マニュアル」に定める。 
ア．原子炉主任技術者は，緊急時対策本部において，独立性を確保し，重大事故等対策における原

子炉施設の運転に関し保安監督を誠実かつ最優先に行うことを任務とする。 
イ．原子炉主任技術者は，保安上必要な場合は，重大事故等に対処する要員へ指示を行い，緊急時

対策本部長は，その指示を踏まえ方針を決定する。 
ウ．原子炉主任技術者は，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合，

緊急時対策要員からの情報連絡（プラントの状況，対策の状況）を受け，保安上必要な場合は指

示を行う。 
エ．重大事故等の発生連絡を受けた後，速やかに発電所対策本部に駆けつけられるよう，早期に非

常召集が可能なエリア（柏崎市又は刈羽村）に７号炉の原子炉主任技術者又は代行者１名を待機

させる。 
オ．原子炉主任技術者は，重大事故等対策に係る手順書の整備にあたって，保安上必要な事項につ

いて確認を行う。 
（３）防災安全ＧＭは，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備として，次の１．１項及び１．２項を含む計画を策定し，所長の承認を得

る。また，各ＧＭは，計画に基づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な体制の整備を実施する。 
（４）各ＧＭは，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行う体制の整備として，次の１．３項及び表１から表１９に示す「重大事故等の発生及び拡大の

防止に必要な措置の運用手順等」を含む手順を整備し，次の１．１（１）ア．の要員にこの手順

を遵守させる。 
（５）原子力運営管理部長は，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時における本社が行う支援に関

する活動を行う体制の整備として，次の１．１項及び１．２項を含む計画を策定するとともに，

計画に基づき，本社が行う支援に関する活動を行うために必要な体制の整備を実施する。 
 
１．１ 体制の整備，教育訓練の実施及び資機材の配備 
（１）体制の整備 
ア．防災安全ＧＭは，以下に示す重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割分担

及び責任者をマニュアルに定め，効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を確立する。 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付２  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条及び第９３条関連） 

 

 

 

 

 
管理区域表示凡例 

 
   管理区域※１ 

   汚染のおそれのない管理区域 

   管理区域設定・解除予定エリア 

 
※１：第９３条第１項（２）に該当する管理区域を示す。ただし，管理区域全体図については，汚染のおそ

れのない管理区域が含まれている場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付４  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条及び第９３条関連） 

 

 

 

 

 
管理区域表示凡例 

 
   管理区域※１ 

   汚染のおそれのない管理区域 

   管理区域設定・解除予定エリア 

 
※１：第９３条第１項（２）に該当する管理区域を示す。ただし，管理区域全体図については，汚染の

おそれのない管理区域が含まれている場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付３  保 全 区 域 図 
 

 

（第９７条関連） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付５  保 全 区 域 図 
 

 

（第９７条関連） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 
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添付４ 長期保守管理方針 
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添付６ 長期保守管理方針 
 

 

（第１０７条の２関連） 
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